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〝
真
の
平
和
〟
を
も
た
ら
す
国
際
人
道
法

巻
頭
寄
稿

榛
澤
祥
子

赤
十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
） 

駐
日
代
表

な
る
国
で
共
通
し
て
い
る
点
は
、
紛
争
だ
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
、
ウ
ク

ラ
イ
ナ
が
紛
争
状
態
に
陥
っ
た
二
〇
一
四
年
か
ら
活
動
を
開
始
し
、

二
〇
二
二
年
二
月
の
紛
争
の
拡
大
・
激
化
に
伴
い
、
活
動
規
模
を
拡
大
。

特
に
前
線
に
近
接
す
る
地
域
で
、
現
地
赤
十
字
社
と
連
携
し
な
が
ら
、

多
様
な
支
援
を
提
供
し
、
民
間
人
の
保
護
に
徹
し
て
い
る
。

エ
チ
オ
ピ
ア
で
は
、
北
部
テ
ィ
グ
レ
州
に
お
け
る
非
国
際
的
武
力

紛
争
は
終
結
し
た
も
の
の
、
二
年
に
わ
た
る
戦
闘
は
大
き
な
爪
痕
を

残
し
て
お
り
、
復
興
ま
で
の
道
の
り
は
遠
く
、
厳
し
い
。
同
州
の
南

に
位
置
す
る
ア
ム
ハ
ラ
州
、
オ
ロ
ミ
ア
州
な
ど
で
も
紛
争
が
継
続
し

て
い
る
た
め
、
人
道
ニ
ー
ズ
は
膨
大
で
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
、
紛
争

当
事
者
を
は
じ
め
人
々
の
信
頼
を
通
し
て
得
た
ア
ク
セ
ス
を
最
大
限

に
活
用
し
、
人
々
が
必
要
と
し
て
い
る
支
援
を
迅
速
に
届
け
る
こ
と

が
で
き
る
、
こ
の
地
域
で
は
ほ
ぼ
唯
一
の
国
際
支
援
団
体
で
あ
る
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
け
る
捕
虜
の
訪
問

ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
は
、
支
援
物
資
の
配
付
に
携
わ
っ
た
。
東
部
の
ハ

ル
キ
ウ
市
か
ら
さ
ら
に
東
に
約
一
〇
〇
キ
ロ
行
っ
た
ク
ピ
ャ
ン
ス
ク

市
に
衛
生
用
品
、
毛
布
な
ど
を
、
ハ
ル
キ
ウ
市
の
北
西
に
位
置
す
る

ア
フ
ト
ゥ
イ
ル
カ
と
い
う
町
で
は
攻
撃
で
破
壊
さ
れ
た
火
力
発
電
所

に
断
熱
材
を
届
け
た
。
特
に
前
線
に
近
い
場
所
で
は
、
被
害
が
民
間

現
在
、
世
界
に
存
在
す
る
武
力
紛
争
の
数
は
一
〇
〇
を
超
え
る
。

紛
争
は
長
期
化
す
る
傾
向
に
あ
り
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）

が
人
道
支
援
を
展
開
し
て
い
る
国
で
、
シ
リ
ア
や
南
ス
ー
ダ
ン
、
ア

フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
な
ど
活
動
規
模
が
大
き
い
上
位
一
〇
カ
国
（
二
〇
一
九

年
時
点
）
を
平
均
す
る
と
四
二
年
に
及
ぶ
。
同
時
に
、
武
装
勢
力
の
細

分
化
や
拡
散
、
気
候
変
動
の
影
響
な
ど
に
よ
り
、
紛
争
の
性
質
自
体

が
複
雑
化
し
て
い
る
。
大
国
は
緊
張
関
係
に
あ
り
、
多
国
間
主
義
が

大
き
な
転
換
点
を
迎
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
日
本
も
そ
の
真
っ
只

中
に
あ
る
。

紛
争
地
域
で
人
々
に
寄
り
添
っ
て
支
援
を
届
け
る
組
織
で
あ
る
か

ら
こ
そ
、
私
た
ち
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
「
紛
争
が
何
を
も
た
ら
す
か
」
を
身

を
も
っ
て
理
解
し
て
い
る
。
現
場
で
活
動
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
職
員
は
、

武
力
の
行
使
が
個
々
の
人
間
性
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
か
、

そ
し
て
紛
争
が
戦
闘
員
や
民
間
人
に
ど
の
よ
う
な
犠
牲
を
強
い
る
の

か
を
、
日
々
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は

「
中
立
、
独
立
、
公
平
」
と
い
う
人
道
原
則
を
頑
な
に
守
り
、
人
間
性

を
最
低
限
担
保
す
る
国
際
人
道
法
の
遵
守
を
紛
争
当
事
者
に
訴
え
続

け
る
。

二
〇
二
三
年
の
は
じ
め
に
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
エ
チ
オ
ピ
ア
に
短

期
赴
任
す
る
機
会
を
得
た
。
遠
く
離
れ
た
こ
れ
ら
二
つ
の
全
く
異

―
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
エ
チ
オ
ピ
ア
の
現
場
で
実
感
し
た
こ
と

写真 1　紛争は一度始まってしまうと終わらせることが難しい。シリアでは、12年以上続
く紛争で疲弊した人々に現地パートナーの赤新月社と継続した支援を提供（首都ダマスカ
ス郊外） ©ICRC
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人
に
及
ぶ
ケ
ー
ス
が
顕
著
で
あ
る
。
日
常
生
活
に
欠
か
せ
な
い
イ
ン

フ
ラ
は
機
能
し
て
お
ら
ず
水
も
電
気
も
な
い
た
め
、
私
自
身
も
、
排

泄
物
が
お
そ
ら
く
数
十
日
分
は
溜
ま
っ
て
い
る
だ
ろ
う
仮
市
庁
舎
の

暗
い
ト
イ
レ
を
使
用
し
た
。
家
屋
も
破
壊
さ
れ
、
地
雷
や
不
発
弾
に

よ
る
武
器
汚
染
の
影
響
は
非
常
に
深
刻
だ
。

避
難
を
せ
ず
に
ク
ピ
ャ
ン
ス
ク
市
に
残
っ
て
い
た
一
人
の
女
性

が
、
赤
十
字
標
章
を
着
用
し
た
私
た
ち
を
見
つ
け
て
駆
け
寄
っ
て
き

た
。
話
を
聞
く
と
、
昨
晩
真
向
か
い
の
家
が
砲
撃
に
あ
い
、
爆
風
の

影
響
で
自
宅
の
窓
が
吹
き
飛
ん
だ
と
の
こ
と
。
応
急
措
置
に
ビ
ニ
ー

ル
シ
ー
ト
が
必
要
だ
が
、
ど
こ
で
入
手
で
き
る
か
わ
か
ら
な
い
と
涙

な
が
ら
に
訴
え
て
い
た
。
極
寒
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
、
窓
も
な
い
家
で

ど
の
よ
う
に
一
晩
を
し
の
い
で
い
た
の
か
を
想
像
す
る
だ
け
で
本
当

に
心
が
痛
ん
だ
。
こ
う
い
う
時
に
頼
り
に
な
る
の
が
、
苦
し
ん
で
い

る
人
の
一
番
近
く
で
寄
り
添
い
続
け
て
い
る
国
内
パ
ー
ト
ナ
ー
の
存

在
だ
。
彼
女
が
急
場
を
し
の
げ
る
よ
う
に
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
赤
十
字
社

と
繋
い
だ
。
言
語
や
地
理
な
ど
現
地
の
事
情
に
長
け
て
い
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
を
大
勢
抱
え
、
高
い
機
動
力
を
有
す
る
赤
十
字
社
、
赤
新
月

社
と
の
連
携
が
戦
時
に
如
何
に
重
要
か
を
再
認
識
し
た
。

そ
の
他
に
も
印
象
に
残
っ
た
出
来
事
は
多
々
あ
る
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ

が
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
で
あ
り
続
け
る
理
由
を
真
に
理
解
し
た
の
は
、
ウ
ク
ラ

イ
ナ
に
あ
る
収
容
施
設
へ
の
訪
問
で
あ
っ
た
。
捕
虜
を
は
じ
め
、
拘

束
さ
れ
て
い
る
人
々
を
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
訪
問
す
る
際
に
は
、
①
当
局
と

の
対
話
、
②
施
設
内
の
視
察
、
③
被
拘
束
者
と
の
面
会
、
④
当
局
と

の
最
終
対
話
、
と
い
う
決
ま
っ
た
一
連
の
流
れ
が
存
在
す
る
。
当
局

と
の
対
話
は
完
全
に
非
公
開
の
形
で
実
施
さ
れ
、
仮
に
問
題
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
公
に
糾
弾
す
る
こ
と
は
な
い
。
被
拘
束

者
と
の
面
会
は
個
別
に
行
い
、
何
ら
か
の
問
題
が
挙
が
っ
て
き
た
場

合
、
私
た
ち
は
本
人
の
承
諾
を
得
て
か
ら
、
個
人
が
特
定
さ
れ
な
い

形
で
当
局
に
伝
え
、
改
善
を
促
す
。
ま
た
、
収
容
施
設
へ
の
訪
問
は

厳
正
な
規
約
に
基
づ
く
も
の
で
、
中
立
性
を
保
つ
う
え
で
も
紛
争
当

事
者
の
国
籍
を
持
つ
職
員
が
捕
虜
を
訪
問
す
る
こ
と
は
な
い
。
も
う

ひ
と
つ
、
被
拘
束
者
と
そ
の
家
族
を
「
赤
十
字
通
信
」
と
呼
ば
れ
る
手

紙
を
通
し
て
繋
ぐ
こ
と
も
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
定
め
ら
れ
た
Ｉ

Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
重
要
な
役
割
で
あ
る
。

収
容
施
設
内
の
小
さ
な
部
屋
で
面
会
し
た
ロ
シ
ア
人
の
捕
虜
の
こ

と
は
、
お
そ
ら
く
一
生
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
面
会
の
冒
頭

で
彼
は
、
私
た
ち
の
質
問
に
表
情
を
全
く
変
え
ず
に
実
に
淡
々
と
答

え
て
い
た
。
雰
囲
気
が
一
変
し
た
の
は
、
私
た
ち
が
ロ
シ
ア
に
い
る

彼
の
家
族
か
ら
の
手
紙
を
渡
し
た
時
だ
っ
た
。
手
紙
に
同
封
さ
れ
て

い
た
息
子
の
写
真
を
見
な
が
ら
、
彼
は
し
ば
ら
く
の
間
、
声
を
出
さ

ず
に
静
か
に
泣
い
て
い
た
。
息
子
の
名
前
を
尋
ね
る
と
、
笑
顔
を
見

せ
な
が
ら
、
愛
お
し
そ
う
に
そ
の
名
前
を
口
に
し
、
面
会
の
最
後
に

写真 2　現地スタッフと共に食料と衛生用品の配付を準備（ウクライナ東部ハルキウ州ゾーロチウ）
©ICRC

写真 3　国家は、戦時のルールを定めた “ジュネーヴ諸条約 ”によって、ICRCの捕虜訪問
や捕虜と家族間の通信を保障する義務を負っている（イラク北部） ©ICRC
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は
私
の
手
を
と
っ
て
ま
っ
す
ぐ
に
目
を
見
つ
め
「
本
当
に
あ
り
が
と

う
」
と
言
っ
て
く
れ
た
。

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
中
立
と
守
秘
義
務
の
原
則
を
守
り
、
紛
争
当
事
者
と

の
対
話
を
継
続
し
な
け
れ
ば
、
そ
し
て
、
国
際
人
道
法
上
の
義
務
を

紛
争
当
事
者
が
遵
守
し
な
け
れ
ば
、
こ
う
し
た
こ
と
は
実
現
し
な
い
。

拘
束
さ
れ
自
由
を
奪
わ
れ
た
人
々
は
、
い
つ
解
放
さ
れ
帰
還
で
き
る

の
か
、
先
の
不
透
明
な
ギ
リ
ギ
リ
の
精
神
状
態
に
あ
る
。
大
切
な
家

族
や
友
人
と
の
連
絡
も
と
れ
な
い
ま
ま
、
毎
日
を
送
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
帰
り
を
待
ち
わ
び
る
家
族
の
側
も
、 

自
分
の
愛
す
る
人
が
生

き
て
い
る
の
か
死
ん
で
い
る
の
か
す
ら
わ
か
ら
ず
、
不
安
を
抱
え
な

が
ら
日
々
を
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。敵
側
に
捕
ら
わ
れ
た
人
々
に
と
っ

て
、
そ
し
て
そ
の
家
族
に
と
っ
て
、
人
間
と
し
て
最
低
限
の
尊
厳
を

保
つ
た
め
の
希
望
の
糧
と
な
る
の
が
、
国
際
人
道
法
と
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
な

の
だ
と
い
う
こ
と
を
心
の
底
か
ら
思
い
知
っ
た
。

復
興
と
平
和
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
エ
チ
オ
ピ
ア

エ
チ
オ
ピ
ア
で
は
、
い
ま
だ
紛
争
が
継
続
し
て
い
る
オ
ロ
ミ
ア
州

西
部
に
あ
る
町
の
保
健
医
療
セ
ン
タ
ー
を
訪
問
し
た
。
セ
ン
タ
ー
内

に
は
か
な
り
の
数
の
兵
士
が
常
駐
す
る
よ
う
に
な
り
、
患
者
や
医
療

ス
タ
ッ
フ
が
そ
れ
を
恐
れ
て
施
設
に
近
寄
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
の

連
絡
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
実
際
に
訪
れ
て
み
る
と
、
入
り
口
に

は
戦
闘
服
に
身
を
包
み
銃
を
構
え
た
兵
士
が
お
り
、
ま
た
、
患
者
の

待
合
室
に
は
、
座
っ
て
テ
レ
ビ
を
見
て
い
る
兵
士
が
数
人
い
た
。

そ
の
日
は
、
セ
ン
タ
ー
の
ス
タ
ッ
フ
か
ら
聞
き
取
り
を
し
た
だ

け
だ
っ
た
が
、
後
日
、
同
僚
が
紛
争
当
事
者
側
と
話
し
合
っ
た
結
果
、

兵
士
は
立
ち
退
く
こ
と
と
な
っ
た
。
保
健
医
療
セ
ン
タ
ー
は
、
そ
の

町
と
近
隣
の
村
々
の
住
民
に
と
っ
て
、
唯
一
医
療
を
受
け
ら
れ
る
場

所
だ
。
セ
ン
タ
ー
が
利
用
で
き
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
救
う
こ

と
が
で
き
る
傷
病
者
が
救
わ
れ
な
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、

兵
士
が
常
駐
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
保
健
医
療
セ
ン
タ
ー
は
合
法

的
な
軍
事
目
標
と
な
り
、
攻
撃
さ
れ
か
ね
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
住

民
に
医
療
を
提
供
で
き
な
い
状
況
に
な
る
ば
か
り
か
、
攻
撃
に
よ
り

医
療
従
事
者
や
民
間
人
が
命
を
落
と
す
事
態
も
起
こ
り
得
る
。「
戦

争
と
は
い
え
、
や
り
た
い
放
題
は
許
さ
れ
な
い
」
と
い
う
モ
ッ
ト
ー

を
掲
げ
、
国
際
人
道
法
の
守
護
者
と
し
て
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
日
々
現
場
で

果
た
し
て
い
る
予
防
的
な
役
割
は
、
大
々
的
に
報
道
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
が
、
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
て
は
い
け
な
い
人
々
や
イ
ン
フ
ラ
、

施
設
な
ど
を
守
り
救
う
た
め
の
重
要
な
手
段
で
あ
る
。

武
力
紛
争
が
終
結
し
た
テ
ィ
グ
レ
州
で
は
、
国
際
人
道
法
の
遵
守

が
ど
の
よ
う
に
し
て
紛
争
後
の
復
興
や
平
和
の
構
築
に
繋
が
る
の
か

を
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
北
部
に
あ
る
ア
デ
ィ
グ
ラ
ッ
ト
と
い
う
町
で
、

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
紛
争
中
に
性
暴
力
の
被
害
を
受
け
た
女
性
た
ち
を
支
援

し
て
い
る
。
性
暴
力
は
、
深
刻
な
肉
体
的
、
精
神
的
な
苦
し
み
を
与

え
る
だ
け
で
な
く
、
被
害
者
が
自
身
の
家
族
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
か

ら
拒
絶
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
多
く
、
二
次
的
、
三
次
的
な
被
害
を
生
む
。

ア
デ
ィ
グ
ラ
ッ
ト
に
は
被
害
者
の
安
全
を
保
障
し
、
自
立
で
き
る
よ

う
職
業
訓
練
を
提
供
す
る
施
設
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
一
人
の
女
性
に

話
を
聞
く
機
会
が
あ
っ
た
。

紛
争
中
、
彼
女
と
妹
は
敵
対
す
る
側
の
兵
士
た
ち
に
捕
ら
わ
れ
た
。

連
行
さ
れ
る
こ
と
を
拒
ん
だ
妹
は
そ
の
場
で
殺
害
さ
れ
、
彼
女
は
妹

の
遺
体
を
自
分
の
手
で
地
中
に
埋
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ

の
後
、
村
か
ら
遠
く
離
れ
た
場
所
に
連
れ
て
い
か
れ
、
逃
げ
ら
れ
な

い
よ
う
閉
じ
込
め
ら
れ
た
場
所
で
、
昼
夜
を
問
わ
ず
性
行
為
を
強
要

さ
れ
た
。
時
に
は
、も
の
を
使
っ
て
体
を
も
て
あ
そ
ば
れ
た
。
あ
る
日
、

兵
士
か
ら「
こ
こ
で
殺
さ
れ
る
か
、裸
に
な
っ
て
村
に
帰
る
か
を
選
べ
」

と
言
わ
れ
た
彼
女
は
、
裸
の
ま
ま
村
に
帰
る
こ
と
を
選
択
し
た
。
心

身
両
面
で
ト
ラ
ウ
マ
を
負
い
続
け
て
い
る
彼
女
は
、
悲
惨
極
ま
り
な

い
自
身
の
話
を
ま
る
で
他
人
事
の
よ
う
に
淡
々
と
語
り
、
最
後
に
こ

う
言
っ
た
。「
私
は
、
こ
の
施
設
を
出
た
ら
、
軍
に
入
っ
て
兵
士
に
な

る
。
自
分
を
こ
ん
な
目
に
合
わ
せ
た
人
た
ち
に
復
讐
し
た
い
の
」。

写真 4　破壊された保健医療施設を
視察（エチオピア北部ティグレ州）

  ©ICRC
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国
際
人
道
法
の
重
大
な
侵
害
に
あ
た
る
強
姦
な
ど
の
性
暴
力
は
、

加
害
者
個
人
に
刑
事
責
任
が
生
じ
る
。
す
べ
て
の
国
は
性
暴
力
を
犯

罪
と
し
て
国
内
法
で
規
制
し
、
調
査
に
基
づ
い
て
起
訴
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

テ
ィ
グ
レ
州
で
出
会
っ
た
女
性
の
例
か
ら
も
、
国
際

人
道
法
の
違
反
は
民
間
人
の
犠
牲
者
を
生
む
だ
け
で
な
く
、
平
和
へ

の
道
筋
に
大
き
な
障
壁
と
な
る
禍
根
を
人
々
に
残
す
こ
と
は
明
白
だ
。

彼
女
が
兵
士
に
な
っ
て
復
讐
を
す
れ
ば
、
ま
た
新
し
い
暴
力
が
始
ま

り
、
そ
の
暴
力
の
連
鎖
を
断
つ
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。「
国
際

人
道
法
に
違
反
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
真
の
平
和
は
生
ま
れ
な
い
」
と

前
駐
日
代
表
の
レ
ジ
ス
・
サ
ビ
オ
が
よ
く
述
べ
て
い
た
が
、
そ
の
意

味
が
よ
う
や
く
腑
に
落
ち
た
。

こ
こ
で
挙
げ
た
例
は
、
四
か
月
と
い
う
短
い
期
間
に
私
個
人
が
経

験
し
た
こ
と
で
あ
る
。
人
道
支
援
の
現
場
で
直
接
支
援
や
保
護
に
携

わ
っ
て
い
る
ス
タ
ッ
フ
が
直
面
す
る
人
々
の
悲
し
み
、
紛
争
の
状
況

と
共
に
刻
一
刻
と
変
化
す
る
様
々
な
課
題
の
大
き
さ
は
想
像
に
難
く

な
い
。
そ
の
中
で
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
現
実
を
直
視
し
、
現
実
的
な
方
法

で
人
々
の
苦
し
み
を
軽
減
し
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
必
要
と
な
っ
て

く
る
の
が
、
赤
十
字
の
人
道
原
則
で
あ
り
、
国
際
人
道
法
の
普
及
や

遵
守
に
向
け
た
働
き
か
け
で
あ
る
。

日
本
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
防
衛
省
や
自
衛
隊

と
の
連
携
を
重
要
と
考
え
、
特
に
法
務
に
携
わ
る
方
々
と
協
力
し
て
、

国
際
人
道
法
の
普
及
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
日
本
が
有
事
に
直
面
す

る
事
態
に
陥
ら
な
い
こ
と
を
心
か
ら
祈
っ
て
は
い
る
が
、
有
事
は
突

然
起
き
る
も
の
。
有
事
が
起
き
て
か
ら
関
係
構
築
を
始
め
て
、
国
際

人
道
法
の
普
及
に
取
り
組
ん
だ
と
し
て
も
遅
す
ぎ
る
。
防
衛
省
や
自

衛
隊
と
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
平
時
か
ら
信
頼
関
係
を
深
め
て
い
き
、
国
際
人

道
法
や
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
へ
の
理
解
を
促
進
さ
せ
て
い
く
こ
と
。
そ
う
す
る

こ
と
で
有
事
の
際
に
戦
争
の
ル
ー
ル
が
守
ら
れ
、
ひ
い
て
は
民
間
人

や
イ
ン
フ
ラ
な
ど
の
保
護
に
つ
な
が
り
、
多
く
の
命
が
救
わ
れ
て
、

戦
闘
員
か
民
間
人
か
を
問
わ
ず
に
す
べ
て
の
人
々
の
人
間
性
が
保
た

れ
る
こ
と
を
信
じ
て
や
ま
な
い
。           

写真 5　ICRCが支援する滞在型施設『セーフハウス』に身を寄せる性暴力の被害者（エチ
オピア北部ティグレ州） 🄫ICRC

写真 6　『セーフハウス』では心身両面
で被害女性をケアしながら、日常生
活や家族との通信などをサポート（エ
チオピア北部ティグレ州）

🄫ICRC
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個
人
の
責
任
と
権
利
と
し
て
の
国
際
人
道
法

１　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争

二
〇
二
二
年
二
月
の
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
開
始
か
ら
、

す
で
に
二
年
近
く
の
戦
闘
が
続
く
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
は
、
第
二
次

世
界
大
戦
以
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
で
の
本
格
的
な
戦
争
だ
と
さ
れ

る
。
そ
し
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
を
経
て
国
際

社
会
が
作
り
上
げ
た
、
侵
略
戦
争
の
禁
止
と
い
う
国
連
憲
章
の
枠
組

み
を
明
白
に
踏
み
に
じ
る
武
力
紛
争
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
国
連
加
盟
国
の
反
応
は
、
ロ
シ
ア
に
対
す
る
厳
し
い
経
済
制
裁

や
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
軍
事
支
援
を
進
め
る
西
欧
諸
国
と
、
停
戦
を
求

め
な
が
ら
も
一
定
の
距
離
を
置
い
て
静
観
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
サ
ウ
ス

な
ど
の
国
々
に
分
か
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
何
よ
り
も
、
国
連
安
全
保

障
理
事
会
の
常
任
理
事
国
で
あ
る
五
大
国
の
総
意
を
行
動
の
前
提
と

す
る
国
連
の
安
全
保
障
体
制
は
、
五
大
国
の
い
ず
れ
か
が
開
始
し
あ

る
い
は
関
与
す
る
武
力
紛
争
に
対
し
て
は
、
適
切
に
機
能
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
静
観
す
る
側
の
国
々
は
、
そ
う
し
た
機
能
不
全
は
決

し
て
今
回
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
が
初
め
て
で
は
な
い
と
、
西
欧
諸
国

の
呼
び
か
け
に
懐
疑
を
投
げ
か
け
る
。

そ
の
間
に
も
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
に
お
い
て
は
、
戦
闘
員
の
み
な

ら
ず
、
特
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
い
て
多
く
の
市
民
が
殺
傷
さ
れ
、
生

活
の
基
盤
を
破
壊
さ
れ
て
い
る
。
実
際
の
被
害
に
遭
遇
せ
ず
と
も
、

武
力
攻
撃
の
可
能
性
に
恐
怖
し
、
安
全
の
た
め
の
避
難
を
余
儀
な
く

さ
れ
て
い
る
。
ロ
シ
ア
政
府
は
否
定
し
続
け
る
も
の
の
、
紛
争
初
期

の
ブ
チ
ャ
な
ど
占
領
地
に
お
け
る
住
民
の
虐
殺
、
民
用
施
設
・
医
療

施
設
・
文
化
施
設
・
ダ
ム
な
ど
を
標
的
と
し
た
攻
撃
、
原
子
力
施
設

の
軍
事
的
掌
握
な
ど
、
民
間
人
に
犠
牲
を
強
い
る
戦
闘
手
段
が
当
た

り
前
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
プ
ー
チ
ン
大
統
領
は
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
支
援
す
る
西
側
諸
国
を
牽
制
す
る
た
め
に
、
核
兵
器

の
使
用
の
可
能
性
を
繰
り
返
し
示
唆
し
、
同
盟
国
の
ベ
ラ
ル
ー
シ
へ

の
核
兵
器
の
拡
散
を
進
め
て
い
る
。

対
す
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
、
危
機
感
を
募
ら
せ
る
西
側
諸
国
か
ら
大

規
模
な
軍
事
援
助
を
受
け
る
こ
と
に
成
功
し
、
二
〇
二
三
年
の
半
ば

以
降
は
、「
反
転
攻
勢
」の
た
め
の
軍
事
行
動
を
開
始
し
た
。
そ
の
中
で
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
支
援
す
る
国
家
や
人
々
に
対
し
て
も
苦
い
思
い
を
抱

か
せ
た
の
は
、
同
年
七
月
か
ら
ア
メ
リ
カ
が
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
を
供
与

し
、
そ
れ
を
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
自
国
の
領
土
内
で
使
用
し
始
め
た
こ
と

で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
ク
ラ
ス
タ
ー
爆
弾
は
、
そ
の
子
爆
弾
が

戦
闘
後
も
広
範
囲
に
残
存
し
、
対
人
地
雷
と
同
様
に
長
年
に
わ
た
っ

て
無
差
別
な
危
険
を
も
た
ら
す
兵
器
で
あ
る
。そ
の
た
め
ク
ラ
ス
タ
ー

弾
の
使
用
や
製
造
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
加
盟
国
も
含
む
一
二
三
カ
国
が
批

准
・
署
名
す
る
オ
ス
ロ
条
約
に
よ
っ
て
全
面
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
す
で
に
ロ
シ
ア
も
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
を
使
用
し
て
い
る
と
い

う
指
摘
も
あ
り
、
そ
の
使
用
を
非
難
す
る
声
は
か
細
い
ま
ま
で
あ
る
。

こ
う
し
た
両
国
の
戦
闘
行
為
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
義
名
分
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
ロ
シ
ア
政
府
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
歴
史
的

に
ロ
シ
ア
の
一
部
で
あ
る
こ
と
、
東
部
地
域
で
の
ロ
シ
ア
系
住
民
を

ネ
オ
ナ
チ
に
よ
る
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
か
ら
保
護
す
る
こ
と
、
ア
メ
リ
カ

の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
拡
大
政
策
か
ら
ロ
シ
ア
を
防
衛
す
る
こ
と
な
ど
、
い
か

に
荒
唐
無
稽
で
あ
ろ
う
と
「
軍
事
作
戦
」
を
正
当
化
す
る
口
実
を
並
べ

立
て
る
。
そ
し
て
現
在
で
は
、
戦
争
を
勝
利
の
う
ち
に
終
わ
ら
す
こ

と
が
で
き
な
け
れ
ば
プ
ー
チ
ン
体
制
の
崩
壊
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い

と
い
う
恐
怖
も
、
ま
す
ま
す
切
実
な
問
題
と
し
て
戦
争
の
継
続
に
駆

り
立
て
て
い
る
。
対
す
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
は
、
侵
略
さ
れ
た
領
土

の
奪
還
に
加
え
て
、
す
で
に
犠
牲
と
な
っ
た
数
多
く
の
市
民
や
戦
闘

員
に
報
い
る
た
め
に
も
、
ロ
シ
ア
軍
を
撤
退
さ
せ
る
ま
で
は
戦
闘
を

終
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
そ
の
思
い
は
、
な
お
大
多
数
の

ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
民
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
る
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
が
、
そ
う
し
た
大
義
名
分
、
恐
怖
そ
し
て
思

い
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
中
で
、
そ
の
出
口
を
ど
の
よ
う
に
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
そ
の
出

口
が
戦
争
に
勝
利
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
見
出
せ
な
い
と
し
た
ら
、

勝
利
の
た
め
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
戦
闘
の
方
法
や
手
段
を
、
何
を

も
っ
て
押
し
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

―
国
際
刑
事
法
と
国
際
人
権
法
の
視
座
か
ら

東
澤
　
靖

明
治
学
院
大
学
法
学
部　

教
授
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２　

戦
時
無
法
主
義
の
亡
霊
と
「
人
道
の
法
」

現
在
の
国
際
人
道
法
の
前
身
と
さ
れ
る
戦
争
法
規
は
、
一
九
世

紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
徐
々
に
発
展
・
確
立
し
て
い
っ

た
。
し
か
し
、
そ
の
動
き
と
対
を
な
し
て
存
在
し
て
き
た
軍
事
思
想

が
あ
る
。「
戦
数
」
あ
る
い
は
戦
時
無
法
主
義
と
呼
ば
れ
る
思
想
で

あ
る
。
一
九
世
紀
の
プ
ロ
シ
ア
軍
な
ど
で
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

た
「K

riegsraison

」（
直
訳
す
れ
ば
「
戦
争
の
理
由
」）
は
、
主
権
国
家
の
権

利
と
し
て
の
戦
争
に
お
い
て
、
そ
の
方
法
や
手
段
が
国
際
法
に
よ
っ

て
制
限
さ
れ
る
こ
と
を
否
定
し
た
。
そ
の
思
想
を
端
的
に
示
す
の
は
、

有
名
な
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
著
書
『
戦
争
論
』

（
一
八
三
二
年
）
に
あ
る
、「
戦
争
は
力
の
行
為
で
あ
る
。
そ
の
力
の
行

使
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
制
限
も
な
い
。」
と
い
う
主
張
で
あ
っ

た
。
こ
の
思
想
は
、
現
在
に
お
い
て
も
数
々
の
条
約
で
用
い
ら
れ
て

い
る
「
軍
事
上
の
必
要
」（m

ilitary necessity

）
と
同
義
に
用
い
ら
れ
る
こ

と
も
あ
る
。
そ
れ
が
、
日
本
の
国
際
法
学
で
は
一
般
に
「
戦
数
」
と
訳

さ
れ
、
ま
た
戦
前
の
国
際
法
学
者
信
夫
淳
平
は
、「
戦
時
無
法
主
義
」

と
意
訳
し
た
。

戦
時
無
法
主
義
の
思
想
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
経
る
ま
で
の
西

欧
近
代
社
会
を
支
配
し
た
、
無
差
別
戦
争
観
と
無
縁
で
は
な
い
。
戦

争
は
対
等
な
主
権
国
家
の
権
利
で
あ
り
、
そ
れ
を
禁
止
す
る
超
国
家

的
な
規
範
は
存
在
し
な
い
と
い
う
無
差
別
戦
争
観
は
、
そ
の
戦
争
を

遂
行
す
る
手
段
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
制
限
す
る
超
国
家
的
な
規
範

の
存
在
を
拒
否
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
何
よ
り
も
戦
争
が
存

在
し
、
自
国
の
兵
士
や
国
民
の
生
命
・
財
産
、
国
家
の
存
立
自
体
が

危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
極
限
的
な
状
況
下
で
、
戦
争
へ
の
勝
利
を

何
に
も
ま
し
て
優
先
す
る
と
い
う
の
は
、
戦
争
に
直
面
す
る
者
の
本

能
的
な
感
情
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
冷
厳
な
リ
ア
リ

ズ
ム
に
支
配
さ
れ
る
戦
争
に
お
い
て
、
戦
時
無
法
主
義
は
、
時
代
を

超
え
て
戦
争
に
関
わ
る
者
を
、
常
に
誘
惑
す
る
思
想
で
あ
り
続
け
て

き
た
。

し
か
し
同
時
に
戦
争
の
惨
禍
に
直
面
し
た
国
際
社
会
は
、
一
九
世

紀
後
半
か
ら
「
人
道
の
法
」
と
し
て
の
戦
争
法
規
を
、
戦
時
無
法
主
義

に
対
置
さ
せ
て
い
く
。
戦
争
の
存
在
自
体
は
否
定
で
き
な
い
と
し
て

も
、
戦
争
の
犠
牲
者
の
保
護
を
可
能
と
し
、
ま
た
一
定
の
戦
闘
の
方

法
や
手
段
を
制
限
す
る
国
際
条
約
を
成
立
さ
せ
て
い
っ
た
。
戦
争
の

犠
牲
者
の
保
護
の
た
め
に
は
、
最
初
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
（
一
八
六
四

年
）
か
ら
始
ま
り
、
一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
い
た

る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
法
が
成
立
し
た
。
戦
闘
の
方
法
や
手
段
に
つ
い
て

は
、
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
宣
言
（
一
八
六
八
年
）
か
ら
始
ま
り
、

一
九
七
七
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
追
加
議
定
書
に
い
た
る
ハ
ー
グ
法
、
そ

し
て
今
日
も
発
展
し
続
け
る
、
各
種
の
兵
器
を
制
限
す
る
条
約
が
あ

る
。
そ
れ
ら
の
戦
争
法
規
が
、戦
時
無
法
主
義
に
対
置
し
た
の
は
、「
人

道
の
法
」（
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
宣
言
・
前
文
）
や
「
人
道
の
諸
規

則
」（
ハ
ー
グ
陸
戦
条
約
・
前
文
）
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ハ
ー
グ
陸
戦
規
則

（
一
八
九
九
年
）
は
、「
交
戦
者
ハ
害
敵
手
段
ノ
選
択
ニ
付
無
制
限
ノ
権

利
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
」（
二
二
条
）
と
し
て
、
戦
時
無
法
主
義
を
明

確
に
否
定
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
一
追
加
議
定
書
に

お
い
て
も
確
認
さ
れ
て
い
る
（
三
五
条
）。

３　

国
際
人
道
法
が
抱
え
る
困
難
性

戦
争
法
規
、
現
在
は
国
際
人
道
法
と
し
て
総
称
さ
れ
る
諸
条
約

や
慣
習
国
際
法
は
、
戦
闘
の
方
法
や
手
段
を
詳
細
に
規
制
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
規
制
に
は
、
条
約
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
行
為
で
あ
っ
て

も
、「
人
道
の
諸
規
則
」
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
と
す
る
マ
ル
テ
ン
ス

条
項
に
よ
る
包
括
的
な
規
制
も
含
ま
れ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
繰

り
返
さ
れ
る
武
力
紛
争
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
国
際
人
道
法
に
違
反

す
る
行
為
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
に
お

け
る
よ
う
に
、
戦
時
無
法
主
義
の
亡
霊
が
、
国
際
人
道
法
を
嘲
笑
う

か
の
よ
う
に
現
れ
続
け
て
い
る
。
そ
れ
は
何
故
な
の
だ
ろ
う
か
。

国
際
人
道
法
が
抱
え
て
き
た
困
難
性
は
数
多
く
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
、
国
家
に
よ
る
武
力
紛
争
に
関
し
て
二
つ
の
問
題
点
の
み
を
指
摘

し
て
お
く
。
そ
れ
は
、
第
一
に
は
規
制
の
あ
り
方
に
関
す
る
も
の
で

あ
り
、
第
二
に
は
履
行
を
確
保
す
る
手
段
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
の
規
制
の
あ
り
方
と
は
、
国
際
人
道
法
に
お
け
る
戦
闘
の
方

法
や
手
段
の
規
制
は
、
そ
の
多
く
が
絶
対
的
な
禁
止
で
は
な
く
、
例

外
と
解
釈
の
余
地
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う

し
た
規
制
は
、
一
般
に
「
人
道
の
要
請
」
と
「
軍
事
上
の
必
要
」
と
の
バ

ラ
ン
ス
の
上
で
行
わ
れ
て
い
る
。そ
の
た
め
非
人
道
的
な
行
為
で
あ
っ

て
も
、国
家
が「
絶
対
的
な
軍
事
上
の
必
要
」を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
正
当
化
を
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
余
地
を
残
し
て
い
る
。

第
二
の
履
行
を
確
保
す
る
手
段
は
、
第
一
の
問
題
に
関
連
す
る
。

国
際
人
道
法
の
違
反
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
例

外
な
く
、
対
象
と
な
る
事
実
や
法
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
武
力
紛
争

の
当
事
国
の
間
で
争
い
と
な
る
。
し
か
し
そ
の
争
い
に
対
し
て
、
紛

争
当
事
国
の
同
意
な
し
に
権
限
を
持
っ
て
事
実
を
確
定
し
、
適
用
さ

れ
る
法
や
解
釈
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
国
際
機
関
は
、
国
際
人
道
法

の
枠
組
み
の
中
に
は
存
在
し
な
い
。
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
一
追
加
議
定
書

に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
て
い
る
国
際
人
道
事
実
調
査
委
員
会
は
、
紛
争

当
事
国
の
受
け
入
れ
や
同
意
を
必
要
と
す
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
そ
の

任
務
を
遂
行
し
た
こ
と
が
な
い
こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
国
家
間
の
紛
争
を
平
和
的
に
解
決
す
る
手
段
と
し
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て
、
国
際
法
で
認
め
ら
れ
た
自
力
救
済
の
措
置
に
加
え
て
、
国
際
的

な
司
法
機
関
を
用
い
る
手
段
が
、一
般
的
に
は
存
在
す
る
。
実
際
に
も
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
が
勃
発
し
た
直
後
に
、
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
ウ

ク
ラ
イ
ナ
と
ロ
シ
ア
が
批
准
す
る
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
禁
止
条
約
を
足
掛

か
り
に
、
ロ
シ
ア
の
「
軍
事
作
戦
」
の
停
止
や
紛
争
拡
大
の
自
制
を
命

じ
る
暫
定
命
令
を
行
っ
て
い
る
（
二
〇
二
二
年
三
月
一
六
日
）。
し
か
し
、

そ
う
し
た
国
際
的
な
司
法
機
関
が
よ
り
広
く
国
際
人
道
法
の
違
反
に

つ
い
て
審
理
や
判
断
を
行
う
た
め
に
は
、
紛
争
当
事
国
の
同
意
が
必

要
と
さ
れ
、
目
下
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
に
お
い
て
期
待
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。

こ
う
し
た
国
際
人
道
法
が
抱
え
る
困
難
性
は
、
諸
国
家
が
意
図

せ
ず
に
生
じ
た
問
題
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
国
際
人
道
法
に
関
す
る

条
約
を
採
択
す
る
諸
国
家
が
、
自
国
の
軍
事
行
動
に
対
す
る
国
際
社

会
の
介
入
を
嫌
っ
て
、
あ
え
て
規
制
に
対
す
る
各
種
の
例
外
を
設
け
、

ま
た
実
行
的
な
履
行
監
視
機
関
の
設
置
を
拒
否
し
た
結
果
で
あ
る
。

国
際
人
道
法
は
、「
人
道
の
法
」
と
い
う
人
間
性
へ
の
共
感
を
基
礎
と

し
て
、
国
家
に
と
っ
て
受
け
入
れ
可
能
な
義
務
を
国
際
的
な
合
意
と

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
展
し
て
き
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
戦
争

と
い
う
人
間
性
を
破
壊
す
る
極
限
の
事
態
に
お
い
て
最
低
限
遵
守
す

べ
き
国
家
の
自
制
を
、
相
互
の
義
務
と
し
て
設
け
て
い
る
。
し
か
し

国
際
人
道
法
が
、
国
家
の
自
制
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
国
家

が
よ
り
重
要
だ
と
考
え
る
「
軍
事
上
の
必
要
」
を
持
つ
場
合
に
は
、
そ

の
自
制
が
容
易
に
踏
み
越
え
ら
れ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。
ま
た
、

「
人
道
の
法
」
と
い
う
人
間
性
へ
の
共
感
を
基
礎
と
す
る
場
合
に
、
共

感
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
敵
や
集
団
に
対
す
る
「
人
道
の
法
」
の
遵

守
は
、
常
に
危
う
い
も
の
と
な
る
危
険
性
が
あ
る
。
そ
う
し
た
危
険

性
を
排
除
し
て
い
く
た
め
の
可
能
性
は
何
か
。

４　

個
人
の
義
務
と
処
罰
―
国
際
刑
事
法

国
際
法
の
一
分
野
で
あ
る
国
際
人
道
法
の
一
つ
の
特
徴
は
、
伝
統

的
に
国
家
の
み
を
権
利
義
務
の
主
体
と
し
て
扱
う
国
際
法
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
個
人
を
対
象
と
す
る
諸
規
定
を
定
め
て
き
た
こ
と

で
あ
る
。
と
り
わ
け
そ
の
こ
と
は
、
軍
隊
の
構
成
員
に
対
し
て
戦
争

法
規
を
遵
守
す
る
義
務
を
、
国
際
法
が
直
接
に
課
す
こ
と
に
よ
っ
て

実
施
さ
れ
て
き
た
。

前
述
の
ハ
ー
グ
陸
戦
条
約
は
、
軍
隊
の
構
成
員
に
陸
戦
の
法
規

慣
例
を
守
ら
せ
る
訓
令
を
発
す
る
こ
と
を
国
家
に
義
務
づ
け
た
（
一

条
）。
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
連
合
国
と
ド
イ
ツ
と
の
間
で
結
ば
れ
た

一
九
一
九
年
の
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
は
、
戦
争
の
法
規
慣
例
違
反
に

責
任
あ
る
者
を
連
合
国
の
軍
事
法
廷
で
裁
く
こ
と
が
規
定
さ
れ
、
実

際
に
訴
追
と
有
罪
判
決
が
下
さ
れ
た
。
さ
ら
に
第
二
次
世
界
大
戦
後

に
は
、
枢
軸
国
の
戦
闘
員
や
戦
争
指
導
者
を
、
戦
争
の
法
規
慣
例
違

反
を
含
む
犯
罪
を
理
由
に
、
連
合
国
の
軍
事
法
廷
、
さ
ら
に
は
連
合

国
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
国
際
軍
事
法
廷
（
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
と

東
京
裁
判
）
で
裁
く
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
こ
う
し
て
戦
争
法
規
の
下
で
、

個
人
が
国
際
法
上
の
義
務
を
負
い
、
国
内
ま
た
は
国
際
的
な
刑
事
司

法
機
関
に
お
い
て
そ
の
刑
事
責
任
を
追
及
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
個

人
の
刑
事
責
任
の
追
及
を
通
じ
て
、
司
法
機
関
が
戦
争
法
規
違
反
の

事
実
を
認
定
し
、
法
を
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

同
じ
時
期
に
採
択
さ
れ
た
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
は
、
条
約
に
対
す
る

個
人
の
「
重
大
な
違
反
行
為
」
を
定
め
て
、
個
人
を
訴
追
す
る
義
務
を

国
家
に
課
す
こ
と
と
な
っ
た
。

現
在
で
は
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
活
動
を
開
始
し
た
常
設
の
国
際
刑

事
司
法
機
関
で
あ
る
国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
に
お
い
て
、
個
人

の
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
シ
ス

テ
ム
を
通
じ
て
、
国
際
犯
罪
に
相
当
す
る
国
際
人
道
法
違
反
の
事
実

が
証
拠
に
基
づ
い
て
審
理
さ
れ
、
国
際
人
道
法
を
実
際
の
事
件
に
適

用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
個
人
の
国
際
法
上

の
刑
事
責
任
を
裁
く
た
め
の
国
際
法
は
、
国
際
刑
事
法
と
総
称
さ
れ
、

戦
争
犯
罪
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
犯
罪
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
そ
し
て
侵

略
犯
罪
と
い
っ
た
国
際
犯
罪
を
対
象
と
し
て
い
る
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
に
つ
い
て
も
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
、
プ
ー
チ
ン
大
統
領
他

一
名
に
対
す
る
逮
捕
状
を
発
布
し
た
（
二
〇
二
三
年
三
月
一
七
日
）。
こ

れ
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
ロ
シ
ア
占
領
地
域
で
子
ど
も
の
移
送
を
戦
争

犯
罪
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
政
府
の
政
策
と
し
て
実

施
さ
れ
た
た
め
比
較
的
立
証
が
容
易
な
犯
罪
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
国
際
刑
事
法
は
、
国
際
人
道
法
の
違
反
に
対
し
て
事
実
を

認
定
し
て
法
を
適
用
す
る
た
め
に
有
効
な
手
段
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
、
個
人
を
刑
事
責
任
の
可
能
性
に
直
面
さ
せ
る
こ
と
は
、
個
々
の

戦
闘
員
の
み
な
ら
ず
戦
争
指
導
者
に
と
っ
て
も
、
違
反
行
為
を
自
制

さ
せ
る
抑
止
効
果
を
期
待
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

他
方
で
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
、
国
際
人
道
法
の
確
保
の
た
め
の
万
能
の
手

段
と
は
な
り
得
な
い
限
界
を
持
つ
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は

あ
く
ま
で
条
約
機
関
で
あ
り
、
条
約
に
参
加
し
て
い
な
い
国
家
の
武

力
紛
争
に
及
ぼ
す
影
響
は
限
定
的
で
あ
る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
で
は
、

そ
れ
に
先
立
つ
ク
リ
ミ
ア
半
島
併
合
の
事
態
を
受
け
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ

が
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
管
轄
権
を
受
け
入
れ
る
宣
言
を
行
っ
て
い
た
た
め
、
同

国
の
領
域
で
発
生
し
た
武
力
紛
争
に
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
管
轄
権
を
行
使
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
米
・
中
・
ロ
を
含
む
世
界
の
半

数
近
い
国
家
が
参
加
し
て
い
な
い
た
め
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
い
ま
だ
普
遍
的

な
国
際
刑
事
司
法
機
関
と
は
な
り
得
て
い
な
い
。
ま
た
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
、

自
ら
の
法
執
行
組
織
を
持
た
ず
、
容
疑
者
の
確
保
を
含
む
実
際
の
手

続
き
の
実
施
は
、
諸
国
家
の
協
力
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
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た
め
国
家
の
保
護
の
下
に
あ
っ
て
引
き
渡
さ
れ
な
い
容
疑
者
に
対
し

て
は
、
裁
判
を
行
う
こ
と
が
事
実
上
で
き
な
い
。
さ
ら
に
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の

裁
判
の
対
象
は
、
武
力
紛
争
の
指
導
者
に
対
す
る
訴
追
な
ど
重
大
な

事
件
に
限
定
さ
れ
、
実
際
の
戦
場
で
犯
罪
を
行
っ
た
兵
士
の
責
任
を

裁
く
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
末
端
の
兵
士
の
責
任
追
及
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
国
家
に
委
ね
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
限
界
は
あ
り
な
が
ら
も
、
国
際
人
道
法
は
、
今
日
、
武

力
紛
争
に
関
わ
る
個
人
の
義
務
と
刑
事
責
任
を
司
法
機
関
で
裁
く
と

い
う
国
際
刑
事
法
を
通
じ
て
、
実
際
の
事
件
に
適
用
さ
れ
、
実
施
さ

れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

５　

犠
牲
者
と
し
て
の
個
人
の
権
利

―
国
際
人
権
法

そ
れ
で
は
国
際
人
道
法
は
、
個
人
の
権
利
、
す
な
わ
ち
武
力
紛
争

に
よ
っ
て
深
刻
な
影
響
を
受
け
る
犠
牲
者
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
ど

の
よ
う
な
扱
い
を
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
戦
争
法
規
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
条
約
を
通
じ
て
戦
闘
に
よ
る
傷
病
難
船
者
、
戦
争
捕
虜
そ
し
て

文
民
の
保
護
を
交
戦
当
事
国
に
義
務
づ
け
て
き
た
。
そ
う
し
た
保
護

を
体
系
的
に
規
定
し
て
い
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ

諸
条
約
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
戦
争
の
犠
牲
者
が
、
自
ら
へ
の

保
護
を
国
際
法
上
の
権
利
と
し
て
主
張
す
る
と
き
、
国
家
や
司
法
機

関
、
そ
し
て
国
際
法
学
者
も
、
そ
う
し
た
個
人
の
権
利
を
承
認
す
る

こ
と
に
は
極
め
て
冷
淡
で
あ
っ
た
。
戦
争
法
規
の
諸
条
約
が
犠
牲
者

の
保
護
を
国
家
の
義
務
と
し
て
定
め
て
い
て
も
、
個
人
が
受
け
る
利

益
は
反
射
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
権
利
で
は
な
い
と
い
う
の
が
そ
の

理
由
で
あ
る
。
国
際
法
は
あ
く
ま
で
国
家
間
の
法
で
あ
っ
て
、
個
人

に
権
利
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
ド
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
理
解

が
、
国
際
法
学
を
支
配
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
国
際
人
道
法
が
個
人

の
権
利
を
承
認
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
違
反
す
る
国
家
の
責
任

を
、
個
人
が
司
法
機
関
な
ど
を
通
じ
て
追
及
す
る
こ
と
も
可
能
と
な

る
。
し
か
し
国
家
の
権
利
や
義
務
に
止
ま
る
限
り
、
自
分
の
国
家
が

動
か
な
い
限
り
、
個
人
が
独
立
し
て
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
ま
た
自
国
が
外
交
的
な
判
断
に
よ
っ
て
権
利
を
放
棄
す
れ
ば
、

個
人
に
よ
る
責
任
追
求
は
さ
ら
に
困
難
な
も
の
と
な
る
。
こ
の
こ
と

は
、
第
二
次
世
界
大
戦
間
で
の
日
本
の
侵
略
や
占
領
に
よ
っ
て
犠
牲

を
被
っ
た
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
人
々
が
、
日
本
政
府
を
相
手
に
賠

償
を
求
め
る
裁
判
を
提
起
し
た
際
に
直
面
し
た
問
題
で
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
う
し
た
国
際
法
と
個
人
と
の
関
係
は
、
第
二
次
世
界
大

戦
後
に
確
立
し
て
い
っ
た
国
際
人
権
法
に
よ
っ
て
劇
的
に
変
化
す
る
。

一
九
四
八
年
に
国
連
総
会
で
採
択
さ
れ
た
世
界
人
権
宣
言
は
、
人
類

社
会
の
す
べ
て
の
構
成
員
が
、「
固
有
の
尊
厳
と
平
等
で
譲
る
こ
と
の

で
き
な
い
権
利
」
を
人
権
と
し
て
有
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。
人
権

は
、
人
間
の
存
在
に
固
有
の
も
の
と
し
て
、
例
え
共
感
を
持
ち
え
な

い
相
手
で
あ
っ
て
も
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
人
権
は
、

そ
れ
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
は
司
法
を
は
じ
め
と
す
る
国
家
の
諸
機

関
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
具
体
的
な
権
利
で
あ
る
。

そ
う
し
た
国
際
的
に
承
認
さ
れ
た
人
権
（
国
際
人
権
）
は
、
そ
の
後
に

採
択
さ
れ
た
数
多
く
の
国
連
ま
た
は
地
域
的
な
人
権
条
約
に
よ
っ
て
、

国
際
人
権
法
と
い
う
国
際
法
の
重
要
な
分
野
を
作
り
出
す
に
至
っ
て

い
る
。

人
権
は
、
国
際
人
権
と
し
て
承
認
さ
れ
る
以
前
に
も
、
憲
法
な
ど

各
国
の
国
内
法
の
下
で
保
障
の
対
象
で
あ
っ
た
。
し
か
し
国
際
人
権

法
は
、
そ
う
し
た
国
内
法
の
人
権
を
出
発
点
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の

内
容
に
お
い
て
い
く
つ
か
の
違
い
を
持
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
詳
し

く
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
国
際
人
権
法
に
お
け
る
人
権
は
、

国
家
に
よ
る
侵
害
の
み
な
ら
ず
、
私
人
な
ど
非
国
家
主
体
に
よ
る
侵

害
に
対
し
て
も
主
張
で
き
る
全
方
位
的
な
権
利
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
個
人
の
人
権
を
確
保
す
る
義
務
を
課
さ
れ
た

国
家
は
、
単
に
国
家
自
ら
が
人
権
侵
害
を
行
わ
な
い
と
い
う
だ
け
で

は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
人
権
侵
害
か
ら
個
人
を
保
護
す
る
と
い
う
義
務

を
課
さ
れ
て
い
る
。
国
家
の
そ
う
し
た
人
権
の
た
め
の
義
務
は
、
国

家
が
そ
の
権
限
（
管
轄
権
）
を
法
的
に
あ
る
い
は
事
実
上
行
使
す
る
場

合
に
常
に
負
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
例
え
ば
戦
争
に
お
い
て

軍
事
占
領
が
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
領
域
管
轄
権
を
失
わ
な
い
領
域

国
家
の
み
な
ら
ず
、
占
領
を
行
う
国
家
も
占
領
地
域
の
住
民
に
対
し

て
、
国
際
人
権
法
上
の
義
務
を
負
う
。

そ
れ
で
は
、
平
時
か
ら
適
用
さ
れ
る
国
際
人
権
法
と
武
力
紛
争
の

開
始
に
よ
っ
て
適
用
が
始
ま
る
国
際
人
道
法
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係

に
あ
り
、
武
力
紛
争
に
お
い
て
は
い
ず
れ
が
適
用
さ
れ
る
の
か
。
そ

の
こ
と
は
長
ら
く
議
論
の
対
象
で
あ
っ
た
。
武
力
紛
争
で
は
国
際
人

道
法
の
み
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
見
解
、
い
ず
れ
も
適
用
さ
れ
る
が

国
際
人
道
法
が
特
別
法
と
し
て
優
先
的
に
適
用
さ
れ
る
と
す
る
見

解
、
両
者
は
相
互
補
完
的
で
あ
っ
て
状
況
に
応
じ
た
適
切
な
ル
ー
ル

が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
見
解
な
ど
で
あ
る
。
そ
う
し
た
議
論
は
あ
り

な
が
ら
も
今
日
で
は
、
国
際
人
権
法
が
武
力
紛
争
時
に
も
適
用
さ
れ

る
と
い
う
理
解
が
一
般
的
で
あ
る
。
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
一
追
加
議
定
書

が
、
武
力
紛
争
に
は
同
議
定
書
に
加
え
て
、「
基
本
的
人
権
の
保
護
に

関
し
て
適
用
さ
れ
る
他
の
国
際
法
の
諸
規
則
」（
七
二
条
）
が
適
用
さ
れ

る
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
も
、
そ
う
し
た
理
解
を
支
え
て
い
る
。

国
際
人
権
法
の
登
場
は
、
国
際
人
道
法
の
解
釈
や
実
施
に
も
、
新

た
な
可
能
性
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
に
、
国
際
人
道
法
に
違

反
し
て
個
人
に
犠
牲
を
与
え
る
こ
と
、
例
え
ば
民
間
人
や
民
用
物
へ

の
意
図
的
ま
た
は
不
用
意
な
攻
撃
は
、
犠
牲
者
の
生
命
や
財
産
な
ど

の
人
権
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
被
害
者
は
、
責
任
あ
る
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国
家
に
対
し
、
救
済
を
求
め
る
権
利
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
第
二
に
、

武
力
紛
争
に
お
い
て
国
家
が
個
人
に
課
す
さ
ま
ざ
ま
な
制
限
、
例
え

ば
民
間
人
の
収
容
や
行
動
の
制
限
は
、
正
当
な
理
由
と
手
続
き
が
要

求
さ
れ
る
。
こ
の
点
で
国
際
人
権
法
は
、
制
限
を
行
う
目
的
の
正
当

性
と
手
段
の
比
例
性
、
あ
る
い
は
緊
急
事
態
を
適
用
す
る
た
め
厳
格

な
手
続
き
を
要
求
し
て
い
る
。
第
三
に
、武
力
紛
争
に
お
い
て
国
家
は
、

占
領
地
な
ど
の
敵
国
の
市
民
の
み
な
ら
ず
、
自
国
の
国
民
や
住
民
に

対
し
て
も
人
権
上
の
義
務
を
負
う
。
こ
の
こ
と
は
、
伝
統
的
に
国
家

間
の
問
題
と
さ
れ
て
き
た
武
力
紛
争
が
も
た
ら
す
個
人
へ
の
被
害
を
、

国
籍
に
は
関
わ
ら
な
い
個
人
の
権
利
侵
害
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
明

確
に
す
る
。
そ
し
て
第
四
に
、
国
際
人
権
の
侵
害
に
対
し
て
は
、
国

家
に
よ
る
違
反
を
認
定
し
、
救
済
す
る
た
め
の
国
際
機
関
が
存
在
す

る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
な
ど
の
地
域
人
権
条
約
で
は
、
そ
う
し

た
認
定
・
救
済
は
判
決
の
実
施
を
国
家
に
義
務
づ
け
る
人
権
裁
判
所

に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
国
連
の
人
権
条
約
は
そ
う
し
た
裁
判
所
制
度

を
持
た
な
い
も
の
の
、
履
行
を
監
視
す
る
委
員
会
が
、
個
人
な
ど
の

通
報
を
受
け
付
け
て
、
違
反
の
有
無
を
認
定
し
、
救
済
の
勧
告
を
行
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
個
人
に
対
す
る
国
際
人
道
法
の
違
反
は
、
国

際
人
権
の
侵
害
の
問
題
と
し
て
、
個
人
が
国
家
を
相
手
に
各
種
の
法

的
行
動
を
起
こ
す
こ
と
を
可
能
と
す
る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
に
お
い

て
も
、
ロ
シ
ア
が
締
約
国
で
あ
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
基
づ

き
、
多
く
の
被
害
者
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
に
提
訴
を
行
っ
て

い
る
。
裁
判
所
は
、
直
ち
に
ロ
シ
ア
に
対
し
て
、
文
民
・
民
用
物
へ

の
攻
撃
を
停
止
し
、
医
療
活
動
の
安
全
確
保
な
ど
を
求
め
る
暫
定
措

置
を
命
じ
て
い
る
（
二
〇
二
二
年
三
月
一
日
、
四
月
一
日
決
定
）。
そ
の
後

ロ
シ
ア
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
と
人
権
条
約
の
締
約
国
と
し
て
の

資
格
を
失
っ
て
は
い
る
が
、
資
格
喪
失
ま
で
に
発
生
し
た
人
権
侵
害

に
つ
い
て
今
後
も
同
裁
判
所
の
審
理
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

６　

お
わ
り
に

二
〇
世
紀
を
通
じ
て
確
立
し
て
き
た
国
際
人
道
法
は
、「
人
道
の

法
」
と
い
う
人
間
へ
の
共
感
に
基
づ
き
、
戦
時
無
法
主
義
を
否
定
し
、

封
じ
込
め
よ
う
と
し
て
き
た
。
し
か
し
戦
争
の
大
義
名
分
、
戦
争
が

進
む
中
で
助
長
さ
れ
る
敵
へ
の
憎
し
み
や
恐
怖
は
、
し
ば
し
ば
国
家

と
人
を
、
勝
利
の
た
め
の
戦
時
無
法
主
義
の
誘
惑
へ
と
駆
り
立
て
る
。

そ
し
て
国
際
人
道
法
そ
れ
自
体
は
、
そ
う
し
た
誘
惑
を
十
分
に
封
じ

込
め
る
枠
組
み
を
備
え
て
い
な
い
。

一
方
で
、
国
際
人
道
法
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
発
展
し
て

き
た
国
際
刑
事
法
と
国
際
人
権
法
と
組
み
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
よ
り
堅
固
な
も
の
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
戦

争
を
国
家
間
の
法
的
問
題
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
個
人
の
刑
事
責

任
や
権
利
を
め
ぐ
る
法
的
な
問
題
へ
と
視
点
を
転
換
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
発
展
は
、「
国
際
人
道
法
の
個
別
化
」

（Individualization of International H
um

anitarian Law

）
と
呼
ぶ
こ
と
も

で
き
る
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
視
点
の
転
換
や
法
の
発
展
が
、
目
の
前
で

進
行
す
る
戦
争
や
、
市
民
へ
の
残
虐
な
行
為
を
、
直
ち
に
止
め
さ
せ

る
こ
と
に
繋
が
る
わ
け
で
は
な
い
。
ど
の
よ
う
な
法
が
存
在
し
よ
う

と
、
そ
れ
だ
け
で
は
現
実
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
、
当

た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
。
他
方
で
、
戦
争
の
遂
行
が
、
無
数
の
個
人

の
義
務
や
権
利
の
問
題
を
生
み
出
し
続
け
、
戦
争
の
後
に
な
っ
て
も

そ
の
問
題
の
解
決
の
た
め
長
い
時
間
を
要
す
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、

現
在
で
は
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
法
的
な
認
識
と
な
っ
て
い
る
。

そ
う
し
た
認
識
が
、
戦
争
に
関
わ
る
者
に
対
し
て
、
逸
脱
し
た
行
動

を
抑
制
す
る
動
機
と
な
る
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
あ
る
。

か
つ
て
カ
ン
ト
は
、
永
遠
平
和
の
た
め
に
国
家
が
遵
守
す
べ
き
条

項
の
一
つ
と
し
て
、「
い
か
な
る
国
家
も
、
他
国
と
の
戦
争
に
お
い

て
、
将
来
の
平
和
時
に
お
け
る
相
互
の
信
頼
を
不
可
能
に
し
て
し
ま

う
よ
う
な
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
こ
と
を
挙
げ
て
い
た
。
今
日

に
お
い
て
「
将
来
の
平
和
」
は
、
戦
争
に
関
わ
る
者
の
刑
事
責
任
の
追

及
、
そ
し
て
犠
牲
と
な
る
個
人
の
人
権
の
回
復
を
抜
き
に
し
て
、
実

現
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
う
し
た
認
識
が
、
武
力
紛
争
に
関
わ
る

国
家
と
そ
の
戦
闘
員
の
行
動
を
、
規
律
す
べ
き
基
本
的
な
原
則
と
な

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
参
考
文
献

：［
　
］
内
は
引
用
頁
】

日
本
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
学
会
訳
『
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ　

戦
争
論
』

（
二
〇
〇
一
年
）［
二
五
頁
］

信
夫
淳
平
『
戦
時
国
際
法
講
義　

第
一
巻
』（
一
九
四
一
年
）［
二
七
二
頁
］

カ
ン
ト
『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』（
岩
波
文
庫
一
九
八
五
年
）［
二
〇
頁
］

東
澤　

靖
『
国
際
人
道
法
講
義
』（
二
〇
二
一
年
）

同　
　
　
『
国
際
人
権
法
講
義
』（
二
〇
二
二
年
）

【
追
記
】

　
　

本
稿
を
脱
稿
し
た
後
、
イ
ス
ラ
エ
ル
＝
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
で
新
た
な
武
力

紛
争
が
勃
発
し
た
。
そ
の
紛
争
に
お
い
て
も
、
日
々
、
そ
し
て
数
多
く
の

市
民
が
、
生
命
と
健
康
、
そ
し
て
日
常
的
な
営
み
を
奪
わ
れ
続
け
て
い

る
。
本
稿
で
提
示
し
た
視
座
は
、
そ
う
し
た
新
た
な
武
力
紛
争
に
対
し
て

も
、
同
じ
く
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
興
味

を
持
た
れ
る
読
者
は
、
以
下
の
筆
者
の
講
演
を
参
照
さ
れ
た
い
。

「
国
際
人
道
法
―
イ
ス
ラ
エ
ル
＝
ガ
ザ
紛
争
に
お
け
る
役
割
」（
二
〇
二
三

年
一
一
月
二
九
日
、
日
本
記
者
ク
ラ
ブ
）

動
画

：https://youtu.be/O
H

7Rlm
-jRdQ

t=
4s

反
訳

：https://w
w

w.jnpc.or.jp/archive/conference/records
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は
じ
め
に

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
第
一
追
加
議
定
書
第
八
三
条
は
、
締
約
国
が

平
時
か
ら
自
国
の
軍
隊
に
国
際
人
道
法
を
普
及
さ
せ
る
た
め
軍
隊
の

教
育
の
課
目
に
国
際
人
道
法
の
教
育
を
取
り
入
れ
る
こ
と
を
、
及
び

第
八
七
条
は
、
軍
の
指
揮
官
が
部
下
の
国
際
人
道
法
違
反
を
防
止
す

る
た
め
国
際
人
道
法
を
遵
守
さ
せ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。

陸
上
自
衛
隊
の
教
育
訓
練
は
、
陸
上
自
衛
隊
の
各
学
校
が
実
施
す

る
「
基
本
教
育
」
と
、
部
隊
が
実
施
す
る
「
練
成
訓
練
」
に
区
分
さ
れ
て

い
る
。

追
加
議
定
書
第
八
三
条
の
履
行
は
、「
基
本
教
育
」
の
中
で
、
隊
員

個
々
に
国
際
人
道
法
が
教
育
さ
れ
る
。
陸
上
自
衛
隊
は
、
教
育
す
べ

き
防
衛
関
係
法
制
を
「
防
衛
省
・
自
衛
隊
関
係
法
規
、
日
米
安
全
保

障
条
約
、
政
府
の
防
衛
政
策
（
憲
法
・
自
衛
隊
法
等
関
連
）、
武
力
紛
争

法
等
」
と
し
て
い
る
の
で
、
創
隊
直
後
の
一
九
六
〇
年
か
ら
陸
上
自

衛
隊
の
各
学
校
で
国
際
法
を
教
育
し
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
六
五

年
の
三
矢
研
究
事
件
を
契
機
に
、
国
際
法
教
育
が
停
止
さ
れ
た
。
そ

れ
も
、
二
〇
〇
四
年
、
武
力
攻
撃
事
態
対
処
法
の
制
定
及
び
ジ
ュ
ネ
ー

ヴ
諸
条
約
追
加
議
定
書
へ
の
加
入
に
伴
い
、
国
際
人
道
法
教
育
が
再

開
し
た
。

追
加
議
定
書
第
八
七
条
の
履
行
は
、「
練
成
訓
練
」
の
中
で
、
指
揮

官
が
陸
自
教
範
を
準
拠
に
部
隊
を
訓
練
し
て
い
る
。
こ
の
陸
自
教
範

作
成
の
基
準
の
一
つ
が
国
内
法
で
あ
る
。
現
在
、
陸
上
自
衛
隊
の
国

際
人
道
法
遵
守
を
二
つ
の
法
律
が
定
め
て
い
る
。
一
つ
は
、
自
衛
隊

法
が
「
防
衛
出
動
を
命
じ
ら
れ
た
自
衛
隊
は
、
武
力
行
使
に
際
し
て
は
、

国
際
の
法
規
及
び
慣
例
の
よ
る
べ
き
場
合
に
あ
っ
て
は
こ
れ
を
遵
守

す
る
。」
と
、
戦
闘
に
際
し
国
際
人
道
法
を
遵
守
す
る
こ
と
を
定
め
て

い
る
。
二
つ
は
、
捕
虜
取
扱
い
法
が
「
捕
虜
等
の
取
扱
い
は
、
第
三

条
約
そ
の
他
の
国
際
的
な
武
力
紛
争
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
国
際
人

道
法
に
基
づ
き
、
常
に
人
道
的
な
待
遇
を
確
保
す
る
。」
と
、
捕
虜
取

扱
い
の
大
原
則
で
あ
る
「
捕
虜
の
人
道
的
取
扱
い
」
を
定
め
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
国
内
法
を
実
施
す
る
た
め
、
自
衛
隊
は
、
有
事
、
統

合
幕
僚
長
が
国
際
の
法
規
及
び
慣
例
並
び
に
我
が
国
の
法
令
の
範
囲

内
で
、
自
衛
隊
の
部
隊
等
が
と
り
得
る
具
体
的
な
対
処
行
動
の
限
度

を
示
す
部
隊
行
動
基
準
を
示
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。 

陸
上
自
衛
隊
は
、
教
育
訓
練
に
使
用
す
る
陸
自
教
範
に
、「
国
際
人

道
法
遵
守
」
と
「
捕
虜
は
人
道
的
に
取
扱
う
」
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

陸
自
教
範
は
、
平
時
の
教
育
訓
練
の
一
般
的
準
拠
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
、

イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
等
の
軍
隊
の
教
範
の
よ
う
に
、
実
際
に
戦
闘
で

適
用
す
る
行
動
規
範
で
は
な
い
。
し
か
し
、
平
時
の
教
育
訓
練
の
一

般
的
準
拠
と
し
て
い
る
た
め
、
実
質
、
有
事
に
お
い
て
も
陸
自
教
範

を
準
拠
と
し
て
戦
闘
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
全
て
の
陸
自
教
範
の

基
準
が
「
野
外
令
」
で
あ
る
。
ま
た
、「
野
外
令
」
は
、
陸
上
自
衛
隊
の

作
戦
・
戦
闘
の
基
盤
的
機
能
の
一
つ
が
法
務
だ
と
し
、
法
務
が
取
扱

う
防
衛
関
係
法
制
の
一
つ
に
国
際
人
道
法
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
際

人
道
法
は
戦
術
の
一
部
だ
と
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
、
陸
上
自
衛
隊
の
教
育
訓
練
へ
の
国
際
人
道
法
教

育
の
取
入
れ
状
況
と
、「
野
外
令
」
を
主
に
、
陸
上
自
衛
隊
に
お
け
る

「
国
際
人
道
法
遵
守
」
と
「
捕
虜
は
人
道
的
に
取
扱
う
」
の
規
定
状
況
を

述
べ
る
。

な
お
、「
野
外
令
」
は
、
一
九
五
七
年
に
「
野
外
令
第
一
部
（
草
案
）・

第
二
部
（
草
案
）」
が
制
定
さ
れ
て
以
降
、
一
九
六
八
年
、
一
九
八
五
年
、

二
〇
〇
〇
年
、
二
〇
〇
八
年
及
び
二
〇
一
九
年
の
五
回
改
定
さ
れ
た
。

Ⅰ　

陸
上
自
衛
隊
の
国
際
人
道
法
教
育

一
九
五
四
年
に
創
隊
さ
れ
た
陸
上
自
衛
隊
の
国
際
法
遵
守
の
意

識
は
高
く
、
部
隊
の
指
揮
官
と
部
隊
運
用
を
担
当
す
る
幕
僚
に
対
し
、

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
抜
粋
の
携
帯
が
命
じ
ら
れ
て
い
た

１

。

一
九
五
九
年
、
各
学
校
の
国
際
法
教
官
要
員
に
対
す
る
「
陸
戦
に

関
す
る
国
際
法
の
普
及
教
育
」
が
行
な
わ
れ
、
一
九
六
〇
年
か
ら
各

学
校
に
お
い
て
、
各
課
程
一
〇
時
間
前
後
の
国
際
法
教
育
が
開
始
さ

れ
た
。

一
九
六
五
年
の
三
矢
研
究
事
件
に
よ
り
、
陸
上
自
衛
隊
は
、
武
力

一
九
七
七
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
第
一
追
加
議
定
書 

第
八
三
条
・
第
八
七
条
の
履
行
を
巡
っ
て

藤
野
　
毅

初
代
陸
上
幕
僚
監
部
法
務
官
・
元
陸
将
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紛
争
に
適
用
さ
れ
る
条
約
等
を
教
育
訓
練
す
る
と
戦
争
を
準
備
し
て

い
る
と
の
誹
り
を
受
け
る
と
し
、国
際
法
の
教
育
を
停
止
し
た
。
当
時
、

「
陸
上
自
衛
隊
の
教
育
訓
練
実
施
に
関
す
る
達
」
別
冊
「
一
般
課
程
教

育
基
準
」
は
武
力
紛
争
法
を
教
育
す
る
よ
う
示
し
て
い
た
が
、
七
〇

年
安
保
闘
争
が
激
化
し
て
い
た
た
め
、
陸
上
自
衛
隊
の
防
衛
法
制
教

育
は
、
治
安
出
動
時
の
活
動
根
拠
で
あ
る
警
察
官
職
務
執
行
法
及
び

刑
法
を
教
育
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
九
九
二
年
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
へ
の
Ｐ
Ｋ
Ｏ
部
隊
派
遣
準
備
と
し

て
、
陸
上
幕
僚
監
部
の
担
当
と
派
遣
予
定
部
隊
の
指
揮
官
と
幕
僚
に

対
し
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
代
表
部
及
び
日
本

赤
十
字
社
に
よ
る
国
際
人
道
法
教
育
が
実
施
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ

れ
も
、
武
力
紛
争
時
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
を
教
育
す
る
こ
と

は
海
外
で
の
戦
闘
の
準
備
で
あ
り
、
海
外
派
兵
し
よ
う
と
し
て
い
る

と
の
誹
り
を
受
け
る
と
し
、
一
回
で
停
止
さ
れ
た
。
こ
の
後
、
陸
上

自
衛
隊
の
防
衛
法
制
教
育
は
、
派
遣
さ
れ
た
Ｐ
Ｋ
Ｏ
部
隊
の
「
警
察

的
な
自
己
防
衛
の
た
め
の
武
器
の
使
用
」
に
必
要
な
警
察
官
職
務
執

行
法
、
刑
法
及
び
武
器
使
用
基
準
を
教
育
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
九
九
八
年
、
周
辺
事
態
法
（
現
重
要
影
響
事
態
法
）
が
成
立
し
た
。

こ
の
時
、
外
務
省
は
、
条
約
上
、
日
本
周
辺
で
武
力
紛
争
が
生
起
し

米
国
の
後
方
地
域
支
援
を
行
う
日
本
は
、
交
戦
国
で
も
伝
統
的
な
中

立
国
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
行
為
は
伝
統
的
な
中
立
国
よ
り
は

交
戦
国
に
近
く
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
「
中
立
国
」
又
は
「
非
交
戦

国
」
に
該
当
し
当
該
条
約
を
準
用
す
べ
き
と
さ
れ
、
自
衛
隊
は
「
防
衛

出
動
」
が
命
じ
ら
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
っ
て
も
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸

条
約
を
準
用
す
る
状
況
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
と
指
摘
し
た

２

。
そ
の

た
め
、
統
合
幕
僚
会
議
事
務
局
（
現
統
合
幕
僚
監
部
）
は
、「
二
〇
〇
〇

年
度
統
合
防
衛
警
備
計
画
」
に
、
周
辺
事
態
時
、
捕
虜
は
国
際
人
道

法
に
従
い
人
道
的
に
取
扱
う
と
し
、
捕
虜
収
容
所
及
び
捕
虜
情
報
局

の
編
成
、
並
び
に
捕
虜
管
理
要
領
を
計
画
し
た
。

こ
の
時
、
従
前
、
自
衛
隊
は
他
国
の
軍
隊
と
同
様
に
「
戦
争
法
規
」

「
戦
時
法
規
」「
武
力
紛
争
法
」
の
用
語
を
使
用
し
て
い
た
が
、
世
界
の

軍
隊
で
初
め
て
、
公
式
文
書
に
「
国
際
人
道
法
」
の
用
語
を
使
用
し
た
。

二
〇
〇
四
年
、
武
力
攻
撃
事
態
対
処
法
の
制
定
及
び
ジ
ュ
ネ
ー

ヴ
諸
条
約
追
加
議
定
書
へ
の
加
入
に
よ
り
、
有
事
法
制
研
究
の
法
制

化
が
完
整
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
次
は
、
陸
上
自
衛
隊
に
お
い
て
も
、

国
際
人
道
法
を
踏
ま
え
た
行
動
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
自
衛

官
に
対
す
る
国
際
人
道
法
教
育
を
再
開
し
た
。
即
ち
、
二
〇
〇
四
年

三
月
二
九
日
、「
陸
上
自
衛
隊
の
教
育
訓
練
実
施
に
関
す
る
達
」
別
冊

「
一
般
課
程
教
育
基
準
」
の
中
の
課
目
「
防
衛
法
制
」
の
主
要
教
育
内
容

を
、
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
各
学
校
に
お
け
る
国
際
人
道
法
教
育
の

実
施
を
改
め
て
示
し
た
。
こ
の
際
、
軍
人
に
対
す
る
国
際
人
道
法
の

教
育
は
、
条
約
の
規
定
に
応
じ
て
階
級
相
応
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
新
兵
及
び
下
士
官
兵
に
は
基
本
原
則
を
教
え
れ
ば
充
分
で
あ

り
、
指
揮
官
は
条
約
に
つ
い
て
充
分
徹
底
し
た
知
識
を
持
た
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
の
考
え
を
反
映
さ
せ
た

３

。

課
目
「
防
衛
法
制
」
の
主
要
教
育
内
容
（
国
際
人
道
法
関
係
の
み
）

１　

陸
士
、
陸
曹
、
一
般
幹
部
候
補
生
の
課
程

国
際
人
道
法
（
陸
戦
規
則
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
及
び
特
定
通
常

兵
器
禁
止
制
限
条
約
）
の
基
本
的
事
項 

２　

幹
部
の
課
程

国
際
人
道
法
（
陸
戦
規
則
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
、
特
定
通
常
兵

器
禁
止
制
限
条
約
及
び
武
力
紛
争
の
際
の
文
化
財
保
護
の
た
め
の

条
約
等
）

３　

指
揮
官
・
幕
僚
要
員
の
課
程

　
　

国
際
人
道
法
及
び
防
衛
関
係
法
令

指
揮
官
・
幕
僚
要
員
の
課
程
は
、
国
際
人
道
法
は
戦
術
の
一
部
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
課
目
「
防
衛
法
制
」
と
は
別
に
、
一
般
戦
術
教
育
の

想
定
と
し
て
、
国
際
人
道
法
を
踏
ま
え
た
師
団
運
用
を
演
練
す
る
と

し
た
。

二
〇
一
八
年
三
月
二
六
日
、
教
育
訓
練
研
究
本
部
が
新
編
さ
れ
た
。

教
育
訓
練
研
究
本
部
は
、
毎
年
各
学
校
に
示
す
「
教
育
訓
練
研
究
本

部
年
度
教
育
細
部
指
示
」
で
、
各
学
校
が
担
任
し
て
い
る
一
般
課
程

の
教
育
課
目
「
国
際
人
道
法
」
は
自
衛
官
に
必
須
な
識
能
を
教
育
す
る

重
要
な
課
目
と
し
、「
国
際
人
道
法
」
を
統
制
課
目
に
指
定
し
、
そ
の

教
育
細
目
、
教
育
内
容
及
び
配
分
時
間
を
統
制
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

陸
上
自
衛
隊
に
お
け
る
国
際
人
道
法
教
育
は
、
各
学
校
に
お
い
て
確

実
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
更
に
、
各
学
校
に
国
際
人
道
法

教
育
能
力
を
付
与
す
る
た
め
、
各
学
校
に
国
際
人
道
法
教
育
の
共
通

教
育
実
施
計
画
を
配
布
す
る
と
と
も
に
、
各
学
校
の
国
際
人
道
法
教

官
に
対
す
る
集
合
教
育
を
実
施
し
て
い
る
。

Ⅱ　

部
隊
行
動
基
準

部
隊
行
動
基
準
は
、
有
事
、
統
合
幕
僚
長
が
非
公
開
で
自
衛
隊
の

部
隊
等
に
示
す
交
戦
規
則
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
、
国
際
の
法
規
及

び
慣
例
並
び
に
我
が
国
の
法
令
の
範
囲
内
で
、
自
衛
隊
の
部
隊
等
が

と
り
得
る
具
体
的
な
対
処
行
動
の
限
度
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
の
限
度
と
は
、
行
動
し
得
る
地
理
的
範
囲
、
使
用
し
得
る
武
器
の

種
類
、
選
択
し
得
る
武
器
の
使
用
方
法
そ
の
他
、
特
に
政
策
的
判
断

に
基
づ
く
制
限
が
必
要
な
重
要
事
項
に
関
す
る
基
準
と
さ
れ
て
い
る
。

交
戦
規
則
が
重
視
さ
れ
た
の
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
時
、
米
軍
が
一

般
住
民
へ
の
危
害
防
止
を
目
的
と
し
て
火
力
行
使
に
つ
い
て
詳
細
な

ル
ー
ル
を
規
定
し
た
の
が
最
初
で
あ
る

４

。
現
在
、
仮
に
、
自
衛
隊
に
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示
す
と
す
れ
ば
、
国
内
法
及
び
国
際
人
道
法
遵
守
の
た
め
、
戦
闘
間
、

特
別
に
保
護
す
べ
き
も
の
及
び
敵
が
軍
事
的
に
利
用
し
て
い
る
特
別

に
保
護
す
べ
き
も
の
に
対
し
て
武
力
行
使
す
る
場
合
の
承
認
権
者
を

明
示
す
る
も
の
と
な
る
。
例
え
ば
、

部
隊
行
動
基
準
の
一
例
（
抄
） 

　

第
２
章　

用
語
の
意
義

　
　

６　

特
別
に
保
護
す
べ
き
も
の

ａ　

直
接
戦
闘
に
参
加
し
て
い
な
い
文
民

ｂ　

国
民
保
護
地
区
（
国
民
保
護
法
上
の
住
民
避
難
先
地
域
）

ｃ　

危
険
な
力
を
内
蔵
す
る
工
作
物
及
び
施
設
（
ダ
ム
、
堤

防
、
原
子
力
発
電
所
）

ｄ　

建
造
物
た
る
文
化
財
（
国
宝
、
重
要
文
化
財
、
重
要
有
形

民
族
文
化
財
、
史
跡
）

ｅ　

病
院

ｆ　

空
港

ｇ　

港
湾

ｈ　

火
力
発
電
所

ｉ　

水
力
発
電
所

ｊ　

浄
水
場

　

第
３
章　

防
衛
出
動

　
　

３　

文
民
保
護

攻
撃
の
巻
き
添
え
に
よ
り
文
民
に
死
亡
又
は
傷
害
が
生
じ

る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
は
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
得

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６　

敵
が
特
別
に
保
護
す
べ
き
も
の
を
軍
事
的
に
利
用
し
て

お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
武
力
行
使
す
る
場
合
の
承
認
権
者

ａ　

国
民
保
護
地
区
に
対
す
る
武
力
行
使
承
認
権
者
は
、

内
閣
総
理
大
臣

ｂ　

危
険
な
力
を
内
蔵
す
る
工
作
物
及
び
施
設
（
ダ
ム
、
堤

防
、
原
子
力
発
電
所
）、
建
造
物
た
る
文
化
財
（
国
宝
）
に

対
す
る
武
力
行
使
承
認
権
者
は
、
方
面
総
監
以
上

ｃ　

建
造
物
た
る
文
化
財
（
国
宝
を
除
く
）、
病
院
、
空
港
、

港
湾
、
火
力
発
電
所
、
水
力
発
電
所
、
浄
水
場
に
対
す

る
武
力
行
使
承
認
権
者
は
、
連
隊
長
・
群
長
以
上

Ⅲ　

陸
自
教
範
「
野
外
令
」
―
国
際
人
道
法
遵
守

二
〇
〇
四
年
、「
陸
上
自
衛
隊
の
教
育
訓
練
実
施
に
関
す
る
達
」
別

冊
「
一
般
課
程
教
育
基
準
」
の
改
正
と
同
時
に
、
別
冊
「
各
個
訓
練
基

準
」
の
「
防
衛
法
制
」
の
訓
練
到
達
基
準
に
「
幹
部
、
准
尉
・
陸
曹
、
陸

士
と
し
て
職
務
遂
行
に
必
要
な
防
衛
法
制
（
国
際
人
道
法
、
防
衛
関
係
法

令
、
部
隊
行
動
基
準
等
）
に
つ
い
て
修
得
し
て
い
る
。」
を
、
別
冊
「
部
隊

訓
練
基
準
」
の
「
基
礎
と
な
る
部
隊
」
の
訓
練
到
達
基
準
に
「
関
係
法
規

等
を
遵
守
し
、
捕
虜
等
の
取
扱
い
業
務
が
実
施
で
き
る
。」
を
追
加
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
、「
野
外
令
」
が
規
定
す
る
国
際
人
道
法
遵
守
等
を

確
実
に
訓
練
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
「
野
外
令
」
は
、
米
陸
軍
教
範
を
翻
訳
し
た
一
九
五
七
年
版
「
野

外
令
第
一
部
（
草
案
）」
及
び
米
陸
軍
教
範
を
模
倣
し
た
一
九
六
八
年
版

「
野
外
令
第
一
部
」
に
、
戦
闘
時
の
国
際
人
道
法
遵
守
を
記
述
し
て
い

な
か
っ
た
。 

し
か
し
、
米
陸
軍
教
範
の
模
倣
で
な
く
、
日
本
の
戦
略
環
境
、
国

土
、
陸
上
自
衛
隊
の
編
成
装
備
等
に
適
合
し
た
教
範
と
し
て
制
定
し

た
一
九
八
五
年
版
「
野
外
令
」
及
び
二
〇
〇
〇
年
版
「
野
外
令
」
は
、
戦

闘
時
の
国
際
人
道
法
遵
守
を
規
定
し
た
。

国
土
防
衛
戦
に
お
け
る
法
規
の
尊
重
は
、
規
律
と
道
義
の
象

徴
で
あ
る
。
国
土
防
衛
戦
に
お
い
て
は
、
戦
時
国
際
法
規
、
国

際
慣
例
等
と
と
も
に
国
内
法
規
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
二
〇
〇
八
年
版
「
野
外
令
」
及
び
現
行
二
〇
一
九
年
版
「
野

外
令
」
は
、
陸
上
・
海
上
・
航
空
自
衛
隊
に
共
通
的
事
項
は
統
合
幕

僚
監
部
が
作
成
す
る
統
合
運
用
教
範
で
規
定
す
べ
き
と
し
て
削
除
し

た
。
こ
れ
は
、
国
際
人
道
法
遵
守
の
考
え
方
を
否
定
し
た
削
除
で
は

な
く
、
単
に
、
教
範
作
成
の
技
術
的
理
由
に
よ
る
削
除
で
あ
る
。

但
し
、
未
だ
、
統
合
運
用
教
範
は
制
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、

現
在
、
戦
闘
に
際
し
国
際
人
道
法
を
遵
守
す
る
こ
と
を
規
定
す
る
教

範
は
な
い
。

そ
の
一
方
で
、
国
際
平
和
協
力
活
動
、
ろ
獲
品
の
取
扱
、
国
際
人

道
法
違
反
時
の
措
置
、
捕
虜
の
取
扱
い
、
敵
の
遺
体
の
取
扱
い
及
び

傷
病
者
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
各
別
に
国
際
人
道
法
遵
守
が
規
定
さ

れ
て
い
る
。

即
ち
、
一
九
五
七
年
版
「
野
外
令
第
二
部
（
草
案
）」
は
、
捕
虜
の
取

扱
い
は
陸
戦
規
則
及
び
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
を
、
傷
病
者
の
取
扱
い
は

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
を
遵
守
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
。

一
九
六
八
年
版
「
野
外
令
Ⅱ
」
は
、
敵
の
遺
体
の
取
扱
い
は
関
係
陸

戦
法
規
を
、
ろ
獲
し
た
敵
の
衛
生
関
係
の
装
備
品
等
又
は
施
設
の
処

理
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
を
遵
守
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
。

一
九
八
五
年
版
「
野
外
令
」
は
、
戦
時
国
際
法
規
違
反
者
の
措
置
を

規
定
し
た
。

二
〇
〇
八
年
版
「
野
外
令
」
及
び
現
行
二
〇
一
九
年
版
「
野
外
令
」

は
、従
前
の
「
戦
時
国
際
法
規
」「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
」
等
の
用
語
を
「
国

際
人
道
法
」
の
用
語
に
変
え
る
と
と
も
に
、
国
際
平
和
協
力
活
動
に

つ
い
て
、
国
際
人
道
法
遵
守
を
規
定
し
て
い
る
。

１　

国
際
平
和
協
力
活
動

国
際
平
和
協
力
活
動
は
、
国
際
法
等
の
厳
格
な
適
用
が
求
め
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ら
れ
る
。

２　

ろ
獲
品
の
取
扱
い

　

ろ
獲
し
た
敵
の
衛
生
関
係
の
装
備
品
等
又
は
施
設
は
、
国
際

人
道
法
特
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
に
基
づ
き
陸
上
幕
僚
監
部
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
処
理
す
る
。

３　

傷
病
者
の
取
扱
い

　

衛
生
は
、
人
命
尊
重
に
直
結
し
て
国
際
人
道
法
の
保
護
・
制

限
を
受
け
る
。

４　

国
際
法
違
反
者
の
措
置

　

国
際
人
道
法
等
違
反
の
容
疑
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
各
部

隊
は
速
や
か
に
指
揮
系
統
を
経
て
上
級
部
隊
に
報
告
し
、
適

切
に
処
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

敵
の
遺
体
の
取
扱
い

　

敵
の
遺
体
は
、
国
際
人
道
法
等
及
び
自
衛
隊
最
高
司
令
部
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
隊
員
の
遺
体
と
同
様
に
丁
重
に
取

り
扱
い
、
通
常
、
こ
れ
を
火
葬
す
る
こ
と
な
く
仮
埋
葬
す
る
。

６　

捕
虜
の
取
扱
い

　

捕
虜
等
の
取
扱
い
は
、
国
際
人
道
法
、
関
係
す
る
国
内
法
令

等
を
遵
守
し
、
適
正
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ⅳ　

陸
自
教
範
「
野
外
令
」
―
捕
虜
は
人
道
的
に
取
扱
う

捕
虜
取
扱
の
大
原
則
で
あ
る
、
一
八
九
九
年
の
陸
戦
規
則
の
中
の

フ
ラ
ン
ス
語
「Ils doivent  être traité avec hum

anité.

」
の
外
務
省
の
訳

は
、「
俘
虜
ハ
博
愛
ノ
心
ヲ
以
テ
之
ヲ
取
扱
フ
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
」で
あ
る
。

一
九
〇
七
年
の
陸
戦
規
則
の
フ
ラ
ン
ス
語
同
文
の
外
務
省
の
訳
は
、

「
俘
虜
ハ
人
道
ヲ
以
テ
取
扱
ハ
ル
ヘ
シ
ス
」
で
あ
る
。

一
九
二
九
年
の
俘
虜
条
約
の
フ
ラ
ン
ス
語
同
文
の
外
務
省
の
仮
訳

は
、
再
び
「
俘
虜
ハ
常
ニ
博
愛
ノ
心
ヲ
以
テ
取
扱
ハ
ル
ベ
ク
」
で
あ
る
。

一
九
四
八
年
の
東
京
戦
争
犯
罪
裁
判
の
判
決
文
の
日
本
語
訳
は
、

こ
れ
ら
を
「
捕
虜
は
人
道
的
に
取
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
」
で
統
一

し
た
。

一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
三
条
約
の
英
文
の
外
務
省
の
訳
は
、

「
捕
虜
は
常
に
人
道
的
に
待
遇
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
で
あ
る
。

こ
の
間
、
日
本
帝
国
陸
軍
は
、
日
露
戦
争
開
戦
八
日
後
の

一
九
〇
四
年
二
月
一
四
日
、「
陸
軍
俘
虜
取
扱
規
則
」
を
制
定
し
、「
俘

虜
は
博
愛
の
心
を
以
て
取
扱
う
」
と
規
定
し
た
。
こ
れ
は
、
一
九
一
四

年
及
び
一
九
四
三
年
の
規
則
改
正
に
お
い
て
も
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。

陸
上
自
衛
隊
の
一
九
五
七
年
版
「
野
外
令
第
二
部
（
草
案
）」
及
び

一
九
六
八
年
版
「
野
外
令
第
二
部
」
の
捕
虜
取
扱
い
の
規
定
に
、「
捕

虜
は
人
道
的
に
取
扱
う
」
と
の
記
述
は
な
か
っ
た
。

捕
虜わ

が
国
は
、
陸
戦
規
則
並
び
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
三
条
約
の
加
盟

国
で
あ
る
。
捕
虜
は
、
直
接
こ
れ
を
捕
ら
え
た
個
人
又
は
部
隊

の
権
限
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
国
家
の
権
限
に
属
す
る
。
し

た
が
っ
て
捕
虜
の
取
扱
い
は
、
す
べ
て
こ
ら
れ
の
条
約
及
び
、

こ
れ
に
基
づ
く
捕
虜
取
扱
に
関
す
る
国
内
法
規
の
規
定
に
従
っ

て
適
正
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
九
八
五
年
版
「
野
外
令
」
及
び
二
〇
〇
〇
年
版
「
野
外
令
」
は
、
こ

れ
に
、「
捕
虜
は
人
道
的
に
取
扱
う
」
の
規
定
を
追
加
し
た
。

捕
虜
の
取
扱
い
一
般
の
要
領 

捕
虜
の
取
扱
い
当
た
っ
て
は
、
人
道
的
に
取
扱
い
、
屈
辱
等

か
ら
保
護
し
、
ま
た
捕
虜
の
人
格
、
階
級
、
地
位
等
は
、
こ
れ

を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
〇
〇
八
年
版
「
野
外
令
」
及
び
現
行
二
〇
一
九
年
版
「
野
外
令
」

は
、「
捕
虜
」
の
用
語
を
「
捕
虜
等
」
と
改
正
し
た
。

　

捕
虜
等
の
取
扱
い

１　

捕
虜
等
の
取
扱
い
は
、
国
際
人
道
法
、
関
係
す
る
国
内
法

令
等
を
遵
守
し
、
適
正
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
際
、
人
道
的
待
遇
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
生
命
、
身
体
、

健
康
及
び
名
誉
を
尊
重
し
て
、
差
別
的
な
取
扱
い
又
は
武
力

攻
撃
に
対
す
る
報
復
措
置
を
禁
ず
る
も
の
と
す
る
。

拘
束
し
た
捕
虜
等
は
、
速
や
か
に
捕
虜
収
容
所
に
引
き
渡
す

も
の
と
す
る
。

２　

捕
虜
等
は
、
直
接
こ
れ
を
捕
ら
え
た
個
人
又
は
部
隊
の
権

限
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
国
家
の
権
限
に
属
す
る
。

各
級
部
隊
指
揮
官
は
、
部
下
部
隊
に
対
し
、
捕
虜
取
扱
に
関

す
る
関
係
法
規
等
を
十
分
に
徹
底
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
捕
虜
」
の
用
語
を
「
捕
虜
等
」
に
改
め
た
の
は
、
二
〇
〇
四
年
に
制

定
さ
れ
た
捕
虜
取
扱
い
法
が
、
入
出
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
と
の

関
係
か
ら
、
捕
虜
収
容
所
に
抑
留
さ
れ
る
旅
券
不
携
行
の
捕
虜
に
日

本
国
内
に
滞
在
す
る
資
格
を
付
与
す
る
た
め
、「
難
民
認
定
」
を
準
用

し
た
「
方
面
総
監
に
よ
る
抑
留
資
格
認
定
」
を
定
め

５

、
抑
留
資
格
認

定
を
境
に
非
拘
束
者
と
捕
虜
に
区
分
し
た
。
こ
の
被
拘
束
者
と
捕
虜

を
総
称
し
て
「
捕
虜
等
」
と
し
た
こ
と
に
よ
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
陸
上
自
衛
隊
は
、
連
隊
・
師
団
が
開
設
す
る
連
隊
・

師
団
捕
虜
収
集
所
を
、
連
隊
・
師
団
被
拘
束
者
収
集
所
に
改
称
し
た
。

し
か
も
、
抑
留
資
格
認
定
を
受
け
捕
虜
と
な
っ
た
者
は
、
速
や
か
に

統
合
幕
僚
監
部
が
開
設
す
る
捕
虜
収
容
所
に
後
送
さ
れ
る
た
め
、
陸
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上
自
衛
隊
が
取
扱
う
捕
獲
し
た
敵
戦
闘
員
は
、
被
拘
束
者
の
み
と
な

り
、
陸
上
自
衛
隊
の
部
隊
訓
練
の
場
か
ら
捕
虜
の
用
語
が
消
え
た
。

お
わ
り
に

陸
上
自
衛
隊
は
、
戦
闘
あ
る
い
は
国
際
平
和
協
力
活
動
、
ろ
獲
品

の
取
扱
い
、
国
際
人
道
法
違
反
時
の
措
置
、
捕
虜
の
取
扱
い
、
敵
の

遺
体
の
取
扱
い
及
び
傷
病
者
の
取
扱
い
を
、
隊
員
個
々
が
行
う
の
で

は
な
く
、
部
隊
と
し
て
実
施
す
る
。
そ
の
た
め
、
各
学
校
が
実
施
す

る
基
本
教
育
で
、
国
際
人
道
法
を
教
育
し
て
隊
員
に
普
及
教
育
を
し

た
上
で
、
部
隊
訓
練
で
戦
闘
あ
る
い
は
国
際
平
和
協
力
活
動
、
ろ
獲

品
の
取
扱
い
、
国
際
人
道
法
違
反
時
の
措
置
、
捕
虜
の
取
扱
い
、
敵

の
遺
体
の
取
扱
い
及
び
傷
病
者
の
取
扱
い
を
、
国
際
人
道
法
遵
守
し

て
実
施
す
る
こ
と
を
、
部
隊
と
し
て
訓
練
し
て
い
る
。

こ
の
際
、
平
時
の
部
隊
訓
練
の
準
拠
で
あ
り
、
実
質
、
有
事
の
戦

闘
等
の
準
拠
と
な
る
陸
自
教
範
に
、
こ
れ
ら
の
活
動
に
お
け
る
国
際

人
道
法
遵
守
の
規
定
と
国
際
人
道
法
に
従
っ
た
活
動
要
領
を
詳
細
に

規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
有
事
、
戦
闘
等
に
お
い
て
国
際
人
道
法
遵

守
は
確
保
す
る
こ
と
を
図
っ
て
い
る
。

注１　

榎
本
重
治
『
一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
実
施
』「
国
際
法

外
交
雑
誌
」
第
六
〇
巻
第
三
号
、
一
九
六
一
年
、
二
七
八
頁

２　

外
務
省
条
約
局
『
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
研
究
会
資
料　

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ

諸
条
約
の
解
説
』、
二
〇
〇
〇
年

３　

榎
本
重
治
・
足
立
純
夫
共
訳
『
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
解
説
Ⅰ
』
朝
雲
新

聞
社
、
一
九
七
三
年
、
三
八
四
頁

４　

足
立
純
夫
「
武
力
紛
争
に
お
け
る
住
民
保
護
」『
有
数
無
類
』 

発
行
者

不
詳
、
発
行
年
不
詳
、
六
六
頁

５　

林
浩
一
「
現
代
日
本
の
捕
虜
取
扱
い
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
の
一
考
察
」

『
人
道
研
究
ジ
ャ
ー
ナ
ルVol. 6

』 

日
本
赤
十
字
国
際
人
道
研
究
セ
ン

タ
ー
、
二
〇
一
七
年
、
一
二
一
頁

１　

は
じ
め
に　

イ
ス
ラ
エ
ル
・
ガ
ザ
の
武
力
紛
争
で
文
民
被
害
が
拡
大
す
る
最
中

の
二
〇
二
三
年
一
〇
月
一
三
日
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）

は
「
イ
ス
ラ
エ
ル
と
パ
レ
ス
チ
ナ
被
占
領
地

：

ガ
ザ
の
避
難
命
令
が

引
き
起
こ
す
壊
滅
的
な
人
道
的
帰
結
」
と
題
す
る
声
明
を
発
し
た
。

「
ガ
ザ
市
の
住
民
に
対
し
イ
ス
ラ
エ
ル
当
局
が
発
し
た
自
宅
か

ら
の
即
時
退
去
命
令
（instructions

…leaves their hom
e

）（
２
）

は
、
人
々
に
対
す
る
食
糧
、
水
、
電
気
を
遮
断
す
る
完
全
な
攻

囲
（siege

）（
３
）
と
合
わ
さ
り
国
際
人
道
法
に
合
致
し
な
い
。

（
中
略
）

ガ
ザ
は
面
積
も
資
源
も
限
ら
れ
た
閉
鎖
地
域
で
あ
る
。
人
々

は
安
全
な
場
所
に
行
く
こ
と
が
で
き
ず
、
障
が
い
者
、
高
齢
者
、

病
人
も
含
む
多
く
の
人
々
が
家
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

国
際
人
道
法
は
そ
の
場
に
と
ど
ま
る
人
も
含
め
す
べ
て
の
文
民

を
保
護
す
る
（protects all civilians

）（
４
）。
今
日
、
ガ
ザ
の
人
々

に
と
っ
て
次
に
ど
の
場
所
が
攻
撃
対
象
に
な
る
の
か
を
知
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
る

１

。
…
（
以
下
省
略
）」（
※
傍
線
・
強
調
・
付

番
は
筆
者
に
よ
る
。）

今
回
赤
十
字
が
紛
争
当
事
者
の
特
定
の
行
為
に
つ
い
て
人
道
法
違

反
を
明
示
的
に
指
摘
し
た
こ
と
は
「
め
ず
ら
し
い
」２

と
も
「
注
目
に

値
す
る
」３

と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
赤
十
字
が
一
方
の
紛
争

当
事
者
を
名
指
し
し
て
人
道
法
違
反
を
指
摘
す
る
行
為
は
、
そ
の
基

本
原
則
で
あ
る
中
立
・
公
平
の
立
場
を
危
う
く
し
、
当
該
当
事
者
の

支
配
下
に
あ
る
紛
争
犠
牲
者
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
難
し
く
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
定
め
た
『
国
際
人
道
法
又
は
暴

力
的
事
態
に
お
け
る
人
の
保
護
に
関
す
る
そ
の
他
規
則
の
違
反
時
の

イ
ス
ラ
エ
ル
・
ガ
ザ
紛
争
と
国
際
人
道
法

齊
藤
彰
彦

―
赤
十
字
の
ア
プ
ロ
ー
チ

日
本
赤
十
字
社
広
報
室
主
査
／
Ｉ
Ｈ
Ｓ
研
究
員
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Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
行
動
指
針
（
二
〇
〇
五
年
）』
に
よ
れ
ば
、
人
道
法
違
反
が

生
じ
た
場
合
の
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
対
応
は
紛
争
当
事
者
と
の
守
秘
義
務
に

則
っ
た
「
対
話
」（
な
い
し
「
説
得
」）
を
試
み
る
こ
と
が
基
本
で
あ
る

４

。

に
も
か
か
わ
ら
ず
今
回
紛
争
の
初
期
段
階
か
ら
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
明
示
的

に
人
道
法
違
反
を
指
摘
し
た
こ
と
は
そ
れ
だ
け
事
態
の
深
刻
さ
を
あ

ら
わ
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。　

そ
れ
で
は
今
回
の
紛
争
で
具
体
的
に
人
道
法
の
ど
の
規
則
が
問
題

視
さ
れ
、
そ
れ
は
い
か
な
る
意
味
で
深
刻
な
の
か
。
そ
の
法
的
な
論

点
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
本
稿
で
は
と
り
わ
け
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る

避
難
命
令
（
２
）、
攻
囲
（
３
）、
文
民
保
護
の
中
の
医
療
の
保
護
（
４
）

に
つ
い
て
の
人
道
法
上
の
論
点
を
概
観
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
声
明
の
理
解

を
深
め
る
こ
と
を
試
み
た
い
。
な
お
、
人
道
法
に
お
い
て
は
適
用
の

前
提
た
る
武
力
紛
争
が
国
家
間
の
も
の
（
国
際
的
武
力
紛
争
）
か
国
家

対
非
国
家
主
体
の
も
の
（
非
国
際
的
武
力
紛
争
）
か
の
区
別
が
重
要
に
な

る
。
前
者
で
あ
れ
ば
適
用
法
は
一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
四
条
約

と
一
九
七
七
年
の
第
一
追
加
議
定
書
（
以
下
「
Ａ
Ｐ
Ｉ
」
と
い
う
）
に
な
る

が
、
後
者
の
場
合
規
則
の
数
は
大
き
く
減
り
一
九
四
九
年
条
約
の
共

通
三
条
と
一
九
七
七
年
の
第
二
追
加
議
定
書
に
限
ら
れ
る
。
こ
の
点
、

イ
ス
ラ
エ
ル
は
二
つ
の
追
加
議
定
書
に
加
入
し
て
い
な
い
。
こ
れ
を

前
提
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ガ
ザ
で
の
紛
争
が
国
際
・
非
国
際
の
い
ず

れ
で
あ
る
か
は
専
門
家
の
間
で
も
議
論
が
あ
る
と
こ
ろ

５

、
本
稿
で
は

紙
幅
の
制
約
か
ら
、
条
約
の
加
入
・
未
加
入
と
は
無
関
係
に
す
べ
て

の
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
慣
習
国
際
法
と
み
な
さ
れ
て
い
る
上
記

条
約
（
と
り
わ
け
Ａ
Ｐ
Ｉ
）
規
則
等
、
適
用
自
体
に
議
論
の
少
な
い
諸
規

則
を
中
心
に
検
討
す
る
。

２　

「
避
難
警
告
」
か
「
強
制
退
去
」
か

：

イ

ス
ラ
エ
ル
当
局
に
よ
る
命
令
の
評
価

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
声
明
が
指
摘
し
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
命
令
と
は
、

二
〇
二
三
年
一
〇
月
一
二
日
に
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
当
局
が
ガ
ザ
北
部
で

の
軍
事
作
戦
に
あ
た
り
当
該
地
域
住
民
（
対
象
者
約
一
一
〇
万
人
）
に
対

し
て
発
出
し
た
二
四
時
間
以
内
の
「
避
難
」
を
求
め
る
も
の
で
あ
る

６

。

Ａ
Ｐ
Ｉ 

五
七
条
二
項
⒞
が
「
文
民
た
る
住
民
に
影
響
を
及
ぼ
す
攻
撃

に
つ
い
て
は
、
効
果
的
な
事
前
の
警
告
を
与
え
る
」
と
定
め
る
よ
う
、

紛
争
当
事
者
は
攻
撃
時
に
文
民
被
害
を
最
小
限
化
す
る
た
め
の
「
不

断
の
注
意
」（
Ａ
Ｐ
Ｉ 

五
七
条
一
項
）
を
払
い
「
実
行
可
能
な
」（
Ａ
Ｐ
Ｉ 

五
七
条
二
項
⒜
⒤
ⅱ
）
予
防
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

に
照
ら
せ
ば
、
本
命
令
を
人
道
法
上
の
予
防
措
置
と
し
て
評
価
す
る

こ
と
自
体
は
可
能
で
あ
り
、
実
際
イ
ス
ラ
エ
ル
も
命
令
の
文
民
保
護

と
い
う
趣
旨
を
強
調
し
て
い
る

７

。

こ
れ
に
対
し
、
国
際
社
会
か
ら
の
反
応
は
厳
し
い
。
国
連
人
権

理
事
会
は
「（
当
該
命
令
は
）
人
道
に
対
す
る
罪
で
あ
り
人
道
法
の
あ
か

ら
さ
ま
な
（blatant

）
違
反
で
あ
る
」
と
批
判
す
る

８

。
ま
た
人
権
Ｎ
Ｇ

Ｏ
か
ら
は
、
本
命
令
は
実
行
不
能
で
あ
り
人
道
法
上
禁
じ
ら
れ
る
文

民
の
「
強
制
退
去
（forced displacem

ent

）」
や

９

文
民
に
対
し
て
「
恐
怖

（terror

）
を
広
め
る
行
為
」
に
あ
た
り
う
る
と
の
批
判

10

、
ま
た
Ｗ
Ｈ
Ｏ

か
ら
は
、
人
道
法
に
反
す
る
攻
撃
の
影
響
か
ら
す
で
に
多
く
の
医
療

施
設
が
機
能
不
全
に
陥
る
中
、
と
り
わ
け
病
人
・
妊
産
婦
・
新
生
児

等
に
避
難
を
命
じ
る
こ
と
は
「
死
刑
宣
告
に
等
し
い
」
と
の
批
判

11

が

生
じ
て
お
り
、い
ず
れ
も
共
通
し
て
命
令
の
即
時
撤
回
を
求
め
て
い
る
。

実
際
、
こ
の
命
令
を
受
け
少
な
く
と
も
数
万
人
が
ガ
ザ
北
部
を
退

避
し
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
避
難
経
路
は
戦
闘
や
空
爆
の
危
険
が
あ

り
、
か
つ
避
難
民
の
大
半
が
女
性
や
子
ど
も
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
安

全
の
た
め
と
は
い
え
極
め
て
危
険
な
状
況
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は

な
い
（
こ
の
た
め
に
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
声
明
も
「
次
に
ど
の
場
所
で
攻
撃
が
生
じ
る

か
予
測
不
能
」
で
あ
り
「
そ
の
場
に
と
ど
ま
る
人
も
含
め
た
す
べ
て
の
文
民
の

保
護
」
の
必
要
を
強
調
し
て
い
る
）12

。
紙
幅
の
制
約
か
ら
こ
こ
で
は
本
命

令
が
人
道
法
違
反
に
あ
た
る
か
ど
う
か
の
詳
細
な
検
討
は
控
え
る
が
、

人
道
法
上
の
予
防
措
置
と
し
て
求
め
ら
れ
る
の
は
そ
れ
を
行
う
時
点

で
「
実
行
可
能
」
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
命
令
の
結
果
論
で
人
道
法
上

の
合
違
法
性
の
評
価
は
で
き
な
い
（
そ
も
そ
も
果
た
し
て
命
令
を
す
る
こ

と
と
し
な
い
こ
と
の
ど
ち
ら
の
人
道
的
影
響
が
甚
大
に
な
る
か
と
い
う
困
難

な
評
価
も
残
る
）。
そ
の
評
価
に
は
命
令
が
正
当
な
軍
事
上
・
人
道
上

の
理
由
に
基
づ
い
て
い
た
か
ど
う
か
の
検
討
が
必
要
に
な
る

13

。
ま
た

命
令
の
「
強
制
」
と
い
う
側
面
に
つ
い
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
自
身
を
パ

レ
ス
チ
ナ
の
「
占
領
当
局
」
と
は
認
め
て
お
ら
ず
「
命
令
」
を
下
す
立
場

に
は
な
い
た
め
、
あ
く
ま
で
そ
れ
は
「
警
告
」
で
あ
り
強
制
の
要
素
は

な
い
と
の
見
解

14

が
あ
る
一
方
、
実
質
的
に
退
去
が
強
い
ら
れ
る
（
命

の
危
険
か
ら
避
難
以
外
に
選
択
肢
が
な
い
）
状
況
を
生
み
出
し
て
い
る
と

い
う
意
味
で
「
強
制
」
退
去
（
す
な
わ
ち
戦
争
犯
罪
）
に
あ
た
る
と
い
う
見

解
15

も
あ
り
、
避
難
が
真
に
住
民
自
身
の
主
体
的
判
断
に
よ
り
な
さ
れ

た
の
か
ど
う
か
も
ま
た
争
点
に
な
る
だ
ろ
う
。

な
お
、
予
防
措
置
の
義
務
は
攻
撃
側
だ
け
で
な
く
防
御
側
に
も
あ

る
16

。
今
回
の
他
方
紛
争
当
事
者
で
あ
る
ハ
マ
ス
に
お
い
て
は
文
民

に
紛
れ
な
が
ら
軍
事
活
動
に
従
事
し
て
い
る
様
子
が
散
見
さ
れ
る
が
、

こ
れ
は
文
民
を
「
盾
に
」
活
動
し
て
い
る
と
い
う
点
で
人
道
法
上
禁
じ

ら
れ
る
「
人
間
の
盾
（hum

an shields

）」
に
あ
た
り
う
る

17（
人
質
を
取
る

こ
と
（taking of hostages

）
も
ま
た
禁
じ
ら
れ
る

18

）。
こ
れ
に
加
え
、
Ａ
Ｐ

Ｉ 

五
八
条
は
紛
争
当
事
者
に
対
し
文
民
を
軍
事
目
標
の
近
く
か
ら
移

動
さ
せ
る
こ
と
や
人
口
密
集
地
に
軍
事
目
標
を
設
け
な
い
よ
う
に
す

る
こ
と
を
求
め
て
お
り
、
ハ
マ
ス
の
活
動
形
態
自
体
人
道
法
の
要
請

と
相
い
れ
な
い
部
分
が
あ
る
。
た
だ
し
、
一
方
紛
争
当
事
者
の
予
防

措
置
義
務
違
反
が
相
手
方
の
違
反
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な

い
。
紛
争
当
事
者
に
は
攻
撃
側
に
も
防
御
側
に
も
等
し
く
文
民
被
害
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の
最
小
限
化
の
義
務
が
あ
る
点
が
強
調
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う

19

。

３　

文
民
の
生
存
に
不
可
欠
な
物
の
保

護

：

攻
囲
（siege

）
と
人
道
ア
ク
セ
ス

の
確
保
義
務
の
評
価

上
記
論
点
と
時
間
軸
が
前
後
す
る
が
、
避
難
命
令
発
出
前
の
一
〇

月
九
日
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ヨ
ア
ブ
・
ガ
ラ
ン
ト
国
防
相
は
次
の
よ
う

に
述
べ
た
。「
私
は
ガ
ザ
地
区
の
完
全
な
攻
囲
（siege

）
を
命
じ
た
。
電

気
も
食
糧
も
燃
料
も
な
く
す
べ
て
が
閉
鎖
さ
れ
る
。
我
々
は
人
間
の

動
物
（hum

an anim
als

）
と
戦
っ
て
お
り
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
行
動
し
て

い
る
」20

。
攻
囲
と
は
、
戦
時
に
お
い
て
特
定
の
場
所
を
攻
略
す
る
た

め
に
物
資
の
供
給
や
軍
の
往
来
を
遮
断
す
る
こ
と
で
作
戦
を
有
利
に

進
め
る
方
策
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
当
該
地
域
を
占
領
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
人
道
法
上
も
古
く
か
ら
認
め
ら
れ
て
き
た
戦
闘
方
法
で

あ
る

21

。
な
お
、
そ
れ
は
敵
の
軍
隊
に
向
け
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
合

法
で
あ
り
、
文
民
の
生
存
に
不
可
欠
な
物
（
食
糧
、
飲
料
水
等
）
が
保
護

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
戦
闘
の
方
法
と
し
て
文
民

を
飢
餓
の
状
態
に
置
く
こ
と
」
は
禁
じ
ら
れ
る
（
Ａ
Ｐ
Ｉ 

五
四
条
一
項
）。

  

た
だ
し
、
本
規
定
に
も
例
外
が
あ
り
、
問
題
と
な
る
生
存
に
不

可
欠
な
物
資
が
も
っ
ぱ
ら
紛
争
当
事
者
の
軍
事
要
員
の
生
命
を
維
持

す
る
手
段
で
あ
る
場
合
な
ど
は
こ
の
禁
止
は
適
用
さ
れ
な
い
（
Ａ
Ｐ
Ｉ 

五
四
条
三
項
）。
ま
た
「
戦
闘
の
方
法
と
し
て
」
飢
餓
を
も
た
ら
す
こ
と

を
「
目
的
と
す
る
こ
と
」
が
禁
じ
ら
れ
る
た
め
、
敵
の
降
伏
を
促
す
と

い
う
攻
囲
本
来
の
必
要
性
（
そ
の
目
的
の
限
り
で
の
実
施
）
自
体
は
否
定

さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
見
解
も
あ
り

22

、
攻
囲
が
目
的
と
す
る
軍
事
的

必
要
性
と
文
民
に
及
ぶ
影
響
に
つ
い
て
の
総
体
的
な
評
価
が
必
要
に

な
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
今
回
の
攻
囲
が
ハ
マ
ス
戦
闘
員
に
向
け
ら
れ
本
例

外
に
あ
た
る
可
能
性
は
あ
る
一
方
、
住
民
の
大
多
数
が
人
道
法
で
保

護
さ
れ
る
文
民
で
あ
り
、
文
民
の
中
に
ハ
マ
ス
が
潜
伏
し
て
い
る
と

い
う
推
定
だ
け
で
生
存
に
不
可
欠
な
物
資
の
保
護
が
否
定
さ
れ
る
理

由
に
は
な
ら
な
い
（
Ａ
Ｐ
Ｉ 

五
〇
条
一
項
「
文
民
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い

て
疑
義
が
あ
る
場
合
に
は
、
文
民
と
み
な
す
」。
三
項
「
文
民
の
定
義
に
該
当

し
な
い
も
の
が
文
民
た
る
住
民
の
中
に
存
在
す
る
こ
と
は
、
文
民
た
る
住
民

か
ら
文
民
と
し
て
の
性
質
を
奪
う
も
の
で
は
な
い
」）。
ま
た
仮
に
イ
ス
ラ

エ
ル
が
ガ
ザ
地
区
の
占
領
当
局
で
あ
る
と
す
れ
ば
（
赤
十
字
を
は
じ
め

と
す
る
国
際
社
会
一
般
の
見
解
は
そ
う
み
な
し
て
い
る

23

）、
イ
ス
ラ
エ
ル

に
は
ガ
ザ
住
民
の
生
存
に
必
要
な
物
資
を
確
保
し
、
そ
れ
で
は
不
十

分
な
場
合
は
外
部
か
ら
の
人
道
支
援
活
動
を
認
め
る
責
任
が
生
じ
る

（
一
九
四
九
年
文
民
条
約
五
五
条
・
五
六
条
等
）。
住
民
が
避
難
命
令
に
従

わ
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
生
存
に
不
可
欠
な
物
の
保
護
が
失
わ
れ

て
し
ま
う
と
解
す
べ
き
で
は
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
む
し
ろ
こ
れ

を
積
極
的
に
確
保
す
る
責
任
が
あ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

４　

傷
病
者
と
医
療
の
特
別
の
保
護

：

救
命

救
急
活
動
・
病
院
へ
の
攻
撃
の
評
価

今
回
の
紛
争
で
は
傷
病
者
救
護
に
あ
た
る
病
院
や
救
急
車
、
ま
た

赤
十
字
の
人
道
支
援
コ
ン
ボ
イ
が
攻
撃
さ
れ
る
例
が
多
く
生
じ
て
お

り
24

、
赤
十
字
に
お
い
て
は
「
病
院
は
人
道
法
上
特
別
に
保
護
さ
れ
る
。

…
こ
の
保
護
は
法
的
義
務
で
あ
る
ば
か
り
か
、
こ
の
恐
ろ
し
い
事
態

下
で
人
命
を
守
る
た
め
の
道
徳
的
要
請
（a m

oral im
perative

）
で
も
あ

る
」
と
の
声
明
を
発
し
て
い
る

25

。
こ
こ
で
い
う
「
特
別
の
保
護
」
と
は

具
体
的
に
何
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。

一
つ
に
は
医
療
の
保
護
は
人
道
法
の
起
源
に
あ
り
中
核
で
あ
り
続

け
て
き
た
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
八
六
四
年
の
最
初
の

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
は
傷
病
「
兵
」
の
救
護
を
定
め
必
然
的
に
そ
の
救
護

者
た
る
医
療
要
員
に
も
保
護
を
付
与
し
た
。
今
日
の
人
道
法
は
文
民

に
も
保
護
を
拡
大
し
た
た
め
救
護
の
対
象
は
兵
士
に
限
ら
ず
広
く
医

療
を
必
要
と
す
る
者
に
な
る
。
な
お
、
医
療
要
員
が
保
護
を
え
る
た

め
に
は
敵
対
行
為
に
参
加
せ
ず
も
っ
ぱ
ら
医
療
活
動
に
従
事
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
九
四
九
年
文
民
条
約
二
〇
条
等
）。
ま
た
、
い
か

な
る
傷
病
者
も
敵
味
方
の
区
別
な
く
人
道
的
に
扱
い
、
収
容
し
、
看

護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
共
通
三
条

等
）。
こ
の
要
件
は
い
わ
ば
今
日
の
人
道
支
援
の
基
本
原
則
た
る
中
立
・

公
平
の
態
度
と
も
い
え
る
。

医
療
の
保
護
の
固
有
性
は
医
療
要
員
・
組
織
だ
け
に
着
用
が
認
め

ら
れ
る
赤
十
字
・
赤
新
月
標
章
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
標

章
を
着
用
し
て
い
る
人
・
物
へ
の
攻
撃
は
当
然
禁
じ
ら
れ
る
が
、
着

用
が
な
く
と
も
医
療
活
動
に
従
事
し
て
い
る
限
り
医
療
は
保
護
の
対

象
で
あ
る
（
し
か
し
、
着
用
が
な
け
れ
ば
外
見
上
の
識
別
が
困
難
に
な
り
攻

撃
の
危
険
は
高
ま
る
）。
特
別
の
保
護
の
具
体
的
内
容
と
し
て
、
攻
撃

の
対
象
と
し
な
い
こ
と
（
尊
重
）
は
も
ち
ろ
ん
、
紛
争
当
事
者
は
医
療

の
実
現
の
た
め
に
積
極
的
な
措
置
（
保
護
）
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
一
九
四
九
年
文
民
条
約
一
八
条

26

等
）。
ま
た
攻
撃
の
場
面
に
お
い
て
、

仮
に
医
療
要
員
・
組
織
が
「
人
道
的
任
務
か
ら
逸
脱
し
て
敵
に
有
害

な
行
為
」
を
行
っ
て
い
た
と
し
て
も
、「
す
べ
て
の
適
当
な
場
合
に
合

理
的
な
期
限
を
定
め
た
警
告
」
を
発
し
、
か
つ
「
そ
の
警
告
が
無
視
さ

れ
た
後
」
で
な
け
れ
ば
保
護
は
消
滅
し
な
い
。
単
に
負
傷
し
た
敵
戦

闘
員
が
治
療
の
た
め
に
病
院
に
い
る
こ
と
や
当
該
傷
病
者
か
ら
取
り

上
げ
た
武
器
や
弾
薬
が
病
院
に
あ
る
こ
と
等
は
「
敵
に
有
害
な
行
為
」

に
あ
た
ら
な
い
（
一
九
四
九
年
文
民
条
約
一
九
条
等
）。
こ
う
し
た
点
に
医

療
の
保
護
の
「
特
別
な
」
側
面
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

今
回
の
事
態
で
は
例
え
ば
赤
新
月
標
章
（
イ
ス
ラ
ム
圏
で
多
く
使
わ

れ
る
赤
十
字
標
章
に
相
当
）
を
掲
げ
た
パ
レ
ス
チ
ナ
赤
新
月
社
の
ア
ル
・
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ク
ッ
ズ
病
院
や
ガ
ザ
地
区
最
大
の
ア
ル
・
シ
フ
ァ
病
院
が
戦
闘
の
影

響
で
危
機
的
状
況
に
陥
っ
て
い
る
が
、
そ
の
要
因
と
し
て
病
院
の
地

下
に
ハ
マ
ス
の
軍
事
拠
点
が
あ
る
こ
と

27

や
ハ
マ
ス
が
戦
闘
員
や
武
器

の
輸
送
手
段
と
し
て
救
急
車
を
利
用
し
て
い
る

28

た
め
に
戦
闘
の
巻

き
添
え
被
害
が
生
じ
て
い
る
と
い
っ
た
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
。
は

た
し
て
実
際
に
医
療
活
動
を
装
い
な
が
ら
の
「
敵
に
有
害
な
行
為
」
が

あ
っ
た
の
か
、
攻
撃
に
お
い
て
「
合
理
的
な
期
限
の
警
告
」（
と
そ
の
「
無

視
」）
が
あ
っ
た
の
か
、
仮
に
正
当
な
軍
事
目
標
へ
の
攻
撃
で
あ
っ
た

と
し
て
も
そ
の
付
随
的
損
害
は
過
度
で
は
な
か
っ
た
の
か
（
均
衡
性
原

則
29

は
守
ら
れ
て
い
た
か
）、
無
差
別
の
医
療
活
動
が
尊
重
・
保
護
さ
れ

て
い
た
の
か
等
、
検
討
す
べ
き
点
は
多
く
あ
る
。

な
お
、
法
的
な
評
価
は
別
と
し
て
赤
十
字
は
長
く
紛
争
地
の
医
療

へ
の
攻
撃
を
憂
慮
す
る
声
を
あ
げ
て
き
た

30

。
二
〇
一
五
年
ア
フ
ガ
ニ

ス
タ
ン
で
国
境
な
き
医
師
団
の
病
院
が
空
爆
さ
れ
た
例
は
当
時
注
目

を
集
め
た
が
、
そ
れ
以
降
も
世
界
の
紛
争
地
で
医
療
が
攻
撃
対
象
と

さ
れ
る
例
が
増
え
て
い
る

31

。
医
療
の
攻
撃
は
救
う
こ
と
が
で
き
た
は

ず
の
命
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
で
そ
の
人
道
的
影
響
の
甚

大
さ
は
何
度
強
調
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
（
だ
か
ら
こ
そ
保
護

が
特
別
視
さ
れ
て
き
た
）。
今
回
の
事
態
は
残
念
な
が
ら
法
の
力
の
限
界

を
改
め
て
突
き
つ
け
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
医
療
の
保
護
の
違
反
は

一
世
紀
半
に
わ
た
り
受
け
継
が
れ
て
き
た
人
道
法
の
基
盤
そ
の
も
の

を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
極
め
て
重
大
な
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き

だ
ろ
う
。５　

お
わ
り
に

本
稿
で
み
て
き
た
考
察
は
い
ず
れ
も
明
確
に
「
違
法
」
と
は
い
い
き

れ
な
い
部
分
を
残
し
て
お
り
、
事
態
の
深
刻
さ
に
比
べ
も
ど
か
し
い

印
象
を
残
し
た
面
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
道
法
は
そ
の
名
称

か
ら
想
像
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
り
、
戦
時
に
お
い
て
絶
対
的

な
人
命
の
法
的
保
護
を
定
め
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
人
道
性
と

軍
事
的
必
要
性
と
い
う
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
、
こ
の

原
理
が
あ
る
か
ら
こ
そ
紛
争
当
事
者
に
と
っ
て
も
順
守
可
能
な
法
と

し
て
機
能
し
て
き
た
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
人
道
法
が

守
ら
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
自
体
は
必
ず
し
も
紛
争
当
事
者

の
「
正
し
さ
」
を
裏
付
け
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、
戦
争
そ
の
も
の
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
人
類
に

と
っ
て
は
望
ま
れ
な
い
出
来
事
で
、
人
道
法
の
観
点
か
ら
紛
争
当
事

者
の
行
為
の
良
し
悪
し
を
評
価
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
戦
争
自
体

の
「
正
し
さ
」
や
「
大
義
」
を
め
ぐ
る
価
値
判
断
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。

紛
争
当
事
者
の
説
明
で
は
し
ば
し
ば
自
ら
の
振
る
舞
い
の
「
正
し
さ
」

を
説
明
す
る
際
に
人
道
法
の
順
守
へ
の
言
及
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ

活動中に銃撃に巻き込まれたパレスチナ赤新月社の救急隊員
©PRCS 

イスラエルで負傷者を搬送するダビデの赤盾社（同国の赤十字社に相当）の救急隊員
©MDA
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で
戦
争
の
す
べ
て
が
正
当
化
さ
れ
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
い
っ

た
ん
生
じ
て
し
ま
っ
た
戦
争
と
い
う
現
実
を
前
に
、
い
か
に
し
て
軍

事
的
に
無
用
な
苦
痛
や
戦
闘
と
は
無
関
係
な
文
民
被
害
を
回
避
す
る

か
と
い
う
実
利
の
実
現
に
法
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
の
が
人
道
法
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
声
明（
さ
ら
に
い
え
ば
人
道
法
の
普
及
）

の
意
義
は
、
紛
争
当
事
者
の
責
任
の
追
及
と
い
っ
た
「
非
難
」
で
は
な

く
、
紛
争
当
事
者
に
自
身
の
法
的
義
務
を
想
起
さ
せ
、
人
道
状
況
を

改
善
に
向
け
る
た
め
の
極
め
て
重
要
な「
人
道
支
援
活
動
」の
実
践（
人

道
的
な
「
ア
ピ
ー
ル
」）
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
限
ら
れ
た
時
間
と
情
報
の
中
で
暫
定
的
な
人
道
法
上
の

論
点
を
概
観
し
た
。
よ
り
正
確
な
法
的
評
価
に
は
よ
り
多
く
の
情
報

を
入
念
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
人
道
法
が
し

ば
し
ば
一
刻
を
争
う
人
の
生
死
を
扱
う
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
義

務
を
適
時
紛
争
当
事
者
に
訴
え
て
い
く
こ
と
は
紛
争
の
渦
中
に
お
い

て
も
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
世
界
中
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
締
約
国

に
と
っ
て
の
義
務
で
も
あ
る

32

。
人
道
法
か
ら
の
訴
え
を
含
め
た
あ
ら

ゆ
る
方
策
を
講
じ
、
戦
時
下
の
人
々
の
人
道
状
況
が
一
刻
も
早
く
改

善
に
向
か
う
こ
と
が
強
く
望
ま
れ
る
。（
了
）

※
本
稿
は
筆
者
個
人
の
見
解
で
あ
り
、
必
ず
し
も
所
属
機
関
の
見

解
で
は
な
い
。

※
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
他
、
執
筆
時
点
に
参
照
し
た
情
報
は

す
べ
て
二
〇
二
三
年
一
一
月
一
三
日
（
素
材
と
し
た
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
声
明

が
発
出
さ
れ
て
一
か
月
以
内
）
時
点
の
も
の
で
あ
る
。

注１　

ICRC,  Israel and the occupied territories: E
vacuation order of G

aza triggers 
catastrophic humanitarian consequences 

（13 O
ctober 2023

）, https://w
w

w.
ICRC.org/en/docum

ent/israel-and-occupied-territories-evacuation-
order-of-gaza-triggers-catastrophic-hum

anitarian-consequences

２　

Tess Bridgem
an, “Rare ICRC Public Statem

ent Calls for ‘Pause ’ 
in G

aza Fighting, ” Just Security 

（13 O
ctober 2023

）, https://w
w

w.
justsecurity.org/89477/rare-ICRC-public-statem

ent-calls-for-pause-
in-gaza-fighting/

３　

M
ichael N

. Schm
itt, “Israel-H

am
as 2023 Sym

posium
: T

he 
E

vacuation of N
orthern G

aza: Practical and Legal A
spects, ” A

rticles 
of W

ar 

（Lieber Institute of W
ar, 15 O

ctober 2023

）, https://lieber.
westpoint.edu/evacuation-northern-gaza-practical-legal-aspects/

４　

IC
RC, “A

ction by the International C
om

m
ittee of the Red 

Cross in the event of violations of international hum
anitarian law

 
or of other fundam

ental rules protecting persons in situations of 
violence, ” International Review of the Red Cross, Vol.87 

（2005

）

５　

Jérôm
e de H

em
ptinne, “C

lassifying the G
aza C

onflict U
nder 

International H
um

anitarian Law, a Com
plicated M

atter, ” E
JIL:Talk! 

（13 N
ovem

ber 2023

）, https://w
w

w.ejiltalk.org/classifying-the-
gaza-conflict-under-international-hum

anitarian-law
-a-com

plicated-
m

atter/

６　

A
lzajeera, “Israel orders 1.1 m

illion people in G
aza to m

ove 
south: W

hat to know, ” 

（13 O
ctober 2023

）, https://w
w

w.aljazeera.
com

/new
s/2023/10/13/israel-orders-1-1-m

illion-people-in-gaza-
to-m

ove-south-w
hat-to-know

７　

ID
F Press Release, “ID

F A
nnouncem

ent Sent to the Civilians 
of G

aza C
ity, ” 

（13 O
ctober 2023

）, https://w
w

w.idf.il/en/
m

ini-sites/idf-press-releases-regarding-the-ham
as-israel-w

ar/idf-
announcem

ent-sent-to-the-civilians-of-gaza-city/

８　

O
H

C
H

R, “Israel M
ust rescind evacuation order for northern 

G
aza and com

ply w
ith international law

: U
N

 expert, ” 

（13 O
ctober 

2023

）, https://w
w

w.ohchr.org/en/press-releases/2023/10/
israel-m

ust-rescind-evacuation-order-northern-gaza-and-com
ply-

international

９　

A
m

nesty International, “Israel/O
PT: A

ppalling G
aza ‘evacuation 

order ’ m
ust be rescinded by Israel im

m
ediately, ” 

（13 O
ctober 

2023

）, https://w
w

w.am
nesty.org/en/latest/new

s/2023/10/israel-
opt-appalling-gaza-evacuation-order-m

ust-be-rescinded-by-israel-
im

m
ediately/

10　

H
um

an Rights W
atch, “W

hy Israel ’s G
aza E

vacuation O
rder 

is So A
larm

ing, ” 

（16 O
ctober 2023

）, https://w
w

w.hrw.org/
new

s/2023/10/16/w
hy-israels-gaza-evacuation-order-so-alarm

ing

11　

W
H

O
, “E

vacuation orders by Israel to hospitals in northern G
aza 

are a death sentence for the sick and injured, ” 

（14 O
ctober 2023

） 
https://w

w
w.w

ho.int/new
s/item

/14-10-2023-evacuation-orders-
by-israel-to-hospitals-in-northern-gaza-are-a-death-sentence-for-the-
sick-and-injured

12　

実
際
、
南
部
の
人
道
状
況
も
極
め
て
厳
し
い
。A

ljazeera, 

“D
esperate evacuees return to their hom

es in G
aza City despite 

Israeli order, ” 

（16 O
ctober 2023

）, https://w
w

w.aljazeera.com
/

features/2023/10/16/desperate-evacuees-return-to-their-hom
es-in-

gaza-city-despite-israeli-order

13　

国
連
事
務
総
長
が
作
成
し
た
『
国
内
避
難
民
に
関
す
る
指
針G

uiding 
Principles on Internal D

isplacem
ent

（
一
九
九
八
年
）』
は
、
文
民
の
安

全
も
し
く
は
不
可
欠
な
軍
事
的
利
益
に
よ
る
要
請
が
な
い
限
り
、
退
去

は
恣
意
的
と
な
り
う
る
と
し
、
例
え
ば
文
民
を
迫
害
す
る
た
め
の
移
動

は
こ
れ
に
あ
た
ら
な
い
と
し
て
い
る
。Principle 6

（2

）

14　

Supra note 3.

15　

Yousuf Syed K
han, “T

he D
irective to E

vacuate N
orthern 

G
aza: A

dvance W
arning or Forced D

isplacem
ent?, ” Just Security 

（19 O
ctober 2023

）, https://w
w

w.justsecurity.org/89617/the-
directive-to-evacuate-northern-gaza-advance-w

arning-or-forced-
displacem

ent/

16　

N
ils M

elzer, International H
um

anitarian L
aw: A

 C
omprehensive 

Introduction 

（ICRC, 2022

）, pp.100-101.

17　

例
え
ば
Ａ
Ｐ
Ｉ
五
一
条
七
項
「
文
民
た
る
住
民
又
は
個
々
の
文
民
の

所
在
又
は
移
動
は
、
特
定
の
地
点
又
は
区
域
が
軍
事
行
動
の
対
象
と
な

ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
特
に
、
軍
事
目
標
を
攻
撃
か
ら
掩
護
し

又
は
軍
事
行
動
を
掩
護
し
、
有
利
に
し
若
し
く
は
妨
げ
る
こ
と
を
企
図

し
て
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
紛
争
当
事
者
は
、
軍
事
目
標
を
攻
撃
か

ら
掩
護
し
又
は
軍
事
行
動
を
掩
護
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
文
民
た
る
住

民
又
は
個
々
の
文
民
の
移
動
を
命
じ
て
は
な
ら
な
い
。」

18　

一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
共
通
三
条
等
。

19　

Parks

の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
攻
撃
に
伴
う
巻
き
添
え
被
害
の
回
避

責
任
は
、「
攻
撃
者
、
防
御
者
、
文
民
た
る
住
民
の
共
同
の
義
務
で
あ
る
」。
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m
inister-announces-com

plete-siege-of-gaza-no-power-food-or-fuel/

21　

新
井
京
「
戦
闘
方
法
と
し
て
の
文
民
の
飢
餓
―
そ
の
禁
止
と
戦
争
犯

罪
化
」『
同
志
社
法
学
』
七
二
巻
七
号
（
二
〇
二
一
年
）
一
七
一
頁
。

22　

同
上
、
一
九
一
―
一
九
二
頁
。

23　

U
.N

. D
oc A

/R
E

S/E
S-10/21, “Protection of civilians and 

upholding legal and hum
anitarian obilgations, ” 

（27 O
ctober 2023

） 

本
決
議
は
占
領
当
局
と
し
て
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
国
際
人
道
法
上
の
義
務

（
人
道
支
援
の
受
け
入
れ
と
文
民
の
安
全
、
福
利
の
保
護
）
を
確
認
し
、

避
難
命
令
の
撤
回
を
求
め
て
い
る
。

24　

例
え
ば
パ
レ
ス
チ
ナ
赤
新
月
社
が
運
営
す
る
ア
ル
・
ク
ッ
ズ
病
院

に
対
し
て
は
周
辺
で
空
爆
が
生
じ
て
お
り
、
病
院
自
体
に
対
し
て

も
退
避
勧
告
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
Ｂ
Ｂ
Ｃ
「
イ
ス
ラ
エ
ル
、
ガ

ザ
の
病
院
に
退
避
勧
告

：

Ｗ
Ｈ
Ｏ
と
赤
十
字
・
赤
新
月
社
が
強
い

懸
念
」（
二
〇
二
三
年
一
〇
月
三
〇
日
）https://w

w
w.bbc.com

/
japanese/67258952

25　

ICRC, Israel and the O
ccupied Territories: ICRC demands protection of 

patients, healthcare workers, medical facilities in G
aza amid escalating attacks 

（10 N
ovem

ber 2023

）, https://w
w

w.IC
RC.org/en/docum

ent/
israel-and-occupied-territories-ICRC-dem

ands-protection-patients-
healthcare-workers-m

edical-facilities-in-gaza

26　
「
傷
者
、
病
者
、
虚
弱
者
及
び
妊
産
婦
を
看
護
す
る
た
め
に
設
け
ら

れ
る
文
民
病
院
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
、
攻
撃
し
て
は
な
ら
ず
、
常

に
紛
争
当
事
国
の
尊
重
及
び
保
護
を
受
け
る
も
の
と
す
る
」

27　

C
N

N
, “’Please stop this. ’ G

aza ’s hospitals are failing under 
the w

eight of w
ar. U

S m
edical groups are scram

bling to help, ” 

（11 N
ovem

ber 2023

） https://edition.cnn.com
/2023/11/11/

m
iddleeast/gaza-al-shifa-hospital-israel-attack/index.htm

l

28　

BBC, “Red Crescent says 15 killed in strike on G
aza am

bulance 
outside A

l-Shifa hospital, ” 

（4 N
ovem

ber 2023

） https://w
w

w.bbc.
com

/new
s/world-m

iddle-east-67316463

29　

例
え
ば
Ａ
Ｐ
Ｉ 

五
一
条
五
項
⒝
は 

「
予
期
さ
れ
る
具
体
的
か
つ
直
接

的
な
軍
事
的
利
益
と
の
比
較
に
お
い
て
、
巻
き
添
え
に
よ
る
文
民
の
死

亡
、
文
民
の
傷
害
、
民
用
物
の
損
傷
又
は
こ
れ
ら
の
複
合
し
た
事
態

を
過
度
に
引
き
起
こ
す
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
攻
撃
」
を
無
差
別
攻
撃
と

し
て
禁
止
し
て
い
る
。
直
接
の
戦
闘
の
死
傷
の
み
な
ら
ず
医
療
を
享

受
で
き
な
い
こ
と
に
よ
る
死
傷
も
本
規
則
の
付
随
的
損
害
に
含
ま
れ

う
る
。ICRC, “The protection of hospitals during arm

ed conflicts: 
W

hat the law
 says, ” 

（2 N
ovem

ber 2023

）, https://w
w

w.ICRC.org/
en/docum

ent/protection-hospitals-during-arm
ed-conflicts-w

hat-
law

-says  

無
差
別
攻
撃
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
の
重
大
な
違
反
行
為
に
あ

た
る
（
Ａ
Ｐ
Ｉ
八
五
条
三
項
⒝
）。

30　

二
〇
一
一
年
の
第
三
一
回
赤
十
字
国
際
会
議
の
決
議
「
危
機
に
立

つ
医
療
」
で
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
の
グ
ロ
ー
バ
ル
ア
ド
ボ
カ

シ
ー
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
立
ち
上
げ
ら
れ
今
日
ま
で
継
続
し
て
い
る
。

https://healthcareindanger.org/

31　
「
二
〇
二
二
年
を
通
じ
武
力
紛
争
や
政
治
的
暴
力
の
状
況
下
で
三
二

の
国
と
地
域
の
医
療
施
設
や
職
員
に
対
す
る
一
九
八
九
件
の
攻
撃
や
脅

迫
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
報
告
さ
れ
た
数
字
は
直
近
一
〇
年
で
最
も
深

刻
な
年
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
半
分
以
上
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
ミ
ャ
ン

マ
ー
の
わ
ず
か
二
か
国
か
ら
の
報
告
で
あ
る
。
こ
の
報
告
は
、
ウ
ク

ラ
イ
ナ
だ
け
で
も
医
療
に
対
し
て
ロ
シ
ア
が
行
っ
た
攻
撃
を
七
五
〇

件
以
上
特
定
し
て
お
り
、
こ
れ
は
一
国
に
お
い
て
年
間
で
最
も
頻
繁

に
行
わ
れ
た
攻
撃
で
あ
る
。」Physicians for H

um
an Rights, “2022 

M
arks M

ost V
iolent Year A

gainst H
ealth W

orkers and Facilities in 
Conflicts in the Last D

ecade: Report, ” 

（1 June 2023

）, https://phr.
org/new

s/2022-m
arks-m

ost-violent-year-against-health-w
orkers-

and-facilities-in-conflicts-in-the-last-decade-report/

32　

一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
共
通
一
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

「
締
約
国
は
、
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
条
約
を
尊
重
し
、
且
つ
、

こ
の
条
約
の
尊
重
を
確
保
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。」
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旭
川
に
お
け
る
大
規
模
ク
ラ
ス
タ
ー
か
ら
の
考
察

牧
野
憲
一

Ⅰ　
は
じ
め
に

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
（
以
下
、
コ
ロ
ナ
と
記
す
）
は
二
〇
一
九
年
に
中

国
の
武
漢
に
お
い
て
発
生
・
拡
大
し
二
〇
二
〇
年
一
月
に
は
日
本
で

も
患
者
が
確
認
さ
れ
た
。
北
海
道
で
は
札
幌
雪
ま
つ
り
の
為
に
中
国

か
ら
観
光
客
が
来
道
し
た
こ
と
も
あ
り
、
全
国
に
先
駆
け
て
多
く
の

患
者
が
発
生
し
た
。
二
月
に
は
道
内
最
初
の
ク
ラ
ス
タ
ー
が
北
見
市

の
展
示
会
場
で
起
き
た
。
こ
の
よ
う
な
事
態
に
、
北
海
道
で
は
二
月

二
八
日
に
日
本
で
初
め
て
「
緊
急
事
態
宣
言
」
が
発
令
さ
れ
た
。

こ
れ
に
先
立
ち
、
北
海
道
内
で
は
保
健
所
が
中
心
と
な
り
各
地
域

で
の
コ
ロ
ナ
対
応
に
関
す
る
話
し
合
い
が
も
た
れ
、
各
医
療
機
関
の

役
割
を
決
め
て
い
っ
た
。
旭
川
赤
十
字
病
院
が
あ
る
上
川
中
部
医
療

圏
で
の
最
初
の
枠
組
み
と
し
て
は
ま
ず
感
染
症
病
棟
の
あ
る
市
立
旭

川
病
院
が
中
心
に
患
者
を
受
け
入
れ
る
こ
と
と
し
、
旭
川
赤
十
字
病

院
及
び
旭
川
医
科
大
学
病
院
が
市
立
旭
川
病
院
で
は
対
応
で
き
な
い

重
症
患
者
の
対
応
を
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
の
Ｉ
Ｃ
Ｕ
に
て
行
う
こ
と
と

し
た
。
ま
た
、
結
核
病
床
を
持
っ
て
い
た
国
立
病
院
機
構
旭
川
医
療

セ
ン
タ
ー
（
以
下
、
旭
川
医
療
セ
ン
タ
ー
と
記
す
）
に
お
い
て
結
核
病
床

の
一
部
で
軽
症
か
ら
中
等
症
の
患
者
を
受
け
入
れ
る
こ
と
と
し
た
。

―
コ
ロ
ナ
禍
が
医
療
現
場
に
及
ぼ
し
た
影
響

特
集
１

：

コ
ロ
ナ
禍
の
教
訓

旭
川
赤
十
字
病
院
院
長

対
応
が
始
ま
っ
た
当
初
、
市
立
旭
川
病
院
に
お
い
て
は
旭
川
市

か
ら
の
補
助
も
あ
り
感
染
対
応
の
設
備
を
充
実
さ
せ
て
い
っ
た
。
国

立
病
院
機
構
に
お
い
て
も
本
部
か
ら
の
支
援
に
て
感
染
対
応
を
充
実

さ
せ
受
け
入
れ
態
勢
を
整
え
て
い
っ
た
。
公
的
病
院
で
あ
る
旭
川
赤

十
字
病
院
及
び
旭
川
厚
生
病
院
、
さ
ら
に
市
内
に
あ
る
約
三
〇
の
私

的
病
院
に
お
い
て
は
財
政
的
な
援
助
が
な
く
す
ぐ
に
は
受
入
れ
態
勢

を
拡
充
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
コ
ロ
ナ
の
重
症
患

者
が
数
名
発
生
し
、
旭
川
赤
十
字
病
院
で
は
陰
圧
装
置
を
整
備
し
て

い
た
Ｉ
Ｃ
Ｕ
の
個
室
を
コ
ロ
ナ
対
応
病
室
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
た
。

旭
川
医
科
大
学
病
院
で
も
同
様
に
重
症
患
者
を
受
け
入
れ
た
。

Ⅱ　

旭
川
赤
十
字
病
院
の
コ
ロ
ナ
対
応

旭
川
赤
十
字
病
院
が
コ
ロ
ナ
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
出
来

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
二
〇
二
〇
年
七
月
に
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ

ル
ス
感
染
症
緊
急
包
括
支
援
交
付
金
事
業
」
が
始
ま
っ
て
か
ら
で
あ

る
。
三
月
以
降
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
病
床
稼
働
が
大
幅
に
低
下
し
て

い
た
こ
と
も
あ
り
、
八
月
か
ら
一
病
棟
を
コ
ロ
ナ
専
用
病
棟
と
し
て

重
点
病
院
と
な
っ
た
。
こ
の
頃
の
コ
ロ
ナ
は
重
症
化
し
や
す
く
、
ス

タ
ッ
フ
や
他
の
患
者
へ
の
感
染
拡
大
防
止
に
最
大
限
の
配
慮
を
行
っ

た
。
コ
ロ
ナ
専
用
病
棟
の
各
病
室
に
は
補
助
金
を
利
用
し
て
陰
圧
装

置
を
設
置
し
、
院
内
各
所
に
ウ
ィ
ル
ス
除
去
効
果
の
あ
る
空
気
清
浄

機
を
置
い
た
。
こ
れ
に
よ
り
Ｉ
Ｃ
Ｕ
の
み
な
ら
ず
コ
ロ
ナ
専
用
病
棟

に
お
い
て
も
軽
症
か
ら
中
等
症
の
患
者
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
出
来

る
よ
う
に
な
り
旭
川
市
内
に
お
け
る
コ
ロ
ナ
対
応
で
中
心
的
な
役
割

を
果
た
す
病
院
と
な
っ
た
。

Ⅲ　

コ
ロ
ナ
が
与
え
た
地
域
へ
の
影
響

⑴
二
〇
二
〇
年
旭
川
に
お
け
る
三
つ
の
大
規
模
ク
ラ
ス
タ
ー

重
点
病
院
と
な
り
コ
ロ
ナ
患
者
受
入
準
備
を
整
え
て
い
た
が

二
〇
二
〇
年
九
月
ま
で
は
地
域
に
お
け
る
コ
ロ
ナ
患
者
は
僅
か
で

あ
っ
た
。（
図
１
）
一
〇
月
か
ら
当
時
のG

O
 TO

ト
ラ
ベ
ル
に
東
京

都
が
加
わ
っ
た
が
、
こ
の
月
か
ら
患
者
が
増
加
し
始
め
た
。
そ
し
て

一
一
月
か
ら
一
二
月
に
か
け
て
三
つ
の
医
療
機
関
で
大
規
模
な
ク
ラ

ス
タ
ー
が
発
生
し
た
こ
と
に
よ
り
全
国
的
に
注
目
を
浴
び
る
こ
と

に
な
っ
た
。
最
初
の
ク
ラ
ス
タ
ー
は
一
一
月
七
日
に
回
復
期
医
療
を

主
に
担
っ
て
い
る
慶
友
会
吉
田
病
院
（
以
下
、
吉
田
病
院
と
記
す
）
で
起

き
た
（
合
計
患
者
数
二
一
四
名
）。
旭
川
で
は
コ
ロ
ナ
病
床
を
患
者
数
に

応
じ
て
レ
ベ
ル
１
～
レ
ベ
ル
３
に
分
類
し
病
床
数
を
増
や
す
対
応
を

と
っ
て
い
た
。
当
初
は
公
的
五
病
院
に
お
い
て
四
五
床
（
レ
ベ
ル
１
）

を
確
保
し
て
い
た
が
、
こ
れ
で
は
対
応
で
き
な
く
な
り
レ
ベ
ル
２
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の
一
三
七
床
に
増
床
し
た
。
回
復
期
病
院
で
の
ク
ラ
ス
タ
ー
で
あ
り
、

介
護
度
の
高
い
患
者
が
感
染
し
コ
ロ
ナ
病
棟
に
入
院
し
た
。
コ
ロ
ナ

病
棟
は
満
床
と
な
っ
た
。
コ
ロ
ナ
病
床
の
看
護
師
は
自
立
度
が
低
い

要
介
護
の
感
染
者
に
対
応
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
自
分
自
身
が
感
染

す
る
リ
ス
ク
が
あ
る
中
で
の
看
護
で
あ
り
精
神
的
・
肉
体
的
負
担
は

大
き
か
っ
た
。
コ
ロ
ナ
病
床
の
さ
ら
な
る
増
床
は
不
可
能
と
な
っ
た
。

最
初
の
ク
ラ
ス
タ
ー
か
ら
一
五
日
後
の
一
一
月
二
二
日
、
コ
ロ
ナ
の

重
点
病
院
の
一
つ
で
あ
る
旭
川
厚
生
病
院
に
て
第
二
の
大
規
模
ク
ラ

ス
タ
ー
が
発
生
（
合
計
患
者
数
三
一
一
名
）。
さ
ら
に
一
二
月
二
日
に
は

北
海
道
療
育
園
に
て
第
三
の
大
規
模
ク
ラ
ス
タ
ー
が
起
き
た
（
合
計
患

者
数
一
七
六
名
）。
最
終
的
に
三
病
院
合
わ
せ
て
約
七
〇
〇
名
の
感
染

と
な
っ
た
。
市
内
で
確
保
し
て
い
た
コ
ロ
ナ
病
床
で
は
全
く
対
応
で

き
ず
、
多
く
の
コ
ロ
ナ
患
者
を
ク
ラ
ス
タ
ー
発
生
施
設
内
に
て
診
療

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
気
管
内
挿
管
や
人
工
呼
吸
器
の
装
着
な
ど
の

積
極
的
治
療
は
高
齢
で
介
護
度
の
高
い
患
者
に
つ
い
て
は
見
合
わ
せ

る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
旭
川
赤
十
字
病
院
で
は
コ
ロ
ナ
患
者

の
受
け
入
れ
を
行
う
と
同
時
に
市
内
の
ク
ラ
ス
タ
ー
を
起
こ
し
た
医

療
機
関
に
感
染
指
導
の
た
め
の
職
員
を
派
遣
す
る
な
ど
市
内
の
コ
ロ

ナ
対
応
で
大
き
な
役
割
を
担
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
、
市

民
か
ら
は
多
く
の
励
ま
し
を
頂
い
た
。

最
初
に
ク
ラ
ス
タ
ー
を
起
こ
し
た
吉
田
病
院
で
は
患
者
の
み
な
ら

図 1　2020年 6月から 2021年 2月の上川管内の covid-19 新規患者数の推移
写真 1　旭川赤十字病院前に掲げられた応援メッセージ

写真 2　旭川赤十字病院に送られた小学生からの応援メッセージの一部
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ず
多
く
の
看
護
ス
タ
ッ
フ
が
感
染
し
、
ま
た
残
っ
た
看
護
ス
タ
ッ
フ

の
多
く
が
濃
厚
接
触
者
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
病
院
と
し
て
の
機

能
を
維
持
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
た
。
看
護
職
員
の
派
遣
を
市
内

の
各
施
設
に
要
請
し
た
が
、
ど
の
施
設
も
看
護
職
員
に
余
裕
は
な
く
、

答
え
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
自
衛
隊
の
災
害
派
遣
を

要
請
す
る
こ
と
に
な
り
全
国
的
に
も
旭
川
の
ク
ラ
ス
タ
ー
が
知
ら
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
最
も
市
内
の
医
療
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
二

番
目
に
起
き
た
旭
川
厚
生
病
院
の
ク
ラ
ス
タ
ー
で
あ
っ
た
。
市
内
の

基
幹
病
院
の
一
つ
で
あ
る
旭
川
厚
生
病
院
が
職
員
と
患
者
合
わ
せ
て

三
〇
〇
名
を
超
え
る
ク
ラ
ス
タ
ー
と
な
っ
た
こ
と
で
旭
川
の
急
性
期

医
療
は
崩
壊
し
か
か
っ
た
。
旭
川
厚
生
病
院
は
二
か
月
も
の
間
、
新

規
患
者
の
受
入
れ
を
ほ
ぼ
停
止
し
た
。
旭
川
厚
生
病
院
は
周
産
期
医

療
の
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
病
院
で
あ
っ
た
。
分

娩
件
数
は
年
間
七
〇
〇
～
八
〇
〇
件
と
市
内
で
取
り
扱
う
分
娩
の

二
三
％
を
占
め
て
い
た
。
ま
た
、
異
常
分
娩
の
大
部
分
を
こ
こ
が
取

り
扱
っ
て
い
た
。
こ
こ
が
約
二
か
月
間
分
娩
を
休
止
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
一
二
月
に
分
娩
予
定
の
妊
婦
を
旭
川
医
科
大
学
病
院
、
市

立
旭
川
病
院
、
旭
川
赤
十
字
病
院
の
三
施
設
に
振
り
分
け
た
。
し
か

し
、
二
週
間
後
に
旭
川
赤
十
字
病
院
に
て
分
娩
し
た
人
が
コ
ロ
ナ
陽

性
と
判
明
し
以
後
、
旭
川
赤
十
字
病
院
も
分
娩
を
休
止
し
た
。
結

局
、
残
り
の
二
つ
の
病
院
が
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
が
無
事
こ

の
難
局
を
乗
り
切
っ
た
。
こ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
旭
川
市
に
お

け
る
分
娩
件
数
が
二
〇
〇
一
年
の
三
〇
〇
〇
件
か
ら
二
〇
二
〇
年
の

一
九
一
七
件
と
二
〇
年
間
で
三
分
の
二
に
ま
で
減
少
し
、
か
な
り
の

余
力
が
あ
っ
た
こ
と
と
、
コ
ロ
ナ
下
で
の
医
療
機
関
連
携
が
発
揮
で

き
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
。

旭
川
厚
生
病
院
に
お
い
て
行
っ
て
い
た
外
来
化
学
療
法
患
者
や
一

部
の
手
術
を
必
要
と
す
る
患
者
、
二
次
救
急
の
輪
番
日
も
旭
川
医
科

大
学
病
院
、
市
立
旭
川
病
院
、
旭
川
赤
十
字
病
院
に
お
い
て
肩
代
わ

り
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
れ
ら
が
円
滑
に
行
え
た
の
は
、
地
域
内

で
の
連
携
体
制
が
整
っ
て
い
た
こ
と
と
、
旭
川
に
お
い
て
二
〇
一
四

年
か
ら
運
用
し
て
い
る
地
域
医
療
連
携
シ
ス
テ
ム
〝
た
い
せ
つ
安
心

ｉ
医
療
ネ
ッ
ト
〟
に
よ
り
情
報
共
有
が
出
来
た
こ
と
が
大
き
い
。

三
つ
目
の
ク
ラ
ス
タ
ー
が
起
き
た
北
海
道
療
育
園
は
重
度
の
肢

体
不
自
由
と
重
度
の
知
的
障
害
を
併
せ
持
つ
重
症
心
身
障
害
児
者
の

方
々
が
利
用
す
る
施
設
で
あ
る
。
北
海
道
療
育
園
で
の
ク
ラ
ス
タ
ー

は
、
知
的
障
害
を
も
つ
入
所
者
が
コ
ロ
ナ
病
床
に
入
っ
た
場
合
、
環

境
変
化
に
対
応
で
き
な
い
可
能
性
が
高
い
と
判
断
し
、
ほ
ぼ
北
海
道

療
育
園
の
中
で
対
応
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
園
内
で
の
対
応
と
な
っ

た
こ
と
か
ら
感
染
者
も
多
く
な
っ
た
が
、
若
年
者
が
多
か
っ
た
こ
と

も
有
り
重
症
化
し
た
患
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
。

三
つ
の
大
規
模
ク
ラ
ス
タ
ー
は
発
生
か
ら
約
三
カ
月
を
経
過
し
た

二
〇
二
一
年
二
月
に
終
息
し
た
。
連
続
し
て
発
生
し
た
大
規
模
ク
ラ

ス
タ
ー
に
よ
る
患
者
数
は
旭
川
に
お
け
る
コ
ロ
ナ
患
者
の
受
け
入
れ

可
能
患
者
数
を
は
る
か
に
超
え
て
い
た
。

⑵
ワ
ク
チ
ン
接
種
と
旭
川
赤
十
字
病
院
の
対
応

二
〇
二
一
年
初
め
に
コ
ロ
ナ
対
応
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
始
ま
っ

た
。
こ
の
頃
に
は
治
療
薬
と
し
て
利
用
可
能
な
薬
剤
も
示
さ
れ
て
お

り
、ワ
ク
チ
ン
接
種
に
よ
り
感
染
リ
ス
ク
が
低
下
し
元
の
日
常
が
戻
っ

て
く
る
こ
と
が
期
待
で
き
た
。
旭
川
赤
十
字
病
院
で
は
積
極
的
に
ワ

ク
チ
ン
接
種
に
協
力
す
る
こ
と
に
し
た
。
三
月
に
旭
川
へ
も
ワ
ク
チ

ン
が
供
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
最
初
は
医
療
従
事
者
向
け
の
ワ

ク
チ
ン
接
種
で
あ
っ
た
。
旭
川
赤
十
字
病
院
で
は
地
域
で
の
ワ
ク
チ

ン
接
種
を
促
進
す
る
た
め
、
初
日
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
報
道
機
関
に

公
開
し
て
行
っ
た
。
保
健
所
も
全
面
的
に
協
力
し
た
。
私
が
旭
川
で

の
接
種
第
一
号
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、ほ
と
ん
ど
の
職
員
が
接
種
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
そ
の
後
の
コ
ロ
ナ
患
者
に
対
す
る
診
療
・
看
護
に
お
い

て
は
大
き
な
安
心
感
が
生
ま
れ
た
。一
般
市
民
向
け
の
接
種
が
始
ま
っ

た
の
は
三
カ
月
ほ
ど
た
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
旭
川
赤
十
字
病
院
で

は
一
般
市
民
向
け
の
大
規
模
接
種
を
実
施
し
、
約
三
万
回
の
初
回
接

種
を
行
っ
た
。（
写
真
３
）

写真 3　ワクチン接種
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⑶
二
〇
二
一
年
四
月
以
降
の
ク
ラ
ス
タ
ー
発
生
と
地
域
へ
の
影
響

二
〇
二
一
年
四
月
以
降
の
旭
川
に
お
け
る
コ
ロ
ナ
新
規
患
者
の

発
生
数
と
コ
ロ
ナ
病
床
の
稼
働
率
を
図
２
に
示
す
。
第
四
波
か
ら
第

五
波
は
重
症
化
し
や
す
く
特
に
第
五
波
は
デ
ル
タ
株
に
よ
り
重
症
患

者
の
割
合
が
高
か
っ
た
。
第
六
波
か
ら
は
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
に
な
り
重

症
化
リ
ス
ク
は
小
さ
い
も
の
の
患
者
数
が
大
幅
に
増
え
た
。
患
者
の

多
く
が
若
年
者
で
あ
っ
た
た
め
自
宅
や
ホ
テ
ル
で
の
療
養
が
選
択
さ

れ
た
。
そ
の
一
方
で
病
院
や
高
齢
者
施
設
で
は
ク
ラ
ス
タ
ー
が
頻
発

し
て
い
た
。
特
に
、
第
八
波
で
あ
る
二
〇
二
二
年
一
一
月
～
一
二
月

に
か
け
て
は
市
内
の
医
療
機
関
や
老
人
施
設
で
の
ク
ラ
ス
タ
ー
が
断

続
的
に
発
生
し
た
。
市
内
の
病
院
の
半
数
以
上
で
ク
ラ
ス
タ
ー
が
発

生
し
入
院
制
限
を
実
施
し
た
た
め
市
内
の
医
療
提
供
に
大
き
な
影
響

が
で
た
。
旭
川
赤
十
字
病
院
で
は
急
性
期
医
療
が
終
了
し
た
の
ち
回

復
期
病
院
に
転
院
す
る
患
者
が
月
に
一
〇
〇
人
以
上
い
る
が
、
ク
ラ

ス
タ
ー
に
よ
り
転
院
が
滞
る
こ
と
に
な
っ
た
。
転
院
が
滞
っ
た
こ
と

に
よ
り
旭
川
赤
十
字
病
院
で
は
コ
ロ
ナ
病
床
の
み
な
ら
ず
、
一
般
病

床
も
満
床
の
状
態
が
続
く
こ
と
に
な
り
、
救
急
患
者
の
受
け
入
れ
を

停
止
す
る
日
も
発
生
し
た
。
旭
川
市
内
の
他
の
急
性
期
病
院
も
同
様

の
状
況
で
あ
り
高
齢
者
施
設
で
発
生
し
た
コ
ロ
ナ
患
者
の
多
く
は
受

入
不
能
と
な
っ
た
。
多
く
の
高
齢
コ
ロ
ナ
患
者
が
高
齢
者
施
設
や
療

図 2　2021年 4月以降の旭川の新規コロナ感染者数とコロナ病床稼働率

養
型
の
病
院
に
滞
在
し
た
ま
ま
で
治
療
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
コ

ロ
ナ
そ
の
も
の
の
重
症
化
リ
ス
ク
は
少
な
か
っ
た
も
の
の
、
基
礎
疾

患
を
持
っ
た
高
齢
者
で
あ
る
が
故
に
体
力
や
感
染
に
対
す
る
抵
抗
力

が
低
下
し
て
い
る
。
重
症
化
し
た
場
合
で
も
気
管
内
挿
管
や
人
工
呼

吸
な
ど
の
積
極
的
な
治
療
は
ほ
と
ん
ど
受
け
な
か
っ
た
こ
と
も
有
り
、

結
果
的
に
命
を
落
と
し
た
人
も
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅳ　
地
域
医
療
が
受
け
た
コ
ロ
ナ
の
影
響

⑴
旭
川
の
医
療
圏（
上
川
中
部
医
療
圏
）の
特
徴

旭
川
市
に
は
旭
川
医
科
大
学
病
院
、
市
立
旭
川
病
院
、
旭
川
厚
生

病
院
、
旭
川
医
療
セ
ン
タ
ー
、
旭
川
赤
十
字
病
院
の
五
つ
の
公
的
病

院
が
基
幹
病
院
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
市
内
の
高
度
急
性
期
か
ら

急
性
期
の
医
療
を
担
っ
て
い
る
。
旭
川
市
の
あ
る
上
川
中
部
医
療
圏

で
は
人
口
が
徐
々
に
減
少
し
て
お
り
、
今
後
二
〇
年
間
に
二
〇
％
程

度
の
人
口
減
少
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
人
口
減
少
に
合
わ

せ
て
医
療
需
要
が
減
少
す
る
こ
と
を
予
測
し
地
域
医
療
計
画
の
策
定

を
行
っ
て
来
た
が
、
コ
ロ
ナ
に
よ
り
医
療
需
要
の
減
少
に
拍
車
が
か

か
っ
た
。
尚
、
こ
の
医
療
圏
で
は
宗
谷
管
内
、
留
萌
管
内
や
上
川
北

部
及
び
上
川
南
部
の
医
療
圏
か
ら
患
者
が
流
入
し
て
く
る
が
、
他
の

医
療
圏
に
流
出
す
る
患
者
は
少
な
い
。
ま
た
、
高
度
急
性
期
医
療
の

ほ
ぼ
す
べ
て
と
急
性
期
医
療
の
多
く
を
五
つ
の
基
幹
病
院
が
行
っ
て

い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

⑵
コ
ロ
ナ
に
よ
る
医
療
需
要
の
減
少

コ
ロ
ナ
に
よ
り
二
〇
二
〇
年
三
月
か
ら
患
者
数
が
減
少
し

二
〇
二
〇
年
一
一
月
か
ら
翌
年
二
月
に
か
け
て
大
規
模
ク
ラ
ス
タ
ー

の
影
響
で
さ
ら
に
患
者
数
が
減
少
し
た
。
本
来
、
急
性
期
病
院
で
の

入
院
治
療
を
必
要
と
し
て
い
た
患
者
の
一
割
以
上
が
入
院
し
な
く

な
っ
た
。
単
純
に
考
え
れ
ば
、
必
ず
し
も
入
院
す
る
必
要
の
な
い
人

が
入
院
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
コ
ロ
ナ
に
よ
る
一
時
的
な
入
院

控
え
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
向
き
も
あ
っ
た
が
、
こ
の
コ
ロ
ナ

に
よ
る
入
院
患
者
減
少
は
そ
の
後
も
継
続
し
て
い
る
。
図
３
に
旭

川
市
内
五
基
幹
病
院
の
延
入
院
患
者
数
の
合
計
の
推
移
を
示
し
て

い
る
。
二
〇
二
〇
年
度
に
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
減
少
し
た
患
者
数
は
、

二
〇
二
一
年
度
に
お
い
て
も
二
〇
二
二
年
度
に
お
い
て
も
回
復
し
て

い
な
い
。
二
〇
一
九
年
度
に
は
六
六
万
人
で
あ
っ
た
入
院
患
者
が

二
〇
二
二
年
度
に
は
五
五
万
人
と
な
り
一
七
％
も
減
少
し
た
。
こ
の

医
療
需
要
の
変
化
は
全
国
レ
ベ
ル
の
デ
ー
タ
を
見
て
も
同
様
の
傾
向

が
あ
る
が
そ
の
程
度
は
旭
川
の
方
が
大
き
い
。
そ
れ
は
旭
川
に
お
け

る
ク
ラ
ス
タ
ー
が
影
響
し
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。
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Ⅴ　

今
後
の
医
療
を
見
据
え
て

コ
ロ
ナ
が
地
域
医
療
に
与
え
た
影
響
は
大
き
い
。
地
域
医
療
計
画

の
中
で
も
こ
れ
ま
で
感
染
症
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
来
な
か
っ
た
が
次

の
医
療
計
画
で
は
五
疾
病
五
事
業
か
ら
五
疾
病
六
事
業
と
し
て
新
興

感
染
症
が
新
た
な
事
業
と
し
て
加
え
ら
れ
た
。
こ
れ
か
ら
は
常
に
新

興
感
染
症
に
も
配
慮
し
た
医
療
提
供
体
制
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、

コ
ロ
ナ
が
変
え
た
も
の
は
そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
コ
ロ
ナ
に
よ
り
患

者
の
医
療
機
関
の
利
用
の
仕
方
が
変
化
し
た
。
以
前
に
は
体
調
に
気

に
な
る
こ
と
が
あ
れ
ば
す
ぐ
に
医
療
機
関
の
外
来
を
訪
れ
て
い
た
人

が
受
診
を
控
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。救
急
外
来
や
夜
間
急
病
セ
ン
タ
ー

の
利
用
も
控
え
る
人
が
増
え
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
入
院
期
間
も
短

く
な
り
急
性
期
医
療
が
終
わ
れ
ば
急
性
期
病
院
か
ら
退
院
す
る
こ
と

が
定
着
し
て
き
た
。
多
く
の
事
が
コ
ロ
ナ
前
と
は
変
わ
っ
て
き
て
い

る
。
こ
れ
か
ら
各
地
域
で
は
地
域
医
療
構
想
が
本
格
的
に
議
論
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
地
域
医
療
構
想
の
議
論
の
中
で
は
新
た
な
医
療
需

要
を
し
っ
か
り
と
見
据
え
、
そ
の
時
代
に
相
応
し
い
医
療
提
供
体
制

を
構
築
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

図 3　旭川の 5基幹病院の年間延入院患者数

二
〇
二
〇
年
年
頭
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
全
国

的
に
拡
大
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
医
療
機
関
が
さ
ま
ざ
ま
な
対
策
を
講
じ

た
。
そ
れ
ま
で
は
あ
ま
り
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に

対
し
て
、
手
探
り
状
態
か
ら
対
応
し
て
き
た
が
、
医
療
現
場
に
お
い

て
は
苦
労
し
な
が
ら
国
民
の
健
康
を
守
り
社
会
機
能
維
持
の
た
め
の

対
策
を
講
じ
て
き
た
。
三
年
余
り
に
わ
た
る
貴
重
な
経
験
を
と
お
し

て
、
今
後
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
な
ど
に
備
え
た
医
療
機
関
の
対
応
に
つ

い
て
整
理
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

Ⅰ　

 

感
染
流
行
の
初
期
段
階

二
〇
二
〇
年
が
明
け
て
す
ぐ
に
武
漢
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
が
広
が
り
、
チ
ャ
ー
タ
ー
便
で
日
本
人
が
帰
国
し
た
。
武
蔵
野
赤

十
字
病
院
は
感
染
症
指
定
医
療
機
関
で
あ
る
た
め
、
最
初
に
受
け
入

れ
た
。
そ
の
後
、
横
浜
ク
ル
ー
ズ
船
の
感
染
外
国
人
三
名
を
受
け
入

れ
た
。
職
員
に
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
な
い
た
め
の
防
止
対
策

を
講
じ
た
。
こ
の
こ
ろ
は
、
外
国
で
発
生
し
た
ウ
イ
ル
ス
で
あ
り
国

内
に
感
染
が
持
ち
込
ま
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
最
優
先
と
い
う

対
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
た
。
未
知
の
ウ
イ
ル
ス
感
染
に
対
し
て
、
対

応
す
る
職
員
で
勉
強
会
を
行
い
、
感
染
防
止
の
た
め
の
機
材
を
集
め
、

コ
ロ
ナ
禍
が
医
療
現
場
に
及
ぼ
し
た
影
響

泉
　
並
木

特
集
１

：

コ
ロ
ナ
禍
の
教
訓

武
蔵
野
赤
十
字
病
院
院
長
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万
全
の
対
策
を
講
じ
た
。
後
か
ら
考
え
る
と
、
こ
れ
が
準
備
段
階
と

し
て
有
効
な
時
期
が
得
ら
れ
た
と
思
わ
れ
た
。

三
月
中
旬
か
ら
東
京
で
感
染
者
が
出
始
め
、
急
速
に
感
染
患
者
が

増
加
し
、
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
力
が
非
常
に
強
い
こ
と
と
急
激
に
肺
炎

が
広
が
っ
て
呼
吸
困
難
に
な
る
重
症
例
が
多
い
こ
と
が
判
明
し
、
緊

張
感
が
広
が
る
な
か
、
当
院
で
の
多
数
の
感
染
者
の
受
け
入
れ
が
始

ま
っ
た
。
す
で
に
緊
急
事
態
宣
言
が
出
さ
れ
る
前
か
ら
、
入
院
患
者

が
急
増
し
て
い
た
。
東
京
都
か
ら
重
症
五
ベ
ッ
ド
、中
等
症
四
〇
ベ
ッ

ド
の
受
け
入
れ
要
請
が
あ
り
、
ま
ず
病
棟
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ
（
仕
切
り
設

置
）
を
行
っ
た
。
救
命
セ
ン
タ
ー
は
通
常
は
オ
ー
プ
ン
カ
ウ
ン
タ
ー
で

あ
る
が
、
こ
れ
で
は
感
染
領
域
と
清
潔
領
域
を
分
け
ら
れ
な
い
た
め
、

突
貫
工
事
を
依
頼
し
て
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
た
め
の
壁
を
作
成
し
た
。
一

般
病
床
を
コ
ロ
ナ
病
床
に
転
用
す
る
た
め
に
は
ゾ
ー
ニ
ン
グ
が
必
要

で
あ
る
が
、
も
う
外
部
業
者
は
恐
れ
を
な
し
て
来
て
く
れ
な
い
た
め
、

院
内
の
職
員
で
日
曜
大
工
の
よ
う
に
ゾ
ー
ニ
ン
グ
を
行
っ
た
。

コ
ロ
ナ
診
療
に
関
わ
る
医
師
・
看
護
師
の
配
置
を
決
め
、
Ｎ
95
マ

ス
ク
や
防
護
服
の
着
用
な
ど
の
訓
練
を
行
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
診
療

科
か
ら
コ
ロ
ナ
を
診
療
す
る
当
番
医
師
を
だ
し
て
も
ら
い
、
三
人
一

組
で
感
染
患
者
の
入
院
診
療
や
救
急
外
来
で
の
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
当
番
に

あ
た
っ
て
も
ら
っ
た
。

一
般
病
棟
を
コ
ロ
ナ
感
染
者
用
の
病
棟
に
転
用
し
た
が
、
こ
こ
に

出
入
り
で
き
る
の
は
感
染
防
止
対
策
の
知
識
を
習
得
し
た
医
師
・
看

護
師
の
み
と
な
っ
た
。
通
常
は
看
護
助
手
が
行
う
配
膳
・
下
膳
や
清
掃
、

シ
ー
ツ
交
換
な
ど
は
看
護
師
が
行
う
こ
と
に
な
り
、
病
棟
や
手
術
室

か
ら
看
護
師
を
集
め
た
。
救
命
セ
ン
タ
ー
で
は
重
症
者
の
看
護
に
人

手
が
必
要
で
あ
り
、
手
術
を
延
期
し
、
入
院
患
者
数
を
減
ら
し
て
コ

ロ
ナ
病
棟
の
人
手
を
確
保
し
た
。
医
師
は
す
べ
て
の
診
療
科
に
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
の
診
療
を
依
頼
し
た
。
入
院
中
に
肺
炎
が
悪
化

し
て
重
症
に
な
る
患
者
が
急
増
し
、
病
院
中
が
戦
場
の
よ
う
に
な
っ

た
。
コ
ロ
ナ
患
者
を
診
療
す
る
医
師
・
看
護
師
は
家
族
に
も
相
談
で

き
ず
、
自
分
が
感
染
す
る
の
で
な
い
か
と
の
恐
怖
で
夜
眠
れ
な
い
職

員
が
増
加
し
た
。
何
よ
り
感
染
防
護
の
た
め
の
物
資
が
不
足
し
、
マ

ス
ク
や
フ
ェ
ー
ス
シ
ー
ル
ド
は
手
作
り
の
も
の
を
使
用
し
た
。フ
ェ
ー

ス
シ
ー
ル
ド
は
三
次
元
プ
リ
ン
タ
ー
で
頭
に
取
り
付
け
る
部
分
を
印

刷
し
て
、
ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル
を
切
り
抜
い
て
貼
り
付
け
て
使
用
し

た
。
防
護
服
は
雨
合
羽
を
代
用
し
て
用
い
た
。
職
員
の
家
族
が
保
育

所
な
ど
で
一
緒
に
遊
ん
で
く
れ
な
い
な
ど
、差
別
に
苦
し
ん
だ
。
連
日
、

厚
生
労
働
省
・
東
京
都
・
保
健
所
な
ど
と
の
連
絡
や
患
者
搬
送
に
追

わ
れ
、
報
告
や
マ
ス
コ
ミ
の
取
材
が
殺
到
し
た
。

情
報
が
錯
綜
す
る
た
め
、
毎
朝
五
分
だ
け
各
部
署
代
表
者
が
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
（CO

V
ID

会
議
）
し 

職
員
を
鼓
舞
し
た
。
毎
朝
、
何
人
の
コ

ロ
ナ
入
院
患
者
が
ど
の
病
棟
に
収
容
さ
れ
た
か
や
、
重
症
患
者
の
数

が
報
告
さ
れ
、
感
染
防
護
の
た
め
の
物
資
の
調
達
が
ど
の
程
度
で
き

て
い
る
か
な
ど
が
て
き
ぱ
き
と
報
告
さ
れ
、
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
最
後

に
皆
で
「
今
日
も
頑
張
ろ
う
」
と
声
を
掛
け
合
っ
た
。
ま
さ
に
戦
場
に

い
る
よ
う
な
実
感
に
な
っ
た
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ニ
ュ
ー
ス
で
武
蔵
野
赤
十
字
病
院
が
報
道
さ
れ
た
後
は
、

多
く
の
防
護
服
や
マ
ス
ク
、
フ
ェ
ー
ス
シ
ー
ル
ド
な
ど
寄
贈
を
い
た

だ
い
た
。
ま
た
医
療
従
事
者
支
援
の
た
め
の
食
糧
品
や
音
楽
な
ど
の

い
や
し
の
物
資
を
多
数
い
た
だ
い
た
。
当
院
は
全
国
の
赤
十
字
病
院

で
最
も
多
く
の
コ
ロ
ナ
感
染
者
を
受
け
入
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
職

員
が
感
染
す
る
こ
と
は
防
げ
た
。
職
員
ど
う
し
が
お
互
い
に
思
い
や

り
を
も
っ
て
協
力
す
る
こ
と
を
お
願
い
し
た
。
い
ち
ば
ん
つ
ら
か
っ

た
の
は
、
コ
ロ
ナ
患
者
を
診
て
い
る
職
員
は
、
自
宅
で
も
家
族
に
言

え
ず
先
に
入
浴
す
る
な
ど
家
族
へ
の
感
染
を
さ
せ
な
い
よ
う
な
気
苦

労
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
家
族
が
コ
ロ
ナ
患
者
を
診
て
い
る
病
院
の
勤

務
者
が
い
る
場
合
に
、
保
育
園
の
入
所
を
断
ら
れ
た
り
、
友
人
が
遊

ん
で
く
れ
な
い
な
ど
の
傷
つ
く
体
験
を
す
る
こ
と
が
つ
ら
か
っ
た
と

の
こ
と
で
あ
る
。

Ⅱ　

 

感
染
拡
大
時
期
の
対
応

患
者
の
診
療
や
院
内
感
染
防
止
な
ど
の
対
策
は
、
イ
ン
フ
ェ
ク

シ
ョ
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
チ
ー
ム
が
院
内
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
基
準
を

作
成
し
て
情
報
発
信
し
た
。
こ
こ
に
は
感
染
管
理
室
の
医
師
と
看
護

師
長
お
よ
び
看
護
師
と
事
務
職
員
を
配
置
し
た
。

東
京
都
や
保
健
所
、
医
師
会
な
ど
か
ら
多
数
の
感
染
患
者
の
受

け
入
れ
要
請
が
あ
り
、
情
報
が
錯
綜
し
た
。
病
院
内
と
院
外
の
情
報

を
収
集
し
て
集
約
し
、
適
格
な
判
断
を
す
る
た
め
、
情
報
集
約
部
門

（CO
V

ID

セ
ン
タ
ー
）
を
立
ち
上
げ
た
。
内
科
系
の
診
療
部
長
を
セ
ン

タ
ー
長
に
指
名
し
、
看
護
副
部
長
と
事
務
系
の
医
療
連
携
セ
ン
タ
ー

を
配
置
し
た
。

重
症
を
診
療
す
る
救
命
セ
ン
タ
ー
の
医
師
が
足
り
な
い
た
め
、
循

環
器
科
、
麻
酔
科
の
医
師
に
応
援
を
依
頼
し
た
。
中
等
症
の
診
療
に

は
呼
吸
器
科
が
指
導
し
て
、
消
化
器
科
、
外
科
、
小
児
科
、
整
形
外
科
、

耳
鼻
科
の
医
師
が
診
療
に
あ
た
っ
た
。

一
般
病
床
を
コ
ロ
ナ
患
者
さ
ん
入
院
用
に
転
用
す
る
た
め
、
そ
の

病
棟
に
入
院
し
て
い
る
患
者
さ
ん
を
他
の
病
棟
に
移
し
て
診
療
を
継

続
す
る
よ
う
に
し
た
。
も
と
も
と
の
病
棟
の
勤
務
看
護
師
が
コ
ロ
ナ

患
者
の
診
療
に
あ
た
り
、
転
用
の
た
め
に
移
動
し
て
き
た
患
者
は
そ

れ
ぞ
れ
の
診
療
病
棟
の
看
護
師
が
み
る
こ
と
に
し
た
。
普
段
診
て
い

る
患
者
と
は
専
門
性
が
異
な
る
病
態
や
看
護
を
お
互
い
に
助
け
合
っ

て
協
力
し
て
病
院
全
体
が
協
力
す
る
よ
う
に
し
た
。

臨
床
検
査
部
は
次
々
に
変
化
す
る
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
診
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断
手
法
を
手
際
よ
く
使
い
分
け
て
、
迅
速
に
結
果
を
だ
す
こ
と
に
努

め
た
。
放
射
線
科
で
は
胸
Ｘ
線
撮
影
や
Ｃ
Ｔ
ス
キ
ャ
ン
を
行
う
際
に

は
、
技
師
が
防
護
服
を
着
て
手
際
よ
く
試
行
し
、
終
了
後
に
は
消
毒

作
業
を
行
っ
た
。
コ
ロ
ナ
感
染
患
者
が
入
院
し
た
病
棟
か
ら
は
、
使

用
済
み
の
シ
ー
ツ
や
洗
濯
物
、
食
器
な
ど
は
分
担
し
て
感
染
し
な
い

よ
う
な
配
慮
を
し
、
部
屋
の
清
掃
な
ど
は
感
染
防
護
の
訓
練
を
受
け

た
清
掃
業
者
に
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

Ⅲ　

最
大
の
感
染
拡
大
時
の
病
院
あ
げ
て
の
対
応

二
〇
二
一
年
八
月
か
ら
の
デ
ル
タ
株
の
大
流
行
の
際
に
は
病
院
全

体
で
大
き
な
対
策
を
と
っ
た
。
人
工
呼
吸
器
や
Ｅ
Ｃ
Ｍ
Ｏ
が
必
要
な

患
者
が
急
増
し
、
救
命
セ
ン
タ
ー
一
二
床
は
す
べ
て
人
工
呼
吸
器
や

Ｅ
Ｃ
Ｍ
Ｏ
対
応
と
し
た
。
医
師
や
看
護
師
が
足
り
な
い
た
め
重
点
的

に
配
置
し
、
脳
卒
中
セ
ン
タ
ー
を
閉
鎖
し
て
、
そ
の
部
署
の
看
護
師

を
救
命
セ
ン
タ
ー
に
配
置
し
た
。
一
二
床
す
べ
て
が
人
工
呼
吸
器
患

者
と
な
り
Ｅ
Ｃ
Ｍ
Ｏ
を
必
要
と
す
る
患
者
が
三
例
以
上
い
た
際
に
は

関
与
で
き
る
職
員
は
す
べ
て
救
命
セ
ン
タ
ー
に
配
置
し
た
。
Ｅ
Ｃ
Ｍ

Ｏ
で
は
定
期
的
に
体
位
交
換
が
必
要
で
あ
る
が
、
多
く
の
体
外
循
環

用
の
カ
テ
ー
テ
ル
が
入
っ
て
い
る
た
め
体
位
交
換
に
は
九
人
の
人
手

が
必
要
と
な
る
。
Ｍ
Ｅ
セ
ン
タ
ー
の
技
師
や
リ
ハ
ビ
リ
技
師
に
感
染

対
策
の
訓
練
を
受
け
て
も
ら
っ
て
、
救
命
セ
ン
タ
ー
で
体
位
交
換
に

あ
た
っ
て
も
ら
っ
た
。

中
等
症
の
病
棟
で
は
急
激
に
容
体
が
悪
く
な
っ
て
人
工
呼
吸
が
必

要
と
な
る
患
者
が
多
発
し
、
緊
張
の
連
続
で
あ
っ
た
。
ま
た
地
域
の

高
齢
者
施
設
で
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
が
続
発
し
、
入
院
し
て
く

る
が
介
護
が
必
要
な
患
者
が
多
く
、
看
護
師
の
疲
弊
が
顕
著
に
な
っ

た
。
人
工
呼
吸
を
望
ま
な
い
患
者
さ
ん
に
対
し
て
は
、
看
護
師
が
家

族
に
防
護
服
の
着
脱
を
教
え
て
本
人
の
も
と
に
案
内
し
、
最
後
の
別

れ
に
立
ち
会
っ
て
も
ら
っ
た
。
お
亡
く
な
り
に
な
っ
て
コ
ロ
ナ
患
者

用
の
納
体
袋
に
入
れ
る
と
顔
を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
火
葬
場
か
ら

骨
に
な
っ
て
運
ば
れ
て
く
る
ま
で
家
族
は
本
人
に
会
え
な
い
こ
と
を

考
慮
し
て
、
こ
の
よ
う
な
対
策
を
と
っ
た
。
満
足
さ
れ
る
ご
家
族
が

多
か
っ
た
。

Ⅳ　

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
備
え
た
普
段
か
ら
の
対
策

今
後
の
地
域
医
療
支
援
病
院
に
つ
い
て
は
、
災
害
や
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
な
ど
に
対
し
て
病
床
機
能
を
転
換
し
て
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
こ

と
が
教
訓
と
し
て
得
ら
れ
た
。
そ
こ
で
応
用
力
が
高
い
医
療
従
事
者

が
重
要
に
な
る
。
医
師
は
通
常
の
診
療
以
外
に
さ
ま
ざ
ま
な
病
態
を

診
ら
れ
る
知
識
や
経
験
を
積
ん
で
お
く
必
要
が
あ
る
。ス
ー
パ
ー
ロ
ー

テ
ー
ト
の
初
期
研
修
医
を
経
験
し
た
医
師
は
頼
り
に
な
る
。
小
児
科

や
整
形
外
科
医
もCO

V
ID

-19

の
肺
炎
が
悪
化
し
て
き
た
場
合
に
も

適
切
に
対
応
す
る
。
す
べ
て
の
医
師
に
は
、
救
急
対
応
や
総
合
診
療

的
知
識
や
技
能
を
身
に
着
け
、
感
染
対
策
な
ど
の
基
本
的
処
置
は
身

に
着
け
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
感
じ
ら
れ
た
。

看
護
師
は
数
日
で
人
工
呼
吸
器
の
設
定
や
変
更
に
対
応
で
き
る

よ
う
に
な
り
、
感
染
防
止
対
策
を
し
て
喀
痰
吸
引
や
体
位
変
換
を
行

え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
以
外
の
病
棟
で
は
、

通
常
診
療
し
て
い
る
の
と
は
異
な
る
患
者
が
入
院
し
て
く
る
。
武
蔵

野
赤
十
字
病
院
で
は
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
よ
り
前
か
ら
救
急
車

に
対
応
し
や
す
く
す
る
た
め
に
、
す
べ
て
の
病
棟
を
混
合
病
棟
に
し

て
お
い
た
が
、
こ
れ
が
実
を
結
ん
だ
と
思
え
た
。
急
に
外
科
手
術
後

の
管
理
や
、
小
児
科
の
患
者
を
み
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
各
病
棟
で

協
力
し
て
教
え
あ
っ
て
精
一
杯
の
対
応
が
で
き
た
。

臨
床
工
学
士
は
感
染
対
策
を
学
習
し
、
人
工
呼
吸
器
や
血
液
透
析

の
機
器
の
管
理
に
あ
た
っ
た
。
リ
ハ
ビ
リ
はCO

V
ID

-19

感
染
症
の

回
復
期
か
ら
関
与
し
、
早
期
退
院
に
尽
力
し
、
Ｅ
Ｃ
Ｍ
Ｏ
や
人
工
呼

吸
器
を
つ
け
た
患
者
の
体
位
変
換
を
手
伝
っ
た
。
臨
床
検
査
部
で
は
、

次
々
に
変
化
す
る
感
染
症
診
断
に
的
確
に
対
応
し
て
、
必
要
な
情
報

が
得
ら
れ
て
い
た
。
放
射
線
科
で
は
、
感
染
防
護
を
し
な
が
ら
、
胸

Ｘ
線
や
Ｃ
Ｔ
ス
キ
ャ
ン
な
ど
の
撮
影
を
行
っ
た
。
薬
剤
部
で
は
、
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
用
の
新
し
い
薬
剤
を
入
手
し
て
、
臨
床
現
場
で
的
確

に
使
用
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
栄
養
課
で
は
、
患
者
の
食
事
の
配
膳
・

下
膳
は
、
通
常
と
は
異
な
る
ル
ー
ト
で
的
確
に
対
応
し
た
。
病
院
の

事
務
で
は
感
染
対
策
に
必
要
な
物
品
の
手
配
や
、
汚
染
し
た
廃
棄
物

の
的
確
な
処
理
を
行
い
、
医
療
連
携
セ
ン
タ
ー
で
は
近
隣
病
院
と
の

連
絡
を
密
に
行
い
、
と
く
に
コ
ロ
ナ
感
染
が
回
復
し
た
後
の
入
院
継

続
に
つ
い
て
、
必
要
な
病
床
の
確
保
に
尽
力
し
た
。
病
院
職
員
皆
応

用
力
が
高
く
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
な
ど
突
発
的
な
出
来
事
に
対
し
て
的

確
に
対
応
し
た
た
め
、
乗
り
切
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
病
院
職

員
皆
仲
が
良
く
、
お
互
い
を
思
い
あ
っ
て
協
力
し
あ
う
文
化
を
醸
成

し
て
お
く
こ
と
が
重
要
だ
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。

今
後
の
地
域
医
療
支
援
病
院
な
ど
地
域
の
中
核
に
な
る
病
院
で

は
、
応
用
力
が
高
い
医
療
従
事
者
を
養
成
し
て
お
か
な
い
と
、
災
害

や
感
染
症
に
は
対
応
で
き
な
い
と
つ
く
づ
く
感
じ
た
。
と
く
に
行
政

や
地
域
と
の
連
絡
を
密
に
し
て
地
域
に
と
っ
て
何
が
必
要
な
の
か
を

情
報
収
集
し
、
社
会
貢
献
で
き
る
体
制
を
構
築
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
ま
た
、
病
院
内
で
は
職
員
ど
う
し
が
お
互
い
を
思
い
あ
っ
て
助

け
合
い
、
協
力
し
あ
う
体
制
を
普
段
か
ら
構
築
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
と
痛
感
し
た
。
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Ⅰ　

は
じ
め
に

私
が
初
め
て
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」
に
関
す
る
情
報
に

触
れ
た
の
は
、
年
の
瀬
も
迫
る
二
〇
一
九
年
一
二
月
、「
中
華
人
民

共
和
国
湖
北
省
武
漢
市
で
、
原
因
と
な
る
病
原
体
が
特
定
さ
れ
て
い

な
い
肺
炎
患
者
が
複
数
人
発
生
し
て
い
る
。」
と
い
う
内
容
を
報
じ
る

ニ
ュ
ー
ス
番
組
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
肺
炎
を
引
き
起
こ
し
て

い
る
ウ
イ
ル
ス
がSA

RS-CoV-2

で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
こ
れ
に

よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
感
染
症
はCO

V
ID

-19

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
が
、
二
〇
二
〇
年
に
入
り
中
国
国
内
で
は
感
染
が
急
拡
大
し
、

肺
炎
に
よ
る
多
く
の
死
者
が
発
生
し
て
い
る
と
報
道
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
の
時
点
で
、
わ
が
国
は
中
国
を
含
む
海
外
か
ら
の
渡
航

者
入
国
制
限
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
今
後
、
日
本
国
内
で
も
こ
の
新
興

感
染
症
が
蔓
延
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
漠
然
と
し
た
不
安
感

を
抱
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
二
〇
二
〇
年
一
月
一
六
日
、
国
内

で
も
初
め
て
の
陽
性
患
者
が
報
告
さ
れ
、
こ
の
感
染
症
は
世
界
全
体

を
巻
き
込
む
未
曾
有
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
引
き
起
こ
し
、現
在
に
至
っ

て
も
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
変
異
を
繰
り
返
し
な
が
ら
私
た
ち
の
周
り

に
存
在
し
続
け
て
お
り
、
感
染
の
終
息
に
は
ま
だ
ま
だ
程
遠
い
状
況

日
赤
和
歌
山
医
療
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策

特
集
１

：

コ
ロ
ナ
禍
の
教
訓

―
コ
ロ
ナ
禍
で
初
め
て
経
験
し
た
救
急
医
療
の
危
機
的
状
況

日
本
赤
十
字
社
和
歌
山
医
療
セ
ン
タ
ー 

高
度
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
長

中
　
大
輔

で
あ
る
。

本
稿
で
は
和
歌
山
県
と
本
院
が
お
こ
な
っ
て
き
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
対
策
を
紹
介
し
、
本
院
が
初
め
て
経
験
し
た
新
興
感

染
症
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
下
に
お
い
て
、
い
か
に
救
急
医
療
を
継
続
す

る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
そ
の
経
験
か
ら
得
た
教
訓
と
今

後
の
課
題
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

Ⅱ　

和
歌
山
県
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
策

二
〇
二
〇
年
二
月
一
三
日
、
和
歌
山
県
内
の
中
核
病
院
に
勤
務
す

る
医
師
が
県
内
で
初
め
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
と
診
断
さ

れ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
病
院
で
同
僚
の
医
師
や
入
院
患
者
な
ど
、
複

数
人
の
陽
性
患
者
が
確
認
さ
れ
、
国
内
で
初
め
て
の
医
療
機
関
で
の

ク
ラ
ス
タ
ー
事
例
と
し
て
マ
ス
コ
ミ
に
よ
り
大
き
く
報
道
さ
れ
た
。

当
時
、
わ
が
国
で
は
陽
性
患
者
が
確
認
さ
れ
た
場
合
、
ま
ず
保

健
所
（
保
健
師
）
が
そ
の
患
者
の
疫
学
調
査
を
お
こ
な
い
、
そ
の
結
果

か
ら
濃
厚
接
触
者
を
特
定
し
、
濃
厚
接
触
者
と
判
断
さ
れ
た
人
に
対

し
て
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
実
施
し
、
感
染
拡
大
防
止
に
努
め
る
と
い
う
の

が
一
般
的
な
方
法
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
国
内
で
初
め
て
の
病
院
内

ク
ラ
ス
タ
ー
に
直
面
し
た
和
歌
山
県
に
と
っ
て
、
病
院
内
で
の
疫
学

調
査
で
濃
厚
接
触
者
を
特
定
す
る
と
い
う
作
業
は
非
常
に
困
難
な
も

の
で
あ
っ
た
。
病
院
内
で
の
調
査
対
象
者
が
常
勤
医
師
、
非
常
勤
医

師
、
ま
た
看
護
師
、
技
師
、
他
の
病
院
職
員
の
み
な
ら
ず
、
入
院
患

者
や
外
来
患
者
な
ど
非
常
に
多
数
と
な
り
、
こ
れ
ら
対
象
者
の
行
動

が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
こ
と
も
濃
厚
接
触
者
の
特
定
を
困
難
に

し
た
。
濃
厚
接
触
者
の
特
定
に
時
間
を
要
す
れ
ば
、
当
然
、
感
染
拡

大
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
困
難
に
な
る
こ
と
か
ら
、
当
時
の
仁
坂
吉

伸
前
和
歌
山
県
知
事
と
野
㞍
孝
子
前
和
歌
山
県
福
祉
保
健
部
技
監
は
、

病
院
の
全
職
員
の
み
な
ら
ず
感
染
の
可
能
性
が
あ
る
期
間
に
入
院
し

て
い
た
患
者
、
そ
の
期
間
に
外
来
受
診
を
し
た
患
者
な
ど
も
含
め
、

無
症
状
者
も
含
め
た
関
係
者
全
員
に
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
実
施
す
る
と
い

う
、
当
時
で
は
思
い
も
つ
か
な
い
斬
新
な
方
法
を
実
践
し
た
。
連
日
、

数
多
く
の
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
こ

の
英
断
に
よ
り
国
内
初
の
病
院
内
ク
ラ
ス
タ
ー
は
短
期
間
で
終
息
し
、

約
三
週
間
後
に
は
日
常
診
療
の
再
開
に
こ
ぎ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
時
の
対
応
は
国
内
外
の
報
道
機
関
か
ら
大
い
に
注
目
さ
れ
賞
賛

さ
れ
た
が
、
こ
の
対
応
が
、
後
に
コ
ロ
ナ
陽
性
患
者
全
例
入
院
と
い

う
「
和
歌
山
方
式
」
導
入
へ
の
礎
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
新
た
な
変
異
株
の
出
現
に
よ
り
、

何
度
も
感
染
拡
大
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
和
歌
山
県
内
で
は
二
〇
二
〇

年
七
月
か
ら
の
第
二
波
、
一
二
月
か
ら
の
第
三
波
、
二
〇
二
一
年
四

月
か
ら
の
第
四
波
、
七
月
か
ら
は
第
五
波
と
新
規
陽
性
患
者
数
は
右
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肩
上
が
り
に
増
加
し
た
。
特
に
第
五
波
は
デ
ル
タ
株
と
い
う
感
染
力
、

毒
性
と
も
に
強
い
変
異
株
に
よ
る
感
染
拡
大
で
あ
り
、
今
ま
で
に
経

験
し
た
こ
と
の
な
い
多
数
の
入
院
患
者
、
重
症
患
者
に
対
応
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
状
況
と
な
っ
た
。
和
歌
山
県
は
、
第
一
波
か
ら
全
国

の
都
道
府
県
で
唯
一
、「
症
状
の
有
無
、
重
症
度
に
関
わ
ら
ず
、
陽
性

患
者
全
員
入
院
」
と
い
う
和
歌
山
方
式
を
実
践
し
て
い
た
。
こ
の
和

歌
山
方
式
を
堅
持
す
る
た
め
、
和
歌
山
県
内
の
各
医
療
機
関
は
県
か

ら
の
依
頼
に
応
じ
、
人
口
当
た
り
全
国
一
と
な
る
病
床
確
保
（
病
床
提

供
）
に
協
力
し
た
。
し
か
し
二
〇
二
二
年
の
年
始
、
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
が

猛
威
を
振
る
い
始
め
、
和
歌
山
県
で
も
第
六
波
が
襲
来
し
、
第
五
波

ま
で
の
陽
性
患
者
数
と
は
桁
外
れ
の
新
規
陽
性
患
者
数
が
連
日
の
よ

う
に
報
告
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
人
口
九
〇
万
人
を
切
る
よ
う
な

和
歌
山
県
で
、
一
日
で
六
〇
〇
人
近
い
陽
性
患
者
が
報
告
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
二
〇
二
二
年
一
月
の
陽
性
患
者
は
累
積
で
五
、七
五
八
人

を
数
え
た
。
県
内
で
最
大
六
〇
〇
床
の
確
保
病
床
を
用
意
し
、
第
五

波
ま
で
は
陽
性
患
者
全
例
入
院
と
い
う
「
和
歌
山
方
式
」
を
堅
持
し
て

き
た
和
歌
山
県
で
あ
る
が
、
こ
の
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
の
感
染
拡
大
に
は

太
刀
打
ち
で
き
ず
、
無
症
状
あ
る
い
は
症
状
の
軽
い
患
者
、
ま
た
基

礎
疾
患
の
な
い
患
者
な
ど
は
、
ホ
テ
ル
療
養
や
自
宅
療
養
で
対
応
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

Ⅲ　

日
赤
和
歌
山
医
療
セ
ン
タ
ー
に
お
け

る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

策
と
治
療
実
績

本
院
は
明
治
三
八
年
に
創
立
さ
れ
た
和
歌
山
県
内
で
一
番
歴
史

の
あ
る
医
療
機
関
で
あ
り
、
許
可
病
床
数
は
二
〇
二
三
年
三
月
現
在

八
七
三
床
、
三
六
の
診
療
科
を
有
し
、
高
度
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
を

併
設
し
て
い
る
。
ま
た
県
内
で
唯
一
の
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機

関
で
あ
り
、
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
に
対
応
可
能
な
陰
圧
使
用

の
感
染
症
専
用
病
床
八
床
を
有
し
て
い
る
。
ま
た
本
院
に
は
、
感
染

症
内
科
専
門
医
四
名
が
在
籍
す
る
感
染
症
内
科
が
あ
り
、
感
染
症
内

科
と
院
内
感
染
症
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
チ
ー
ム
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
）
が
中
心
と
な
り
、

以
前
か
ら
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
感
染
症
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
新
興
感

染
症
に
対
す
る
治
療
や
院
内
感
染
対
策
を
お
こ
な
い
、
普
段
か
ら
職

員
に
は
標
準
予
防
策
（
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
プ
リ
コ
ー
シ
ョ
ン
）
を
正
し
く
理

解
さ
せ
る
た
め
の
勉
強
会
や
、
個
人
防
護
具
（
Ｐ
Ｐ
Ｅ
）
の
正
し
い
装

着
方
法
の
教
育
な
ど
も
積
極
的
に
お
こ
な
っ
て
き
た
。
今
回
の
コ
ロ

ナ
感
染
症
に
対
し
て
も
、
二
〇
一
九
年
の
年
末
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ
に

特
化
し
た
勉
強
会
を
繰
り
返
し
お
こ
な
い
、
非
常
に
早
い
段
階
か
ら

高
い
レ
ベ
ル
で
の
院
内
感
染
対
策
を
敷
く
こ
と
が
で
き
た
と
自
負
し

て
い
る
。

二
〇
二
〇
年
二
月
一
三
日
、
和
歌
山
県
内
の
医
療
機
関
に
勤
務

す
る
医
師
が
県
内
で
初
め
て
の
陽
性
と
診
断
さ
れ
た
が
、
翌
二
月

一
四
日
、
和
歌
山
県
か
ら
の
依
頼
で
、
こ
の
医
師
が
本
院
に
初
め
て

の
コ
ロ
ナ
陽
性
患
者
と
し
て
入
院
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
奇
し
く
も

二
〇
二
〇
年
の
バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
は
、
本
院
職
員
に
と
っ
て
、「
眼

に
見
え
な
い
得
体
の
し
れ
な
い
敵
と
の
戦
い
」
の
火
ぶ
た
が
切
っ
て

落
と
さ
れ
た
日
と
な
っ
た
。
初
め
て
の
コ
ロ
ナ
陽
性
患
者
を
受
け
入

れ
る
に
あ
た
り
、
院
内
で
実
施
さ
れ
た
コ
ロ
ナ
対
策
会
議
で
、「
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
も
あ
る
意
味
、
危
機
管
理
を
中
心
と
し
た

災
害
時
と
同
様
の
対
応
が
必
要
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。」
と
い
う
考

え
が
示
さ
れ
、
高
度
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
長
、
災
害
医
療
救
援
セ
ン

タ
ー
長
で
あ
る
私
も
、
院
内
コ
ロ
ナ
感
染
症
対
策
チ
ー
ム
の
一
員
と

し
て
コ
ロ
ナ
医
療
に
携
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
時
点
で
は
、
そ

の
後
の
三
年
以
上
の
年
月
が
、
自
分
の
三
〇
年
以
上
の
医
師
生
活
の

中
で
、
最
も
多
忙
な
日
々
に
な
る
と
は
思
い
も
し
て
い
な
か
っ
た
。

本
院
は
、
人
工
呼
吸
器
管
理
や
Ｅ
Ｃ
Ｍ
Ｏ
使
用
な
ど
の
高
度
医
療

に
対
応
で
き
る
Ｉ
Ｃ
Ｕ
を
有
す
る
和
歌
山
県
内
で
は
数
少
な
い
医
療

機
関
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
本
院
は
、
周
辺
の
医
療
機
関
の
み
な
ら

ず
県
民
か
ら
も
「
救
急
と
い
え
ば
日
赤
和
歌
山
」
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
、

「
断
ら
な
い
救
急
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
四
半
世
紀
以
上
に
わ
た
り
和
歌

山
県
内
で
最
も
多
く
の
救
急
患
者
を
受
け
入
れ
て
き
た
医
療
機
関
で

あ
り
、
当
然
、
コ
ロ
ナ
患
者
に
関
し
て
も
軽
症
患
者
か
ら
最
重
症
患

者
ま
で
、
救
急
外
来
に
搬
入
さ
れ
る
す
べ
て
の
陽
性
患
者
を
受
け
入

れ
る
方
針
で
コ
ロ
ナ
医
療
を
ス
タ
ー
ト
し
た
。
当
初
、
本
院
は
コ
ロ

ナ
専
用
病
床
と
し
て
感
染
症
専
用
病
床
八
床
と
Ｉ
Ｃ
Ｕ
二
床
を
確
保

し
、
陽
性
患
者
の
入
院
治
療
を
開
始
し
た
が
、
感
染
が
拡
大
す
る
に

従
い
、
県
か
ら
の
要
請
に
応
じ
る
形
で
病
床
確
保
数
を
増
や
し
続
け
、

最
終
的
に
は
Ｉ
Ｃ
Ｕ
三
床
、
感
染
症
専
用
病
床
八
床
、
新
生
児
集
中

治
療
室
（
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ
）
一
床
、
産
科
病
床
三
床
、
一
般
病
床
四
五
床
の

計
六
〇
床
を
確
保
し
、
こ
れ
ら
の
病
床
を
フ
ル
稼
働
さ
せ
コ
ロ
ナ
治

療
に
あ
た
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
和
歌
山
県
や
各
保
健
所
か
ら
の
陽

性
患
者
の
入
院
依
頼
、
他
の
医
療
機
関
か
ら
の
中
等
症
、
重
症
患
者

の
転
院
依
頼
、
ま
た
人
工
透
析
患
者
や
妊
産
婦
、
新
生
児
か
ら
小
児
、

老
人
施
設
な
ど
か
ら
の
高
齢
者
、
認
知
症
患
者
、
寝
た
き
り
患
者
に

い
た
る
ま
で
、す
べ
て
の
入
院
受
入
れ
要
請
に
柔
軟
に
対
応
し
て
き
た
。

本
院
も
和
歌
山
県
の
方
針
に
従
い
、
第
一
波
か
ら
第
五
波
ま
で
続

い
た
和
歌
山
方
式
（
陽
性
患
者
全
員
入
院
）
に
全
面
協
力
を
惜
し
ま
ず

対
応
し
た
が
、
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
の
予
想
を
は
る
か
に
超
え
る
猛
威
の

前
に
、
和
歌
山
県
も
全
例
入
院
の
継
続
は
諦
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

第
六
波
以
降
、
本
院
に
は
中
等
症
か
ら
重
症
患
者
を
中
心
に
、
ま
た

出
産
を
控
え
た
妊
産
婦
や
小
児
で
入
院
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
患
者
、

化
学
療
法
中
の
担
癌
患
者
や
免
疫
不
全
患
者
、
原
疾
患
治
療
と
コ
ロ

ナ
治
療
の
両
立
が
困
難
と
予
想
さ
れ
る
患
者
、
ま
た
重
症
化
す
る
可
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能
性
が
高
い
患
者
な
ど
を
中
心
に
入
院
依
頼
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
の
流
行
以
降
、
救
急
外
来
に
搬
入
さ
れ
、
入
院

が
必
要
と
判
断
さ
れ
た
患
者
の
中
で
、
入
院
時
の
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
で
初

め
て
コ
ロ
ナ
陽
性
と
判
明
す
る
患
者
が
非
常
に
多
く
な
り
、
こ
の
よ

う
な
陽
性
患
者
の
入
院
が
激
増
し
た
の
も
第
六
波
以
降
の
特
徴
で

あ
っ
た
。

二
〇
二
〇
年
二
月
一
四
日
か
ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
が
感
染
症
法
二
類
相
当
か
ら
五
類
に
格
下
げ
と
な
っ
た
二
〇
二
三

年
五
月
八
日
ま
で
の
期
間
で
、
本
院
に
入
院
し
た
陽
性
患
者
は
一
、

五
四
一
人
（
男
性

：

八
六
〇
人
、
女
性
六
八
一
人
）
で
あ
っ
た
。
重
症
度

別
で
は
、
無
症
状
が
一
一
九
人
、
軽
症
・
中
等
症
Ⅰ
が
一
、〇
九
七
人
、

中
等
症
Ⅱ
以
上
が
三
二
五
人
で
あ
り
、
人
工
呼
吸
な
ど
を
要
し
集
中

治
療
室
で
加
療
し
た
患
者
は
七
五
名
を
数
え
た
。
人
工
透
析
を
必
要

と
し
た
患
者
は
一
二
二
人
、
ま
た
九
八
人
の
妊
産
婦
が
入
院
し
、
そ

の
う
ち
三
二
人
が
出
産
（
帝
王
切
開
九
人
、
経
腟
分
娩
二
三
人
）
し
た
。
治

療
成
績
は
、
一
、一
七
三
人
が
自
宅
退
院
と
な
り
、
三
〇
八
人
が
転
院

や
転
病
棟
と
な
り
、
六
〇
人
が
死
亡
し
た
。

Ⅳ　

予
想
で
き
な
か
っ
た
コ
ロ
ナ
禍
で
の

看
護
師
の
マ
ン
パ
ワ
ー
不
足

本
院
は
軽
症
患
者
か
ら
Ｉ
Ｃ
Ｕ
管
理
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
重
症

患
者
ま
で
、
す
べ
て
の
重
症
度
の
コ
ロ
ナ
陽
性
患
者
に
対
応
し
て
き

た
が
、コ
ロ
ナ
禍
で
は
陽
性
患
者
の
看
護
に
想
像
以
上
の
マ
ン
パ
ワ
ー

が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
初
め
て
知
っ
た
。

原
則
的
に
コ
ロ
ナ
陽
性
患
者
に
接
す
る
場
合
、
医
師
や
ナ
ー
ス

は
そ
の
都
度
Ｐ
Ｐ
Ｅ
の
着
脱
が
必
要
と
な
り
、
普
段
よ
り
多
く
の
労

力
と
時
間
が
割
か
れ
る
。
普
段
、
七
対
一
看
護
体
制
で
運
営
し
て
い

る
一
般
病
棟
に
入
院
す
る
よ
う
な
軽
症
患
者
で
あ
っ
て
も
、
第
五
波

以
降
、
特
に
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
の
感
染
拡
大
以
降
、
入
院
患
者
に
占
め

る
高
齢
者
、
認
知
症
患
者
の
割
合
が
非
常
に
高
く
な
り
、
コ
ロ
ナ
病

棟
の
看
護
師
は
看
護
の
み
な
ら
ず
相
当
量
の
介
護
も
要
求
さ
れ
、
看

護
師
一
人
当
た
り
の
負
担
は
想
像
を
絶
す
る
膨
大
な
も
の
と
な
っ
た
。

重
症
患
者
を
扱
う
Ｉ
Ｃ
Ｕ
で
は
、
普
段
、
一
人
の
看
護
師
が
二
人
の

患
者
を
担
当
す
る
二
対
一
看
護
体
制
で
運
営
し
て
い
る
が
、
陽
性
患

者
を
担
当
す
る
場
合
、
Ｐ
Ｐ
Ｅ
の
着
脱
ば
か
り
で
な
く
、
一
旦
、
コ

ロ
ナ
専
用
病
室
（
陰
圧
室
）
に
入
っ
て
し
ま
う
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
検
体

採
取
や
吸
痰
作
業
な
ど
の
際
、
必
要
な
物
品
の
受
け
渡
し
な
ど
を
担

う
別
の
看
護
師
が
必
要
と
な
り
、
現
実
問
題
と
し
て
二
対
一
看
護
体

制
で
運
営
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
陰
圧
室

内
で
使
用
し
た
医
療
機
器
の
消
毒
な
ど
に
も
手
間
が
か
か
り
、
本
院

Ｉ
Ｃ
Ｕ
で
は
コ
ロ
ナ
陽
性
患
者
一
人
に
対
し
、
平
均
一
・
五
人
の
看

護
師
が
必
要
で
あ
っ
た
。
院
内
に
Ｉ
Ｃ
Ｕ
で
の
業
務
が
可
能
な
看
護

師
に
余
剰
は
無
く
、
そ
の
結
果
、
定
床
一
二
床
で
運
用
を
し
て
き
た

Ｉ
Ｃ
Ｕ
で
あ
っ
た
が
、
コ
ロ
ナ
陽
性
患
者
が
入
院
す
る
と
一
二
床
満

床
で
の
運
用
が
不
可
能
と
な
る
日
が
出
て
き
た
。
第
七
波
が
猛
威
を

振
る
っ
て
い
た
二
〇
二
二
年
七
月
の
あ
る
日
、
以
前
か
ら
Ｉ
Ｃ
Ｕ
で

治
療
中
で
あ
っ
た
陽
性
患
者
一
人
に
加
え
、
三
人
の
陽
性
患
者
を
新

た
に
Ｉ
Ｃ
Ｕ
に
入
室
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
と
な
っ
た
。
周

辺
医
療
機
関
へ
の
受
け
入
れ
は
困
難
で
、
本
院
が
一
時
的
で
は
あ
る

に
し
ろ
計
四
人
の
陽
性
患
者
を
Ｉ
Ｃ
Ｕ
で
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
っ
た
。
さ
す
が
に
、
こ
の
状
況
に
は
Ｉ
Ｃ
Ｕ
看
護
師
の
マ
ン
パ

ワ
ー
も
全
く
追
い
つ
か
ず
、
こ
の
日
は
Ｉ
Ｃ
Ｕ
に
空
床
が
あ
っ
た
に

も
関
わ
ら
ず
、
新
た
な
重
症
患
者
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
り
、
高
度
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
で
あ
り
な
が
ら
三
次
救
急
の
搬
入

を
断
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
私
が
本
院
に
赴
任

し
て
二
〇
年
間
で
初
め
て
の
経
験
で
あ
り
、高
度
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー

長
と
し
て
は
、
非
常
に
辛
い
判
断
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
全
国
の
多
く

の
医
療
機
関
が
同
様
の
事
態
を
経
験
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
オ
ミ
ク

ロ
ン
株
流
行
に
よ
り
職
員
、
職
員
家
族
へ
の
感
染
が
拡
大
し
、
出
勤

で
き
な
い
職
員
が
急
増
し
た
。
特
に
看
護
師
の
出
勤
停
止
に
よ
る
影

響
は
甚
大
で
あ
り
、
多
く
の
病
棟
で
定
床
で
の
病
棟
運
用
が
困
難
と

な
り
、
定
期
入
院
患
者
を
制
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
も
経
験

し
た
。

ま
た
コ
ロ
ナ
陽
性
患
者
を
担
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
看
護
師
の

多
く
は
、
多
少
な
り
と
も
陽
性
患
者
と
長
時
間
接
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
へ
の
不
安
を
感
じ
て
お
り
、
ご
く
僅
か
で
は
あ
っ
た
が
そ

の
精
神
的
ス
ト
レ
ス
か
ら
体
調
不
良
を
訴
え
る
看
護
師
も
い
た
。
看

護
師
の
中
に
は
、
勤
務
後
、
高
齢
者
や
幼
少
児
の
居
る
自
宅
へ
帰
る

こ
と
を
躊
躇
す
る
人
が
あ
り
、
ま
た
自
分
た
ち
だ
け
が
コ
ロ
ナ
陽
性

患
者
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
へ
の
疑
問
や
矛
盾
、
不
満

を
抱
え
る
看
護
師
も
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
た
。
こ
れ
に
関
し
て

は
心
療
内
科
医
、
公
認
心
理
師
ら
に
よ
る
専
門
チ
ー
ム
が
定
期
的
な

ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
と
と
も
に
、
普
段
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
な
ど

を
傾
聴
し
、
明
確
と
な
っ
た
問
題
点
に
は
看
護
部
だ
け
で
な
く
病
院

全
体
で
対
応
す
る
よ
う
に
心
が
け
て
き
た
。
実
際
に
担
当
看
護
師
の

精
神
的
負
担
は
予
想
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
大
多
数
の
看
護

師
は
不
平
、
不
満
も
漏
ら
さ
ず
、
日
々
、
真
摯
に
コ
ロ
ナ
患
者
に
向

き
合
っ
て
く
れ
た
こ
と
に
は
頭
の
下
が
る
思
い
で
あ
る
。
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Ⅴ　

初
め
て
経
験
し
た
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け

る
救
急
外
来
運
営
の
難
し
さ

本
院
は
以
前
か
ら
、「
断
ら
な
い
救
急
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
、
和
歌

山
県
内
で
最
も
多
く
の
救
急
患
者
、
救
急
車
を
受
け
入
れ
て
き
た
。

二
〇
一
九
年
度
ま
で
は
年
間
二
三
、〇
〇
〇
人
前
後
の
救
急
患
者
を
受

け
入
れ
、
そ
の
う
ち
約
三
五
％
の
患
者
が
救
急
入
院
と
な
っ
て
い
た
。

新
型
コ
ロ
ナ
の
蔓
延
に
よ
り
、
一
般
外
来
と
同
様
、
救
急
外
来
に
お

い
て
も
患
者
の
受
診
控
え
が
顕
著
と
な
り
、
二
〇
二
〇
年
度
は
救
急

患
者
数
で
約
二
〇
％
、救
急
入
院
患
者
数
で
約
一
〇
％
の
減
少
と
な
っ

た
。
し
か
し
コ
ロ
ナ
禍
が
長
引
く
に
つ
れ
、
救
急
患
者
数
、
救
急
入

院
患
者
数
と
も
回
復
傾
向
と
な
り
、
二
〇
二
二
年
度
は
ど
ち
ら
も
コ

ロ
ナ
前
と
ほ
ぼ
同
レ
ベ
ル
に
ま
で
戻
っ
た
。

コ
ロ
ナ
禍
を
通
し
て
共
通
し
て
い
た
特
徴
と
し
て
、
救
急
外

来
患
者
全
体
に
占
め
る
救
急
車
で
の
搬
入
患
者
の
割
合
が
、
経
時

的
に
上
昇
し
た
こ
と
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
前
の
二
〇
一
九
年
度
は
救

急
患
者
全
体
に
占
め
る
救
急
車
搬
入
率
は
三
三
・
〇
％
で
あ
っ
た

が
、
二
〇
二
〇
年
度
は
三
五
・
〇
％
と
な
り
、
二
〇
二
一
年
度
は

三
八
・
一
％
、
二
〇
二
二
年
度
は
四
〇
・
四
％
に
ま
で
達
し
た
。
こ
の

理
由
は
明
ら
か
で
あ
り
、
周
辺
医
療
機
関
の
救
急
搬
送
患
者
の
応
需

率
が
低
下
し
た
た
め
で
あ
り
、
そ
の
最
大
の
理
由
は
、
発
熱
患
者
、

特
に
高
齢
の
発
熱
患
者
の
搬
入
拒
否
の
急
激
な
増
加
に
あ
っ
た
。
本

院
は
高
度
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
を
併
設
す
る
高
次
医
療
機
関
で
は
あ

る
が
、「
断
ら
な
い
救
急
」
も
実
践
し
て
き
た
の
で
、
発
熱
患
者
や

コ
ロ
ナ
陽
性
患
者
も
そ
の
重
症
度
や
年
齢
に
関
わ
ら
ず
、
収
容
医
療

機
関
が
見
つ
か
ら
な
い
場
合
、
最
終
的
に
は
全
例
受
け
入
れ
て
き
た
。

コ
ロ
ナ
禍
で
の
救
急
外
来
運
営
で
最
も
苦
労
し
た
の
が
、
こ
の
よ
う

な
高
齢
者
、
特
に
介
護
度
の
高
い
高
齢
者
の
コ
ロ
ナ
陽
性
患
者
へ
の

対
応
で
あ
っ
た
。
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
の
流
行
以
降
、
特
に
こ
の
傾
向
が

顕
著
と
な
り
、「
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
は
軽
症
、
し
か
し
細
菌
性
肺
炎
、

誤
嚥
性
肺
炎
を
併
発
し
て
お
り
酸
素
投
与
が
必
要
」
と
い
う
高
齢
者

患
者
が
非
常
に
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
救
急
隊
員
も
何
か
所
も
の

医
療
機
関
に
受
け
入
れ
交
渉
を
繰
り
返
す
も
の
の
ど
こ
に
も
応
需
し

て
も
ら
え
ず
、
救
急
車
内
滞
在
時
間
ば
か
り
が
長
く
な
り
、
本
院
が

受
け
入
れ
交
渉
七
か
所
目
、
八
か
所
目
と
い
う
こ
と
が
日
常
茶
飯
事

と
な
り
、
最
高
は
一
二
か
所
の
医
療
機
関
に
搬
入
を
拒
否
さ
れ
、
本

院
が
一
三
か
所
目
の
医
療
機
関
と
し
て
受
け
入
れ
た
患
者
も
あ
っ
た
。

し
か
し
本
院
の
コ
ロ
ナ
病
床
に
も
限
り
が
あ
り
、
救
急
外
来
で
受
け

入
れ
た
コ
ロ
ナ
陽
性
患
者
全
員
を
本
院
で
入
院
加
療
す
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
状
況
に
対
応
す
べ
く
、
救
急
外
来
ス
タ
ッ
フ

が
苦
肉
の
策
と
し
て
開
始
し
た
の
が
、
オ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
方
式
で
あ

る
。
具
体
的
に
は
、
少
量
の
酸
素
投
与
が
必
要
な
ど
の
理
由
で
、
施

設
や
自
宅
へ
帰
る
こ
と
の
で
き
な
い
高
齢
の
陽
性
患
者
を
対
象
に
、

救
急
外
来
内
の
ベ
ッ
ド
で
翌
朝
ま
で
オ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
症
例
と
し
て

過
ご
し
て
も
ら
い
、
そ
の
間
、
必
要
な
治
療
や
観
察
を
実
施
し
、
翌
朝
、

周
辺
医
療
機
関
に
転
院
を
打
診
し
、
受
け
入
れ
て
も
ら
う
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
救
急
外
来
看
護
師
は
増
員
も
ま
ま
な
ら
な
い

状
況
下
で
、
多
い
日
に
は
三
～
四
人
の
オ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
症
例
を
管

理
し
な
が
ら
他
の
救
急
患
者
の
対
応
も
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
の
仕
事
量
た
る
や
想
像
を
絶
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
コ
ロ
ナ
陽
性

患
者
で
溢
れ
か
え
る
救
急
外
来
で
、
高
度
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
と
し

て
の
責
務
で
あ
る
「
断
ら
な
い
救
急
」
も
並
行
し
て
お
こ
な
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
こ
の
両
立
が
コ
ロ
ナ
禍
を
通
し
て
最
も
苦

労
し
た
部
分
で
あ
っ
た
。

Ⅵ　

最
後
に

本
院
で
の
私
に
課
せ
ら
れ
た
仕
事
は
、
救
急
外
来
や
Ｉ
Ｃ
Ｕ
・
Ｈ

Ｃ
Ｕ
を
含
め
た
高
度
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
全
体
の
運
営
と
、
国
内
外

に
お
け
る
災
害
救
護
、
救
援
活
動
の
対
応
が
そ
の
中
心
で
あ
る
。
し

か
し
今
後
、
新
た
な
新
興
感
染
症
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
や
大
規
模
自
然

災
害
な
ど
、
予
想
外
の
事
態
に
直
面
し
た
場
合
、
今
回
の
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
で
得
た
さ
ま
ざ
ま
経
験
を
、
院
内
の
危
機

管
理
に
生
か
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
こ
れ

か
ら
の
わ
が
国
、
特
に
高
齢
化
に
よ
る
人
口
減
少
が
急
速
に
進
ん
で

い
る
和
歌
山
県
の
よ
う
な
地
方
で
は
、
人
口
減
に
伴
う
病
床
数
の
削

減
が
大
き
な
課
題
と
な
る
。
た
だ
コ
ロ
ナ
禍
を
経
験
し
、
わ
が
国
の

医
療
が
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
極
め
て
脆
弱
で
あ
る
こ
と
も
露
呈
さ
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
。
こ
の
状
況
を
打
破
す
る
た
め
に
は
、

今
後
、
各
医
療
機
関
は
地
域
医
療
構
想
に
沿
っ
た
病
床
削
減
を
行
い

な
が
ら
も
、
併
せ
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
よ
う
な
新
興

感
染
症
、
ま
た
南
海
ト
ラ
フ
地
震
の
よ
う
な
大
規
模
災
害
時
に
も
対

応
可
能
な
、
新
た
な
医
療
体
制
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
い
。
本
院

も
そ
う
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
災
害
拠
点
病
院
に
指
定
さ
れ
て
い
る

医
療
機
関
で
は
、
今
後
、
削
減
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
病
床
を

「
サ
ー
ジ
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
ー
」
と
し
て
確
保
、
管
理
し
、
そ
の
ス
ペ
ー

ス
（
病
棟
）
と
マ
ン
パ
ワ
ー
を
平
時
と
緊
急
時
で
柔
軟
に
切
り
替
え
な

が
ら
有
効
に
利
用
で
き
る
、
画
期
的
で
新
し
い
危
機
管
理
シ
ス
テ
ム

を
作
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
く
感
じ
て
い
る
。
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苦
難
を
乗
り
越
え
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
高
め
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

間
瀬
照
美

は
じ
め
に

横
浜
市
立
み
な
と
赤
十
字
病
院
は
、
設
置
主
体
が
横
浜
市
、
経
営

を
日
本
赤
十
字
社
が
担
う
公
設
民
営
で
あ
り
、
許
可
病
床
数
六
三
四

床
の
地
域
医
療
支
援
病
院
で
あ
る
。
主
な
病
院
機
能
は
救
命
救
急
セ

ン
タ
ー
、
地
域
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
、
災
害
拠
点
病
院
等
で
あ

る
。
病
院
理
念
は
「
人
道
・
博
愛
の
赤
十
字
精
神
の
も
と
、
患
者
の

権
利
を
尊
重
し
良
質
で
高
度
な
医
療
を
提
供
し
、
市
民
の
健
康
増
進

に
貢
献
す
る
」
と
し
、「
断
ら
な
い
救
急
」
を
目
標
に
掲
げ
、
職
員
全

員
が
そ
の
目
標
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
。
そ
の
た
め
、

二
〇
二
二
年
度
の
救
急
車
搬
送
数
は
一
四
、七
五
七
台
、
全
国
二
位
の

実
績
で
あ
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
以
下
、
コ
ロ
ナ
と
い
う
）
に
お
い

て
は
、
神
奈
川
県
の
重
点
医
療
機
関
を
担
い
、
重
症
お
よ
び
中
等
症

Ⅱ
の
患
者
を
受
け
入
れ
て
き
た
。
二
〇
二
〇
年
二
月
、
大
型
ク
ル
ー

ズ
船
「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
・
プ
リ
ン
セ
ス
号
」
の
患
者
受
け
入
れ
か
ら

二
〇
二
三
年
九
月
末
ま
で
の
三
年
八
カ
月
に
及
ぶ
入
院
患
者
数
は
約

一
、六
〇
〇
人
で
あ
る
。
職
員
は
、
ク
ル
ー
ズ
船
へ
の
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
派
遣

か
ら
現
在
ま
で
、
患
者
と
家
族
に
寄
り
添
い
、
第
一
線
で
コ
ロ
ナ
と

特
集
１

：

コ
ロ
ナ
禍
の
教
訓

―
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
対
応
を
経
験
し
て

横
浜
市
立
み
な
と
赤
十
字
病
院
副
院
長
兼
看
護
部
長

戦
っ
て
き
た
。
当
院
は
感
染
症
指
定
病
院
で
は
な
か
っ
た
が
、
病
院

長
の
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
、
ク
ル
ー
ズ
船
の
コ
ロ
ナ
患
者

の
受
け
入
れ
を
決
定
し
、
災
害
対
策
本
部
を
立
ち
上
げ
職
員
全
員
で

対
応
し
て
き
た
。
毎
週
、
コ
ロ
ナ
対
策
会
議
を
幹
部
と
各
部
門
の
関

係
者
が
参
加
し
、
災
害
対
応
と
同
様
に
運
営
し
た
。
会
議
で
は
、
県

の
情
報
共
有
や
現
場
の
困
り
ご
と
を
速
や
か
に
解
決
す
る
場
と
し
て

機
能
し
、現
在
も
フ
ェ
ー
ズ
毎
に
開
催
回
数
を
決
め
て
実
施
し
て
い
る
。

ク
ル
ー
ズ
船
の
コ
ロ
ナ
患
者
の
受
け
入
れ
は
、
緩
和
ケ
ア
病
棟

を
専
用
病
棟
と
し
た
。
理
由
は
、
感
染
対
策
の
観
点
か
ら
全
室
個
室

で
あ
り
、
病
棟
専
用
の
入
り
口
が
あ
り
他
の
入
院
患
者
と
動
線
を
分

け
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
患
者
受
け
入
れ
に
当
た
っ
て
は
、

感
染
管
理
室
と
協
働
し
物
資
の
確
保
や
患
者
の
動
線
、
職
員
の
感
染

教
育
等
を
数
日
で
行
っ
た
。
ま
た
、
緩
和
ケ
ア
病
棟
に
入
院
中
の
患

者
は
、
一
般
病
棟
に
転
棟
し
、
コ
ロ
ナ
入
院
患
者
の
看
護
は
、
緩
和

ケ
ア
病
棟
の
職
員
が
行
っ
た
。
こ
れ
ま
で
、
が
ん
末
期
患
者
の
看
護

を
し
て
い
た
が
、
職
員
は
不
安
の
な
か
必
死
に
看
護
に
あ
っ
た
。
患

者
は
、
お
お
む
ね
外
国
人
で
あ
っ
た
た
め
、
言
葉
や
文
化
の
違
い
、

食
事
の
問
題
な
ど
多
く
の
課
題
が
あ
っ
た
。
奇
し
く
も
、
二
〇
二
〇

年
一
月
に
国
際
医
療
部
が
発
足
し
た
直
後
で
あ
り
、
大
使
館
や
現
地

の
家
族
、
保
険
会
社
等
の
や
り
取
り
を
担
っ
た
。

当
時
、
対
応
す
る
職
員
と
そ
の
家
族
は
、
未
知
の
ウ
イ
ル
ス
に
対

し
、
自
分
達
も
感
染
す
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
怖
を
抱
え
な
が
ら
医

療
者
と
し
て
の
使
命
を
果
た
す
一
心
で
対
応
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
を

職
員
に
強
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
門
の
ト
ッ
プ
と
し
て
、
と
て
も

申
し
訳
な
い
思
い
が
強
く
、
心
苦
し
か
っ
た
。
そ
の
後
も
次
々
と
生

じ
る
多
く
の
課
題
に
、
眠
れ
な
い
日
々
を
過
ご
し
な
が
ら
も
管
理
者

が
英
知
を
出
し
合
い
、
職
員
が
最
前
線
で
医
療
を
提
供
し
、
こ
の
難

局
を
職
員
一
丸
と
な
っ
て
乗
り
越
え
て
き
た
。

国
内
の
コ
ロ
ナ
患
者
の
入
院
は
、
重
症
を
Ｉ
Ｃ
Ｕ
・
Ｈ
Ｃ
Ｕ
、
中

等
症
Ⅱ
を
呼
吸
器
科
病
棟
で
受
け
入
れ
、
最
大
、
重
症
一
七
人
、
中

等
症
Ⅱ
二
五
人
を
受
け
入
れ
た
。

一
方
で
、
コ
ロ
ナ
重
点
医
療
機
関
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
中
で
、

本
来
の
高
度
急
性
期
病
院
の
機
能
を
維
持
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か

と
危
機
的
状
況
を
経
験
し
た
。
そ
こ
で
、
主
に
三
つ
の
危
機
に
つ
い

て
述
べ
た
い
と
思
う
。
一
点
目
は
コ
ロ
ナ
に
伴
う
離
職
率
の
高
騰
と

ダ
ウ
ン
サ
イ
ジ
ン
グ
に
つ
い
て
、
二
点
目
は
新
興
感
染
症
の
感
染
拡

大
時
に
お
け
る
取
組
み
計
画
の
策
定
、
三
点
目
は
重
傷
者
に
対
応
で

き
る
看
護
師
の
育
成
に
つ
い
て
で
あ
る
。

Ⅰ　

コ
ロ
ナ
に
伴
う
離
職
率
の
高
騰
と
ダ

ウ
ン
サ
イ
ジ
ン
グ

特
に
、
病
院
機
能
の
維
持
が
困
難
で
あ
っ
た
の
は
、
二
〇
二
〇 

・
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二
〇
二
一
年
度
末
に
看
護
職
員
の
離
職
率
が
一
六
％
に
急
増
し
た
時

で
あ
っ
た
。
コ
ロ
ナ
受
け
入
れ
に
伴
う
理
由
で
退
職
し
た
職
員
は
一

人
も
い
な
い
が
、
コ
ロ
ナ
対
応
へ
の
偏
見
等
に
伴
う
清
掃
業
者
の
撤

退
や
、
感
染
防
止
の
た
め
に
看
護
師
が
看
護
以
外
の
業
務
ま
で
担
う

こ
と
と
な
り
、
心
身
の
疲
弊
や
業
務
の
増
加
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
専

用
病
棟
や
Ｉ
Ｃ
Ｕ
・
Ｈ
Ｃ
Ｕ
病
棟
が
コ
ロ
ナ
患
者
を
受
け
入
れ
る

こ
と
に
伴
い
、
救
急
病
棟
や
一
般
病
棟
で
重
症
患
者
や
病
床
編
成
が

従
来
と
異
な
る
混
合
病
棟
と
な
り
業
務
の
負
担
や
複
雑
化
が
背
景
に

あ
っ
た
。

二
〇
二
一
年
度
の
意
向
調
査
か
ら
看
護
職
員
の
離
職
率
が
二
年
連

続
高
騰
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
、
病
院
機
能
を
維
持
す
る
こ
と
が
困

難
と
な
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
た
。
病
院
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、

病
床
を
ダ
ウ
ン
サ
イ
ジ
ン
グ
し
、
看
護
職
員
を
再
配
置
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
判
断
し
た
。
し
か
も
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
、
地
域
住

民
の
健
康
を
守
る
た
め
に
は
、
入
院
受
け
入
れ
を
通
常
通
り
行
い
な

が
ら
、
同
時
に
ダ
ウ
ン
サ
イ
ジ
ン
グ
と
再
配
置
を
実
施
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
た
。
ダ
ウ
ン
サ
イ
ジ
ン
グ
は
、
二
〇
一
四
年
度
か
ら
の
病

床
利
用
率
と
コ
ロ
ナ
禍
の
地
域
分
析
を
幹
部
会
議
で
共
有
し
、
緩
和

ケ
ア
病
棟
二
五
床
の
休
床
を
決
定
し
た
。

緩
和
ケ
ア
病
棟
は
、
ク
ル
ー
ズ
船
の
コ
ロ
ナ
患
者
が
全
て
退
院

し
た
後
、
病
棟
を
通
常
に
戻
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
に
面
会
が
ま
ま
な

ら
な
く
な
り
入
院
患
者
が
減
少
し
、
二
〇
二
一
年
一
月
に
休
床
し
た
。

緩
和
ケ
ア
に
や
り
が
い
を
持
つ
職
員
は
、
休
床
に
納
得
で
き
ず
、
一

部
の
職
員
は
退
職
し
た
。
看
護
部
長
と
し
て
、
や
り
き
れ
な
い
思
い

を
抱
え
な
が
ら
も
、
病
院
機
能
を
維
持
す
る
に
は
致
し
方
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
二
〇
二
一
年
三
月
に
、
５
Ｄ
病
棟
（
小
児
科
と
成
人
の
混
合
病

棟
）
の
二
三
床
を
休
床
し
、
５
Ｃ
病
棟
（
産
婦
人
科
・
女
性
病
棟
）
と
合
併

し
、
５
Ｃ
Ｄ
病
棟
と
し
て
新
た
に
一
看
護
単
位
と
し
た
。
機
能
の
異

な
る
病
棟
の
合
併
は
混
乱
を
招
き
、
新
た
な
チ
ー
ム
作
り
は
大
変
困

難
で
あ
っ
た
。

稼
働
病
床
数
は
、
合
計
四
八
床
を
休
床
し
、
五
六
八
床
に
ダ
ウ
ン

サ
イ
ジ
ン
グ
し
た
。
看
護
師
総
数
は
二
〇
二
一
年
四
月
末
日
六
三
一

人
（
二
〇
二
〇
年
度
比
二
八
人
減
）
を
再
配
置
し
、
高
度
急
性
期
及
び
コ

ロ
ナ
重
点
医
療
機
関
と
し
て
の
機
能
を
維
持
・
向
上
す
る
た
め
、
Ｉ

Ｃ
Ｕ
の
配
置
を
手
厚
く
し
、
救
急
、
一
般
病
棟
の
配
置
を
維
持
で
き
た
。

Ⅱ　

新
興
感
染
症
の
感
染
拡
大
時
に
お
け

る
取
組
み
計
画
の
策
定

二
〇
二
〇
年
度
に
新
興
感
染
症
拡
大
時
に
備
え
、
リ
リ
ー
フ
体
制

の
基
準
を
「
診
療
報
酬
上
の
算
定
要
件
を
厳
守
」「
適
正
な
看
護
職
員

の
人
員
配
置
」「
安
全
な
医
療
提
供
」「
質
の
高
い
看
護
の
提
供
」
を
基

本
方
針
に
改
正
し
た
。
部
内
全
体
の
リ
リ
ー
フ
調
整
は
、
師
長
か
ら

の
要
請
を
受
け
、
業
務
担
当
看
護
副
部
長
が
担
っ
た
。
リ
リ
ー
フ
調

整
に
よ
り
各
部
署
の
人
員
確
保
の
他
、
時
間
外
の
短
縮
や
年
休
取
得

の
確
保
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
し
、
コ
ロ
ナ
は
波
ご
と
に
様
相
が
異
な
り
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

も
柔
軟
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
第
四
波
後
は
、
国
の

第
八
次
医
療
計
画
の
策
定
案
を
踏
ま
え
、
新
興
感
染
症
の
感
染
拡
大

時
に
お
け
る
取
組
み
計
画
（
資
料
１
）
を
二
〇
二
一
年
三
月
に
作
成
し

た
。
フ
ェ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
人
員
基
準
は
、
担
当
部
署
の
看
護
師
長

と
話
し
合
い
、
現
場
の
状
況
を
勘
案
し
な
が
ら
改
訂
し
、
フ
ェ
ー
ズ

に
合
わ
せ
た
看
護
師
の
確
保
が
で
き
る
よ
う
に
計
画
し
た
。
波
の
合

間
を
平
時
と
捉
え
、
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
時
の
有
事
に
は
対
応
で
き
る

よ
う
準
備
し
、
平
時
と
有
事
の
リ
リ
ー
フ
体
制
や
重
症
者
に
対
応
で

き
る
看
護
師
の
育
成
等
の
取
り
組
み
を
開
始
し
た
。

Ⅲ　

重
症
者
に
対
応
で
き
る
看
護
師
の
育
成

⑴
フ
ェ
ー
ズ
に
お
け
る
看
護
体
制

二
〇
二
一
年
八
月
時
点
で
は
、
重
症
者
を
Ｉ
Ｃ
Ｕ
及
び
Ｈ
Ｃ
Ｕ
で

最
大
一
二
床（
特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
一
）、中
等
症
Ⅱ
を
６
Ｂ
病
棟（
従

来
は
、
呼
吸
器
科
病
棟
。
フ
ェ
ー
ズ
３
以
上
で
は
ハ
イ
ケ
ア
ユ
ニ
ッ
ト
入
院

管
理
料
）
で
二
〇
床
受
け
入
れ
た
。

平
時
に
は
Ｉ
Ｃ
Ｕ
と
Ｈ
Ｃ
Ｕ
の
職
員
が
協
働
し
て
重
傷
者
に
対
応

す
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
フ
ェ
ー
ズ
３
以
上
で
増
員
と
し
た
。
ま
た
、

中
等
症
の
６
Ｂ
病
棟
で
は
フ
ェ
ー
ズ
２
以
上
で
四
対
一
看
護
配
置
と

し
、
フ
ェ
ー
ズ
４
以
上
で
増
員
と
し
、
各
部
署
へ
の
リ
リ
ー
フ
体
制

を
計
画
し
た
。（
表
１
参
照
）

⑵
リ
リ
ー
フ
体
制
の
整
備

―
重
症
者
に
対
応
で
き
る
看
護
師
の

育
成
と
計
画
的
リ
リ
ー
フ

二
〇
一
九
年
よ
り
、
重
症
者
に
対
応
で
き
る
看
護
師
を
育
成
す
る

た
め
、
Ｉ
Ｃ
Ｕ
・
Ｈ
Ｃ
Ｕ
の
看
護
職
員
を
三
カ
月
ご
と
に
ロ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン
し
、
年
一
回
は
全
員
を
異
動
す
る
取
り
組
み
を
行
っ
て
い

た
。
重
傷
者
を
最
大
一
七
人
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
こ

の
取
り
組
み
が
功
を
奏
し
た
。
し
か
し
、
十
分
で
は
な
か
っ
た
た
め
、

二
〇
二
一
年
五
月
よ
り
、
重
症
者
に
対
応
で
き
る
看
護
師
の
育
成
に

取
り
組
ん
だ
。
院
内
中
の
Ｉ
Ｃ
Ｕ
部
署
経
験
者
と
各
病
棟
主
任
を
対

象
に
、
個
々
の
レ
ベ
ル
に
合
わ
せ
た
育
成
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
立
案
し
、

教
育
を
資
料
二
の
通
り
取
り
計
画
し
た
。
ま
た
、
重
症
患
者
の
受
け

入
れ
を
救
急
病
棟
が
担
う
た
め
、
救
急
病
棟
・
救
急
外
来
へ
の
人
員

確
保
も
併
せ
て
計
画
し
た
。
一
般
病
棟
の
入
院
を
お
お
む
ね
四
九
床

か
ら
三
六
床
に
制
限
し
、
夜
勤
看
護
師
を
一
人
減
じ
た
こ
と
で
多
く

の
リ
リ
ー
フ
調
整
が
可
能
と
な
っ
た
。
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以
上
の
通
り
、
重
症
者
に
対
応
可
能
な
人
材
が
確
保
で
き
な
け
れ

ば
、
有
事
の
際
に
対
応
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
平
時
か
ら
高
度

な
専
門
知
識
と
技
術
を
有
す
る
看
護
師
の
育
成
が
重
要
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
第
六
波
で
は
、
連
発
す
る
病
棟
ク
ラ
ス
タ
ー
、
第
七
波

で
は
職
員
及
び
家
族
の
コ
ロ
ナ
感
染
に
よ
る
自
宅
療
養
者
が
多
数
と

な
る
等
、
波
ご
と
に
異
な
る
様
相
の
コ
ロ
ナ
対
応
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

し
た
。

二
〇
二
三
年
五
月
以
降
、
コ
ロ
ナ
は
五
類
と
な
っ
た
が
一
般
診
療

と
同
等
に
今
も
な
お
、
コ
ロ
ナ
に
対
応
し
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
と
共
存

し
な
が
ら
、
重
症
者
に
対
応
で
き
る
看
護
師
の
育
成
は
現
在
も
継
続

し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
部
署
異
動
を
積
極
に
行
い
、
Ｉ
Ｃ
Ｕ
・
Ｈ

Ｃ
Ｕ
か
ら
病
棟
へ
、
病
棟
か
ら
Ｉ
Ｃ
Ｕ
・
Ｈ
Ｃ
Ｕ
へ
異
動
し
、
有
事

の
際
に
重
症
者
に
対
応
で
き
る
看
護
師
を
確
保
で
き
る
よ
う
に
し
て

い
る
。
ま
た
、
更
な
る
育
成
の
た
め
同
じ
フ
ロ
ア
ー
に
あ
る
救
急
病

棟
で
も
重
症
者
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
Ｉ
Ｃ
Ｕ
と
救
急
病
棟
の
認
定

看
護
師
を
異
動
し
、
今
後
の
育
成
計
画
を
立
案
す
る
予
定
で
あ
る
。

3 
 

2021 年 8 月時点では、重症者を ICU 及び HCU で最大 12 床(特定集中治療室管理料１)、中等症Ⅱを６B 病

棟(従来は、呼吸器科病棟。フェーズ 3 以上ではハイケアユニット入院管理料)で 20 床受け入れた。 

平時には ICU と HCU の職員が協働して重傷者に対応することを基本とし、フェーズ 3 以上で増員とした。ま

た、中等症の６B 病棟ではフェーズ 2 以上で 4 対 1 看護配置とし、フェーズ 4 以上で増員とし、各部署へのリリ

ーフ体制を計画した。(表１参照) 

 
 

２．リリーフ体制の整備 ―重症者に対応できる看護師の育成と計画的リリーフ 

2019 年より、重症者に対応できる看護師を育成するため、ICU・HCU の看護職員を 3 カ月ごとにローテーショ

ンし、年 1 回は全員を異動する取り組みを行っていた。重傷者を最大 17 人受け入れることができたのは、この取

り組みが功を奏した。しかし、十分ではなかったため、2021 年 5 月より、重症者に対応できる看護師の育成に取

り組んだ。院内中の ICU 部署経験者と各病棟主任を対象に、個々のレベルに合わせた育成スケジュールを立

案し、教育を資料２の通り取り計画した。また、重症患者の受け入れを救急病棟が担うため、救急病棟・救急外

来への人員確保も併せて計画した。一般病棟の入院をおおむね 49 床から 36 床に制限し、夜勤看護師を 1 人

減じたことで多くのリリーフ調整が可能となった。 

 以上の通り、重症者に対応可能な人材が確保できなければ、有事の際に対応することは困難であり、平

時から高度な専門知識と技術を有する看護師の育成が重要であった。 

さらに、第６波では、連発する病棟クラスター、第７波では職員及び家族のコロナ感染による自宅療養者が多

数となる等、波ごとに異なる様相のコロナ対応をマネジメントした。 

 2023 年 5 月以降、コロナは 5 類となり一般診療と同等に今もなお、コロナに対応している。コロナとの共存しな

がら、重症者に対応できる看護師の育成は現在も継続している。そのため、異動を積極に行い、ICU・HCU から

病棟へ、病棟から ICU・HCU へ異動し、有事の際に重症者に対応できる看護師を確保できるようにしている。ま

た、更なる育成のため同じフロアーにある救急病棟でも重症者に対応できるよう、ICU と救急病棟の認定看護師

を異動し、今後の育成計画を立案する予定である。 

表 1　COVID-19 受け入れに伴う必要看護師数（看護部 2021.8.27 更新）

処置中の様子

　　　　リハビリ中の様子　　　　　　　　タブレットを使用したオンライン面会
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お
わ
り
に

三
年
半
以
上
が
経
過
し
、
経
験
か
ら
多
く
の
苦
難
を
乗
り
越
え
、

私
た
ち
は
、
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
高
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
後
、

新
興
感
染
症
に
対
応
す
る
時
は
今
回
の
体
験
を
生
か
し
て
、
病
院
機

能
を
維
持
・
向
上
し
、
引
き
続
き
地
域
貢
献
を
果
た
し
て
い
き
た
い
。

資
料
１新

興
感
染
症
の
感
染
拡
大
時
に
お
け
る
取
組
み
計
画

 
二
〇
二
一
・
三　

看
護
部

新
興
感
染
症
の
感
染
拡
大
時
に
お
け
る
取
組
を
下
記
の
通
り
計
画

す
る
。

１
．
今
後
の
地
域
医
療
計
画
に
つ
い
て

二
〇
二
〇
年
一
二
月
医
療
計
画
の
見
直
し
等
に
関
す
る
検
討
会
で

は
、｢

コ
ロ
ナ
対
応
を
踏
ま
え
た
今
後
の
医
療
提
供
体
制
の
構
築
に

向
け
た
考
え
方｣

に
お
い
て
、
医
療
計
画
の
記
載
事
項
に｢

新
興
感

染
症
の
感
染
拡
大
時
に
お
け
る
医
療
」
を
追
加
し
、
五
事
業
か
ら
六

事
業
と
す
る
。
ま
た
、
平
時
お
よ
び
感
染
拡
大
時
の
取
り
組
み
を
第

八
次
医
療
計
画
（
二
〇
二
四
年
～
二
〇
二
九
年
）
か
ら
追
加
す
る
こ
と
が

示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
平
時
か
ら
の
取
組
に
必
要
な
観
点
と
し
て
、

以
下
を
挙
げ
て
い
る
。

⑴
感
染
拡
大
に
対
応
可
能
な
医
療
機
関
・
病
床
等
の
確
保 

• 
 

感
染
症
指
定
医
療
機
関
（
感
染
症
病
床
）
の
整
備 

• 
 

感
染
拡
大
時
に
ゾ
ー
ニ
ン
グ
等
の
観
点
か
ら
活
用
し
や
す
い

病
床
や
感
染
症
対
応
に
転
用
し
や
す
い
ス
ペ
ー
ス
（
病
床
の
ダ

ウ
ン
サ
イ
ズ
に
伴
う
空
き
ス
ペ
ー
ス
を
含
む
。）
の
確
保
に
必
要
な

施
設
・
設
備
の
整
備
（
重
症
例
や
疑
い
症
例
等
を
想
定
し
た
整
備

を
含
む
。） 

な
ど 

⑵
感
染
拡
大
時
を
想
定
し
た
専
門
人
材
の
確
保
等 

• 
 

感
染
防
止
制
御
チ
ー
ム
の
活
用 

• 
 

感
染
管
理
の
専
門
性
を
有
す
る
看
護
師
（
Ｉ
Ｃ
Ｎ
）
の
確
保
等 

• 
 

重
症
患
者
（
Ｅ
Ｃ
Ｍ
Ｏ 

や
人
工
呼
吸
器
管
理
が
必
要
な
患
者
等
）

に
対
応
可
能
な
人
材 

な
ど 

⑶
医
療
機
関
に
お
け
る
感
染
防
護
具
等
の
備
蓄 

⑷
院
内
感
染
対
策
の
徹
底 

⑸
医
療
機
関
内
で
ク
ラ
ス
タ
ー
が
発
生
し
た
際
の
対
応
方
針
の
共

有 
（
院
内
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
や
医
療
機
関
の
連
携
等
）

⑹
医
療
機
関
に
お
け
る 

Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
等
病
原
体
検
査
の
体
制
の
整

備 

な
ど

２
．
神
奈
川
県
の
計
画

フ
ェ
ー
ズ
に
応
じ
た
即
応
病
床
数
や
最
大
確
保
病
床
数
に
つ
い
て

県
と
の
協
定
等
の
形
で
明
文
化
す
る
と
と
も
に
、
認
定
医
療
機
関
の

間
で
情
報
共
有
す
る
方
向
性

３
．
横
浜
市
の
計
画

市
立
・
市
大
・
地
域
中
核
病
院
等
（
一
五
病
院
）
を
中
心
に
神
奈
川

県
の
フ
ェ
ー
ズ
に
合
わ
せ
て
病
院
別
に
即
応
病
床
数
を
決
め
る

４
．
当
院
の
即
応
病
床
数

５
．
平
時
か
ら
の
取
り
組
み
計
画

以
下
に
つ
い
て
幹
部
・
各
部
門
と
協
働
す
る

⑴
院
内
フ
ェ
ー
ズ
の
方
針
…
…
看
護
部
長

⑵
フ
ェ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
人
員
基
準
…
…
看
護
部
長

⑶
フ
ェ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
病
床
確
保
（
地
域
連
携
も
含
め
る
）
…
…

業
務
担
当
副
部
長

⑷
フ
ェ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
施
設
・
設
備
…
…
業
務
担
当
副
部
長

⑸
平
時
と
有
事
の
リ
リ
ー
フ
体
制
…
…
業
務
担
当
副
部
長

⑹
日
常
的
な
感
染
防
止
対
策
…
…
人
事
担
当
副
部
長
（
感
染
担
当
含

む
）

⑺
感
染
防
止
対
策
（
物
品
の
確
保
・
購
入
、
フ
ェ
ー
ズ
ご
と
の
準
備
）

…
…
人
事
担
当
副
部
長
（
感
染
担
当
含
む
）

⑻
感
染
管
理
に
専
門
的
な
人
材
の
育
成
…
…
人
事
担
当
副
部
長（
感

染
担
当
含
む
）

⑼
ク
ラ
ス
タ
ー
発
生
時
の
院
内
対
応
…
…
人
事
担
当
副
部
長
（
感
染

担
当
含
む
）

⑽
重
症
・
中
等
症
病
床
の
フ
ェ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
人
員
調
整
…
…

教
育
担
当
副
部
長

⑾
重
症
者
に
対
応
す
る
た
め
の
教
育
計
画
…
…
教
育
担
当
副
部
長

フェーズ
1

フェーズ
2

フェーズ
3

フェーズ
4

重症 4 4 6 12

中等症 8 12 20 20

合計 12 16 26 32
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資
料
2

は
じ
め
に

二
〇
一
九
年
十
二
月
、
中
国
湖
北
省
武
漢
市
で
原
因
不
明
の
肺
炎

の
集
団
感
染
か
ら
始
ま
っ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
全
世

界
に
猛
威
を
振
る
っ
た
。
多
く
の
人
類
の
尊
い
命
を
奪
い
、
私
た
ち

の
生
活
様
式
は
一
変
し
た
。
私
は
当
時
看
護
副
部
長
で
あ
っ
た
。
そ

の
翌
年
、
当
医
療
圏
で
も
陽
性
患
者
が
発
生
し
始
め
た
四
月
に
、
看

護
部
長
に
就
任
し
た
。
辞
令
を
受
け
取
り
、
初
め
て
の
会
議
が
そ
の

日
の
午
後
に
開
か
れ
た
院
内
感
染
対
策
本
部
会
議
で
あ
っ
た
。
以
降
、

こ
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
、
看
護
管

理
者
と
し
て
倫
理
的
に
悩
む
こ
と
が
多
く
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
院

の
看
護
師
た
ち
の
ブ
レ
な
い
献
身
的
な
看
護
の
姿
勢
と
発
信
力
や
行

動
力
、
更
に
こ
の
経
験
か
ら
更
に
成
長
し
て
い
く
姿
勢
に
赤
十
字
看

護
の
本
質
を
改
め
て
感
じ
る
機
会
と
な
っ
た
。

Ⅰ　

国
際
救
援
活
動
経
験
者
の
活
躍

二
〇
二
〇
年
一
月
に
横
浜
港
に
到
着
し
た
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
プ
リ
ン

コ
ロ
ナ
禍
で
感
じ
た
赤
十
字
看
護
の
本
質

駒
田
香
苗

特
集
１

：

コ
ロ
ナ
禍
の
教
訓

姫
路
赤
十
字
病
院　

看
護
部
長
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セ
ス
号
の
乗
客
か
ら
感
染
者
が
多
数
出
た
。
同
年
二
月
、
本
社
か
ら

ダ
イ
ア
モ
ン
ド
プ
リ
ン
セ
ス
号
へ
の
救
護
活
動
要
請
が
あ
っ
た
。
外

国
人
が
多
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
国
際
救
援
活
動
経
験
者
と
の
指
示
が

あ
り
、
津
田
香
都
看
護
係
長
に
お
願
い
を
す
る
と
、
快
諾
し
、
わ
ず

か
二
日
ほ
ど
で
出
動
し
た
。
今
で
も
最
も
申
し
訳
な
か
っ
た
と
思
う

事
は
、
救
護
活
動
の
当
事
者
の
人
権
を
守
る
た
め
に
「
極
秘
任
務
」
で

あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
院
内
の
ご
く
一
部
の
職
員
し
か
知
ら
さ
れ
ず
、

大
勢
に
見
送
り
も
さ
れ
ず
に
出
動
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
国
際
救
援
活

動
に
出
動
す
る
際
に
は
、
院
長
か
ら
赤
十
字
の
旗
を
受
け
取
り
、
壮

行
会
を
行
う
の
だ
が
、
そ
れ
が
出
来
な
か
っ
た
。
任
務
が
終
了
し
た

後
も
、
ひ
っ
そ
り
と
二
週
間
の
自
宅
待
機
を
し
て
も
ら
っ
た
。
ま
だ

ウ
イ
ル
ス
の
正
体
も
は
っ
き
り
し
な
い
頃
で
あ
っ
た
た
め
、
計
り
知

れ
な
い
不
安
が
あ
っ
た
と
思
う
が
、
国
際
救
援
活
動
の
経
験
を
活
か

し
言
語
や
各
国
の
文
化
も
理
解
し
た
中
で
、
立
派
に
使
命
を
果
た
し

て
く
れ
た
。
何
よ
り
も
本
人
が
感
染
す
る
こ
と
な
く
帰
宅
し
て
く
れ

た
こ
と
に
安
堵
し
た
。

ま
た
、
二
〇
二
〇
年
四
月
、
私
が
看
護
部
長
就
任
早
々
、
兵
庫
県

支
部
か
ら
事
務
部
長
に
救
護
の
打
診
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
兵
庫
県
下

初
の
軽
症
者
療
養
を
目
的
と
し
て
姫
路
市
の
ホ
テ
ル
が
選
ば
れ
、
そ

こ
に
当
院
か
ら
看
護
師
を
派
遣
し
て
ほ
し
い
と
の
事
で
あ
っ
た
。
看

護
部
長
に
就
任
後
間
も
な
い
私
に
と
っ
て
、
初
め
て
の
意
思
決
定
の

場
面
で
あ
っ
た
。
当
時
は
、
医
療
圏
で
の
感
染
者
の
対
応
に
右
往
左

往
し
て
い
る
状
況
で
、
看
護
人
員
を
ど
の
よ
う
に
確
保
す
る
か
と
い

う
こ
と
に
頭
を
抱
え
て
い
た
私
は
、
非
常
に
悩
ん
だ
。「
今
で
も
厳

し
い
し
、
他
の
医
療
機
関
は
陽
性
患
者
を
受
け
入
れ
て
い
な
い
の
に
、

ど
う
し
て
当
院
ば
か
り
が
？
」
と
正
直
感
じ
た
。
し
か
し
、
こ
の
感

染
症
の
蔓
延
は
「
災
害
」
で
あ
る
、
と
赤
十
字
の
使
命
感
を
奮
い
立
た

せ
て
看
護
師
派
遣
を
決
め
た
。
県
で
初
の
事
業
で
あ
り
、
マ
ニ
ュ
ア

ル
も
何
も
無
い
時
点
で
の
立
ち
上
げ
で
あ
る
。
こ
の
事
業
に
関
わ
る

の
は
県
職
員
と
自
衛
隊
・
ホ
テ
ル
従
業
員
と
当
院
の
看
護
師
で
あ
っ

た
。
誰
も
が
初
め
て
の
経
験
、
し
か
も
当
時
は
、
他
の
都
道
府
県
で

も
、
ま
だ
ホ
テ
ル
療
養
を
は
じ
め
て
い
る
所
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
っ

た
。
先
陣
を
切
る
人
材
と
し
て
思
い
浮
か
ん
だ
の
は
、
髙
原
美
貴
看

護
副
部
長
で
あ
る
。
彼
女
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
国

際
救
援
活
動
を
中
断
し
、
急
遽
三
月
末
に
緊
急
帰
国
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
彼
女
に
お
願
い
す
る
と
、
勿
論
快
諾
で
あ
っ
た
。
前
述
し
た

津
田
係
長
・
髙
原
副
部
長
も
、
要
請
を
受
け
る
と
、
必
ず
快
諾
し
て

く
れ
る
。
二
人
に
共
通
す
る
態
度
で
あ
り
、
さ
す
が
だ
と
感
じ
る
。

当
院
は
立
ち
上
げ
か
ら
の
四
日
間
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ

の
後
は
看
護
協
会
の
支
援
を
得
て
潜
在
看
護
師
た
ち
が
協
力
す
る

体
制
が
整
っ
た
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
も
何
も
無
い
現
地
で
、
初
対
面
の

人
が
集
合
し
準
備
が
始
ま
っ
た
。
高
原
副
部
長
の
国
際
救
援
活
動
で

の
経
験
を
活
か
し
、
ま
ず
現
地
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
っ
た
そ
う
で
あ

る
。
自
衛
隊
と
兵
庫
県
・
医
療
従
事
者
・
ホ
テ
ル
関
係
者
の
指
示
命

令
系
統
に
つ
い
て
組
織
図
を
書
き
、
ど
の
経
路
で
物
品
や
食
事
が
調

達
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
分
担
を
把
握
し
、
時
系
列
で
受

け
入
れ
準
備
を
進
め
て
い
っ
た
。
当
院
の
後
を
引
き
継
ぐ
の
は
潜
在

看
護
師
た
ち
で
あ
る
。
引
き
継
が
れ
る
人
た
ち
が
困
ら
な
い
よ
う
に
、

業
務
手
順
な
ど
を
整
え
た
。
ホ
テ
ル
療
養
が
始
ま
る
と
、
二
週
間
狭

い
ホ
テ
ル
の
部
屋
で
療
養
さ
れ
る
患
者
さ
ん
た
ち
の
生
活
を
想
起
し
、

少
し
で
も
運
動
不
足
の
解
消
に
な
れ
ば
と
館
内
放
送
を
利
用
し
た
ラ

ジ
オ
体
操
を
流
し
た
り
、
食
事
内
容
を
見
て
野
菜
や
水
分
を
増
や
す

よ
う
に
行
政
と
早
速
交
渉
し
改
善
し
た
り
し
た
そ
う
で
あ
る
。
ま
た

野
の
花
を
摘
み
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
書
い
て
食
事
と
共
に
療
養
者
へ
届

け
る
な
ど
の
実
践
を
し
て
い
る
。
髙
原
副
部
長
か
ら
は
「
当
た
り
前

の
事
」
の
よ
う
に
報
告
を
受
け
た
が
、
こ
れ
ら
は
長
年
の
国
際
救
援

活
動
の
経
験
か
ら
出
来
る
事
で
あ
り
非
常
に
感
心
さ
せ
ら
れ
た
。
髙

原
副
部
長
ら
が
立
ち
上
げ
た
方
法
は
、
以
降
も
継
続
さ
れ
兵
庫
県
の

医
務
課
職
員
か
ら
も
感
謝
の
言
葉
が
届
い
た
。

二
人
の
活
動
は
、
院
内
の
実
践
報
告
会
で
発
表
し
て
も
ら
っ
た
の

だ
が
、
参
加
し
て
い
た
あ
る
診
療
部
長
が
次
の
よ
う
に
感
想
が
伝
え

ら
れ
た
。「
ウ
イ
ル
ス
の
正
体
も
わ
か
ら
な
い
、
治
療
法
も
わ
か
ら
な

い
中
で
、
新
し
い
場
所
で
初
め
て
出
会
う
人
た
ち
と
協
力
し
て
、
し

か
も
厳
し
い
現
場
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
工
夫
し
な
が
ら
楽
し
そ
う

に
活
動
さ
れ
て
い
る
姿
に
、
非
常
に
感
動
し
ま
し
た
。
さ
す
が
、
赤

十
字
で
す
ね
。」

Ⅱ　

医
療
圏
内
で
初
の
陽
性
患
者
の
受
け

入
れ
と
、
誹
謗
中
傷
の
始
ま
り

二
〇
二
〇
年
三
月
五
日
、
院
内
感
染
対
策
本
部
会
議
を
し
て
い
た

時
に
、
院
長
の
電
話
が
鳴
っ
た
。
医
療
圏
で
第
一
号
の
感
染
者
が
発

生
し
、
当
院
へ
の
入
院
要
請
で
あ
っ
た
。
当
院
は
、
感
染
症
指
定
病

院
で
あ
っ
た
た
め
、
当
然
受
け
入
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
当
時
、
関

西
で
話
題
に
な
っ
て
い
た
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
で
の
感
染
者
で
あ
る
。
患

者
さ
ん
は
非
常
に
軽
症
で
あ
っ
た
が
、
当
時
の
法
律
上
は
隔
離
入
院

が
必
要
で
あ
る
。
個
人
情
報
が
職
員
に
も
知
ら
れ
る
こ
と
が
無
い
よ

う
に
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
に
は
十
分
配
慮
し
た
。
こ
の
患
者
さ
ん

の
事
が
兵
庫
県
の
記
者
会
見
で
発
表
さ
れ
、
入
院
先
が
「
姫
路
赤
十

字
病
院
」
で
あ
る
と
告
げ
ら
れ
た
。
当
院
は
、
病
棟
側
と
感
染
症
病

棟
は
完
全
に
空
調
も
分
け
て
隔
離
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で

も
手
術
予
定
患
者
の
キ
ャ
ン
セ
ル
や
外
来
患
者
の
減
少
、
職
員
へ
苦

情
や
相
談
も
相
次
ぐ
よ
う
な
事
態
と
な
っ
た
。

そ
の
後
も
数
人
、
陽
性
患
者
さ
ん
が
入
院
さ
れ
た
が
、
第
一
波
は

軽
症
者
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
感
染
し
た
患
者
さ
ん
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の
情
報
は
、
ど
こ
か
ら
か
知
れ
渡
り
、
大
変
な
誹
謗
中
傷
を
受
け
ら

れ
た
と
い
う
話
を
地
域
の
保
健
師
か
ら
後
か
ら
聞
い
た
。

看
護
師
に
対
す
る
誹
謗
中
傷
も
数
多
く
あ
っ
た
。
子
供
同
士
で
も

「
お
母
さ
ん
が
日
赤
だ
か
ら
、
遊
ば
な
い
で
」
と
言
わ
れ
た
り
、
地
域

の
集
会
に
出
て
も
、「
離
れ
て
座
っ
て
」
と
露
骨
に
避
け
ら
れ
た
り
す

る
な
ど
の
事
例
報
告
が
あ
っ
た
。
育
児
休
暇
明
け
で
保
育
所
へ
子
供

を
預
け
よ
う
と
す
る
と
、「
姫
路
日
赤
の
看
護
師
さ
ん
の
子
供
さ
ん
は

ち
ょ
っ
と
…
…
」
と
育
児
休
暇
を
延
長
す
る
よ
う
に
言
わ
れ
る
事
も

あ
っ
た
。
姫
路
市
役
所
へ
も
、「
日
赤
の
看
護
師
の
子
供
を
預
か
り
た

く
な
い
」
と
苦
情
の
電
話
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
姫
路
市
長
か
ら
各
保

育
所
へ
文
書
で
「
医
療
従
事
者
の
子
供
は
優
先
的
に
保
育
す
る
よ
う

に
」
と
の
通
知
が
出
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
看
護
師
の
家
族
も
苦
悩

し
て
い
た
。
家
族
に
内
緒
で
勤
務
し
て
く
れ
て
い
た
看
護
師
や
、
帰

宅
前
に
は
必
ず
シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び
て
帰
宅
し
た
り
、
車
の
中
で
寝
泊

ま
り
し
た
り
す
る
看
護
師
も
居
た
ほ
ど
で
あ
る
。
看
護
師
は
真
夏
で

も
フ
ル
装
備
の
防
護
服
を
着
て
、
汗
だ
く
で
看
護
か
ら
掃
除
、
高
齢

者
の
リ
ハ
ビ
リ
・
医
療
廃
棄
物
の
片
づ
け
ま
で
す
べ
て
実
施
し
て
い

た
。
看
護
師
に
も
家
族
は
居
る
し
、
小
さ
い
子
供
の
あ
る
看
護
師
も

居
た
。
今
、
思
い
返
し
て
も
、
こ
の
頃
が
一
番
辛
か
っ
た
と
思
い
返
す
。

日
本
赤
十
字
社
か
ら
二
〇
二
〇
年
三
月
に
示
さ
れ
た
「
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
三
つ
の
顔
を
知
ろ
う
」
に
あ
る
よ
う
に
、
第
一
の
感

染
症
が
「
病
気
」
そ
の
も
の
で
、「
第
二
の
感
染
症
の
「
不
安
」
と
第
三

の
感
染
症
の
「
差
別
」
に
つ
な
が
る
た
め
、
負
の
連
鎖
を
断
ち
切
ろ

う
と
い
う
教
え
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
看
護
師
を
し
て
き
て
、「
不
安
」

な
事
は
数
多
く
あ
っ
た
が
、
看
護
を
し
て
い
る
私
た
ち
や
患
者
さ
ん

た
ち
が
感
染
症
に
よ
っ
て
「
差
別
」
さ
れ
る
と
い
う
経
験
は
初
め
て

で
あ
り
、
人
間
不
信
に
も
陥
り
か
ね
な
い
状
況
に
も
あ
っ
た
。
兵
庫

県
看
護
協
会
が
ま
と
め
た
「
コ
ロ
ナ
禍
の
看
護
職
の
レ
ポ
ー
ト
」
が

二
〇
二
二
年
九
月
に
発
刊
さ
れ
た
。
そ
の
巻
頭
で
、
神
戸
市
看
護
大

学
の
南
裕
子
学
長
が
、「
ナ
ー
ス
は
感
染
を
恐
れ
な
い
。
感
染
を
防
御

す
る
術
を
知
っ
て
い
る
か
ら
、
と
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
が
語
っ
た
言
葉

の
重
み
を
世
界
中
の
ナ
ー
ス
た
ち
が
あ
ら
た
め
て
感
じ
な
が
ら
、
現

場
で
の
戦
い
が
長
く
続
く
事
と
な
っ
た
」と
書
か
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
、

看
護
師
と
し
て
の
使
命
を
感
じ
、
患
者
さ
ん
の
為
に
一
生
懸
命
看
護

を
実
践
し
て
い
る
看
護
職
に
と
っ
て
、
た
と
え
「
不
安
」
か
ら
く
る
も

の
と
は
い
え
第
三
の
感
染
症
「
差
別
」
は
今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
辛
い

経
験
で
あ
る
。

Ⅲ　

通
常
診
療
と
コ
ロ
ナ
対
応
の
両
立
と

い
う
ミ
ッ
シ
ョ
ン

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
蔓
延
す
る
ま
で
は
、
当
院
の
病

床
稼
働
率
は
約
九
四
％
を
維
持
し
、平
均
在
院
日
数
も
約
九
日
で
あ
っ

た
。
特
に
総
合
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
は
医
療
圏
で
当
院
だ
け

で
あ
り
、
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
な
ど
地
域
に
お
け
る
役
割
を
果

た
す
必
要
が
あ
っ
た
。
一
方
で
感
染
症
重
点
医
療
機
関
で
も
あ
っ
た
。

当
時
の
佐
藤
院
長
の
方
針
は
、
こ
の
両
者
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
は
地
域
医
療
を
守
る
た
め
に
必
要
な
選
択
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
患
者
の
看
護
に
は
マ
ン
パ
ワ
ー

が
必
要
で
あ
る
。
感
染
症
病
棟
へ
他
部
署
の
看
護
師
を
派
遣
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
看
護
管
理
者
と
し
て
一
番
苦
労
し
た
の
は
看

護
人
員
の
配
置
に
つ
い
て
で
あ
る
。
あ
り
が
た
い
事
に
師
長
た
ち
は

こ
の
状
況
を
理
解
し
、
部
署
か
ら
応
援
体
制
で
感
染
症
病
棟
へ
の
異

動
に
協
力
し
続
け
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
災
害
と
も
言
え
る
事
態
に
、

し
か
も
ま
だ
正
体
も
わ
か
ら
な
い
感
染
症
患
者
の
看
護
を
す
る
た
め

の
人
選
は
、
非
常
に
困
難
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
た
。
し
か
し
、「
感

染
症
病
棟
の
看
護
師
だ
け
に
負
担
を
か
け
ら
れ
な
い
」
と
言
い
、「
災

害
時
も
同
じ
で
す
」
と
協
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
師
長
た
ち
や
、
そ

れ
を
受
け
入
れ
感
染
症
病
棟
で
勤
務
し
て
く
れ
た
看
護
職
た
ち
に
は

本
当
に
感
謝
し
て
い
る
。
流
行
の
波
ご
と
に
違
い
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、

ほ
ぼ
通
年
感
染
者
の
入
院
が
無
く
な
る
こ
と
は
無
か
っ
た
た
め
、
こ

の
応
援
体
制
は
現
在
も
継
続
し
て
い
る
。

そ
し
て
特
筆
す
べ
き
は
、
二
人
の
感
染
看
護
認
定
看
護
師
の
存

在
で
あ
る
。
一
名
は
、
組
織
の
感
染
管
理
者
で
あ
る
看
護
師
長
、
も

う
一
名
は
感
染
症
病
棟
で
現
場
を
支
え
て
く
れ
た
看
護
係
長
で
あ
る
。

感
染
管
理
者
の
看
護
師
長
は
、
組
織
横
断
的
に
休
む
こ
と
な
く
活
動

し
、
職
員
が
戸
惑
う
こ
と
が
無
い
よ
う
に
正
し
い
考
え
方
や
感
染
制

御
の
方
法
に
つ
い
て
、
常
に
感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
が
ら
全
職

員
に
対
応
し
て
く
れ
た
。
こ
の
二
人
が
「
看
護
師
」
で
あ
る
と
い
う
事

が
、
私
た
ち
看
護
職
に
と
っ
て
「
共
感
者
」
と
な
っ
た
事
は
間
違
い
な

い
。
組
織
や
職
員
か
ら
の
視
点
だ
け
で
な
く
、
常
に
患
者
さ
ん
へ
の

看
護
の
視
点
を
持
ち
、
一
貫
し
て
非
常
に
冷
静
に
正
し
い
示
唆
を
与

え
て
く
れ
た
事
は
、
心
強
く
も
あ
り
看
護
職
と
し
て
の
倫
理
観
を
保

つ
こ
と
が
出
来
た
と
考
え
て
い
る
。
通
常
診
療
と
コ
ロ
ナ
対
応
の
両

立
は
、
二
人
の
活
躍
な
し
に
は
達
成
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
る
。

後
か
ら
知
る
事
と
な
る
が
、
一
床
も
減
ら
さ
ず
通
常
診
療
と
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
患
者
を
受
け
入
れ
続
け
た
施
設
は
非
常
に

少
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
実
現
で
き
た
こ
と
は
、
当
院
の
看
護
職
の
高

い
倫
理
観
と
、
困
っ
て
い
る
部
署
へ
気
持
ち
よ
く
応
援
に
出
す
文
化

を
作
っ
て
い
る
各
病
棟
の
看
護
師
長
、
ま
た
異
動
者
を
温
か
く
迎
え

て
学
び
あ
う
感
染
症
病
棟
の
師
長
を
は
じ
め
ス
タ
ッ
フ
の
良
い
人
間

関
係
が
構
築
で
き
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
る
。
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Ⅳ　

陽
性
妊
婦
さ
ん
と
の
か
か
わ
り

第
三
波
に
な
る
と
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
妊
婦
さ

ん
が
多
数
搬
送
さ
れ
て
き
た
。
医
療
圏
内
だ
け
で
な
く
、
兵
庫
県
内

各
地
か
ら
も
患
者
さ
ん
を
受
け
入
れ
る
事
も
あ
っ
た
。
中
で
も
、
妊

娠
中
期
の
妊
婦
さ
ん
は
、
忘
れ
ら
れ
な
い
事
例
で
あ
る
。
母
体
の
肺

炎
が
日
ご
と
に
悪
化
し
、
人
工
呼
吸
器
を
装
着
す
る
か
ど
う
か
の
瀬

戸
際
と
な
っ
た
。
母
体
と
し
て
は
、十
分
な
治
療
を
受
け
る
た
め
に
も
、

早
く
帝
王
切
開
し
た
ほ
う
が
良
い
と
考
え
る
内
科
医
と
、
児
の
生
命

予
後
を
考
え
て
少
し
で
も
長
く
母
体
に
児
が
過
ご
せ
る
よ
う
に
考
え

る
小
児
科
医
や
産
婦
人
科
医
、
助
産
師
・
看
護
師
や
集
中
治
療
室
の

医
師
も
集
ま
り
、
写
真
１
の
よ
う
に
朝
夕
で
状
態
を
共
有
し
な
が
ら

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
行
い
、
治
療
方
針
に
つ
い
て
協
議
し
た
。
母
体

の
重
症
度
が
上
が
り
、
二
十
四
週
で
の
帝
王
切
開
と
な
っ
た
が
、
児

は
新
生
児
集
中
治
療
室
へ
入
院
し
、
母
親
は
そ
の
後
軽
快
し
、
無
事

親
子
で
生
活
が
出
来
る
ま
で
回
復
さ
れ
た
。
そ
の
週
数
ま
で
母
体
の

中
で
過
ご
せ
た
事
は
児
の
生
命
予
後
を
大
き
く
左
右
し
、
ま
た
母
親

に
と
っ
て
も
ギ
リ
ギ
リ
の
命
の
選
択
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
弱
毒
化
に
よ
り
重
症
患
者
さ
ん
は

減
っ
て
き
た
も
の
の
、
感
染
し
た
妊
婦
さ
ん
を
受
け
入
れ
る
病
院
は

写真 1　多職種カンファレンスの様子

写真１ 多職種カンファレンスの様子 
 

 

麻酔科部長

感染看護認定看護師 OP 看護師

GCU 看護看護師長 

小児科部長 
産婦人科部長

産婦人科病棟看護師長 

感染症病棟看護師 
長

師

医
療
圏
で
は
当
院
し
か
無
か
っ
た
。
感
染
し
た
妊
婦
さ
ん
の
自
然
分

娩
は
、
医
療
従
事
者
へ
の
感
染
の
リ
ス
ク
が
非
常
に
高
い
た
め
帝
王

切
開
術
を
基
本
と
し
て
い
た
。（
写
真
２
）
母
体
が
肺
炎
な
ど
に
よ
る

重
症
化
を
予
防
す
る
段
階
ま
で
は
倫
理
的
に
悩
む
こ
と
も
少
な
か
っ

た
が
、
ウ
イ
ル
ス
が
弱
毒
化
す
る
こ
と
に
よ
り
症
状
が
ほ
ぼ
無
い
よ

う
な
妊
婦
さ
ん
の
分
娩
を
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
選
択
に
非
常
に
悩

ん
だ
。
自
然
分
娩
で
あ
っ
て
も
、
夫
の
付
き
添
い
は
許
さ
れ
ず
、
本

来
人
生
で
最
高
の
喜
び
と
も
い
え
る
我
が
子
を
胸
に
抱
く
こ
と
も
出

来
ず
、
母
乳
を
飲
ま
せ
る
こ
と
も
出
来
な
い
産
後
の
様
子
も
、
非
常

に
辛
い
も
の
で
あ
っ
た
。
産
婦
人
科
医
師
や
助
産
師
・
出
産
に
関
わ

る
看
護
師
た
ち
は
妊
婦
さ
ん
の
望
む
形
で
分
娩
を
選
択
さ
せ
て
あ
げ

た
い
と
思
う
反
面
、
長
時
間
に
及
ぶ
自
然
分
娩
の
間
、
医
療
従
事
者

へ
の
感
染
リ
ス
ク
が
高
ま
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
一
方
、
帝
王
切
開

術
を
す
る
に
は
手
術
室
の
確
保
、
麻
酔
科
医
を
は
じ
め
多
く
の
医
療

従
事
者
が
必
要
と
な
っ
た
。
第
七
波
の
頃
に
は
、
医
療
従
事
者
や
家

族
の
多
く
が
感
染
し
た
た
め
、
医
療
現
場
の
勤
務
環
境
は
限
界
を
超

え
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
い
く
つ
か
の
感
染
の
波
を
超
え
な
が
ら
、

新
た
な
知
見
や
経
験
に
基
づ
き
、
妊
婦
の
病
状
・
週
数
・
分
娩
経
過

に
応
じ
て
自
然
分
娩
の
件
数
が
増
え
て
い
っ
た
よ
う
に
思
う
。
残
念

な
が
ら
五
類
に
な
っ
た
今
も
な
お
、
感
染
し
た
妊
婦
さ
ん
の
分
娩
を

担
う
施
設
は
ほ
と
ん
ど
無
い
の
が
実
態
で
あ
る
。
今
は
病
棟
の
陰
圧

写真２
帝王切開で生まれた赤ちゃん
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分
娩
室
で
経
過
に
応
じ
た
自
然
分
娩
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

Ⅴ　

看
護
現
場
の
葛
藤
と
赤
十
字
看
護
の
本
質

他
の
病
院
の
看
護
職
た
ち
も
報
告
し
て
い
る
よ
う
に
、
現
場
の
看

護
職
に
と
っ
て
の
一
番
の
ジ
レ
ン
マ
は
、「
患
者
さ
ん
に
寄
り
添
う
こ

と
が
出
来
な
い
こ
と
」
で
あ
っ
た
。
い
つ
も
な
ら
、
苦
し
ん
で
い
る

患
者
さ
ん
に
寄
り
添
い
、
目
線
を
合
わ
せ
て
心
の
声
を
聴
い
て
き
た

看
護
職
で
あ
る
。
し
か
し
、
組
織
と
し
て
は
職
員
の
安
全
を
守
る
た

め
に
、「
な
る
べ
く
感
染
の
機
会
を
少
な
く
し
て
ほ
し
い
」
と
願
っ
て

い
た
。

感
染
し
た
事
で
落
胆
し
て
い
る
患
者
さ
ん
、
自
身
が
原
因
で
家

族
へ
感
染
が
広
が
っ
て
し
ま
い
後
悔
か
ら
涙
す
る
患
者
さ
ん
に
対

し
、
寄
り
添
う
こ
と
が
出
来
な
い
ジ
レ
ン
マ
が
一
番
辛
か
っ
た
と
言

う
。
マ
ス
ク
・
ガ
ウ
ン
・
手
袋
・
キ
ャ
ッ
プ
・
必
要
時
は
ゴ
ー
グ
ル

を
し
て
苦
し
ん
で
い
る
患
者
さ
ん
の
部
屋
に
入
り
、「
看
護
師
さ
ん
、

ご
め
ん
ね
。
こ
ん
な
病
人
の
世
話
を
さ
せ
て
…
…
」
と
申
し
訳
な
さ

そ
う
に
言
わ
れ
る
患
者
さ
ん
や
、
家
族
内
で
感
染
し
、
亡
く
な
ら
れ

た
家
族
が
出
て
し
ま
い
悲
し
み
に
暮
れ
る
家
族
も
あ
っ
た
。
好
き
で

感
染
し
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
患
者
さ
ん
た
ち
は
ご
自
分
を
責
め

て
、
家
族
も
辛
い
思
い
を
さ
れ
て
い
た
。
看
護
師
た
ち
は
、「
患
者
さ

ん
は
も
っ
と
辛
い
思
い
を
し
て
い
る
」「
感
染
し
て
い
て
も
、
看
護
に

変
わ
り
は
な
い
」
と
、
当
時
出
来
る
最
善
の
看
護
を
い
つ
も
話
し
合
っ

て
く
れ
て
い
た
。
常
に
自
分
自
身
の
感
染
を
防
御
し
な
が
ら
、
苦
し

ん
で
い
る
患
者
さ
ん
の
た
め
に
看
護
し
続
け
て
い
た
看
護
職
の
苦
悩

は
計
り
知
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

当
院
の
感
染
症
病
棟
に
は
、
赤
十
字
看
護
師
と
し
て
の
誇
り
と

高
い
倫
理
観
を
持
っ
た
看
護
師
長
が
居
る
。
当
院
の
感
染
症
病
棟
は
、

元
々
救
急
病
棟
と
し
て
存
在
し
、
感
染
者
が
出
た
時
に
感
染
症
病
棟

と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
彼
女
は
、
救
急
医

療
現
場
で
看
護
管
理
を
行
い
な
が
ら
、
口
癖
の
よ
う
に
「
モ
ヤ
モ
ヤ

す
る
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
患
者
さ
ん
の
意
志
や
尊
厳
が

守
ら
れ
ず
に
、
十
分
な
医
療
が
提
供
出
来
な
か
っ
た
時
で
あ
る
。
本

人
は
「
モ
ヤ
モ
ヤ
」
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
で
辛
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

私
は
彼
女
か
ら
の
報
告
を
受
け
る
た
び
に
内
心
安
心
す
る
の
で
あ
る
。

私
は
赤
十
字
看
護
師
に
は
、
こ
の
モ
ヤ
モ
ヤ
す
る
倫
理
観
を
大
切
に

し
て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
る
。
こ
の
ジ
レ
ン
マ
を
感
じ
る
心
こ
そ
が
、

赤
十
字
看
護
の
原
点
だ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
感
染
管
理
者
の
看
護

師
長
も
ま
た
、
同
様
に
高
い
倫
理
観
を
持
っ
て
い
る
。
常
に
冷
静
で

あ
る
が
、
人
間
と
し
て
の
患
者
さ
ん
の
立
場
を
尊
重
し
た
視
点
を
決

し
て
崩
す
こ
と
は
無
か
っ
た
。
こ
の
高
い
倫
理
観
と
、
そ
れ
を
周
囲

に
発
信
し
、
実
践
す
る
行
動
力
が
赤
十
字
看
護
の
本
質
で
あ
る
と
考

え
る
。お

わ
り
に

コ
ロ
ナ
禍
と
な
り
三
年
半
の
月
日
が
流
れ
た
。
看
護
部
長
就
任

と
共
に
、
未
知
な
る
ウ
イ
ル
ス
に
対
し
て
組
織
と
し
て
看
護
管
理
者

と
し
て
、
意
思
決
定
の
連
続
で
あ
っ
た
。
組
織
に
と
っ
て
の
選
択
は
、

医
療
従
事
者
に
と
っ
て
の
希
望
と
は
違
っ
た
事
も
多
く
あ
っ
た
と
振

り
返
る
。
し
か
し
、
私
自
身
の
葛
藤
を
は
る
か
に
超
え
て
、
当
院
の

看
護
職
た
ち
の
「
い
か
な
る
時
も
苦
し
ん
で
い
る
人
を
救
い
た
い
」
と

い
う
原
点
が
揺
る
が
な
か
っ
た
事
が
、
頼
り
な
い
看
護
部
長
の
私
を

後
押
し
し
て
く
れ
た
よ
う
に
思
う
。
状
況
を
捉
え
、
そ
の
時
に
出
来

る
最
善
の
選
択
を
す
る
際
に
、
倫
理
的
な
ジ
レ
ン
マ
を
感
じ
る
感
性

が
非
常
に
大
切
で
あ
る
と
痛
感
し
て
い
る
。

最
後
に
、
感
染
症
病
棟
に
兄
弟
で
入
院
し
て
い
た
七
歳
の
兄
か
ら

看
護
師
に
宛
て
た
手
紙
を
紹
介
す
る
。「
か
ん
ご
し
さ
ん
が
か
ん
せ

ん
す
る
か
も
し
れ
な
い
の
に
、
ぼ
く
た
ち
に
、
や
さ
し
く
か
ん
び
ょ

う
し
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
。
が
っ
こ
う
に
行
っ
て
も
、
が
ん
ば
り

ま
す
。」
患
者
さ
ん
か
ら
多
く
の
感
謝
の
言
葉
や
手
紙
を
い
た
だ
い
た

現
場
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
手
紙
を
喜
び
合
え
る
看
護
の
現
場
は
、

先
輩
た
ち
か
ら
脈
々
と
引
き
継
が
れ
て
き
た
赤
十
字
看
護
の
本
質
だ

姫路赤十字病院敷地内の救護看護師像
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と
実
感
し
て
い
る
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
が
原
因
で

離
職
し
た
看
護
職
は
一
人
も
居
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
当
院
の
看

護
職
と
、
毎
日
現
場
へ
行
き
激
励
し
て
下
さ
っ
た
院
長
に
は
、
心
か

ら
感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
あ
る
。

参
考
文
献

１　

日
本
赤
十
字
社
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
三
つ
の
顔
を
知
ろ

う
」
二
〇
二
〇
年
三
月
二
八
日　

https://w
w

w.jrc.or.jp/saigai/
new

s/200326_006124.htm
l

２　

公
益
社
団
法
人
兵
庫
県
看
護
協
会
、
コ
ロ
ナ
禍
の
看
護
職
の
レ
ポ
ー

ト
～
明
日
の
看
護
に
つ
な
ぐ
看
護
の
足
跡
～
、
二
〇
二
〇
年
九
月

３　

日
本
赤
十
字
社
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
対
す
る
日
本

赤
十
字
社
の
対
応　

活
動
記
録
集　

令
和
元
年
度
～
令
和
四
年
度
」

二
〇
二
三
年
九
月

Ⅰ　

ス
ポ
ー
ツ
の
祭
典
と
人
道
機
関
の 

連
携
―
は
じ
め
に

二
〇
二
四
年
は
パ
リ
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
年
で
あ
る
。
パ
リ

を
舞
台
に
七
月
二
六
日
か
ら
八
月
一
一
日
ま
で
世
界
中
か
ら
集
う
ア

ス
リ
ー
ト
が
熱
戦
を
繰
り
広
げ
る
。

世
界
最
大
の
ス
ポ
ー
ツ
の
祭
典
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
、
近
年
、
東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
の
汚
職
問
題
を
は
じ
め
、
環
境
問
題
や
人
権
問
題

あ
る
い
は
政
治
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
や
負
の
遺
産
問
題
な
ど
様
々
な
難
題

に
直
面
し
て
い
る
。
そ
の
渦
中
に
あ
る
国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会

（
以
下
、
Ｉ
Ｏ
Ｃ
）
は
、
近
年
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
に
あ
る
〝
人
間
の

尊
厳
を
守
り
平
和
を
促
進
す
る
運
動
〟
と
し
て
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の

本
来
の
目
的
を
強
く
ア
ピ
ー
ル
し
て
き
た
。
そ
し
て
二
〇
〇
三
年
に

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
赤
十
字
の
連
携

井
上
忠
男

日
本
赤
十
字
国
際
人
道
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

（
日
本
赤
十
字
秋
田
看
護
大
学
非
常
勤
講
師
）

―
二
つ
の
世
界
運
動
が
め
ざ
す
も
の

：

そ
の
背
景
を
探
る
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は
、
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
と
の
連
携
を
進
め
る
た
め
、
国
際

赤
十
字
・
赤
新
月
連
盟
（
以
下
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
）、
赤
十
字
国
際
委
員
会
（
以

下
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
と
の
間
で
連
携
協
力
覚
書
（
Ｍ
ｏ
Ｕ
）
を
締
結

１

し
た
。

こ
の
巨
大
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
の
「
興
行
主
」
と
し
て
の
Ｉ
Ｏ
Ｃ
と

人
道
機
関
で
あ
る
赤
十
字
組
織
と
の
連
携
協
力
と
は
、
一
体
何
を
意

味
す
る
の
か
。
ま
た
そ
の
背
景
に
は
ど
の
よ
う
な
現
実
が
あ
る
の
か
。

ス
イ
ス
を
拠
点
に
世
界
に
拡
散
し
た
こ
の
二
つ
の
運
動
は
、
そ
の
本

質
的
な
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
偶
然
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
不
思
議
な

類
似
性
も
持
つ
。

本
稿
で
は
両
運
動
の
比
較
検
討
を
通
し
て
両
者
の
類
似
点
と
相
違

点
を
明
ら
か
に
し
、
相
互
依
存
構
造
の
高
ま
る
現
代
社
会
に
お
け
る

組
織
の
連
携
の
意
味
と
背
景
事
情
に
つ
い
て
考
え
る
。
そ
こ
か
ら
再

認
識
さ
れ
る
の
は
赤
十
字
機
関
の
際
立
っ
た
特
殊
性
と
独
自
性
で
あ

る
。
な
お
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
は
同
憲
章
に
よ
れ
ば
各
国
赤
十
字
・
赤
新
月

社
に
よ
り
設
立
構
成
さ
れ
る
会
員
組
織
（a m

em
bership organization

）

で
あ
る
の
で

２

、
本
稿
で
は
Ｉ
Ｏ
Ｃ
と
の
比
較
に
お
い
て
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
を

取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

Ⅱ　

二
つ
の
世
界
運
動
の
「
異
床
同
夢
」？

⑴「
よ
り
良
い
世
界
の
構
築
」は
共
通
の
テ
ー
マ

Ｉ
Ｏ
Ｃ
は
、
二
〇
〇
三
年
五
月
一
六
日
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
と
、
ま
た
同

六
月
九
日
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
と
「
国
際
連
帯
と
人
道
お
よ
び
持
続
的
開
発

の
推
進
を
目
指
し
行
動
す
る
た
め
」
の
連
携
協
力
協
定
（
覚
書

：

Ｍ
ｏ

Ｕ
）
を
締
結
し
た
。
当
時
の
Ｉ
Ｏ
Ｃ
ジ
ャ
ッ
ク
・
ロ
ゲ
会
長
は
、
Ｉ
Ｏ

Ｃ
と
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
運
動
は
、「
い
か
な
る
差
別
も
な
く
、
相
互
理
解

と
友
情
、
連
帯
、
フ
ェ
ア
プ
レ
ー
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
精
神
に
基
づ
き
、

ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
た
青
年
教
育
に
よ
り
平
和
で
よ
り
良
い
世
界
の
構

築
に
寄
与
す
る
。
そ
れ
は
人
間
の
尊
厳
、
生
命
、
健
康
、
そ
し
て
国

際
人
道
法
の
普
遍
的
価
値
を
保
護
す
る
赤
十
字
運
動
及
び
そ
の
基

本
原
則
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
目
的
を
共
有
し
て
い
る
」
と
述
べ
、

覚
書
締
結
が
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
運
動
と
赤
十
字
運
動
の
国
際
的
連
帯
を

促
し
、人
類
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
へ
の
期
待
を
表
明
し
た
。
一
方
、

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
の
ス
ア
レ
ス
・
デ
ル
・
ト
ロ
会
長
（
当
時
）
は
、「
各
国
赤
十
字
・

赤
新
月
社
と
国
内
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
が
連
携
し
、
世
界
の
脆
弱

な
人
々
の
利
益
と
な
る
現
実
的
か
つ
強
力
な
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
」

へ
の
期
待
を
表
明
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
ヤ
コ
ブ
・
ケ
レ
ン
バ
ー
ガ
ー
会

長
（
当
時
）
は
、「
武
力
紛
争
時
に
最
も
危
急
の
状
況
に
置
か
れ
る
人
々

の
尊
厳
を
守
る
活
動
に
理
解
を
促
す
た
め
に
協
力
関
係
が
発
展
す
る

こ
と
を
期
待
す
る
」３

と
述
べ
た
。

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
（
以
下
、
憲
章
）
に
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
運
動

の
目
的
は
、「
オ
リ
ン
ピ
ズ
ム
と
オ
リ
ン
ピ
ズ
ム
の
価
値
に
則
っ
て

実
践
さ
れ
る
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
て
若
者
を
教
育
す
る
こ
と
に
よ
り
、 

平
和
で
よ
り
良
い
世
界
の
構
築
に
貢
献
す
る
こ
と
」（
憲
章
一
章
）
と
あ

り
、
オ
リ
ン
ピ
ズ
ム
の
根
本
原
則
（
以
下
、
原
則
）
に
は
、
そ
の
目
的
は
、

「
人
間
の
尊
厳
の
確
保
を
重
視
し
、
平
和
な
社
会
を
促
進
し
、
ス
ポ
ー

ツ
を
人
類
の
調
和
の
と
れ
た
発
展
に
役
立
て
る
こ
と
」（
原
則
二
）
と
あ

る
。
こ
う
し
た
理
念
は
、
人
間
の
命
と
尊
厳
を
守
る
赤
十
字
運
動
の

理
念
と
共
通
す
る
、
と
い
う
の
が
両
者
の
連
携
の
基
本
的
立
場
と
思

わ
れ
る
。

⑵
二
つ
の
運
動
の
類
似
点
と
相
違
点

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
運
動
と
赤
十
字
運
動
、
こ
の
二
つ
の
運
動
は
全
く

異
な
る
性
格
な
が
ら
幾
つ
か
の
類
似
点
も
見
ら
れ
る
。

⑴
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
ピ
ー
エ
ー
ル
・
ド
・
ク
ー
ベ
ル
タ
ン
男
爵
、

ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
と
い
う
一
個
人
を
提
唱
者
と
し
、
と
も

に
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
運
動
、
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
と
呼
称

す
る
よ
う
に
自
ら
が
運
動
体
（M

ovem
ent

）
で
あ
る
こ
と
を
宣
言

し
て
い
る
。

◆
Ｉ
Ｏ
Ｃ
と
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
の
覚
書（
二
〇
〇
三
年
五
月
一
六
日
）４ 

す
べ
て
の
人
類
は
、
普
遍
的
、
基
本
的
な
倫
理
原
則
に
照
ら
し
、

肉
体
的
、
知
的
に
調
和
あ
る
発
展
を
求
め
る
権
利
お
よ
び
平
和

で
良
好
な
環
境
に
生
き
る
権
利
を
有
す
る
、
と
の
見
解
を
Ｉ
Ｏ

Ｃ
と
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
は
共
有
す
る
。

Ｉ
Ｏ
Ｃ
と
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
運
動
は
、
い
か
な
る
差
別
も
な
い

相
互
理
解
と
友
情
、
連
帯
、
フ
ェ
ア
プ
レ
イ
の
精
神
か
ら
な
る

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
精
神
に
基
づ
き
、
青
少
年
教
育
を
通
じ
て
平
和

で
よ
り
良
い
世
界
の
構
築
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
は
赤
十
字
の
基
本
原
則
に
基
づ
き
、
各
国
赤
十
字
・

赤
新
月
社
に
よ
る
人
道
活
動
を
奨
励
、
促
進
し
、
最
も
脆
弱
な

人
々
の
状
態
改
善
を
行
う
。

Ｉ
Ｏ
Ｃ
と
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
は
、
国
際
連
帯
を
促
進
す
る
た
め
協
力

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
使
命
と
原
則
に
従
い
人
間
開
発
と
持
続
す
る

発
展
に
特
別
な
貢
献
を
行
う
決
意
を
表
明
し
た
。
両
者
は
こ
の

目
的
に
沿
っ
て
、
特
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や
脆
弱
な
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
へ
の
支
援
活
動
を
各
国
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
並
び
に

各
国
赤
十
字
・
赤
新
月
社
に
奨
励
す
る
。
こ
の
た
め
両
社
は
合

同
作
業
部
会
を
設
置
し
、
協
力
事
業
と
国
レ
ベ
ル
で
の
連
携
を

発
展
維
持
す
る
た
め
に
最
低
年
一
回
の
会
合
を
開
く
こ
と
に
合

意
し
た
。
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⑵
両
者
は
と
も
に
「
オ
リ
ン
ピ
ズ
ム
の
根
本
原
則
」５「
赤
十
字
の
基

本
原
則
」
と
い
う
運
動
の
理
念
・
原
則
を
明
示
し
た
七
つ
の
基

本
原
則
（Fundam

ental Principles

）
を
持
つ
。

⑶
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
運
動
は
、
Ｉ
Ｏ
Ｃ
、
国
際
ス
ポ
ー
ツ
連
盟

（
Ｉ
Ｆ
ｓ
）、
各
国
・
地
域
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
（
Ｎ
Ｏ
Ｃ
ｓ
）
の

三
組
織
で
構
成
さ
れ
、
赤
十
字
運
動
も
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
、

各
国
赤
十
字
・
赤
新
月
社
の
三
組
織
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

⑷
運
動
の
世
界
性
（
普
遍
性
）
に
お
い
て
も
、
二
〇
六
カ
国
・
地

域
に
国
内
・
地
域
委
員
会
を
有
す
る
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
運
動
と

一
九
二
カ
国
に
加
盟
社
を
持
つ
赤
十
字
運
動
は
と
も
に
高
い
知

名
度
と
広
範
な
世
界
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
つ
。

⑸
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
運
動
に
参
加
す
る
者
は
、
憲
章
を
遵
守
し
、
Ｉ

Ｏ
Ｃ
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
原
則
三
、七
、
規
則
一

（
一
））
が
、
こ
れ
も
各
国
赤
十
字
・
赤
新
月
社
が
赤
十
字
基
本
原

則
を
遵
守
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
承
認
を
得
る
こ
と
が
加
盟
条
件
と

な
っ
て
い
る
の
と
類
似
す
る
。

⑹
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
ス
イ
ス
の
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
拠

点
を
置
く
ス
イ
ス
民
法
第
六
〇
条
ほ
か
に
基
づ
く
社
団
法
人

（associations

）
で
あ
る

６

。
も
っ
と
も
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
、
い
わ
ゆ
る

Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
は
異
な
る
「
特
異
な
国
際
機
関
（an atypical IO

）」７

と

も
い
わ
れ
る
。
な
お
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
は
一
九
九
六
年
に
ス
イ
ス
政

府
と
の
間
で
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
の
国
際
人
格
を
認
め
る
合
意
書
を
締
結

し
て
い
る

８

。

他
方
、
Ｉ
Ｏ
Ｃ
と
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
に
は
大
き
く
異
な
る
点
も
あ
る
。
Ｉ

Ｏ
Ｃ
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
運
動
を
主
導
す
る
「
最
高
権
限
（the suprem

e 

authority

）
を
持
つ
（
唯
一
の
）
指
導
者
」（
憲
章
一
章
一
項
一
）
で
あ
り
、
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
は
Ｉ
Ｏ
Ｃ
の
「
独
占
的
資
産
（exclusive property

）」

と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し

９

、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
赤
十
字
運
動
の

最
高
権
限
機
関
で
は
な
く
赤
十
字
の
三
つ
の
構
成
機
関
は
相
互
に
独

立
し
対
等
で
あ
り
権
限
の
上
下
関
係
は
な
い
。

両
運
動
の
財
政
基
盤
も
大
き
く
異
な
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ

Ｃ
が
各
国
政
府
及
び
各
国
赤
十
字
・
赤
新
月
社
の
拠
出
金
と
民
間
寄

付
を
主
た
る
財
源
と
す
る
の
に
対
し
、
Ｉ
Ｏ
Ｃ
の
収
入
（
二
〇
二
二
年

度
は
約
二
四
億
ド
ル
）
は
、
そ
の
約
九
割
が
テ
レ
ビ
放
映
権
料
と
ス
ポ

ン
サ
ー
料
の
商
業
収
入
で
あ
り
、
支
出
の
九
割
は
ス
ポ
ー
ツ
振
興
の

た
め
に
各
国
・
地
域
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
に
配
分
さ
れ
る
。
こ
の

違
い
は
両
組
織
の
公
益
性
の
評
価
と
も
無
関
係
で
な
い
よ
う
に
思
う
。

赤
十
字
運
動
が
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
国
際
法
上
の
根
拠
を
置
き
、

各
国
政
府
資
金
な
ど
主
に
公
的
資
金
に
支
え
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
活

動
が
人
間
の
命
と
尊
厳
の
保
護
、
つ
ま
り
人
類
の
福
祉
に
直
接
寄
与

す
る
高
い
公
益
性
（public interest

）
を
有
す
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。
他

方
、
ス
ポ
ー
ツ
興
行
と
し
て
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
、
各
国
へ
の
配
分

金
に
よ
る
ス
ポ
ー
ツ
振
興
に
一
定
の
公
益
性
が
あ
る
と
し
て
も
、
人

道
団
体
と
同
等
の
高
い
公
益
性
が
あ
る
と
言
え
る
か
議
論
が
あ
る
だ

ろ
う
。
裏
返
せ
ば
、「
人
類
社
会
の
福
祉
に
貢
献
す
る
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」

と
い
っ
た
高
い
公
益
性
を
国
際
社
会
に
ア
ピ
ー
ル
で
き
れ
ば
、
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
運
動
の
国
際
評
価
は
も
っ
と
高
ま
る
と
言
え
る
か
も
し
れ

な
い
。Ⅲ　

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
運
動
が
抱
え
る
課
題

⑴
曖
昧
な
Ｉ
Ｏ
Ｃ
の
法
的
地
位

一
〇
〇
年
以
上
の
歴
史
を
持
つ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
だ
が
、
そ
の
主
宰

者
で
あ
る
Ｉ
Ｏ
Ｃ
の
法
的
地
位
は
長
い
間
、
曖
昧
な
ま
ま
だ
っ
た

10

。

そ
れ
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
で
国
際
法
上
の
地
位
を

確
立
し
、
国
際
法
人
格
（International juridical personality

）
を
有
す
る

組
織
と
し
て
認
知
さ
れ
て
き
た
の
と
対
比
さ
れ
る

11

。
ま
た
、
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
と
並
ぶ
世
界
的
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
万
国
博
覧
会
が
国
際
博
覧

会
条
約
（
一
九
二
八
年
一
一
月
二
二
日
署
名
、
一
七
九
カ
国
加
盟
）
に
基
づ

き
、
Ｂ
Ｉ
Ｅ
（
パ
リ
の
国
際
万
博
事
務
局
）
の
指
導
監
督
の
も
と
で
開
催

さ
れ
る
の
と
も
異
な
っ
て
い
る
。
一
般
的
に
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
国
際
法
主
体

性
は
、「
赤
十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
な
ど
特
殊
な
例
を
除
い
て
、

こ
れ
ま
で
は
否
定
的
な
見
解
が
支
配
的
で
あ
っ
た
」12

と
さ
れ
る
。
基

本
的
に
国
際
法
は
国
家
間
の
関
係
を
規
律
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

想
起
す
れ
ば
、
む
し
ろ
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
こ
そ
が
特
異
な
存
在
で
あ
っ
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
Ｉ
Ｏ
Ｃ
は
実
際
に
は
国
際
人
格
を
有
す

る
が
如
く
多
く
の
国
家
や
国
連
機
関
と
協
定
や
契
約
を
締
結
し
て
き

た
13

。
こ
の
背
景
に
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
が
ス
ポ
ー
ツ
競
技
の
国

際
規
範
と
し
て
慣
習
国
際
法
と
同
等
に
見
な
さ
れ

14

、
Ｉ
Ｏ
Ｃ
の
権
威

と
優
越
性
が
諸
国
に
よ
り
尊
重
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
さ
に

赤
十
字
の
基
本
原
則
（
特
に
人
道
、
公
平
、
中
立
、
独
立
の
原
則
）
が
人
道

支
援
の
国
際
基
準
と
し
て
国
際
社
会
で
認
知
さ
れ
て
き
た
の
と
対
比

さ
れ
る
。
つ
ま
り
Ｉ
Ｏ
Ｃ
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
と
同
様
の
役
割
を
ス
ポ
ー

ツ
の
世
界
で
担
う
も
の
と
見
な
さ
れ
て
き
た
と
も
言
え
る

15

。
と
は
い

え
、
法
的
曖
昧
さ
は
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
こ
れ
を
改
善
す
る
こ

と
は
Ｉ
Ｏ
Ｃ
の
積
年
の
願
い
だ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。（
な

お
、
日
本
で
は
、
Ｊ
Ｏ
Ｃ
も
日
本
国
際
博
覧
会
協
会
も
、
と
も
に
公
益
社
団

法
人
で
あ
る
。）

歴
史
的
に
見
る
と
、
一
九
〇
八
年
の
Ｉ
Ｏ
Ｃ
規
則
は
Ｉ
Ｏ
Ｃ
の
法

的
性
格
に
は
全
く
言
及
し
な
か
っ
た
。
一
九
二
〇
年
、
ロ
ー
ザ
ン
ヌ

市
評
議
会
は
、
Ｉ
Ｏ
Ｃ
が
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
に
本
部
を
置
く
合
法
性
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
、
そ
の
根
拠
と
さ
れ
る
ク
ー
ベ
ル
タ
ン
男
爵
の
署

名
文
書
の
正
当
性
を
審
議
し
た
が
、
そ
の
結
果
、
ス
イ
ス
法
に
基
づ

く
法
的
資
格
に
は
疑
問
が
付
さ
れ

16

、
そ
の
後
も
そ
の
性
格
を
巡
り
議
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論
が
な
さ
れ
て
き
た
。

近
年
、
サ
マ
ラ
ン
チ
元
会
長
は
じ
め
Ｉ
Ｏ
Ｃ
幹
部
の
ロ
ビ
ー
活
動

の
結
果
、
Ｉ
Ｏ
Ｃ
は
国
際
人
格
を
有
す
る
非
営
利
の
民
間
団
体
と
し

て
ス
イ
ス
法
に
よ
り
、
よ
う
や
く
法
的
地
位
を
認
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
一
九
八
一
年
九
月
一
七
日
、
ス
イ
ス
連
邦
評
議
会
は
、
非

営
利
の
国
際
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
し
て
Ｉ
Ｏ
Ｃ
に
法
人
格
を
付
与
し
た
が
、
そ

の
理
由
に
つ
い
て
評
議
会
は
、「
ス
ポ
ー
ツ
の
世
界
で
重
要
か
つ
世
界

的
な
職
責
を
果
た
す
Ｉ
Ｏ
Ｃ
が
、
一
九
一
五
年
以
来
、
ス
イ
ス
国
内

に
本
部
を
置
く
こ
と
は
ス
イ
ス
の
利
益
に
か
な
う
」
と
し
、「
そ
の
世

界
的
活
動
と
特
別
な
性
格
を
考
慮
し
て
国
際
団
体
と
し
て
の
特
別
な

地
位
を
付
与
す
る
」17

と
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
一
九
九
一
年
の
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
憲
章
の
改
正
で
は
、
Ｉ
Ｏ
Ｃ
は
法
的
人
格
を
有
す
る
国
際

的
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
明
記
さ
れ
、
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
一
日
、
非
営
利
の
国

際
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
し
て
ス
イ
ス
連
邦
評
議
会
と
合
意
書
を
締
結
し
た
。
現

在
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章（
二
〇
二
一
年
八
月
八
日
か
ら
有
効
）
に
は
、「
Ｉ

Ｏ
Ｃ 

は
、
法
人
格
を
有
す
る
協
会
形
態
の
国
際
的
非
政
府
、
非
営
利

団
体
で
あ
り
、
存
続
期
間
を
限
定
さ
れ
な
い
組
織
で
あ
り
、
ス
イ
ス

連
邦
評
議
会
の
承
認
に
よ
る 

二
〇
〇
〇
年 

一
一
月 

一
日
発
効
の
協

定
に
基
づ
く
」18

と
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
一
九
九
〇
年
に
国
連
の
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
ス
テ

イ
タ
ス
を
獲
得
し
て
い
る
（G

A
 res. 45/6 of 16 O

ct. 1990

）
が
、
Ｉ
Ｏ

Ｃ
も
二
〇
〇
九
年
に
同
資
格
を
得
て
い
る
（G

A
 res. 64/3, 19 O

ctober 

2009

）。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
法
的
進
展
は
Ｉ
Ｏ
Ｃ
の
国
際
法
上
の
地

位
を
保
障
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
将
来
的
に
は
、
Ｉ
Ｃ

Ｒ
Ｃ
や
万
博
と
同
等
の
何
ら
か
の
国
際
法
上
の
地
位
を
確
立
す
る
こ

と
は
Ｉ
Ｏ
Ｃ
に
と
り
望
ま
し
い
こ
と
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
既
に
世

界
最
大
の
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
定
着
し
て
い
る
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
の
評
価
が
、
そ
れ
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
だ

ろ
う
。

⑵
山
積
す
る
現
代
的
な
課
題

近
年
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
招
致
に
か
か
る
汚
職
問
題
や
会
場
建

設
に
伴
う
自
然
破
壊
、
建
設
労
働
者
や
立
ち
退
き
を
迫
ら
れ
る
人
々

の
人
権
問
題
、
選
手
村
で
の
食
品
ロ
ス
、
ご
み
排
出
問
題
、
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
施
設
の
廃
墟
化
、
終
了
後
の
莫
大
な
赤
字
や
負
の
遺
産
問
題

な
ど
多
く
の
難
題
を
突
き
つ
け
ら
れ
、「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
時
代
遅

れ
。
お
金
の
無
駄
」
と
い
っ
た
世
論
も
高
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た

中
で
、
一
九
九
〇
年
、
Ｉ
Ｏ
Ｃ
の
サ
マ
ラ
ン
チ
会
長
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
運
動
に
環
境
保
全
を
加
え
る
こ
と
を
提
唱
し
、「
ス
ポ
ー
ツ
と

文
化
と
環
境
」
を
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
三
本
柱
に
掲
げ
た
。
京
都
議

定
書
が
発
効
し
た
二
〇
〇
五
年
に
は
、「
ス
ポ
ー
ツ
と
平
和
と
環

境
」
を
重
視
す
る
ナ
イ
ロ
ビ
宣
言
を
発
し
、
環
境
重
視
と
「
持
続

可
能
性
」「
持
続
す
る
開
発
」
を
意
識
し
た
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
運
営
が

強
調
さ
れ
、
二
〇
二
〇
年
（
翌
年
開
催
）
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で

は
、
持
続
す
る
開
発
目
標
（
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
）
を
意
識
し
た
「B

e better 

together 

（
よ
り
よ
い
未
来
へ
と
も
に
進
も
う
）
」
が
ス
ロ
ー
ガ
ン
と

な
っ
た

19

。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
も
環
境
問
題
、
人
権
問
題
等
へ
の
配

慮
な
し
に
は
支
持
を
得
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
だ
。

に
も
拘
わ
ら
ず
、
個
人
の
提
唱
か
ら
生
ま
れ
た
民
間
運
動
が
、

な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
の
世
界
的
イ
ベ
ン
ト
に
発
展
し
た
の
か
。
そ

の
背
景
に
は
、
本
来
ア
ス
リ
ー
ト
個
人
の
栄
誉
を
称
え
る
場
で
あ

り
、「
国
家
の
競
争
で
は
な
い
。」（
憲
章
六
．一
）
は
ず
の
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
が
、
現
実
に
は
国
威
発
揚
、
愛
国
心
醸
成
の
恰
好
の
場
と
し
て

利
用
さ
れ
、
国
家
の
結
束
を
強
め
る
政
治
的
効
果
に
諸
国
が
着
目

し
て
き
た
こ
と
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

⑶
ス
ポ
ー
ツ
の
地
位
向
上
を
目
指
す

ス
ポ
ー
ツ
は
こ
れ
ま
で
基
本
的
に
私
的
な
事
柄
（
趣
味
、
エ
ン
タ
ー

テ
イ
メ
ン
ト
産
業
）20

と
見
な
さ
れ
、
文
化
や
芸
術
活
動
、
歴
史
遺
産
な

ど
文
化
的
営
み
に
比
べ
て
公
益
性
（
ま
た
は
保
護
法
益
）
は
低
い
と
見
な

さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
文
化
や
芸
術
、
歴
史
遺
跡
等
、
人
類
の
文

化
遺
産
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
を
保
護
す
る
一
九
五
四
年
の
文
化
財

保
護
条
約
や
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
第
一
追
加
議
定
書
第
五
三
条
、ハ
ー

グ
陸
戦
規
則
第
二
七
条
の
よ
う
な
条
項
が
存
在
す
る
が
、
ス
ポ
ー
ツ

自
体
を
人
間
の
権
利
と
し
て
認
め
保
護
す
る
国
際
文
書
は
ほ
と
ん
ど

存
在
し
な
い
と
さ
れ
る

21

。

他
方
で
、
世
界
人
権
宣
言
（
第
二
七
条
）
や
国
際
人
権
規
約
Ａ
規
約

（
第
一
五
条
）
が
規
定
す
る
「
文
化
的
生
活
へ
の
参
加
」
の
権
利
を
根
拠

に
、
ス
ポ
ー
ツ
を
「
人
権
の
一
つ
」
と
見
做
す
見
解
も
あ
る

22

。
オ
リ

ン
ピ
ズ
ム
の
根
本
原
則
に
は
明
確
に
「
ス
ポ
ー
ツ
を
す
る
こ
と
は
人

権
の
一
つ
で
あ
る
」（
原
則
四
）
と
規
定
し
、「
い
か
な
る
差
別
も
な
く（
中

略
）
機
会
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
あ
る
。
タ
リ
バ
ン
政

権
下
で
女
性
ス
ポ
ー
ツ
が
抑
圧
さ
れ
る
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
委
員
会
ラ
ヒ
ミ
会
長
は
、「
私
た
ち
は
ス
ポ
ー
ツ
を
完
全
に
政

治
か
ら
切
り
離
す
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
女
性

に
ス
ポ
ー
ツ
だ
け
で
な
く
、
教
育
も
許
可
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い

ま
す
。
そ
れ
ら
は
基
本
的
人
権
な
の
で
す
。」23

と
述
べ
る
。

こ
う
し
た
中
で
Ｉ
Ｏ
Ｃ
は
じ
め
、
各
種
ス
ポ
ー
ツ
団
体
は
ス
ポ
ー

ツ
の
地
位
向
上
を
め
ざ
し
、
ス
ポ
ー
ツ
が
人
類
の
福
祉
や
平
和
な
世

界
の
構
築
に
寄
与
す
る
側
面
、
つ
ま
り
そ
の
公
益
性
の
高
さ
を
唱
道

し
て
き
た
。
そ
う
し
た
成
果
の
一
例
と
し
て
、
二
〇
一
三
年
に
国
連

総
会
で
採
択
さ
れ
た
「
開
発
と
平
和
の
た
め
の
ス
ポ
ー
ツ
国
際
デ
ー
」

（
四
月
六
日
）
が
あ
り
、
グ
テ
ー
レ
ス
事
務
総
長
は
、「
ス
ポ
ー
ツ
は
人

類
に
と
っ
て
重
要
な
営
み
の
一
つ
」
と
し
た
上
で
、「
気
候
変
動
対
策
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を
進
め
、
平
和
と
人
権
、
そ
し
て
持
続
可
能
な
開
発
を
促
進
す
る
た
め
、

国
連
は
、
ス
ポ
ー
ツ
に
携
わ
る
世
界
中
の
関
係
者
や
団
体
と
引
き
続

き
協
力
し
て
い
く
」（
二
〇
二
一
年
四
月
六
日
）
と
述
べ
て
い
る

24

。
し
か

し
、
ス
ポ
ー
ツ
の
地
位
向
上
の
背
景
に
は
、
年
間
五
、一
二
一
億
ド
ル

（
約
七
四
兆
円

：

二
〇
二
二
年
度
の
ア
マ
ゾ
ン
の
売
上
に
ほ
ぼ
匹
敵
）
と
も
い

わ
れ
る
巨
大
な
市
場
規
模
を
持
つ
ス
ポ
ー
ツ
産
業
の
思
惑
も
垣
間
見

え
る
。
文
部
科
学
省
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
）
の
「
ス
ポ
ー
ツ
国
際
戦
略
」
に
お

い
て
も
、
ス
ポ
ー
ツ
を
成
長
産
業
と
位
置
付
け
、
経
済
産
業
省
、
Ｊ

Ｅ
Ｔ
Ｒ
Ｏ
な
ど
と
の
連
携
強
化
を
謳
っ
て
い
る

25

。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を

含
む
世
界
的
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
が
莫
大
な
商
業
的
利
益
を
生
む
こ

と
は
、
興
行
と
し
て
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
公
益
性
や
保
護
法
益
に
懐

疑
的
見
方
が
つ
き
ま
と
う
要
因
の
一
つ
か
も
し
れ
な
い
。

国
連
の
ス
ポ
ー
ツ
振
興
支
援
に
も
拘
わ
ら
ず

26

、
ス
ポ
ー
ツ
の
権

利
保
護
を
謳
う
国
際
法
の
不
在
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
象
徴
さ
れ
る

ス
ポ
ー
ツ
に
つ
い
て
国
際
社
会
の
評
価
が
多
様
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

純
粋
ス
ポ
ー
ツ
の
価
値
を
認
め
る
一
方
で
、
興
行
と
し
て
の
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
の
評
価
は
、
ス
ポ
ー
ツ
産
業
と
の
関
係
、
経
済
的
効
果
や
行

政
施
策
と
の
関
係
な
ど
重
層
的
・
多
面
的
な
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
機
能

を
ど
う
評
価
す
る
か
に
関
わ
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。

⑷
赤
十
字
と
の
連
携
事
業

二
〇
〇
三
年
の
覚
書
締
結
後
、
Ｉ
Ｏ
Ｃ
と
赤
十
字
機
関
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
使
命
、
理
念
の
根
底
に
あ
る
世
界
性
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
、
連
帯
、
寛
容
、
平
和
な
ど
共
通
の
人
道
的
価
値
を
促
進
す
る
た
め
、

各
国
の
赤
十
字
・
赤
新
月
社
と
国
内
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
が
連
携

協
力
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
特
に
Ｉ
Ｏ
Ｃ
と
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
は
自

然
災
害
や
疾
病
の
影
響
下
に
あ
る
地
域
で
連
携
し
、
Ｉ
Ｏ
Ｃ
と
Ｉ
Ｃ

Ｒ
Ｃ
は
武
力
紛
争
下
に
あ
る
人
々
の
ス
ポ
ー
ツ
支
援
、
人
道
支
援
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
共
同
で
取
り
組
む
こ
と
に
し
て
お
り
、
両
者
の
連

携
関
係
は
様
々
な
場
で
見
ら
れ
る
。

二
〇
一
一
年
一
一
月
二
八
日
か
ら
一
二
月
一
日
ま
で
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

で
開
か
れ
た
第
三
一
回
赤
十
字
国
際
会
議
で
は
、「
非
暴
力
と
平
和
の

文
化
の
主
導
者
と
し
て
の
青
年

：

ス
ポ
ー
ツ
、
芸
術
、
創
造
性
の
力
」

を
テ
ー
マ
に
特
別
イ
ベ
ン
ト
が
並
行
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
場
で
Ｉ
Ｏ

Ｃ
の
ル
ネ
・
フ
ァ
セ
ル
委
員
（
国
際
ア
イ
ス
ホ
ッ
ケ
ー
連
盟
会
長
）
は
、「
ス

ポ
ー
ツ
を
通
じ
た
非
暴
力
と
平
和
の
文
化
の
促
進
」
を
訴
え
、
同
じ

理
想
を
共
有
す
る
赤
十
字
運
動
と
の
連
携
協
力
を
訴
え
た

27

。
ル
ネ
氏

は
、「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
運
動
、
特
に
Ｉ
Ｏ
Ｃ
に
と
り
、
ス
ポ
ー
ツ
は
単

に
競
技
以
上
の
も
の
で
あ
り
、
教
育
、
持
続
的
発
展
、
非
暴
力
、
世

界
性
、
人
道
と
連
帯
と
い
う
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
運
動
が
重
視
す
る
諸
原

則
を
統
合
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
広
範
な
社
会
変
革
を
け
ん

引
す
る
原
則
で
あ
る
」28

と
述
べ
た
。
ま
た
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
で
は
知
的

障
碍
者
の
ス
ポ
ー
ツ
祭
典
「
ス
ペ
シ
ャ
ル
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」
と
も
連

携
し
、
同
国
赤
十
字
社
に
よ
る
ア
ス
リ
ー
ト
を
対
象
に
し
た
救
急
法

講
習
が
開
か
れ
た
。
二
〇
一
一
年
三
月
の
東
日
本
大
震
災
で
は
、
日

本
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
（
Ｊ
Ｏ
Ｃ
）
は
「
東
日
本
大
震
災
復
興
支
援
Ｊ

Ｏ
Ｃ
〝
が
ん
ば
れ
！
ニ
ッ
ポ
ン
！
〟
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
実
施
し
、
義

援
金
の
募
集
、
救
援
医
療
チ
ー
ム
の
派
遣
、
救
援
物
資
の
提
供
、
チ
ャ

リ
テ
ィ
ー
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
支
援
活
動
を
行
い

29

、
日
本
赤
十
字
社
に

六
、五
〇
〇
万
円
の
義
援
金
を
寄
付
し
た
。
Ｊ
Ｏ
Ｃ
は
、
平
成
三
〇
年

の
西
日
本
豪
雨
、北
海
道
胆
振
東
部
地
震
で
も
日
赤
に
義
援
金
を
送
っ

て
い
る
。Ⅳ　

赤
十
字
に
と
っ
て
の
他
機
関
と
の
連

携
と
は
―
お
わ
り
に

草
創
期
の
赤
十
字
は
人
道
活
動
に
お
け
る
パ
イ
オ
ニ
ア
的
存
在

だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
百
数
十
年
、
社
会
が
複
雑
多
様
化
し
専
門
化
が

進
む
中
で
、
赤
十
字
も
多
様
な
セ
ク
タ
ー
と
の
連
携
協
力
な
し
に
事

業
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
と
な
っ
た
。
例
え
ば
、
難
民
救
援
に

お
け
る
人
権
保
護
に
必
要
な
個
人
情
報
保
護
に
は
優
れ
た
情
報
管
理

技
術
を
も
つ
Ｉ
Ｔ
企
業
の
協
力
は
不
可
欠
で
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
と
Ｎ

Ｅ
Ｃ

30

の
連
携
は
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
他
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
Ｉ
Ｃ
Ｃ

ICRCとブルーシールドの連携覚書の締結
©ICRC
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（
二
〇
〇
六
）、
ユ
ネ
ス
コ
（
二
〇
一
五
）、
ブ
ル
ー
シ
ー
ル
ド
（
二
〇
二
〇
）、

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ（
二
〇
二
三
）
な
ど
と
、ま
た
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
は
Ｉ
Ｌ
Ｏ（
二
〇
一
六
）

な
ど
多
様
な
セ
ク
タ
ー
と
連
携
し
て
き
た
。

こ
れ
ら
の
連
携
は
、
⑴
赤
十
字
運
動
へ
の
理
解
と
共
感
を
広
げ
る

た
め
の
緩
や
か
な
連
携
、
と
⑵
人
道
事
業
の
遂
行
に
直
結
す
る
実
務

的
な
連
携
、
の
二
つ
に
大
別
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
両
者
の
峻
別

は
厳
密
に
は
難
し
い
が
、
例
え
ば
、
本
稿
で
扱
っ
た
Ｉ
Ｏ
Ｃ
や
Ｎ
Ｅ

Ｃ
と
の
連
携
は
前
者
の
色
彩
が
強
く
、
国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｏ
Ｃ
）、

コ
ソ
ボ
行
方
不
明
者
政
府
委
員
会
（
Ｇ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
）
や
ユ
ネ
ス
コ
、
ブ
ル
ー

シ
ー
ル
ド
と
の
連
携
は
後
者
の
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
連
携
の
中
で
も
特
に
民
間
セ
ク
タ
ー
と
の
連
携
は
、
時

と
し
て
連
携
相
手
の
不
祥
事
や
イ
メ
ー
ジ
低
下
に
よ
り
自
ら
の
社
会

的
評
価
を
下
げ
る
リ
ス
ク
要
因
に
も
な
る
。
民
間
セ
ク
タ
ー
と
の
連

携
に
関
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（2002

）
に
よ
れ
ば
、「
連
携
は

い
か
な
る
場
合
で
も
組
織
の
能
力
を
棄
損
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な

ら
ず
、
事
業
遂
行
能
力
を
強
化
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
赤

十
字
の
使
命
と
基
本
原
則
を
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
」31

と
あ
る
。

時
代
が
大
き
く
変
化
し
社
会
が
複
雑
化
・
専
門
化
す
る
中
で
、
赤

十
字
も
単
独
で
社
会
の
要
請
に
応
え
る
こ
と
は
困
難
と
な
っ
た
。
ま

た
赤
十
字
の
運
動
体
と
し
て
の
側
面
は
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
た
異
な
る

業
界
に
働
き
か
け
共
感
の
輪
を
広
げ
る
こ
と
を
求
め
て
お
り
、
そ
の

意
味
で
ス
ポ
ー
ツ
界
や
芸
術
、
文
化
、
娯
楽
、
産
業
界
な
ど
あ
ら
ゆ

る
セ
ク
タ
ー
と
連
携
す
る
こ
と
は
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
。

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
ピ
ー
タ
ー
・
マ
ウ
ラ
ー
前
会
長
は
、「
共
通
の
基
盤
を

持
つ
団
体
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
彼
ら
と
共
に
分
か
ち
合
え
る

人
道
の
立
場
か
ら
連
携
関
係
を
構
築
し
、
と
も
に
解
決
困
難
な
諸
問

題
へ
の
解
決
策
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」32

と
述
べ
て
い

る
。結

局
、
組
織
を
継
続
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
他
者
と
の
連
携
は
避

け
て
通
れ
な
い
。
そ
の
中
で
組
織
が
埋
没
す
る
こ
と
な
く
、
い
か
に

自
己
の
存
在
感
（
レ
ゾ
ン
デ
ー
ト
ル
）、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
で
き

る
か
が
鍵
に
な
る
よ
う
に
思
う
。
同
時
に
本
稿
で
の
考
察
は
、
赤
十

字
運
動
の
際
立
っ
た
特
異
性
と
独
自
性
を
改
め
て
強
く
印
象
づ
け
る

も
の
と
な
っ
た
。
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関
西
に
お
け
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
シ
ベ
リ
ア
孤
児

救
済
一
〇
〇
周
年

は
じ
め
に

一
九
七
五
年
に
創
設
さ
れ
た
日
本
ポ
ー
ラ
ン
ド
協
会
関
西
セ
ン

タ
ー
は
、
国
際
理
解
・
国
際
交
流
を
目
的
と
す
る
民
間
団
体
と
し
て

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
文
化
や
歴
史
を
紹
介
し
、
両
国
民
の
交
流
の
場
を
提

供
す
る
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

二
〇
一
九
年
に
神
戸
新
聞
社
と
サ
ン
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
が
日
本
・

ポ
ー
ラ
ン
ド
国
交
樹
立
一
〇
〇
周
年
を
記
念
し
て
神
戸
市
で
シ
ョ
パ

ン
展
「
シ
ョ
パ
ン
―
二
〇
〇
年
の
肖
像
」
を
開
催
し
た
折
に
は
、
そ
れ

に
協
力
し
て
シ
ョ
パ
ン
を
中
心
と
し
た
コ
ン
サ
ー
ト
や
ポ
ー
ラ
ン
ド

を
紹
介
す
る
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ
た
。
同
年
一
一
月
一
七
日
に
は
シ
ョ

パ
ン
展
の
会
場
と
な
っ
た
兵
庫
県
立
美
術
館
の
ホ
ー
ル
で
、
来
日
し

て
い
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
シ
ベ
リ
ア
孤
児
の
歴
史
を
研
究
す
る
お
二
人
、

ワ
ル
シ
ャ
ワ
在
住
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
松
本
照
男
氏
と
ポ
ー
ラ
ン
ド

国
立
特
殊
教
育
大
学
教
授
の
ヴ
ィ
エ
ス
ワ
フ
・
タ
イ
ス
氏
そ
し
て
関

西
セ
ン
タ
ー
会
員
で
羽
衣
国
際
大
学
准
教
授
の
岡
崎
拓
氏
を
お
招
き

し
て
日
本
で
の
シ
ベ
リ
ア
孤
児
救
済
を
テ
ー
マ
に
講
演
会
を
開
催
し

た
。日

本
で
シ
ョ
パ
ン
の
音
楽
を
愛
す
る
人
は
多
く
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
を

理
解
し
日
本
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
関
係
を
知
る
上
で
、
両
国
の
友
好
・

協
力
関
係
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
い
え
る
一
〇
〇
年
前
の
孤
児
救
済
の
歴

日
本
ポ
ー
ラ
ン
ド
協
会
関
西
セ
ン
タ
ー
代
表

関
西
学
院
大
学
名
誉
教
授

藤
井
和
夫2022 年 8月の講演会

史
を
紹
介
す
る
こ
と
に
大
き
な
意
味
が
あ
り
、
関
心
も
集
ま
る
だ
ろ

う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
座
席
数
二
五
〇
の
会
場
の
聴
衆
は

ま
ば
ら
で
あ
っ
た
。
来
日
の
機
会
に
わ
ざ
わ
ざ
神
戸
ま
で
足
を
運
ん

で
く
だ
さ
っ
た
講
師
の
お
二
人
に
は
誠
に
申
し
訳
な
く
、
事
前
の
広

報
活
動
不
足
を
反
省
す
る
一
方
で
、
日
本
に
お
け
る
シ
ベ
リ
ア
孤
児

救
済
の
歴
史
の
認
知
度
が
ま
だ
ま
だ
低
く
、
そ
の
史
実
す
ら
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
。

そ
こ
で
関
西
を
舞
台
に
行
わ
れ
た
第
二
次
シ
ベ
リ
ア
孤
児
救
済
の

一
〇
〇
周
年
記
念
に
あ
た
る
二
〇
二
二
年
に
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
シ
ベ

リ
ア
孤
児
救
済
事
業
を
紹
介
す
る
一
連
の
イ
ベ
ン
ト
を
行
う
こ
と
に

し
た
。
敦
賀
ム
ゼ
ウ
ム
館
長
の
西
川
明
徳
氏
を
ゲ
ス
ト
に
迎
え
た
オ

ン
ラ
イ
ン
座
談
会
、
関
西
セ
ン
タ
ー
会
員
で
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
北
中
綾

子
氏
の
コ
ン
サ
ー
ト
と
藤
井
の
講
演
、
岡
崎
拓
氏
と
藤
井
に
よ
る
灘

校
で
の
高
校
生
に
向
け
た
土
曜
講
座
、
松
本
氏
と
ワ
ル
シ
ャ
ワ
日
本

語
学
校
教
頭
の
坂
本
龍
太
朗
氏
を
ゲ
ス
ト
に
迎
え
た
オ
ン
ラ
イ
ン
座

談
会
、
松
本
氏
・
坂
本
氏
・
岡
崎
氏
と
藤
井
に
よ
る
講
演
会
、
岡
崎

氏
・
関
西
セ
ン
タ
ー
会
員
で
阪
南
大
学
准
教
授
の
定
藤
博
子
氏
・
西

川
氏
・
関
西
セ
ン
タ
ー
会
員
で
京
都
大
学
非
常
勤
講
師
の
マ
ル
チ
ン
・

タ
タ
ル
チ
ュ
ク
氏
に
よ
る
羽
衣
国
際
大
学
・
阪
南
大
学
学
生
の
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
、
敦
賀
ム
ゼ
ウ
ム
・
社
会
福
祉
法
人
福
田
会
・
ク
ラ
ク

フ
の
日
本
美
術
技
術
博
物
館
マ
ン
ガ
と
共
催
し
た
シ
ベ
リ
ア
孤
児
に

2023 年 2月の展示会
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ン
ド
と
い
う
独
立
国
は
な
く
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
な
ど
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
中

心
部
は
ロ
シ
ア
の
支
配
に
服
し
そ
の
西
端
の
一
地
方
に
な
っ
て
し
ま

う
。
こ
の
状
態
は
一
七
九
五
年
か
ら
一
九
一
八
年
ま
で
一
二
三
年
間

も
続
い
た
の
で
あ
る
。

長
い
亡
国
の
経
験
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
心
に
民
族
国
家
再
興
を

目
指
す
強
い
愛
国
心
と
と
も
に
、
と
り
わ
け
支
配
国
ロ
シ
ア
に
対
す

る
激
し
い
反
抗
心
を
作
り
出
し
、
一
九
世
紀
に
二
度
の
大
規
模
な
反

ロ
シ
ア
蜂
起
を
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
敗
北
し
た
ポ
ー

ラ
ン
ド
の
多
数
の
蜂
起
指
導
者
や
戦
争
捕
虜
が
ロ
シ
ア
に
よ
っ
て
シ

ベ
リ
ア
に
流
さ
れ
た
。
二
〇
世
紀
に
入
る
と
、
そ
れ
に
仕
事
を
求
め

て
シ
ベ
リ
ア
に
向
か
っ
た
人
も
加
え
て
、
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
方
面
に

は
四
～
五
万
人
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
が
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
悲
願
の
独
立
を
取
り
戻
す
第
一
次
世

界
大
戦
末
期
、
ロ
シ
ア
で
は
社
会
主
義
革
命
が
起
き
て
国
内
の
中
央

部
か
ら
シ
ベ
リ
ア
に
か
け
て
激
し
い
内
戦
の
舞
台
と
な
っ
た
。
さ
ら

に
日
本
を
含
め
た
各
国
が
干
渉
し
て
出
兵
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
シ
ベ

リ
ア
は
た
い
へ
ん
な
混
乱
状
態
に
な
り
、
そ
こ
に
暮
ら
す
ポ
ー
ラ
ン

ド
人
た
ち
は
、
殺
戮
・
略
奪
・
疫
病
・
飢
え
の
た
め
に
悲
惨
な
状
態

に
陥
っ
た
。
彼
ら
は
保
護
し
て
く
れ
る
政
府
も
軍
隊
も
な
い
ま
ま
東

へ
と
逃
げ
る
ほ
か
な
く
、
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
に
は
シ
ベ
リ
ア
奥
地
か

ら
逃
れ
た
人
を
含
め
て
約
二
〇
万
人
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
が
難
民
状
態

関
す
る
展
示
会
な
ど
が
二
〇
二
二
年
一
月
か
ら
二
〇
二
三
年
二
月
に

か
け
て
主
に
神
戸
市
で
行
わ
れ
た
。
本
稿
で
は
、
そ
こ
で
の
経
験
か

ら
得
ら
れ
た
こ
と
を
書
い
て
み
た
い
。

Ⅰ　

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
シ
ベ
リ
ア
孤
児

孤
児
救
済
の
歴
史
は
日
本
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
友
好
関
係
の
シ
ン
ボ

ル
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、シ
ベ
リ
ア
孤
児
の
存
在
そ
の
も
の
が
ポ
ー

ラ
ン
ド
の
歴
史
に
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、複
雑
な
近
現
代
の
ポ
ー

ラ
ン
ド
の
歴
史
を
知
る
上
で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
と
考
え
た
の

が
、
二
〇
一
九
年
の
講
演
会
と
二
〇
二
二
年
の
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し

た
も
う
一
つ
の
理
由
で
あ
っ
た
。
二
〇
世
紀
の
初
め
に
、
な
ぜ
ロ
シ

ア
の
シ
ベ
リ
ア
に
多
く
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
子
ど
も
た
ち
が
い
た
の
か
。

そ
の
背
景
を
知
る
こ
と
で
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
歴
史
へ
の
理
解
が
深
ま

り
、
そ
の
子
ど
も
た
ち
を
助
け
た
日
本
に
対
す
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の

感
情
が
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

一
七
、一
八
世
紀
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
、
現
在
の
ベ
ラ
ル
ー
シ
全
体
や

ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
バ
ル
ト
三
国
の
半
分
を
含
む
版
図
を
持
つ
今
か
ら
は

想
像
も
つ
か
な
い
く
ら
い
の
大
国
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
一
八
世
紀
の

末
に
、
隣
国
の
ロ
シ
ア
・
プ
ロ
イ
セ
ン
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
よ
っ
て

三
分
割
さ
れ
、
完
全
に
国
土
を
失
っ
て
し
ま
う
。
地
図
上
に
ポ
ー
ラ

で
集
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
状
況
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
を
救
う
た
め
に
、
一
九
一
九
年
に

ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
で
ア
ン
ナ
・
ビ
ェ
ル
ケ
ヴ
ィ
チ
を
代
表
と
す
る
ポ
ー

ラ
ン
ド
救
済
委
員
会
が
組
織
さ
れ
た
。
厳
し
い
治
安
状
況
や
激
し
い

イ
ン
フ
レ
と
い
っ
た
困
難
な
条
件
の
も
と
で
、
何
と
か
子
ど
も
た
ち

だ
け
で
も
こ
の
地
か
ら
救
出
し
て
祖
国
に
戻
ら
せ
た
い
と
考
え
た
委

員
会
は
、
お
よ
そ
九
〇
〇
人
の
子
ど
も
た
ち
の
救
済
を
シ
ベ
リ
ア
に

出
兵
し
て
い
た
国
々
に
求
め
る
こ
と
に
な
り
、
結
局
、
日
本
と
ア
メ

リ
カ
が
そ
れ
に
応
じ
た
。
日
本
が
そ
の
救
済
に
手
を
挙
げ
た
ポ
ー
ラ

ン
ド
の
子
ど
も
た
ち
は
、
そ
の
多
く
が
辛
い
歴
史
を
背
景
に
シ
ベ
リ

ア
で
悲
惨
な
状
況
に
陥
っ
た
愛
国
者
の
家
族
や
子
孫
だ
っ
た
わ
け
で

あ
る
。Ⅱ　

第
一
次
シ
ベ
リ
ア
孤
児
救
済
事
業

ポ
ー
ラ
ン
ド
救
済
委
員
会
か
ら
孤
児
救
出
の
嘆
願
書
が
日
本
の
外

務
省
に
届
い
た
の
は
一
九
二
〇
年
六
月
一
八
日
、
外
務
省
が
す
ぐ
に

実
施
を
決
定
し
て
具
体
的
な
救
済
活
動
を
日
本
赤
十
字
社
に
依
頼
し
、

同
社
が
そ
れ
を
引
き
受
け
る
こ
と
を
社
内
で
決
め
た
の
が
七
月
五
日

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
第
一
陣
の
子
ど
も
た
ち
五
六
名
が
ウ
ラ
ジ
オ
ス

ト
ク
を
発
つ
の
は
七
月
二
〇
日
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
の
規
模
の
、
そ

し
て
お
そ
ら
く
日
本
で
初
め
て
の
本
格
的
な
国
際
救
援
活
動
と
い
う

重
大
な
意
思
決
定
と
実
行
が
極
め
て
短
時
間
で
行
わ
れ
た
こ
と
に
驚

か
さ
れ
る
。
現
在
の
国
際
的
人
道
支
援
の
必
要
性
に
鑑
み
て
も
、
当

時
の
迅
速
な
意
思
決
定
と
実
行
を
可
能
に
し
た
人
権
意
識
や
組
織
間

の
情
報
共
有
の
あ
り
方
、
受
け
入
れ
の
た
め
の
準
備
プ
ロ
セ
ス
、
政

府
の
外
交
政
策
の
方
針
等
の
研
究
が
さ
ら
に
必
要
で
あ
ろ
う
。

ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
に
集
ま
っ
た
子
ど
も
た
ち
は
日
本
で
治
療
・
休

養
の
後
、
同
じ
く
協
力
を
申
し
出
た
ア
メ
リ
カ
経
由
で
祖
国
に
戻
る

こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
二
〇
年
七
月
か
ら
翌
年
七
月
に
か
け
て
五
回

に
分
け
て
三
七
五
人
の
子
ど
も
た
ち
と
付
き
添
う
保
護
者
三
二
人
が

ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
か
ら
敦
賀
に
渡
り
、
そ
の
後
東
京
に
移
っ
て
日
本

赤
十
字
社
が
子
ど
も
た
ち
の
治
療
に
あ
た
り
、
日
赤
病
院
に
隣
接

す
る
社
会
福
祉
団
体
の
福
田
会
が
無
償
で
宿
舎
を
提
供
し
た
。
三
割

が
孤
児
、
五
割
が
片
親
と
い
う
二
歳
か
ら
一
六
歳
の
子
ど
も
た
ち
は

栄
養
状
態
も
悪
く
疫
病
を
患
う
子
も
い
て
、
一
九
二
〇
年
九
月
か
ら

二
二
年
七
月
の
間
に
八
回
に
分
か
れ
て
ア
メ
リ
カ
経
由
で
帰
国
す
る

ま
で
東
京
で
手
厚
い
保
護
を
受
け
た
。
一
方
で
、
そ
の
滞
在
は
国
内

で
大
き
な
関
心
と
同
情
を
呼
ん
で
様
々
な
慰
問
や
多
く
の
援
助
の
申

し
出
が
あ
っ
た
。

そ
れ
ま
で
そ
の
存
在
も
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
シ
ベ
リ
ア
の

ポ
ー
ラ
ン
ド
人
孤
児
の
救
済
に
、
当
時
の
広
い
層
の
日
本
人
が
関
心
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を
持
ち
協
力
し
た
と
い
う
こ
と
は
特
筆
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
最

初
の
上
陸
地
の
敦
賀
で
子
ど
も
た
ち
が
市
民
か
ら
大
歓
迎
を
受
け
温

か
い
援
助
が
提
供
さ
れ
た
の
は
、
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
経
由
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
へ
の
玄
関
口
で
あ
っ
た
敦
賀
の
国
際
都
市
と
し
て
の
メ
ン
タ
リ

テ
ィ
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
二
〇
年
後
の

ユ
ダ
ヤ
難
民
の
受
け
入
れ
の
時
に
も
発
揮
さ
れ
た
。

一
方
、
東
京
滞
在
中
の
子
ど
も
た
ち
に
世
間
の
関
心
が
集
ま
っ
た

の
は
、
各
種
の
メ
デ
ィ
ア
が
孤
児
の
来
日
を
取
り
上
げ
た
か
ら
だ
と

思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
救
済
委
員
会
や
日
本
赤
十
字

社
の
援
助
を
呼
び
か
け
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
、
救
援
活
動
や
ポ
ー
ラ

ン
ド
の
文
化
・
歴
史
な
ど
を
紹
介
す
る
た
め
に
ビ
ェ
ル
ケ
ヴ
ィ
チ
が

そ
の
出
版
に
力
を
入
れ
た
、
東
京
・
京
都
・
大
阪
・
神
戸
で
販
売
さ

れ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
・
日
本
語
・
英
語
の
隔
週
刊
雑
誌
『
極
東
の
叫
び
』

（
一
九
二
一
年
九
月
か
ら
二
二
年
五
月
ま
で
一
〇
号
発
行
）
の
存
在
も
大
き

く
貢
献
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
日
常
的
に
な
じ
み
の
な
い

国
や
地
域
へ
の
国
際
協
力
や
救
援
に
、
情
報
発
信
と
メ
デ
ィ
ア
に
よ

る
情
報
提
供
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
東
京
で
の
第
一
次
シ
ベ
リ
ア
孤
児
救
済
事
業
に
つ
い
て

は
、
孤
児
た
ち
に
無
償
で
宿
舎
と
様
々
な
援
助
を
提
供
し
た
福
田
会

が
、
近
年
駐
日
ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国
大
使
館
と
協
力
し
て
当
時
の
救

済
活
動
を
掘
り
起
こ
す
努
力
を
さ
れ
て
お
り
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

が
制
作
さ
れ
る
な
ど
次
第
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
し
か

し
、
そ
こ
に
継
続
し
て
一
九
二
二
年
に
大
阪
で
行
わ
れ
た
第
二
次
シ

ベ
リ
ア
孤
児
救
済
事
業
に
関
す
る
情
報
は
十
分
に
は
含
ま
れ
て
お
ら

ず
、
関
西
で
も
同
様
の
救
済
事
業
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
地
元
で
す
ら

知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
二
〇
一
九
年
の
神
戸
で
の
講
演
会
の
ま

ば
ら
な
聴
衆
に
表
れ
て
い
た
。

Ⅲ　
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東
京
で
救
済
さ
れ
た
子
ど
も
た
ち
の
最
終
組
が
ア
メ
リ
カ
に
出
発

し
た
一
九
二
二
年
頃
、
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
に
は
ま
だ
二
〇
〇
〇
人
余

り
の
子
ど
も
た
ち
が
救
出
を
待
ち
望
ん
で
い
た
。
食
糧
難
の
ロ
シ
ア

を
横
切
る
長
距
離
の
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
に
よ
る
祖
国
へ
の
輸
送
が
困
難

で
、
ア
メ
リ
カ
が
派
遣
軍
の
シ
ベ
リ
ア
か
ら
の
撤
収
と
国
内
の
支
援

団
体
の
解
散
で
協
力
が
不
可
能
に
な
り
、
日
本
軍
の
シ
ベ
リ
ア
か
ら

の
撤
収
時
期
も
迫
る
中
、
ビ
ェ
ル
ケ
ヴ
ィ
チ
の
た
っ
て
の
要
請
を
受

け
て
日
本
赤
十
字
社
は
財
政
的
に
可
能
な
範
囲
で
の
子
ど
も
た
ち
の

保
護
と
本
国
へ
の
輸
送
を
引
き
受
け
た
。

と
く
に
救
助
の
必
要
性
の
高
い
一
歳
か
ら
一
六
歳
ま
で
の
三
八
九

名
が
付
き
添
い
の
保
護
者
四
七
名
と
と
も
に
、
一
九
二
二
年
八
月
五

日
か
ら
二
七
日
ま
で
三
回
に
分
け
て
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
か
ら
敦
賀
に

渡
り
、
敦
賀
市
民
の
温
か
い
歓
迎
を
受
け
た
後
大
阪
に
移
動
し
た
。

宿
舎
と
し
て
新
築
で
ま
だ
入
居
前
で
あ
っ
た
大
阪
市
立
公
民
病
院
看

護
婦
寄
宿
舎
を
大
阪
市
が
提
供
し
、
日
本
赤
十
字
社
の
医
師
が
毎
日

通
う
ほ
か
、
大
阪
市
や
近
隣
市
町
村
関
係
者
、
学
校
関
係
者
、
新
聞

記
者
な
ど
様
々
な
人
た
ち
が
入
れ
替
わ
り
に
そ
の
宿
舎
を
訪
問
し
た
。

東
京
の
場
合
と
同
様
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
子
ど
も
た
ち
へ
の
世
間

の
関
心
も
高
く
、
連
日
寄
付
金
、
着
物
や
布
団
、
お
菓
子
や
果
物
な

ど
の
金
品
が
届
け
ら
れ
た
。
加
え
て
、
大
阪
市
が
派
遣
し
た
通
訳
が

毎
日
宿
舎
に
通
い
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
玉
造
教
会
の
青
年
会
員
も
し
ば

し
ば
訪
れ
て
子
ど
も
た
ち
の
世
話
を
し
た
。
そ
れ
ら
の
人
々
の
協
力

で
短
い
滞
在
期
間
の
間
に
子
ど
も
た
ち
は
大
阪
城
や
市
内
を
見
学
し
、

教
会
で
礼
拝
し
、
天
王
寺
動
物
園
を
訪
れ
る
な
ど
楽
し
い
時
間
を
過

ご
し
て
い
る
。
難
民
の
受
け
入
れ
に
官
民
を
挙
げ
た
協
力
が
行
わ
れ
、

自
然
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
も
生
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

今
回
の
救
済
事
業
の
目
的
は
子
ど
も
た
ち
の
長
期
の
療
養
で
は
な

く
、
日
本
の
手
で
無
事
に
直
接
祖
国
に
送
り
届
け
る
こ
と
だ
っ
た
の

で
、
日
本
赤
十
字
社
は
大
阪
滞
在
中
の
子
ど
も
た
ち
の
健
康
管
理
に

万
全
を
期
す
と
同
時
に
、
神
戸
の
同
社
兵
庫
県
支
部
や
神
戸
市
商
工

会
議
所
、
船
舶
会
社
日
本
郵
船
等
と
打
ち
合
わ
せ
て
事
前
に
子
ど
も

た
ち
の
移
動
ル
ー
ト
や
休
憩
所
の
確
保
、
帰
国
の
船
の
予
約
な
ど
準

備
態
勢
を
整
え
て
い
た
。
長
く
て
三
週
間
、
短
い
場
合
は
一
週
間
ほ

ど
と
い
う
短
い
滞
在
の
後
、
子
ど
も
た
ち
は
一
九
二
二
年
八
月
二
五

日
と
九
月
六
日
に
「
香
取
丸
」
と
「
熱
田
丸
」
で
神
戸
港
か
ら
ロ
ン
ド
ン

に
向
か
い
、
ロ
ン
ド
ン
か
ら
イ
ギ
リ
ス
の
船
に
乗
り
換
え
て
全
員
無

事
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
グ
ダ
ン
ス
ク
に
帰
国
し
た
。

後
に
、
と
く
に
子
ど
も
た
ち
が
祖
国
に
向
け
て
出
港
し
た
神
戸
と

の
縁
と
い
う
点
で
は
、
七
三
年
後
の
一
九
九
五
年
の
七
月
、
阪
神
・

淡
路
大
震
災
が
発
生
し
た
年
の
夏
休
み
に
、
シ
ベ
リ
ア
孤
児
救
済
へ

の
恩
返
し
と
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
被
災
児
童
三
〇
人
が
招
か
れ
て

い
る
。
当
時
の
駐
日
ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国
大
使
館
ス
タ
ニ
ス
ワ
フ
・

フ
ィ
リ
ペ
ッ
ク
商
務
次
官
が
中
心
と
な
り
ヘ
ン
リ
ク
・
リ
プ
シ
ッ
ツ

大
使
も
協
力
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
、
渡
航
・
滞
在
費
用
は
日
本
で

集
め
ら
れ
た
協
力
金
の
ほ
か
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
個
人
・
企
業
・
滞
在

先
の
市
な
ど
が
負
担
し
、
児
童
た
ち
は
三
週
間
に
わ
た
り
ポ
ー
ラ
ン

ド
各
地
で
温
か
い
歓
待
を
受
け
た
。
翌
年
に
も
被
災
児
童
三
〇
人
が

招
待
さ
れ
て
元
シ
ベ
リ
ア
孤
児
の
四
人
と
面
会
し
、
一
〇
年
後
の

二
〇
〇
五
年
に
も
一
部
の
被
災
児
童
が
再
度
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
訪
問
し

て
日
本
大
使
館
で
元
シ
ベ
リ
ア
孤
児
の
ア
ン
ト
ニ
ナ
・
リ
ロ
さ
ん
と

会
っ
て
い
る
。
シ
ベ
リ
ア
孤
児
救
済
事
業
が
結
ぶ
日
本
と
ポ
ー
ラ
ン

ド
の
絆
と
し
て
、
二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
に
際
し
て
も
、
ポ
ー

ラ
ン
ド
か
ら
は
恩
返
し
と
し
て
の
温
か
い
支
援
が
提
供
さ
れ
て
い
る
。
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Ⅳ　

帰
国
後
の
シ
ベ
リ
ア
孤
児

ポ
ー
ラ
ン
ド
に
帰
国
し
た
子
ど
も
た
ち
の
多
く
は
身
寄
り
も
な
く
、

彼
ら
は
グ
ダ
ン
ス
ク
に
近
い
ベ
イ
ヘ
ロ
ー
ヴ
ォ
と
い
う
所
に
設
け
ら

れ
た
寄
宿
舎
で
共
同
生
活
を
送
る
こ
と
に
な
る
。
祖
国
を
離
れ
シ
ベ

リ
ア
で
生
ま
れ
育
っ
た
子
ど
も
た
ち
に
、
寄
宿
舎
の
指
導
者
た
ち
は

ポ
ー
ラ
ン
ド
語
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
民
と
し
て
必
要
な
教
育
を
受
け
さ

せ
る
と
同
時
に
、
日
本
と
の
関
係
を
緊
密
に
保
つ
た
め
の
教
育
も
行

わ
れ
た
。
日
本
の
歌
を
学
び
日
本
の
話
を
聞
く
「
日
本
の
日
」
の
よ
う

な
催
し
も
行
わ
れ
、
当
時
ワ
ル
シ
ャ
ワ
に
い
た
日
本
人
留
学
生
や
日

本
大
使
館
の
外
交
官
た
ち
も
し
ば
し
ば
ベ
イ
ヘ
ロ
ー
ヴ
ォ
を
訪
問
し

て
交
流
を
深
め
た
。

子
ど
も
た
ち
は
学
校
教
育
が
終
わ
る
と
ベ
イ
ヘ
ロ
ー
ヴ
ォ
を
去
る

が
、
シ
ベ
リ
ア
で
過
酷
な
境
遇
に
あ
っ
た
経
験
か
ら
、
日
本
滞
在
期

間
の
長
短
に
関
わ
ら
ず
い
つ
ま
で
も
日
本
の
印
象
が
強
く
残
っ
て
い

た
。
一
九
二
八
年
に
孤
児
た
ち
の
相
互
支
援
を
目
的
に
組
織
さ
れ
た

「
極
東
青
年
会
」
も
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
各
地
に
散
っ
た
孤
児
た
ち
が
互
い

に
助
け
う
だ
け
で
な
く
、
日
本
と
の
か
か
わ
り
や
思
い
出
を
共
有
す

る
上
で
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
。
現
在
で
は
来
日
し
た
孤
児
た
ち
で

生
存
す
る
方
は
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
生
前
に
在
ポ
ー
ラ
ン

ド
日
本
大
使
館
で
の
招
待
や
い
ろ
い
ろ
な
取
材
時
に
日
本
の
す
ば
ら

し
さ
を
語
り
、
覚
え
て
い
る
日
本
の
童
謡
を
披
露
し
た
こ
と
な
ど
が

伝
え
ら
れ
て
い
る
。

「
極
東
青
年
会
」
は
一
一
歳
の
時
に
救
出
さ
れ
大
阪
に
滞
在
し
た
子

ど
も
た
ち
の
一
人
イ
ェ
ジ
・
ス
ト
シ
ャ
ウ
コ
フ
ス
キ
を
中
心
に
組
織

さ
れ
た
が
、
彼
は
祖
国
へ
の
帰
国
後
子
ど
も
を
救
済
す
る
様
々
な
活

動
を
し
て
い
る
。
戦
間
期
に
孤
児
を
組
織
化
し
援
助
し
た
だ
け
で
な

く
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
時
に
は
シ
ベ
リ
ア
孤
児
や
他
の
戦
争
孤
児

た
ち
を
集
め
て
イ
ェ
ジ
キ
特
別
部
隊
と
呼
ば
れ
た
部
隊
を
組
織
し
て

ナ
チ
ス
に
対
す
る
抵
抗
活
動
を
行
い
、
戦
後
も
戦
争
被
害
に
あ
っ
た

子
ど
も
や
親
を
失
っ
た
子
ど
も
を
助
け
教
育
す
る
仕
事
を
し
て
い
た
。

彼
は
戦
後
一
九
八
三
年
に
再
び
日
本
を
訪
れ
た
際
に
、
大
阪
で
の
思

い
出
と
し
て
、
日
本
は
子
ど
も
を
非
常
に
大
切
に
し
て
く
れ
る
と
い

う
印
象
が
強
く
、
そ
れ
が
自
分
の
帰
国
後
の
活
動
の
指
針
に
な
っ
た

と
語
っ
て
い
る
。

お
わ
り
に

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
シ
ベ
リ
ア
孤
児
救
済
事
業
が
、
単
な
る
麗
し
い
友

好
親
善
の
行
為
の
記
憶
以
上
に
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

二
〇
二
二
年
に
記
念
事
業
を
行
っ
た
結
果
改
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
た
。

日
本
に
救
済
さ
れ
て
祖
国
に
戻
っ
た
子
ど
も
の
数
は
、
七
六
五

人
と
決
し
て
大
き
な
数
で
は
な
い
。
し
か
し
一
二
三
年
ぶ
り
に
独
立

を
取
り
戻
し
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
と
っ
て
は
、
国
の
将
来
を
担
う
子
ど

も
た
ち
が
遠
い
シ
ベ
リ
ア
で
家
族
も
家
も
失
う
窮
状
に
あ
っ
た
時
に
、

安
全
な
家
を
提
供
し
温
か
い
保
護
の
下
で
無
事
に
祖
国
ま
で
送
り
届

け
て
く
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
日
本
に
深
い
恩
義
を
感
じ
る
で
き
ご

と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
報
じ
る
マ
ス
コ
ミ
や
、
帰
国
し
た
孤
児
や
そ

の
家
族
を
通
し
て
伝
わ
っ
た
日
本
へ
の
親
近
感
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の

社
会
に
深
く
し
み
込
ん
で
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

シ
ベ
リ
ア
孤
児
の
救
済
事
業
は
、
日
本
に
と
っ
て
も
初
め
て
の

組
織
的
な
国
際
的
難
民
救
済
活
動
で
あ
っ
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
シ
ベ

リ
ア
孤
児
に
つ
い
て
情
報
が
提
供
さ
れ
、
国
民
の
中
で
強
い
関
心
が

生
ま
れ
て
東
京
で
も
大
阪
で
も
多
く
の
人
々
か
ら
の
協
力
と
援
助
が

あ
っ
た
。
当
時
の
日
本
の
国
際
的
な
人
権
意
識
が
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
か
も
重
要
で
あ
る
が
、
日
本
赤
十
字
社
を
中
心
と
し

て
、
救
済
を
決
断
し
た
日
本
政
府
（
外
務
省
）、
輸
送
に
協
力
し
た
陸
軍
、

宿
舎
や
さ
ま
ざ
ま
な
援
助
を
提
供
し
た
福
田
会
や
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
、

そ
の
他
多
く
の
広
い
範
囲
の
人
や
組
織
の
協
力
に
よ
っ
て
、
し
か
も

素
早
い
決
断
の
下
で
計
画
的
に
戦
争
の
被
災
者
に
対
す
る
援
助
が
行

わ
れ
た
こ
と
は
重
要
な
体
験
で
あ
っ
た
。

一
〇
〇
周
年
の
機
会
に
、
改
め
て
日
本
に
よ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
シ

2023 年 2月の展示会時セミナー
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ベ
リ
ア
孤
児
救
済
を
紹
介
す
る
と
想
像
以
上
の
反
応
が
あ
っ
た
。
今

日
で
は
文
末
に
示
し
た
文
献
な
ど
に
よ
っ
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
シ
ベ
リ

ア
孤
児
救
済
事
業
に
つ
い
て
か
な
り
詳
細
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

そ
の
体
験
を
国
際
的
な
人
道
支
援
が
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
い
る

現
在
に
生
か
す
た
め
に
、
こ
の
一
〇
〇
年
前
の
救
済
事
業
が
い
か
に

社
会
的
連
携
を
も
っ
て
実
行
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
証
し
て

い
く
意
味
は
大
き
い
と
考
え
て
い
る
。

【
参
考
文
献
】

・
松
本
照
男
・
ヴ
ィ
エ
ス
ワ
フ
・
タ
イ
ス
、『
シ
ベ
リ
ア
孤
児
』、

二
〇
〇
九
年
（
改
訂
版　

二
〇
一
八
年
）、
ワ
ル
シ
ャ
ワ

・
兵
藤
長
雄
、『
善
意
の
架
け
橋
』、
文
芸
春
秋
、
一
九
九
八
年

・
山
田
邦
紀
、『
ポ
ー
ラ
ン
ド
孤
児
・「
桜
咲
く
国
」
が
つ
な
い
だ
七
六
五

人
の
命
』、
現
代
書
館
、
二
〇
一
一
年

・
エ
ヴ
ァ
・
パ
ワ
シ
ュ=

ル
ト
コ
フ
ス
カ
、
ア
ン
ジ
ェ
イ
・
Ｔ
・
ロ
メ

ル
、
柴
理
子
訳
、『（
増
補
改
訂
版
）
日
本
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
関
係
史
―

一
九
〇
四
―
一
九
四
五
』、
彩
流
社
、
二
〇
一
九
年

・
宇
都
榮
子
、
小
笠
原
強
、
桜
井
昭
男
、
菅
田
理
一
、
村
上
葵 

編
著
、『
ポ
ー

ラ
ン
ド
児
童
救
済
事
業
の
記
録
「
波
瀾
児
童
関
係
日
誌
」
一
九
二
〇
～

一
九
二
二
年
』、
彩
流
社
、
二
〇
二
一
年

１　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
道
危
機
に
対
す
る 

赤
十
字
の
活
動

：

「
ど
こ
で
」「
ど
の

よ
う
な
」
支
援
を
提
供
し
て
い
る
か

二
〇
二
二
年
二
月
二
四
日
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
各
地
で
戦
闘
が
激
化

し
ま
し
た
。
一
年
七
か
月
経
っ
た
現
在
（
二
〇
二
三
年
一
〇
月
一
日
）
も
、

武
力
紛
争
は
終
わ
り
が
見
え
ず
、
多
く
の
人
が
人
道
支
援
を
必
要
と

し
て
い
る
状
態
が
続
い
て
い
ま
す
。

攻
撃
の
結
果
、
多
く
の
民
間
人
の
死
者
お
よ
び
負
傷
者
が
生
ま
れ
、

住
居
や
、
一
、三
〇
〇
以
上
も
の
学
校

１

、一
、一
〇
〇
以
上
も
の
医
療

施
設

２

な
ど
の
重
要
な
イ
ン
フ
ラ
に
対
す
る
壊
滅
的
な
被
害
が
生
じ
て

い
ま
す
。

ま
た
、
二
〇
二
二
年
二
月
以
降
、
欧
州
で
は
数
十
年
間
経
験
し
た

こ
と
の
な
い
規
模
の
人
の
移
動
が
発
生
し
ま
し
た
。
武
力
紛
争
激
化

当
初
の
よ
う
な
大
規
模
な
避
難
以
降
、
周
辺
諸
国
へ
の
移
動
は
減
っ

た
も
の
の
、
不
確
実
な
武
力
紛
争
の
状
況
に
よ
っ
て
避
難
民
の
数
は

流
動
的
に
変
化
し
て
い
ま
す
。
現
在
約
六
二
〇
万
人
に
上
る
人
々
が

ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
外
へ
難
民
と
し
て
避
難
し
て
お
り

３

、
約
五
〇
九
万
人

の
人
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
内
で
避
難
し
て
い
ま
す

４

。
こ
の
避
難
規
模
は

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
人
口
の
約
三
分
の
一
ほ
ど
で
あ
り
、
ど
れ
ほ
ど
多
く

の
人
が
こ
の
人
道
危
機
に
よ
り
自
分
の
家
を
追
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
状
態
で
あ
る
か
が
わ
か
り
ま
す
。 

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
、
赤
十
字
は
「
ど
こ
で
」「
ど

ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
道
危
機

：

赤
十
字
の
支
援
の
現
場
か
ら

矢
田
　
結

日
本
赤
十
字
社
事
業
局
国
際
部
国
際
救
援
課　

主
事

―
武
力
紛
争
下
で
生
き
る
人
々
に
寄
り
添
う
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の
よ
う
な
」
支
援
を
展
開
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

ま
ず
、「
ど
こ
で
」
に
つ
い
て
で
す
。
私
た
ち
赤
十
字
の
強
み
は
、

同
時
多
面
的
に
多
く
の
人
々
を
支
援
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
に

あ
り
ま
す
。
赤
十
字
に
は
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）、
各
国

赤
十
字
・
赤
新
月
社
、
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
社
連
盟
（
連
盟
）
と
い

う
三
つ
の
機
関
が
存
在
し
て
い
ま
す
。

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
赤
十
字
組
織
の
起
源
と
な
っ
た
機
関
で
主
に
紛
争
地

を
中
心
に
世
界
中
で
活
動
し
て
お
り
、
各
国
赤
十
字
・
赤
新
月
社
は

そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
赤
十
字
活
動
を
リ
ー
ド
し
、
そ
し
て
連
盟
は
災
害

対
応
や
健
康
増
進
な
ど
赤
十
字
の
「
平
時
の
活
動
」
を
推
進
し
て
い
く

た
め
、
世
界
に
広
が
る
赤
十
字
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
管
理
や
活
動
調

整
を
行
っ
て
い
ま
す
。

人
道
援
助
の
現
場
に
お
い
て
は
、
こ
の
三
つ
の
赤
十
字
の
機
関
そ

れ
ぞ
れ
が
得
意
分
野
を
生
か
し
て
適
材
適
所
で
協
力
す
る
関
係
に
あ

り
ま
す
が
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
道
危
機
に
お
い
て
も
同
様
で
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ

Ｃ
が
紛
争
地
で
活
動
す
る
専
門
性
を
、
各
国
の
赤
十
字
・
赤
新
月
社

が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
、
そ
し
て
「
連
盟
」
が
加
盟
社
の
集
合
体
と
し

て
の
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
を
活
か
し
て
、
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
次
頁
図
１
の
よ
う
に
①
戦
闘
地
域
で
の
活
動　

②

同
国
内
で
移
動
す
る
国
内
避
難
民
へ
の
支
援　

③
周
辺
国
に
流
入
す

る
避
難
民
へ
の
支
援　

④
一
時
避
難
し
た
周
辺
国
か
ら
親
族
等
が
移

民
と
し
て
居
住
し
て
い
る
ド
イ
ツ
、
ス
ペ
イ
ン
な
ど
の
第
三
国
に
移

動
す
る
人
々
へ
の
支
援
、
と
支
援
地
域
を
大
き
く
四
つ
に
分
け
て
お

り
、
①
で
は
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
赤
十
字
社
の
支
部
が
、
②
・
③
・

④
で
は
連
盟
が
各
国
赤
十
字
社
の
活
動
を
調
整
し
な
が
ら
人
道
支
援

を
提
供
し
て
い
ま
す
。

赤
十
字
の
三
つ
の
機
関
が
、
そ
の
特
性
を
活
か
し
て
役
割
を
分
担

す
る
こ
と
、
そ
し
て
各
国
の
赤
十
字
社
が
各
支
部
を
持
ち
平
時
か
ら

地
域
に
根
差
し
た
活
動
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
同

時
多
面
的
な
支
援
の
展
開
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

で
は
、
赤
十
字
は
「
ど
の
よ
う
な
」
支
援
を
展
開
し
て
い
る
で
し
ょ

う
か
。
次
頁
図
２
は
、
二
〇
二
二
年
一
二
月
ま
で
の
赤
十
字
全
体
の

支
援
実
績
を
表
し
た
も
の
で
す
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
、
日
本
赤
十
字
社
を
含

む
五
八
の
各
国
赤
十
字
・
赤
新
月
社
、
連
盟
が
協
力
し
、
こ
の
よ
う

な
支
援
を
届
け
ま
し
た
。

具
体
的
な
活
動
の
中
身
を
記
述
し
ま
す
。

支
援
の
中
で
な
じ
み
の
あ
る
も
の
の
一
つ
に
物
資
な
ど
の
基
本
的

支
援
の
提
供
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
特
に
武
力
紛
争
が

激
化
し
た
初
期
は
ほ
と
ん
ど
の
人
が
着
の
身
着
の
ま
ま
別
の
場
所
に

避
難
し
て
き
た
の
で
、
生
活
に
最
低
限
必
要
な
物
資
の
提
供
が
必
要

不
可
欠
で
し
た
。
赤
十
字
は
大
き
な
救
援
物
資
の
輸
送
拠
点
を
ウ
ク

ラ
イ
ナ
国
内
三
か
所
（
リ
ヴ
ィ
ウ
、
チ
ョ
ッ
プ
、
チ
ェ
ル
ニ
ウ
ツ
ィ
）
や

図 1　ウクライナ人道危機における赤十字の同時多面的な支援

図 2　国際赤十字全体の支援実績（2022年 12月末まで）
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ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ル
ブ
リ
ン
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
デ
ブ
レ
ツ
ェ
ン
等
に
設

け
、
そ
こ
に
食
料
や
衛
生
用
品
、
冬
に
は
毛
布
や
家
庭
用
ヒ
ー
タ
ー

な
ど
を
整
備
し
、
適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
配
付
し
ま
し
た
。
ウ
ク
ラ

イ
ナ
か
ら
国
外
に
避
難
し
た
人
た
ち
も
多
か
っ
た
の
で
、
外
国
で
も

使
え
る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
も
救
援
物
資
と
し
て
配

付
し
ま
し
た
。

保
健
医
療
支
援
で
は
、
避
難
民
の
方
が
女
性
や
子
ど
も
、
高
齢
者

の
方
で
九
割
以
上
を
占
め
て
い
る
と
い
う
現
状
を
踏
ま
え
、
こ
こ
ろ

の
ケ
ア
（
心
理
社
会
的
支
援
）
の
提
供
に
も
重
き
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

武
力
紛
争
と
い
う
非
日
常
の
体
験
を
し
て
い
る
避
難
民
の
方
々
が
少

し
で
も
安
心
し
た
環
境
で
過
ご
し
て
も
ら
え
る
よ
う
、
ま
た
、
明
日

へ
の
希
望
を
持
ち
な
が
ら
生
活
し
て
も
ら
え
る
よ
う
、
各
地
で
こ
の

よ
う
な
支
援
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

ポ
ー
ラ
ン
ド
赤
十
字
社
は
、
避
難
民
の
方
が
現
金
給
付
の
手
続
き

な
ど
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
中
に
子
ど
も
の
遊
び
場
（
チ
ャ

イ
ル
ド
・
フ
レ
ン
ド
リ
ー
・
ス
ペ
ー
ス
）
を
作
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う

に
、
現
地
で
展
開
さ
れ
て
い
る
赤
十
字
の
サ
ー
ビ
ス
（
避
難
所
の
一
部

や
手
続
き
の
場
所
）
の
場
所
の
一
部
を
使
っ
た
チ
ャ
イ
ル
ド
・
フ
レ
ン

ド
リ
ー
・
ス
ペ
ー
ス
は
各
地
に
存
在
し
ま
す
。
親
御
さ
ん
が
手
続
き

を
し
て
い
る
間
に
子
ど
も
が
充
実
し
た
時
間
を
過
ご
せ
る
よ
う
な
工

夫
で
す
。
こ
の
よ
う
な
安
全
な
環
境
で
遊
べ
る
時
間
を
少
し
で
も
持

ウクライナで衛生キットを配付する赤十字スタッフ
© IFRC Marco Kokik

ロシア赤十字社による引換券（バウチャー）の支援
© ロシア赤十字社

スロバキア赤十字社によるスロバキア語講座
© スロバキア赤十字社

ポーランド赤十字社の
チャイルド・フレンド
リー・スペースにて子ど
もと遊ぶ赤十字スタッフ

©IFRC Carla Guananga
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て
る
こ
と
は
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
、親
御
さ
ん
に
と
っ

て
も
、
安
心
感
と
落
ち
着
き
を
取
り
戻
す
た
め
に
大
切
な
場
所
と
な

り
ま
す
。

ま
た
、
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
（
心
理
社
会
的
支
援
）
の
活
動
に
は
、
中
長

期
的
な
目
線
で
、
特
に
「
社
会
的
」
な
支
援
に
重
き
を
置
か
れ
た
活
動

も
あ
り
ま
す
。
ス
ロ
バ
キ
ア
赤
十
字
社
は
ス
ロ
バ
キ
ア
語
講
座
の
支

援
を
行
い
、
今
後
長
く
そ
の
地
域
に
滞
在
し
た
り
働
く
こ
と
を
考
え

た
り
す
る
人
々
が
地
域
に
溶
け
込
め
る
よ
う
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。

言
語
だ
け
で
は
な
く
、
ス
キ
ル
の
提
供
や
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

中
で
の
仲
間
づ
く
り
な
ど
、
赤
十
字
は
人
々
が
前
を
向
い
て
い
け
る

き
っ
か
け
も
作
っ
て
い
ま
す
。

現
金
給
付
支
援
も
赤
十
字
が
長
年
取
り
組
ん
で
き
た
分
野
の
一
つ

で
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
道
危
機
対
応
に
お
い
て
も
中
心
的
な
プ
ロ
グ
ラ

ム
と
い
え
ま
す
。
現
金
給
付
支
援
を
推
進
し
て
い
く
大
き
な
理
由
の

一
つ
に
、
現
金
給
付
は
避
難
民
が
自
分
た
ち
自
身
で
必
要
な
も
の
を

購
入
す
る
た
め
に
使
う
こ
と
が
で
き
、
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
支
援
が

で
き
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
、
受
益
者
個
々
人
の

尊
厳
を
守
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
で
す
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
赤
十
字
社
は
、
各
省
庁
と
協
定
を
結
び
、
国
内
避
難

民
の
ホ
ス
ト
フ
ァ
ミ
リ
ー
と
な
っ
て
い
る
人
々
に
対
し
、
光
熱
費
な

ど
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
の
現
金
給
付
支
援
や
、
障
が
い
の
あ
る
退

役
軍
人
に
対
す
る
多
目
的
現
金
給
付
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
て
い
ま

す
。ロ

シ
ア
赤
十
字
社
は
、
避
難
民
の
方
々
に
引
換
券
（
バ
ウ
チ
ャ
ー
）

を
配
布
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
医
薬
品
・
服
を
買
う
た
め
な
ど
ニ
ー

ズ
に
合
わ
せ
て
様
々
な
種
類
の
バ
ウ
チ
ャ
ー
を
発
行
し
て
き
ま
し
た
。

赤
十
字
は
現
金
給
付
の
最
大
実
施
機
関
の
一
つ
と
し
て
、
ほ
か
の
実

施
団
体
と
受
益
者
が
重
複
し
な
い
よ
う
、
他
機
関
や
政
府
と
も
密
な

調
整
を
行
い
な
が
ら
支
援
を
進
め
て
い
ま
す
。

赤
十
字
が
ど
こ
で
ど
の
よ
う
な
支
援
を
行
っ
て
い
る
か
具
体
的
な

例
を
あ
げ
ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う
に
、「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
道
危
機
の
影

響
を
受
け
た
人
々
が
い
る
場
所
」
で
「
人
道
危
機
の
影
響
に
対
応
す
る

活
動
」
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
道
危
機
の
影
響
の
大

き
さ
を
考
え
る
と
、
赤
十
字
の
支
援
だ
け
で
は
到
底
す
べ
て
の
ニ
ー

ズ
に
対
応
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
え
ま
す
が
、
赤
十
字
は
様
々
な

場
所
で
目
の
前
の
人
を
救
う
た
め
に
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
そ
の
活
動
の
中
に
は
赤
十
字
だ
か
ら
こ
そ
届
け
る
こ
と
が
で
き

る
支
援
が
あ
り
、
こ
の
点
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
道
危
機
の
対
応
の
中
で

も
非
常
に
重
要
な
点
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
道
危
機

を
通
じ
て
赤
十
字
と
し
て
伝
え
た
い
こ
と
、
赤
十
字
の
存
在
意
義
な

ど
に
つ
い
て
は
、『
人
道
研
究
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』Vol.12

の
「
人
道
や
平
和

の
意
味
に
気
づ
き
、
自
分
に
で
き
る
こ
と
を
考
え
、
実
行
す
る
―
ウ

ク
ラ
イ
ナ
人
道
危
機
を
通
じ
て
赤
十
字
が
伝
え
た
い
こ
と
―
（
大
阪

赤
十
字
病
院
附
属
大
手
前
整
肢
学
園
事
務
部
長
／
Ｉ
Ｈ
Ｓ
研
究
員　

森
正
尚

著
）」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

２　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
道
危
機
に
お
け
る 

日
本
赤
十
字
社
の
活
動

日
本
赤
十
字
社
（
以
下
、
日
赤
）
も
、
赤
十
字
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

一
員
と
し
て
、
武
力
紛
争
激
化
当
初
か
ら
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
道
危
機

の
支
援
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
私
は
日
赤
の
連
絡
調
整
員
と
し
て
、

二
〇
二
二
年
五
月
～
六
月
、
二
〇
二
三
年
一
～
二
月
と
計
三
か
月
に

わ
た
り
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
西
部
に
派
遣
さ
れ
ま
し
た
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人

道
危
機
に
お
い
て
、
日
赤
が
特
に
携
わ
っ
て
き
た
り
、
今
も
継
続
し

て
い
る
活
動
を
以
下
に
記
し
ま
す
。

⑴
ウ
ク
ラ
イ
ナ
西
部
ウ
ジ
ュ
ホ
ロ
ド
で
の
仮
設
診
療
所
支
援

ウ
ク
ラ
イ
ナ
西
部
ザ
カ
ル
パ
ッ
テ
ィ
ア
州
の
ウ
ジ
ュ
ホ
ロ
ド
は
、

ス
ロ
バ
キ
ア
の
国
境
か
ら
五
キ
ロ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
国
境
か
ら
二
五

キ
ロ
の
西
部
の
小
さ
な
街
で
、
武
力
紛
争
激
化
当
初
、
多
く
の
避
難

民
を
受
け
入
れ
た
都
市
の
一
つ
で
す
。
も
と
も
と
の
人
口
は
一
一
万

人
で
し
た
が
、
人
口
の
二
倍
以
上
が
避
難
民
と
し
て
押
し
寄
せ
て
い

ウジュホロドの街並み
© 日本赤十字社
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ま
し
た
。
ウ
ジ
ュ
ホ
ロ
ド
は
写
真
の
よ
う
な
美
し
い
街
で
す
。
休
日

は
多
く
の
人
が
川
沿
い
の
お
し
ゃ
れ
な
カ
フ
ェ
や
レ
ス
ト
ラ
ン
で
食

事
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。
一
見
の
ど
か
な
街
に
見
え
ま
す
が
、
毎

日
鳴
る
空
襲
警
報
や
、
救
援
物
資
配
付
日
に
は
多
く
の
避
難
民
の
方

が
押
し
寄
せ
る
様
子
を
見
る
と
、
や
は
り
「
紛
争
国
」
に
い
る
と
い
う

こ
と
を
実
感
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
地
で
日
赤
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
赤
十
字
社
と
協
力
し
て
、
国

内
避
難
民
の
医
療
を
支
援
す
る
た
め
に
、
二
〇
二
二
年
六
月
か
ら
テ

ン
ト
型
診
療
所
を
開
設
し
ま
し
た
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
西
部
や
国
境
沿
い

に
は
武
力
紛
争
激
化
当
初
、
特
に
多
く
の
避
難
民
が
押
し
寄
せ
、
現

地
の
医
療
シ
ス
テ
ム
だ
け
で
は
対
応
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
避
難
民
の
医
療
の
補
完
（
特
に
慢
性
疾
患
の
診
療
や
医
薬
品

の
提
供
な
ど
）
に
注
力
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
す
。

日
赤
か
ら
は
薬
剤
師
の
派
遣
に
加
え
て
、
現
地
の
医
療
ニ
ー
ズ
に

よ
り
対
応
す
る
た
め
に
、
可
搬
型
Ｘ
線
装
置
の
寄
贈
と
放
射
線
技
師

の
派
遣
を
行
い
ま
し
た
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
赤
十
字
社
が
こ
の
よ
う
な
緊

急
時
の
診
療
所
運
営
に
携
わ
る
の
は
初
め
て
で
し
た
の
で
、
開
設
に

向
け
た
医
療
者
の
雇
用
や
Ｘ
線
装
置
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
輸
入
な
ど
、

現
地
ス
タ
ッ
フ
や
関
係
者
と
の
調
整
や
交
渉
に
苦
戦
し
た
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
が
、
な
ん
と
か
診
療
所
を
オ
ー
プ
ン
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、

ま
た
、
Ｘ
線
装
置
も
無
事
現
地
に
寄
贈
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

現地放射線技師に技術指導をする
日赤放射線技師

© 日本赤十字社

ウクライナ赤十字社、フィンラ
ンド赤十字社と日本赤十字社
の診療所開設メンバー

　© 日本赤十字社

二
〇
二
二
年
一
二
月
に
は
診
療
所
は
テ
ン
ト
か
ら
建
物
内
に
移
動

し
、
現
在
も
国
内
避
難
民
を
中
心
と
し
た
患
者
さ
ん
の
診
療
を
続
け

て
い
ま
す
。

⑵
ウ
ク
ラ
イ
ナ
西
部
イ
ヴ
ァ
ノ
＝
フ
ラ
ン
キ
ウ
ス
ク
で
の
巡
回
診
療

支
援

ウ
ク
ラ
イ
ナ
赤
十
字
社
は
、
二
〇
一
五
年
以
降
「
紛
争
の
影
響
を

受
け
て
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
困
難
と
な
っ
て
い
る

人
々
を
支
援
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
保
健
医
療
の
分
野
に
お

い
て
も
、
政
府
の
補
助
機
関
と
し
て
特
に
一
次
医
療
サ
ー
ビ
ス
（
病
気

や
外
傷
な
ど
の
治
療
だ
け
で
は
な
く
、
疾
病
予
防
や
健
康
管
理
な
ど
、
地
域

に
密
着
し
た
保
健
・
医
療
・
福
祉
に
い
た
る
包
括
的
な
医
療
）
を
強
化
す
る

べ
く
、
本
格
的
に
活
動
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
主

に
東
部
地
域
で
「
巡
回
診
療
支
援
（
医
師
と
看
護
師
か
ら
な
る
チ
ー
ム
が
一

台
の
車
で
医
療
が
届
き
づ
ら
い
地
域
を
訪
問
し
、
医
療
を
届
け
る
支
援
）」
を

開
始
し
て
い
ま
し
た

５

。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
赤
十
字
社
は
、
今
回
の
武
力
紛

争
激
化
を
契
機
に
こ
の
活
動
を
ウ
ク
ラ
イ
ナ
全
土
に
拡
大
す
る
こ
と

と
し
、
日
赤
は
イ
ヴ
ァ
ノ
＝
フ
ラ
ン
キ
ウ
ス
ク
州
を
支
援
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
西
部
地
域
に
あ
る
イ
ヴ
ァ
ノ
＝
フ
ラ
ン
キ
ウ
ス
ク

州
で
は
、
都
市
部
で
は
集
合
避
難
所
等
で
、
山
間
部
で
は
一
般
家
庭

巡回診療の車と診療所
© 日本赤十字社

巡回診療支援を受けるウクライナ東部から
の避難民

© 日本赤十字社
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に
滞
在
す
る
形
で
、
国
内
避
難
民
が
生
活
し
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う

な
避
難
民
お
よ
び
ホ
ス
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
命
と
健
康
を
守
る
た
め

に
、
二
〇
二
二
年
一
二
月
か
ら
五
つ
の
チ
ー
ム
が
州
内
で
活
動
し
て

い
ま
す
。
活
動
場
所
は
集
合
避
難
所
や
村
の
診
療
所
、
救
援
物
資
の

配
付
場
所
の
一
角
な
ど
様
々
で
す
。
チ
ー
ム
が
活
動
場
所
に
行
く
日

に
は
診
療
を
待
つ
人
々
で
長
蛇
の
列
が
で
き
ま
す
。
避
難
民
の
多
く

は
知
ら
な
い
土
地
で
、
知
ら
な
い
人
た
ち
と
の
生
活
の
中
、
不
安
を

抱
え
て
い
ま
す
。
ど
こ
に
助
け
を
求
め
た
ら
い
い
か
わ
か
ら
な
い
中

で
、
巡
回
診
療
の
強
い
ニ
ー
ズ
が
あ
る
こ
と
を
患
者
さ
ん
と
の
会
話

か
ら
改
め
て
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

⑶
ウ
ク
ラ
イ
ナ
西
部
リ
ヴ
ィ
ウ
で
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン

タ
ー
支
援

武
力
紛
争
の
影
響
で
日
々
多
く
の
負
傷
者
が
発
生
し
て
い
ま
す
が
、

特
に
西
部
の
リ
ヴ
ィ
ウ
に
は
、
東
部
紛
争
地
域
か
ら
医
療
列
車
で
多

数
の
戦
傷
患
者
が
搬
送
さ
れ
て
き
ま
す
。
負
傷
者
の
け
が
を
治
療
し
、

元
の
生
活
に
戻
る
た
め
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
支
援
の
ニ
ー
ズ

は
膨
大
で
あ
り
、
日
赤
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
赤
十
字
社
か
ら
打
診
を
受
け
、

リ
ヴ
ィ
ウ
公
立
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
増
改
築
支
援
を

行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

こ
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
は
リ
ヴ
ィ
ウ
に
あ
る
唯
一

の
公
立
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院
で
、
大
き
な
公
立
救
急

病
院
か
ら
、
よ
り
長
期
で
リ
ハ
ビ
リ
を
必
要
と
さ
れ
る
患
者
が
搬
送

さ
れ
て
い
ま
す
。
現
状
ベ
ッ
ド
は
六
七
床
の
み
で
あ
り
、
脳
卒
中
や

心
疾
患
、
武
力
紛
争
の
影
響
で
負
傷
し
た
方
々
が
入
院
し
て
い
ま
す

が
、
と
て
も
足
り
る
状
況
で
は
な
く
、
リ
ハ
ビ
リ
の
継
続
を
必
要
と

す
る
患
者
さ
ん
の
た
め
に
は
増
築
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

加
え
て
、
日
赤
の
理
学
療
法
士
が
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
っ
た
と
こ

ろ
、
建
築
だ
け
で
は
な
く
追
加
の
資
機
材
や
ス
タ
ッ
フ
の
技
術
支
援

（
リ
ハ
ビ
リ
記
録
の
記
載
や
リ
ハ
ビ
リ
評
価
に
よ
る
患
者
の
状
態
把
握
等
）
に

つ
い
て
も
支
援
の
余
地
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
た
め
、
増
築
支

援
に
並
行
し
て
、
技
術
支
援
も
行
っ
て
い
く
予
定
で
す
。

日
赤
は
、
本
人
道
危
機
に
対
し
二
〇
二
二
年
三
月
二
日
か
ら
「
ウ

ク
ラ
イ
ナ
人
道
危
機
救
援
金
」
を
呼
び
か
け
て
お
り
、
二
〇
二
三
年

八
月
三
一
日
現
在
で
、
九
〇
億
七
、七
一
三
万
五
、二
五
一
円
を
お
寄

せ
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
本
救
援
金
は
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
や
連
盟
を
通
じ
た

国
際
赤
十
字
全
体
の
支
援
に
対
す
る
資
金
援
助
に
加
え
て
、
上
述
の

よ
う
な
日
赤
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
赤
十
字
社
と
協
力
し
て
実
施
す
る
支
援

の
た
め
に
も
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
上
記
に
記
し
た
以

外
に
も
、
厳
冬
期
対
策
の
支
援
や
救
急
車
支
援
、
在
宅
ケ
ア
支
援
等

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

今
後
も
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
赤
十
字
社
と
の
協
議
を
進
め
て
い
き
、
必

要
な
支
援
を
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

３　

最
後
に

私
は
計
三
か
月
超
に
わ
た
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
派
遣
の
中
、
現
地

で
多
く
の
避
難
民
の
方
と
対
話
を
し
て
き
ま
し
た
。
一
回
目
も
二
回

目
も
、
派
遣
中
に
避
難
民
の
方
々
に
、
赤
十
字
の
支
援
に
対
し
て
感

謝
の
言
葉
を
い
た
だ
い
た
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
中
で
も
、
イ

ヴ
ァ
ノ
＝
フ
ラ
ン
キ
ウ
ス
ク
州
で
出
会
っ
た
ミ
ハ
イ
ロ
さ
ん
か
ら
は
、

「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
南
部
の
病
院
か
ら
こ
ち
ら
に
避
難
す
る
と
き
に
も
赤
十

字
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
助
け
て
も
ら
い
、
現
在
も
こ
の
よ
う
な
医
療

の
支
援
を
も
ら
い
、
赤
十
字
に
は
ど
こ
に
い
て
も
助
け
て
も
ら
っ
て

い
ま
す
、
本
当
に
感
謝
し
て
い
ま
す
」
と
声
を
か
け
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
改
め
て
、
赤
十
字
が
多
面
的
で
地
域
に
根
差
し
た
支
援
を
行

え
て
い
る
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な
声
を
い
た
だ
け
る
の
だ
と
感
じ
ま

し
た
。

一
方
、
特
に
二
回
目
の
派
遣
で
は
、
避
難
民
の
方
々
が
武
力
紛
争

直
後
に
は
な
か
っ
た
「
現
実
的
な
選
択
」
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
環

境
に
い
る
こ
と
を
特
に
強
く
感
じ
ま
し
た
。

武
力
紛
争
と
い
っ
た
過
酷
な
体
験
、
そ
し
て
そ
れ
が
い
つ
ま
で
続

リヴィウの公立回復期リハビリ
テーションセンター

© 日本赤十字社

リハビリテーションセンターで支援調
査にあたる日本赤十字社の理学療法士
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く
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
大
き
な
ス
ト
レ
ス
の
中
で
も
、
人
々
は
家

を
ど
う
す
る
か
、
職
を
ど
う
す
る
か
、
リ
ハ
ビ
リ
セ
ン
タ
ー
退
院
後

ど
こ
で
ど
う
過
ご
す
か
、
な
ど
現
実
的
な
選
択
を
一
つ
一
つ
迫
ら
れ

て
い
ま
す
。
ウ
ジ
ュ
ホ
ロ
ド
で
出
会
っ
た
シ
ト
ラ
ナ
さ
ん
は
、「
持

病
が
あ
る
の
で
身
体
に
い
い
食
事
の
選
択
肢
を
持
ち
た
い
。
ヘ
ル
ソ

ン
で
は
、
一
種
類
の
パ
ン
を
も
ら
う
の
に
三
時
間
も
待
た
な
く
て
は

い
け
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
パ
ン
の
種
類
を
選
べ
る
。
今
は
、
自
分

の
健
康
の
た
め
に
こ
の
地
で
過
ご
す
こ
と
に
し
た
」
と
話
し
ま
し
た
。

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
に
入
院
し
て
い
る
、
紛
争
の
影
響

で
頭
部
を
損
傷
し
麻
痺
が
残
る
オ
レ
ー
ナ
さ
ん
の
お
母
さ
ん
（
カ
タ

リ
ー
ナ
さ
ん
）
は
、「
ま
ず
は
娘
の
回
復
を
願
っ
て
い
る
。
退
院
後
ど
こ

に
住
む
か
は
…
…
ま
だ
考
え
て
い
な
い
」
と
話
し
ま
し
た
。
娘
さ
ん

に
何
が
あ
っ
た
か
聞
い
た
と
き
、
カ
タ
リ
ー
ナ
さ
ん
は
目
に
涙
を
た

め
て
話
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
道
危
機
の
中
で
過
ご
す
一
人
ひ
と
り
が
、
武
力
紛

争
か
ら
一
年
以
上
た
つ
今
も
、
そ
の
も
の
も
ま
だ
終
わ
り
が
見
え
な

い
状
態
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
日
の
自
分
を
ど
う
生
き
る
の
か
、
選

択
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
状
態
に
い
ま
す
。
そ
の
心
理
的
負

担
は
計
り
知
れ
ま
せ
ん
。
ま
さ
に
こ
こ
ろ
の
状
態
は
コ
ッ
プ
一
杯
に

入
っ
た
水
の
よ
う
で
、
何
か
の
拍
子
に
こ
ぼ
れ
て
し
ま
い
そ
う
で
あ

巡回診療に訪れた避難民の話を聞く矢田
© 日本赤十字社

る
と
感
じ
ま
し
た
。
私
自
身
、
そ
の
よ
う
な
一
人
ひ
と
り
の
生
活
や

境
遇
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
、
赤
十
字
の
支
援
と
し
て
何
が
で
き
る

か
を
考
え
続
け
、
そ
の
よ
う
な
人
々
の
現
状
を
伝
え
続
け
て
い
く
つ

も
り
で
す
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
道
危
機
の
中
で
生
き
る
一
人
ひ
と
り
が
、
日
々
懸

命
に
前
を
向
い
て
過
ご
し
て
い
ま
す
。
赤
十
字
は
こ
れ
か
ら
も
そ
の

よ
う
な
人
々
に
寄
り
添
い
活
動
を
続
け
て
い
き
ま
す
。
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は
じ
め
に

日
本
の
初
参
加
と
な
る
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
開
催
の
パ
リ

万
国
博
覧
会
に
、
佐
野
常
民
（
文
政
五
年
（
一
八
二
三
）
～
明
治
三
五
年

（
一
九
〇
二
）、
以
下
、
佐
野
と
記
す
）
は
佐
賀
藩
の
事
務
官
長
と
し
て
赴

任
し
た
。
そ
こ
で
、「
傷
病
救
護
社
の
国
際
展
示
」
を
観
て
、
赤
十
字

条
約
（
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
）
に
基
づ
き
、
敵
味
方
に
関
わ
ら
ず
負
傷
者
を

救
助
す
る
赤
十
字
に
出
遭
っ
た
。
こ
れ
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
創
立
さ

れ
た
「
傷
病
救
護
の
国
際
委
員
会
」
及
び
フ
ラ
ン
ス
の
赤
十
字
社
の
前

身
で
あ
る
「
フ
ラ
ン
ス
救
護
社
」
に
よ
る
共
同
出
展
で
あ
っ
た
と
伝
え

ら
れ
る

１

。
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）、
日
本
は
国
家
と
し
て
ウ
ィ
ー
ン

万
国
博
覧
会
へ
の
参
加
を
決
め
、
博
覧
会
事
務
局
を
設
置
し
た
。
佐

野
は
副
総
裁
と
し
て
再
び
万
国
博
覧
会
に
赴
き
、
パ
リ
で
感
銘
を
受

け
た
赤
十
字
に
再
会
す
る
こ
と
に
な
る
。
同
年
五
月
、
実
質
的
な
責

任
者
で
あ
る
佐
野
は
、
博
覧
会
参
加
の
目
的
五
カ
条
を
太
政
官
に
上

申
し
、
そ
の
中
で
学
芸
の
進
歩
に
博
物
館
創
設
は
不
可
欠
だ
と
述
べ

て
い
る

２

。
つ
ま
り
、
佐
野
は
博
覧
会
へ
の
出
展
を
国
内
の
博
物
館

建
設
へ
の
足
掛
か
り
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
翌
年

（
一
八
七
三
）
一
月
、
博
覧
会
の
陳
列
品
と
共
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
技
術

を
学
ぶ
伝
習
生
二
四
名
も
含
む
日
本
使
節
団
七
二
名
は
、
横
浜
か
ら

船
で
出
発
し
た
。
そ
の
中
に
、
日
本
赤
十
字
社
第
五
代
社
長
と
な
る
、

平
山
成
信
（
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
～
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）、
以
下
、
平

山
と
記
す
）
の
姿
も
あ
っ
た
。
静
岡
藩
か
ら
派
遣
さ
れ
、
横
浜
で
フ
ラ

ン
ス
語
を
学
び
な
が
ら
洋
行
の
機
会
を
待
っ
て
い
た
が
、
そ
の
語
学

力
を
買
わ
れ
事
務
官
と
し
て
赴
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

帰
国
後
の
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
五
月
に
、
一
六
部
九
六
巻
に
亘

る
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
に
関
す
る
報
告
書
が
太
政
官
に
提
出
さ
れ

日
本
赤
十
字
社
の
博
物
館
の
歴
史

清
水
玲
子

特
集
２

：

赤
十
字
と
博
物
館

武
蔵
野
大
学
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
研
究
所　

客
員
研
究
員

―
佐
野
、
平
山
、
棚
橋
へ
と
志
を
つ
な
ぐ

た
。
そ
の
中
に
博
物
館
創
立
に
関
す
る
報
告
書
が
あ
り
、
冒
頭
に

佐
野
の
意
見
書
が
添
え
ら
れ
て
い
た

３

。
内
務
卿
大
久
保
利
通
（
文
政

一
三
年
（
一
八
三
〇
）
～
明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
）、
以
下
、
大
久
保
と
記

す
）
よ
り
、
佐
野
の
趣
旨
は
良
い
が
実
施
困
難
な
部
分
が
あ
る
と
し
て
、

佐
野
の
意
見
書
を
流
用
し
作
成
さ
れ
た
「
博
物
館
之
義
」
が
提
出
さ
れ

た
。
大
久
保
ら
が
中
心
と
な
り
博
物
館
の
設
立
は
進
め
ら
れ
、
教
育

に
資
す
る
博
物
館
を
目
指
す
佐
野
の
道
は
絶
た
れ
た
。

佐
野
は
万
国
博
覧
会
参
加
の
為
に
渡
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、

赤
十
字
と
博
物
館
と
い
う
近
代
国
家
に
お
け
る
重
要
な
シ
ス
テ
ム
に

関
す
る
知
識
を
得
て
戻
っ
て
き
た
が
、
博
物
館
に
つ
い
て
は
実
現
に

至
ら
ず
構
想
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。「
赤
十
字
社
を
知
る
者
は
必
す

佐
野
伯
を
知
る
、
佐
野
伯
を
知
る
者
は
必
す
赤
十
字
社
を
知
る
」４

と

伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
本
赤
十
字
社
は
佐
野
の
強
い
熱
意
に
よ
っ

て
誕
生
し
た
。
同
社
が
博
物
館
を
造
る
時
、
佐
野
の
志
と
無
縁
で
あ

る
と
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
。

Ⅰ　
国
際
赤
十
字
社
連
盟
設
立
と
博
物
館
創
設

第
一
次
世
界
大
戦
後
、
パ
リ
講
和
会
議
が
始
ま
る
と
、
ア
メ
リ
カ

よ
り
駐
仏
日
本
国
大
使
に
赤
十
字
事
業
を
平
時
に
拡
張
す
る
た
め
の

会
議
を
開
催
し
た
い
と
の
提
案
が
あ
っ
た
。
出
席
国
は
、
パ
リ
講
和

会
議
の
主
要
国
で
も
あ
る
、
日
本
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ

ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
の
五
大
国
で
あ
っ
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
中
、
日

本
赤
十
字
社
は
「
博
愛
丸
」
と
「
弘
済
丸
」
の
二
隻
の
病
院
船
を
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
派
遣
す
る
な
ど
存
在
感
を
示
し
、
国
際
赤
十
字
を
牽
引
す

る
立
場
に
な
っ
て
い
た
。
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
二
月
に
ジ
ュ
ネ
ー

ブ
で
行
わ
れ
た
、
五
大
国
と
赤
十
字
国
際
委
員
と
の
第
一
回
会
議

５

に

お
い
て
、
世
界
各
国
の
医
学
や
救
護
に
関
す
る
研
究
成
果
を
蒐
集
す

る
た
め
の
博
物
館
の
設
置
が
議
題
に
挙
が
っ
て
い
る
。
同
年
五
月
五

日
、
国
際
赤
十
字
社
連
盟
の
条
規
を
制
定
し
、
五
大
国
は
署
名
し
た
。

条
規
第
二
条
に
そ
の
目
的
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
る
と
「
全

世
界
を
通
じ
健
康
の
増
進
、
疾
病
の
予
防
及
苦
痛
の
軽
減
を
目
的
と

す
る
公
認
の
国
民
赤
十
字
篤
志
機
関
の
設
立
及
発
達
を
世
界
の
各
国

に
奨
励
促
進
」６

と
あ
る
。
ま
た
、
第
二
条
に
は
連
盟
の
衛
生
部
に
、

衛
生
に
関
す
る
調
査
研
究
と
資
料
の
蒐
集
及
び
展
示
を
推
進
す
る
部

署
が
設
置
さ
れ
た

７

。
博
物
館
と
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
調
査
研
究

と
資
料
の
蒐
集
及
び
展
示
」
と
は
博
物
館
の
機
能
を
示
唆
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
国
際
赤
十
字
社
連
盟
の
目
的
の
実
現
に
向
け
、
各
国
赤
十

字
社
に
お
い
て
博
物
館
の
活
用
が
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

署
名
の
翌
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
九
月
、
平
山
は
第
五
代
社
長
に

就
任
す
る
と
、
約
三
か
月
後
の
一
二
月
一
〇
日
の
常
議
会
に
お
い
て
、

国
際
赤
十
字
社
連
盟
の
目
的
「
健
康
の
増
進
、
疾
病
の
予
防
及
苦
痛
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の
軽
減
」
に
呼
応
し
、
新
事
業
と
し
て
児
童
の
援
護
、
少
年
赤
十
字
、

産
院
の
開
設
と
産
婆
の
養
成
、
博
物
館
建
設
を
打
ち
出
し

８

、「
陳
列

館
―
博
物
館
の
如
き
も
の
を
設
け
た
い
」
と
社
員
の
前
で
明
確
に
宣

言
し
て
い
る

９

。
博
物
館
の
建
設
は
、
日
本
赤
十
字
社
の
こ
れ
ま
で
に

な
い
事
業
で
あ
る
。
提
案
後
の
平
山
の
動
き
は
迅
速
で
、
社
内
で
の

合
意
形
成
を
計
り
な
が
ら
、
予
算
を
取
り
ま
と
め
る
と
と
も
に
、
大

正
一
〇
年
（
一
九
二
一
）
に
本
部
規
則
を
改
正
し
、
新
た
に
調
査
部
を

設
置
す
る
等
「
一
部
三
課
一
係
」
と
し
、
調
査
部
の
業
務
と
し
て
「
博

物
館
、展
覧
会
等
に
関
す
る
事
項
」を
明
文
化
し
た

10

。
建
設
が
決
ま
っ

た
際
に
「
先
つ
以
て
佐
野
伯
の
銅
像
を
玄
関
前
に
移
し
又
其
の
周
囲

の
前
栽
を
も
他
に
移
植
し
て
其
の
跡
に
参
考
館
建
設
敷
地
六
百
三
十

坪
の
地
形
を
整
理
し
」11

と
あ
り
、
建
設
用
地
に
あ
っ
た
佐
野
の
像
を

本
社
社
屋
正
面
の
玄
関
前
に
移
し
た
上
で
六
三
〇
坪
の
敷
地
を
用
意

し
て
い
る
。
な
お
、参
考
館
と
い
う
呼
称
は
、大
正
一
五
年
（
一
九
二
六
）

七
月
に
平
山
が
名
付
け
た
も
の
で
あ
る

12

。
正
式
な
呼
称
は
、
開
館
か

ら
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
の
改
称
ま
で
が
「
日
本
赤
十
字
社
参
考
館
」

で
あ
り
、
改
称
か
ら
昭
和
三
八
年
（
一
九
六
三
）
の
閉
館
ま
で
は
「
赤
十

字
博
物
館
」
で
あ
る
。

Ⅱ　

日
本
赤
十
字
社
参
考
館
の
開
館
と
第

二
回
東
洋
赤
十
字
会
議

創
立
四
五
周
年
の
記
念
と
し
て
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
）
五
月

に
起
工
し
、
同
一
三
年
（
一
九
二
四
）
一
一
月
の
完
成
を
目
指
し
た
が
、

工
事
開
始
の
翌
年
の
関
東
大
震
災
に
よ
り
中
断
さ
れ
、
そ
の
後
再
び

着
手
し
同
一
四
年
（
一
九
二
五
）
末
に
竣
工
し
た
。
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
煉
瓦
造
り
二
階
建
て
、
本
社
社
屋
の
煉
瓦
造
り
と
外
観
は
調

和
を
保
ち
つ
つ
も
、
博
物
館
と
し
て
耐
震
耐
火
構
造
で
あ
っ
た
。
岡

田
信
一
郎
（
明
治
一
六
年
（
一
八
八
三
）
～
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）、
以
下
、

岡
田
と
記
す
）
の
設
計
、
清
水
組
（
現
清
水
建
設
）
の
施
工
で
、
工
費
予
算

は
約
二
九
万
円

13

、
現
在
の
貨
幣
価
値
に
換
算
す
る
と
約
三
・
三
億
円

14

と
な
る
。
さ
ら
に
、
設
備
費
と
雑
費
も
含
む
総
予
算
は
四
七
万
円
で

あ
っ
た
が
、
震
災
に
よ
る
工
事
の
中
断
な
ど
も
あ
り
、
大
正
一
一
か

ら
一
五
年
ま
で
の
総
支
出
額
は
約
五
〇
万
円
で
、
開
館
ま
で
に
約
六
・

五
億
円

15

を
要
し
た
こ
と
に
な
る

16

。

岡
田
は
、
明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
）
に
は
日
本
赤
十
字
社
の
建
築

事
務
取
扱
を
委
嘱
さ
れ
、
亡
く
な
る
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
ま
で
続

け
て
い
る
こ
と
が
同
社
職
員
名
簿
で
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
明
治

四
五
年（
一
九
一
二
）
に
早
稲
田
大
学
教
授
に
、大
正
一
二
年（
一
九
二
三
）

に
東
京
美
術
学
校
（
現
東
京
藝
術
大
学
）
建
築
科
主
任
教
授
に
就
任
し
て

い
る

17

。
岡
田
の
設
計
で
現
存
す
る
建
造
物
は
、
明
治
生
命
保
険
相
互

会
社
本
社
本
館
、
鎌
倉
国
宝
館
、
ニ
コ
ラ
イ
聖
堂
等
で
あ
る
。

博
物
館
の
円
滑
な
運
営
に
は
、
教
育
普
及
事
業
に
関
す
る
知
識
と

経
験
が
不
可
欠
で
あ
る
。
大
正
一
三
年
（
一
九
二
四
）
一
月
に
、
東
京

博
物
館
館
長
及
び
東
京
高
等
師
範
学
校
教
授
の
職
を
辞
し
た
、
棚
橋

源
太
郎
（
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
～
昭
和
三
六
年
（
一
九
六
一
）、
以
下
、
棚

橋
と
記
す
）
は
、
文
部
省
か
ら
欧
州
に
お
け
る
博
物
館
の
調
査
を
委
嘱

さ
れ
、
翌
年
一
月
、
約
一
年
の
予
定
で
欧
米
に
留
学
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
一
月
二
三
日
発
行
の
旅
券
に
よ
れ
ば
、
社
会
教
育
調
査
嘱
託
と

い
う
身
分
で
あ
っ
た

18

。
棚
橋
は
、
日
本
の
博
物
館
史
に
お
い
て
「
博

物
館
の
父
」
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
、
黎
明
期
の
博
物
館
に
欠
く
こ
と
の

で
き
な
い
重
要
人
物
で
あ
る
。
こ
の
機
を
逃
さ
ず
、
平
山
は
棚
橋
に

欧
米
の
衛
生
博
物
館
及
び
赤
十
字
社
の
博
物
館
の
調
査
を
依
頼
し
た

19

。
日
本
赤
十
字
社
の
紹
介
状
を
携
え
て
い
た
た
め
、
調
査
は
円
滑
に

行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
建
設
中
の
ド
イ
ツ
国
立
衛
生
博
物
館
、
ベ

ル
ギ
ー
や
フ
ラ
ン
ス
の
衛
生
博
物
館
等
を
調
査
し
た
の
ち
、
赤
十
字

の
名
を
戴
く
、
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
九
月
開
館
の
ワ
シ
ン
ト
ン
の

ア
メ
リ
カ
赤
十
字
博
物
館
を
訪
れ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る

20

。
し
か

し
な
が
ら
、
第
一
次
世
界
大
戦
時
の
活
動
の
記
念
と
し
て
造
ら
れ
た

も
の
で
、
国
際
赤
十
字
社
連
盟
の
目
的
に
照
ら
し
た
展
示
内
容
で
は

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

大
正
一
五
年
（
一
九
二
六
）
一
月
に
帰
国
す
る
と
、
昨
年
度
末
に
落

成
し
た
ば
か
り
の
参
考
館
の
内
部
設
備
に
従
事
す
る
よ
う
、
日
本

赤
十
字
社
か
ら
委
嘱
さ
れ
る
。
当
時
の
新
聞
記
事
に
「
東
京
博
物
館

長
で
鳴
ら
し
た
棚
橋
源
太
郎
氏
が
新
帰
朝
の
知
識
で
創
立
事
務
を
主

管
」21

と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
棚
橋
が
加
わ
っ
た
時
に
は
、
既
に
同
社

顧
問
で
内
務
省
衛
生
局
技
師
で
も
あ
っ
た
野
田
忠
広
（
生
没
年
不
詳
）
が

展
示
案

22

を
策
定
し
て
い
た
の
で
、
棚
橋
は
こ
れ
を
基
に
展
示
資
料
の

蒐
集
及
び
展
示
計
画
を
立
て
、
参
考
館
整
備
委
員
会
に
付
議
し
た
後

実
行
に
移
し
て
い
る
。さ
ら
に
、同
社
で
は
医
学
関
連
資
料
、展
示
ケ
ー

ス
類
、
背
景
画
、
ジ
オ
ラ
マ
、
照
明
及
び
石
膏
塑
像
等
に
関
す
る
数

十
名
の
専
門
家
に
指
導
員
を
委
嘱
し
、
そ
の
指
揮
監
督
の
下
、
技
術

者
に
製
作
に
当
ら
せ
た

23

。
な
お
、
棚
橋
は
展
示
ケ
ー
ス
の
ガ
ラ
ス
の

接
着
に
用
い
る
た
め
に
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
企
業
よ
り
セ
メ
ン
ト
を

取
り
寄
せ
て
い
る

24

。
関
東
大
震
災
に
よ
り
、
全
体
の
工
程
が
遅
れ
た

結
果
、
初
め
て
主
催
す
る
第
二
回
東
洋
赤
十
字
会
議
に
、
開
館
を
併

せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

大
正
一
五
年
（
一
九
二
六
）
一
二
月
四
日
、
芝
区
芝
公
園
第
五
号
地

（
現
港
区
芝
大
門
一
丁
目
）
の
本
社
敷
地
内
に
、
国
際
赤
十
字
社
連
盟
の

目
的
を
具
現
化
し
た
日
本
赤
十
字
社
参
考
館
は
開
館
し
た
。
図
１
の

向
か
っ
て
左
側
、
赤
十
字
の
旗
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
建
物
が
参
考
館
、

中
央
の
レ
ン
ガ
造
り
の
建
物
が
本
社
社
屋
で
あ
る
。
大
英
博
物
館
と
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同
じ
く
、
博
物
館
の
始
ま
り
と
さ
れ
る
ギ
リ
シ
ア
神
殿
の
象
徴
で
あ

る
柱
を
正
面
に
配
す
造
り
で
あ
る
。
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
に
お
い

て
で
さ
え
日
本
の
博
物
館
は
百
数
十
館

25

と
い
う
状
況
を
鑑
み
れ
ば
、

日
本
赤
十
字
社
と
い
う
一
民
間
団
体
が
運
営
す
る
博
物
館
の
開
館
は
、

同
社
の
み
な
ら
ず
日
本
に
お
い
て
大
き
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
故
に
、

後
の
博
物
館
法
施
行
令
に
、
政
令
で
定
め
る
法
人
と
し
て
同
社
が
記

載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
え
る
。

第
二
回
東
洋
赤
十
字
会
議
は
、
大
正
一
五
年
（
一
九
二
六
）
一
一
月

一
五
日
か
ら
二
三
日
ま
で
開
催
さ
れ
て
い
る
。
主
な
参
加
国
は
、
ア

ジ
ア
各
国
赤
十
字
社
と
国
際
赤
十
字
社
連
盟
、
赤
十
字
国
際
委
員

会
、
欧
米
等
の
一
四
ヶ
国
の
赤
十
字
社
、
国
際
連
盟
他
社
会
事
業
に

関
わ
る
二
四
団
体
で
、
代
表
委
員
は
七
四
名
で
あ
っ
た

26

。
一
一
月

一
五
日
に
、
開
会
式
と
本
会
議
が
、
参
考
館
講
堂
に
お
い
て
始
ま
っ

た
。
平
山
は
ア
メ
リ
カ
赤
十
字
社
の
ペ
イ
ン
と
共
に
議
長
に
選
出
さ

れ
、
議
事
を
滞
り
な
く
進
め
た

27

。
二
三
日
に
閉
会
式
が
行
わ
れ
、
そ

の
後
、
講
堂
に
て
映
写
会
を
実
施
し
た
。
第
二
回
東
洋
赤
十
字
会
議

の
様
子
と
本
社
事
業
に
関
す
る
映
画
が
上
映
さ
れ
、
早
急
に
用
意
さ

れ
た
会
議
の
映
画
は
と
り
わ
け
好
評
で
あ
っ
た
と
云
う

28

。
二
六
日
に

は
、
第
二
回
東
洋
赤
十
字
会
議
に
出
席
し
た
委
員
を
慰
労
さ
れ
る
た

め
に
、
参
考
館
に
「
東
宮
同
妃
両
殿
下
行
啓
」
が
あ
り
、
棚
橋
は
展
示

室
の
案
内
役
を
務
め
て
い
る

29

。
画
面
向
か
っ
て
右
端
に
平
山
、
左

図１　本社建物
（日本赤十字社蔵）

端
に
棚
橋
が
、
両
殿
下
を
参
考
館
へ
誘
う
た
め
に
、
本
社
社
屋
玄
関

ま
で
迎
え
に
参
上
し
た
瞬
間
を
捉
え
た
写
真
が
残
さ
れ
て
い
る
（
図

２
）。
第
二
回
東
洋
赤
十
字
会
議
の
関
連
行
事
が
終
了
し
た
、
一
二
月

四
日
に
参
考
館
の
開
館
式
が
行
わ
れ
、
翌
五
日
か
ら
一
般
公
開
が
始

ま
っ
た
。
ま
た
、
当
初
よ
り
館
報
を
刊
行
し
て
お
り
、
開
館
翌
年
の

昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
六
月
創
刊
の
『
参
考
館
報
』
第
一
号
か
ら
同
七

年
（
一
九
三
二
）
八
月
の
第
九
号
ま
で
、
同
八
年
（
一
九
三
三
）
一
月
の
『
赤

十
字
博
物
館
報
』
第
一
〇
号
か
ら
同
一
九
年
（
一
九
四
四
）
一
二
月
の
第

二
八
号
ま
で
の
、
計
二
八
巻
に
及
ぶ
。

Ⅲ　

参
考
館
の
増
改
築
と
博
物
館
事
業
促

進
会
の
設
立

昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
三
月
に
は
、
岡
田
の
設
計
に
よ
る
増
改
築

部
分
を
完
成
さ
せ
て
い
る
。
開
館
時
の
参
考
館
は
延
坪
四
六
一
坪
で

あ
っ
た
が
七
〇
〇
坪
程
に
な
っ
た

30

。
大
正
一
五
年
（
一
九
二
六
）
一
二

月
に
開
館
し
た
ば
か
り
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
年
後
に
増
改

築
を
完
遂
さ
せ
る
と
は
、
平
山
の
参
考
館
へ
の
並
々
な
ら
ぬ
情
熱
を

改
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
、
日
曜
日
と
水
曜
日
を
開
館

日
と
し
て
い
た
が
、
増
改
築
後
の
五
月
よ
り
月
曜
日
と
年
始
年
末
が

休
館
日
と
な
り
、
今
日
の
博
物
館
と
同
様
に
な
っ
た
。
ま
た
、
特
別

展
に
流
用
さ
れ
て
い
た
た
め
図
書
閲
覧
室
は
公
開
さ
れ
て
い
な
か
っ

図２　日本赤十字社参考館に行啓の皇太子両殿下
（日本赤十字社蔵）
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た
が
、
同
時
に
一
般
利
用
も
開
始
さ
れ
た
。
特
別
展
覧
会
用
の
展
示

室
が
常
設
さ
れ
た
こ
と
で
、
特
別
展
の
準
備
は
し
易
く
な
り
、
ま
た
、

利
用
者
の
利
便
性
も
格
段
に
高
ま
っ
た
と
言
え
る
。
常
設
展
に
加
え
、

重
要
な
課
題
を
更
に
深
く
掘
り
下
げ
る
特
別
展
で
教
育
効
果
を
上
げ

る
、
と
い
う
教
育
普
及
事
業
の
方
法
を
軌
道
に
乗
せ
た
の
は
棚
橋
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
増
改
築
は
棚
橋
の
意
見
が
反
映
さ
れ
た
も
の
だ
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、
平
山
と
棚
橋
は
、
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
に
博
物
館
事

業
促
進
会
（
昭
和
六
年
よ
り
日
本
博
物
館
協
会
と
改
称
、
以
下
、
促
進
会
と

記
す
）
を
発
足
さ
せ
、
同
五
年
（
一
九
三
〇
）
年
九
月
ま
で
促
進
会
事
務

局
を
参
考
館
に
置
い
た
。
ま
た
、
同
三
年
（
一
九
二
八
）
六
月
一
日
に

研
究
誌
『
博
物
館
研
究
』
を
創
刊
す
る
が
、
第
一
巻
第
一
号
の
奥
付
を

見
る
と
、「
発
行
所　

博
物
館
事
業
促
進
会　

東
京
市
小
石
川
区
原

町
三
一
番
地
平
山
方
（
仮
事
務
所
）」
と
あ
り
、
積
極
的
に
促
進
会
に
平

山
が
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
遡
る
こ
と
同
年
二
月
に
、

「
博
物
館
事
業
促
進
会
代
表　

男
爵
平
山
成
信
」
の
名
で
、
朝
鮮
及
び

台
湾
総
督
、
地
方
自
治
体
の
首
長
、
各
府
県
の
教
育
委
員
会
長
、
各

商
工
会
議
所
会
頭
、
各
種
協
会
長
な
ど
三
九
九
名
に
勧
誘
状
が
発
送

さ
れ
た
。
平
山
が
促
進
会
を
立
ち
上
げ
た
の
は
、「
佐
野
伯
の
大
な
る

意
志
が
全
く
世
に
行
は
れ
ず
、
国
家
の
実
際
教
育
及
び
品
性
を
高
め

る
の
業
」31

が
顧
み
ら
れ
な
い
こ
と
を
憂
慮
し
た
た
め
と
述
べ
て
い
る
。

『
博
物
館
研
究
』
第
一
巻
第
二
号
に
は
「
佐
野
常
民
伯
の
雄
大
な
る
博

物
館
計
画
」
が
掲
載
さ
れ
、
そ
の
内
容
は
、
平
山
の
『
昨
夢
録
』32

か
ら

抜
粋
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
文
は
、
昭
和
二
四
年
（
一
九
四
九
）

に
中
学
生
の
社
会
科
の
副
読
本
と
し
て
出
版
し
た
、棚
橋
の『
博
物
館
』

33

に
も
再
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
促
進
会
は
博
物
館
法
の
制
定
も
目

指
し
て
い
た
が
、
戦
後
ま
で
実
現
は
叶
わ
ず
、Ｇ
Ｈ
Ｑ
占
領
下
の
昭
和

二
六
年
（
一
九
五
一
）
に
施
行
に
至
っ
た
も
の
の
、
平
山
や
棚
橋
の
構

想
か
ら
は
か
な
り
後
退
し
た
内
容
と
伝
え
ら
れ
る
。

Ⅳ　

赤
十
字
博
物
館
と
第
一
五
回
赤
十
字

国
際
会
議

平
山
は
、
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
四
月
頃
か
ら
体
調
を
崩
し
て
い

た
が
、
促
進
会
主
催
の
「
博
物
館
并
類
似
施
設
主
任
協
議
会
」
の
五
月

二
二
日
の
開
会
式
で
式
辞
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
後
、
静
養
と
職
務

復
帰
を
繰
り
返
し
な
が
ら
小
康
状
態
を
保
っ
て
い
た
が
、
九
月
二
五

日
に
急
変
し
自
宅
で
逝
去
し
た
。
葬
儀
は
、
日
本
赤
十
字
社
の
社
葬

と
し
て
、
同
月
二
九
日
に
神
式
に
て
本
社
社
屋
で
は
な
く
参
考
館
講

堂
に
お
い
て
執
り
行
わ
れ
、
参
列
者
は
宮
家
や
国
務
大
臣
な
ど
二
千

人
余
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

34

。
発
足
の
翌
年
に
平
山
が
他
界
し
た
こ
と

は
、設
立
間
も
な
い
促
進
会
に
と
っ
て
、ま
た
、日
本
の
博
物
館
に
と
っ

て
不
運
だ
っ
た
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

平
山
の
亡
き
後
、
参
考
館
の
事
業
は
低
迷
し
、
そ
の
火
は
消
え

る
か
に
思
わ
れ
た
。
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
に
ア
ジ
ア
初
と
な
る
第

一
五
回
赤
十
字
国
際
会
議
が
日
本
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
日

本
赤
十
字
社
で
は
全
社
一
丸
と
な
っ
て
準
備
を
進
め
る
こ
と
と
な
っ

た
。
そ
の
た
め
、
第
二
回
東
洋
赤
十
字
会
議
の
際
に
国
際
会
議
場
と

し
て
、
ま
た
、
来
日
し
た
要
人
達
に
同
社
の
活
動
を
理
解
さ
せ
る
の

に
一
役
を
担
っ
た
参
考
館
に
人
材
と
資
材
が
再
び
注
ぎ
込
ま
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
同
七
年
（
一
九
三
二
）
一
〇
月
の
日
本
赤
十
字
社
本
部

規
則
の
改
正
に
よ
り
、
開
館
時
の
「
一
部
三
課
一
係
」
か
ら
、
調
査
部
、

庶
務
部
、
救
護
部
、
経
理
部
、
秘
書
課
、
赤
十
字
博
物
館
の
「
四
部

一
課
一
館
」
と
な
り
、
博
物
館
は
調
査
部
と
同
等
の
部
署
に
格
上
げ

さ
れ
た
。
本
部
規
則
の
改
正
と
同
時
に
、「
参
考
館
」
か
ら
「
赤
十
字

博
物
館
」
に
改
称
さ
れ
る

35

。
同
年
（
一
九
三
二
）
刊
行
の
『
参
考
館
報
』

第
九
号
か
ら
『
赤
十
字
博
物
館
報
』
第
一
二
号
ま
で
、
日
本
語
の
表
題

の
下
に
、Société Japonaise de la Croix-Rouge Bulletin du M

usée

と
フ
ラ
ン
ス
語
の
タ
イ
ト
ル
が
併
記
さ
れ
て
お
り
、
赤
十
字
国
際

会
議
開
催
を
記
念
し
た
計
ら
い
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
同
九
年

（
一
九
三
四
）
一
〇
月
二
〇
日
か
ら
二
九
日
ま
で
一
〇
日
間
、
第
一
五
回

赤
十
字
国
際
会
議
が
開
か
れ
た
。
赤
十
字
条
約
締
結
国
六
四
ヶ
国
の

内
四
五
ヶ
国
、
国
際
赤
十
字
社
連
盟
加
盟
五
八
社
の
内
五
四
の
赤
十

字
社
代
表
が
参
加
す
る
大
規
模
な
会
議
と
な
っ
た
。
前
年
（
一
九
三
三
）

三
月
に
日
本
は
国
際
連
盟
を
脱
退
し
て
お
り
、
一
時
期
は
開
催
も
危

ぶ
ま
れ
る
中
、
第
六
代
社
長
徳
川
家
達
（
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
～
昭

和
一
五
年
（
一
九
四
〇
））
が
欧
米
各
国
の
委
員
を
訪
問
し
て
直
接
説
得

し
、
開
催
に
漕
ぎ
着
け
て
い
る
。

第
一
五
回
赤
十
字
国
際
会
議
に
お
け
る
オ
プ
シ
ョ
ン
の
一
つ
と

し
て
、
展
覧
会
が
用
意
さ
れ
た
。
調
査
部
課
長
の
手
塚
義
明
は
少
年

赤
十
字
国
際
展
覧
会
係
、
棚
橋
は
救
療
史
料
展
覧
会
係
と
な
っ
て
い

る
。
平
山
は
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
）
六
月
に
少
年
赤
十
字
を
発
足
さ

せ
、参
考
館
に
お
い
て
も
度
々
少
年
赤
十
字
展
覧
会
を
実
施
し
て
き
た
。

少
年
赤
十
字
の
構
成
員
か
ら
の
出
品
作
等
が
主
た
る
展
示
資
料
で

あ
っ
た
が
、そ
の
範
囲
は
国
内
に
止
ま
ら
ず
、
国
際
間
で
の
貸
し
借
り

や
交
換
な
ど
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
き
た
。二
九
ヶ
国
か
ら
寄
せ
ら
れ
た

資
料
二
千
数
百
点
を
展
示
し
て
い
る
。「
少
年
赤
十
字
国
際
展
覧
会
」
の

会
期
は
、
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
一
〇
月
一
四
日
か
ら
一
一
月
五
日
で
、

国
際
会
議
終
了
後
は
一
般
に
公
開
し
た
。
東
京
会
場
終
了
後
国
内
三
ヶ

所
で
巡
回
開
催
し
、約
一
〇
万
三
千
人
が
来
場
し
た
。
な
お
、
東
京
会

場
は
赤
十
字
博
物
館
で
は
な
く
同
社
東
京
支
部
で
あ
っ
た
（
図
３
）。

赤
十
字
博
物
館
で
は
、「
赤
十
字
思
想
な
る
も
の
が
、
赤
十
字
に
よ

つ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
我
邦
古
来
の
伝
統
的
な
も
の
」36

で

あ
る
こ
と
を
テ
ー
マ
に
し
た
「
救
療
史
料
展
覧
会
」
を
開
催
し
た
。
時

世
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
当
時
の
国
際
社
会
に
お
け
る
日
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図３　少年赤十字国際展覧会入口
（日本赤十字社蔵）

本
の
立
場
を
考
え
る
と
攻
め
た
テ
ー
マ
と
言
え
よ
う
。
一
〇
月
一
四

日
か
ら
二
九
日
ま
で
は
、
赤
十
字
国
際
会
議
の
出
席
者
の
観
覧
用

と
し
（
図
４
）、
一
一
月
一
日
よ
り
三
〇
日
ま
で
を
一
般
公
開
と
し
た
。

こ
れ
ま
で
赤
十
字
博
物
館
で
は
扱
っ
て
こ
な
か
っ
た
歴
史
や
美
術
の

資
料
も
多
く
含
ま
れ
て
い
た
。
貴
重
な
借
用
資
料
も
少
な
く
な
か
っ

た
こ
と
か
ら
、
東
京
帝
室
博
物
館
（
現
東
京
国
立
博
物
館
）
の
官
員
浜
隆

一
郎
と
谷
内
孫
司
に
展
示
を
依
頼
し
て
い
る
。
貴
重
品
も
多
か
っ
た

た
め
鉄
製
の
ケ
ー
ス
に
収
め
、
女
性
の
看
守
を
置
い
て
い
る
。
ま
た
、

当
時
の
赤
十
字
国
際
会
議
の
公
用
語
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
っ
た
が
、

東
京
会
議
は
特
別
に
英
語
の
使
用
も
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
為
、
博
物

図 4　第一五回赤十字国際会議写真帖
（日本赤十字社蔵）

館
の
沿
革
と
常
設
展
示
に
関
す
る
『
赤
十
字
博
物
館
案
内
』
と
「
救
療

史
料
展
覧
会
」
図
録
は
英
文
と
邦
文
で
作
成
さ
れ
、
会
議
出
席
者
や

関
係
者
に
配
布
さ
れ
て
い
る

37

。

お
わ
り
に

棚
橋
は
「
救
療
史
料
展
覧
会
」
の
主
任
と
し
て
、
同
社
の
正
式
記
録

『
社
史
稿
』
に
初
め
て
名
前
が
記
録
さ
れ
た
。
厳
し
い
国
際
情
勢
の
な

か
、
第
一
五
回
赤
十
字
国
際
会
議
の
成
功
は
、
そ
の
後
の
博
物
館
事

業
を
確
固
と
す
る
よ
す
が
に
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
平
山
と

い
う
大
き
な
後
ろ
盾
を
失
っ
た
が
、
こ
れ
を
機
に
棚
橋
は
自
ら
の
力

で
日
本
赤
十
字
社
の
中
で
存
在
感
を
示
し
、
博
物
館
事
業
を
軌
道
に

乗
せ
る
こ
と
に
成
功
し
、
昭
和
一
七
年
（
一
九
四
二
）
一
二
月
に
館
長

に
就
任
し
て
い
る

38

。
特
別
展
の
附
帯
事
業
は
講
演
会
に
止
ま
ら
ず
、

展
示
解
説
員
の
常
駐
及
び
調
理
や
体
操
の
演
示
等
に
果
敢
に
取
組
み
、

そ
し
て
、
現
在
も
実
現
で
き
な
い
レ
ベ
ル
の
先
進
的
な
学
芸
員
制
度

を
導
入
す
る
等
目
覚
ま
し
い
進
展
を
見
せ
た
。

最
後
に
、
参
考
館
開
館
式
に
お
い
て
、
平
山
が
述
べ
た
式
辞
か
ら

抜
粋
す
る

39

。

（
前
略
）
本
邦
に
於
て
斯
種
実
物
教
育
の
設
備
に
乏
し
き
は
、

国
民
の
常
識
発
達
上
頗
る
遺
憾
と
す
る
所
な
り
。
本
社
創
立
の

社
長
佐
野
常
民
伯
は
夙
に
博
物
館
の
必
要
を
唱
導
せ
ら
れ
、
明

治
六
年
墺
国
博
覧
会
の
報
告
書
中
特
に
博
物
館
の
一
部
を
設
け
、

其
の
設
立
を
政
府
に
建
議
せ
ら
れ
た
る
が
、
建
議
書
の
冒
頭
に

於
て
「
博
物
館
の
主
旨
は
眼
目
の
教
に
依
り
て
人
の
智
巧
技
芸

を
開
進
せ
し
む
る
に
在
り
。
夫
れ
、
人
心
実
物
に
触
れ
、
其
の

感
動
識
別
を
生
ず
る
は
、
眼
視
の
力
に
由
る
者
最
も
多
く
且
つ

大
な
り
と
す
」
と
言
は
れ
た
り
。
赤
字マ

マ参
考
館
の
主
旨
亦
此
に

外
な
ら
ず
。
本
社
創
立
五
十
年
の
祝
典
に
際
し
て
開
設
を
見
た

る
は
、
聊
以
て
伯
の
霊
を
慰
む
る
に
足
ら
ん
か
。

文
章
を
読
む
限
り
棚
橋
が
起
草
に
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
佐
野
は
国
立
の
博
物
館
建
設
に
は
携
わ
る
こ

と
が
で
き
ず
、「
眼
目
の
教
」
の
博
物
館
構
想
は
実
現
す
る
こ
と
は
叶

わ
な
か
っ
た
。
傍
ら
に
い
た
平
山
は
、
佐
野
の
博
物
館
に
対
す
る
思

い
の
深
さ
を
最
も
よ
く
知
る
人
物
で
あ
り
、
そ
の
理
想
は
佐
野
か
ら

平
山
に
間
違
い
な
く
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
平
山
は
開
館
の
式
辞
と

い
う
晴
れ
の
場
に
お
い
て
、
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
の
報
告
書
で
佐

野
が
述
べ
た
博
物
館
建
設
を
進
言
す
る
建
議
書
の
冒
頭
「
博
物
館
の

主
旨
は
眼
目
の
教
に
依
り
て
…
」
を
引
用
し
つ
つ
、
そ
し
て
「
聊
以
て

伯
の
霊
を
慰
む
る
に
足
ら
ん
か
」と
自
身
に
問
う
よ
う
に
締
め
く
く
っ
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て
い
る
。
棚
橋
に
よ
る
と
、
大
正
一
五
年
（
一
九
二
六
）
一
〇
月
に
参

考
館
の
展
示
が
で
き
あ
が
っ
た
た
め
照
明
を
初
め
て
点
灯
し
、
平
山

を
案
内
し
た
と
こ
ろ
、「
新
装
の
設
備
を
一
巡
し
て
非
常
に
喜
ば
れ「
こ

れ
は
良
い
も
の
が
出
来
た
、
佐
野
伯
が
居
ら
れ
た
ら
定
め
て
喜
ば
れ

た
こ
と
で
せ
う
。」
と
云
ふ
所
感
を
漏
ら
さ
れ
た
」
と
言
う

40

。
こ
れ
は
、

棚
橋
に
対
す
る
平
山
の
最
高
の
賛
辞
で
あ
り
、
こ
の
言
葉
を
そ
の
ま

ま
伝
え
る
棚
橋
も
ま
た
、
そ
の
思
い
を
受
け
止
め
て
い
た
と
言
え
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
終
了
後
の
一
〇
月
、
日
本
赤
十
字
社
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ

と
ア
メ
リ
カ
赤
十
字
社
が
介
入
し
、
全
て
の
発
言
並
び
に
業
務
が
監

督
下
に
置
か
れ
た
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
記
録
に
よ
れ
ば
「
戦
時
中
の
指
導
者

で
不
適
格
な
人
物
を
解
任
」
と
あ
り
、
人
事
や
組
織
の
再
編
成
な
ど

が
完
了
し
た
の
は
昭
和
二
二
年
（
一
九
四
七
）
と
あ
る

41

。
そ
の
過
程
の

同
二
一
年
（
一
九
四
六
）
三
月
に
、
棚
橋
は
赤
十
字
博
物
館
を
辞
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
を
一
年
後
に
控
え
活

況
を
帯
び
る
、
昭
和
三
八
年
（
一
九
六
三
）
三
月
三
一
日
、
赤
十
字
博

物
館
は
そ
の
歴
史
に
幕
を
下
ろ
し
た
。
棚
橋
は
「
博
物
館
を
活
か
す

も
の
は
実
に
人
で
あ
る
」42

と
述
べ
て
い
る
が
、
佐
野
、
平
山
、
棚
橋

へ
と
つ
な
い
だ
志
は
、
誰
に
引
き
継
が
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
歴
史

に
お
い
て
「
も
し
」
は
禁
句
で
あ
る
が
、
棚
橋
館
長
の
赤
十
字
博
物
館

が
戦
後
も
存
続
し
て
い
れ
ば
、
日
本
の
博
物
館
史
は
異
な
る
軌
跡
を

辿
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
姿
に
思
い
を
馳
せ
る
と
、
か
え
す

〲

も 

残
念
で
な
ら
な
い
。

註※
本
文
内
の
引
用
に
つ
い
て
、
漢
字
は
旧
字
体
か
ら
新
字
体
に
、
片
仮
名

を
平
仮
名
に
改
め
た
が
、
句
読
点
及
び
仮
名
遣
い
は
引
用
元
の
ま
ま
と

し
た
。

１　

井
上
忠
男
『
戦
争
と
救
済
の
文
明
史 

赤
十
字
と
国
際
人
道
法
の
な
り

た
ち
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
二
〇
〇
三
年
五
月
二
日
、一
一
四
―
一
一
五
頁

２　

田
中
芳
男
・
平
山
成
信
編
輯
「
澳
国
博
覧
会
参
同
記
要
」（『
明
治
前
期

産
業
発
達
史
資
料
』
第
八
巻
（
二
）
明
治
文
献
資
料
刊
行
会
、
昭
和
三
九

年
一
〇
月
二
五
日
）
本
文
一
二
頁

３　

東
京
国
立
博
物
館
編
『
東
京
国
立
博
物
館
百
年
史
』
第
一
法
規
出
版
、

昭
和
四
八
年
四
月
三
〇
日
、
一
二
二
頁

４　

日
本
赤
十
字
社
編
『
日
本
赤
十
字
社
史
稿
』
日
本
赤
十
字
社
、
明
治

四
四
年
一
二
月
、
二
三
三
頁

５　

日
本
赤
十
字
社
編
『
日
、
米
、
英
、
仏
、
伊　

五
国
赤
十
字
社
委
員

会
議
事
録
』
日
本
赤
十
字
社
、
大
正
九
年
九
月
、
一
六
〇
頁

６　

前
掲
書
（
註
５
）
三
三
五
頁

７　

蜷
川
新
『
人
道
の
世
界
と
日
本
』
博
愛
社
発
行
所
、
昭
和
一
一
年
六

月
一
〇
日
、
二
〇
七
頁

８　

日
本
赤
十
字
社
編
『
日
本
赤
十
字
社
社
史
稿
』
第
四
巻
、
昭
和
三
二

年
一
一
月
一
日
、
四
六
五
頁

９　

平
山
成
信
「
大
正
九
年
一
二
月
一
〇
日
常
議
会
に
於
け
る
平
山
社
長

演
述
」（『
博
愛
』
四
〇
五
号
、
博
愛
発
行
所
、
大
正
一
〇
年
一
月
一
〇
日
）

三
頁

10　

日
本
赤
十
字
社
編
『
日
本
赤
十
字
社
史
続
稿
』
上
巻
、
日
本
赤
十
字
社
、

昭
和
四
年
一
〇
月
二
〇
日
、
七
五
七
―
七
六
〇
頁

11　

前
掲
書
（
註
10
）
八
三
八
頁

12　

前
掲
書
（
註
８
）
四
二
五
頁

13　

前
掲
書
（
註
10
）
八
三
八
頁

14　

明
治
～
平
成 

値
段
史https://coin

―walk.site/J077.htm

（
最
終
閲

覧
日

：

二
〇
二
三
年
九
月
二
七
日
）*

大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
の
白
米

一
〇
㎏
の
価
格
で
換
算

15　

前
掲
サ
イ
ト
（
註
14
）*

大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
）
の
白
米
一
〇
㎏
の

価
格
で
換
算

16　

日
本
赤
十
字
社
編
『
博
愛
』
所
載
の
各
年
決
算
書
か
ら
抽
出
。

17　

杉
田
「
岡
田
信
一
郎
氏
逝
く
」（
東
京
文
化
財
研
究
所
文
化
財
情
報
資

料
部
『
美
術
研
究
』
七
巻
、
昭
和
七
年
七
月
一
五
日
）
一
四
―
一
五
頁

18　

青
木
豊
編
『
棚
橋
源
太
郎　

博
物
館
学
基
本
文
献
集　

下
』
雄
山
閣
、

二
〇
一
七
年
五
月
二
五
日
、
三
二
五
―
三
二
九
頁

19　

棚
橋
源
太
郎
「
衛
生
博
物
館
の
設
備
」（『
科
学
知
識
』
第
一
一
巻
第

一
一
号
、
昭
和 

六 

年 

一
一
月
）
三
四
頁

20　

前
掲
書
（
註
19
）
三
五
―
三
六
頁

21　
『
中
外
商
業
新
報
』
大
正
一
五
年
七
月
二
五 

日

22　

前
掲
書
（
註
19
）
三
六
頁

23　
「
赤
十
字
社
参
考
館
」（『
社
会
教
育
』
第
四
巻
第
四
号
、
昭
和
二
年
四

月
）
七
〇
頁

24　

棚
橋
源
太
郎
『
眼
に
訴
へ
る
教
育
機
関
』
寶
文
館
、
昭
和
五
年
一
一
月
、

二
九
五
頁

25　

椎
名
仙
卓
『
日
本
博
物
館
発
達
史
』
雄
山
閣
出
版
、
昭
和
六
三
年
七

月
二
〇
日
、
二
六
五
頁

26　

前
掲
書
（
註
８
）
一
九
四
頁

27　

前
掲
書
（
註
８
）
一
九
四
頁

28　

前
掲
書
（
註
８
）
二
〇
三
頁

29　

前
掲
書
（
註
８
）
二
〇
三
頁

30　

日
本
赤
十
字
社
編
『
赤
十
字
博
物
館
案
内
』
日
本
赤
十
字
社
、
昭
和

九
年
一
〇
月
、
一
頁 

31　
「
博
物
館
事
業
促
進
会
設
立
の
趣
旨
」（『
博
物
館
研
究
』
第
一
巻
第
一

号
、
博
物
館
事
業
促
進
会
、
昭
和
三
年
六
月
一
日
）
一
三
頁

32　

平
山
成
信
『
昨
夢
禄
』
ジ
ャ
パ
ン
・
マ
ガ
ジ
ー
ン
社
（
非
売
品
）、
大

正
一
四
年
三
月
一
五
日

33　

棚
橋
源
太
郎
「
博
物
館
」（『
社
会
科
文
庫
』
Ｅ
三
、三
省
堂
出
版
、
昭

和
二
四
年
）

34　

前
掲
書
（
註
８
）
四
六
七
―
四
六
九
頁

35　

前
掲
書
（
註
８
）、
三
九
二
頁

36　

中
川
望
「
第
一
五
回
赤
十
字
国
際
会
議
に
就
て
」（『
博
愛
』
第
五
六
九

号
、
日
本
赤
十
字
社
、
昭
和
九
年
一
〇
月
一
〇
日
） 

一
三
頁

37　

前
掲
書
（
註
８
）
一
八
六
頁

38　

日
本
赤
十
字
社
編
『
日
本
赤
十
字
社
社
史
稿
』
第
五
巻
、
昭
和
四
四

年
四
月
一
日
、
四
二
一
―
四
二
二
頁

39　

日
本
赤
十
字
社
編
『
参
考
館
報
』
第
一
号
、
昭
和
二
年
六
月
、
一
―

二
頁

40　

棚
橋
源
太
郎
「
故
平
山
男
爵
と
本
会
」（『
博
物
館
研
究
』
第
二
巻
第

一
〇
号
、
昭
和
四
年
一
〇
月
一
日
）
二
頁

41　

竹
前
栄
治
・
中
村
隆
英
監
修
『
Ｇ
Ｈ
Ｑ
日
本
占
領
史
』
第
二
三
巻
、
日

本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
八
年
二
月
二
五
日
、
一
〇
一
頁

42　

棚
橋
源
太
郎
「
科
学
博
物
館
建
設
の
急
務
」（『
朝
日
新
聞
』
大
正
八
年

一
〇
月
四
日
）
三
頁
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は
じ
め
に

二
〇
二
三
年
五
月
三
日
～
五
月
五
日
、
ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に

あ
る
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
社
連
盟
（
以
下
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
）
の
会
議
室
に

お
い
て
「
赤
十
字
・
赤
新
月
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
と
博
物
館
学
芸
員
会
議

（Red Cross and Red Crescent A
rchivists and M

useum
 Curators M

eeting

）」

が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
会
議
は
、
二
〇
一
五
年
に
開
催
さ
れ
た
国
際

赤
十
字
・
赤
新
月
代
表
者
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た「
国
際
赤
十
字
・

赤
新
月
運
動
の
歴
史
的
・
文
化
的
遺
産
の
保
存
に
関
す
る
決
議
」
に

基
づ
き
、
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
二
〇
一
七
年
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
の
ア
デ
レ
ー
ド
で
開
催
さ
れ
た
初
回
の
会
議
を
含
め
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ 

事
務
局
主
催
に
よ
り
二
回
開
催
さ
れ
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
拡
大
に
よ
り
二
年
間
延
期
と
な
り
、
今
回
三
回
目
と
な
る

同
会
議
が
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
の
対
面
形
式
で
開
催
さ
れ
た
。
な
お
、
唯

一
日
本
赤
十
字
社
（
以
下
、
日
赤
）
は
リ
モ
ー
ト
参
加
と
な
っ
た
。
日
赤

と
し
て
は
、
過
去
に
職
員 

Ｏ
Ｂ
（
元
国
際
部
長
の
東
浦
洋
氏
）
が
、
オ
ブ

ザ
ー
バ
ー
と
し
て
二
回
参
加
し
た
が
、
日
赤
か
ら
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学

を
修
め
た
職
員
（
筆
者
）
が
参
加
し
た
の
は
今
回
が
初
め
て
で
あ
る
。

本
稿
は
、
筆
者
の
所
属
上
長
で
あ
る
岡
山
晃
久
広
報
室
長
な
ら

赤
十
字
・
赤
新
月
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
と
博
物
館

学
芸
員
会
議
　
参
加
記

特
集
２

：

赤
十
字
と
博
物
館

日
本
赤
十
字
社
広
報
室
赤
十
字
情
報
プ
ラ
ザ
参
事
／

Ｉ
Ｈ
Ｓ
研
究
員 

―
二
〇
二
三
年
五
月
三
日
～
五
月
五
日

大
西
智
子

び
に
同
会
議
の
所
管
で
あ
る
国
際
部
の
総
括
課
に
提
出
し
た
参
加
レ

ポ
ー
ト
に
、
前
述
の
決
議
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
も

の
で
あ
る
。

１　

会
議
の
背
景

⑴
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
の
歴
史
的
文
化
的
遺
産
の
保
存
に
関

す
る
決
議

１

ま
ず
は
、
本
会
議
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
た
め
、
そ
の
根
拠
と

な
っ
た
決
議
を
確
認
す
る
。
二
〇
一
五
年
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
運

動
代
表
者
会
議

２

で
採
択
さ
れ
た
「
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
の
歴

史
的
文
化
的
遺
産
の
保
存
」
に
関
す
る
決
議
文
は
、
赤
十
字
国
際
委

員
会
（
以
下
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
、
並
び
に
国
際
赤
十
字
・
赤
新

月
博
物
館
（
以
下
、
Ｒ
Ｃ
博
物
館
）３

の
三
者
が
準
備
し
た
も
の
で
あ
り
、

二
〇
一
一
年
の
代
表
者
会
議
で
の
決
議
第
六
を
踏
ま
え
、
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
と
し
て
採
択
さ
れ
た
。
同
決
議
の
日
本
文
は
日
本
赤
十
字
社

社
史
稿
第 

一
二
巻
一
一
四
頁 

に
同
社
の
国
際
部
訳
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
が
、
本
稿
で
は
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
上
の
理
解
の
た
め
、
筆
者
の
訳

を
記
載
す
る
。

　
　

二
〇
一
五
年 

国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
代
表
者
会
議

決
議
第 

五 

「
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
の
歴
史
的
・
文
化

的
遺
産
の
保
存
」 

代
表
者
会
議
は
、
各
国
赤
十
字
・
赤
新
月
社
（
以
下
、
各
社
）

の
内
の
数
社

４

と
多
く
の
各
社
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
、
お

よ
び
ス
イ
ス
・
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
博
物
館

が
行
っ
た 

二
〇
一
一
年
代
表
者
会
議
の
決
議
第
六
に
関
す
る

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
作
業
に
感
謝
を
も
っ
て
留
意
し
つ
つ
、
今
回

の
代
表
者
会
議
に
提
出
さ
れ
た 

報
告
書
の
提
言
を
支
持
し
、
ま

た
全
社
に
対
し
て
、
ア
ー
カ
イ
ブ
・
シ
ス
テ
ム

５

を
構
築
し
、

歴
史
的
な
価
値
を
持
つ
画
像
、
物
品
、
並
び
に
資
料
を
保
存
す

る
よ
う
奨
励
し
、

１
．
各
社
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
立
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
関
、
あ

る
い
は
関
連
す
る
国
立
の
博
物
館
協
会
に
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
や

博
物
館
資
料
記
録
技
術
に
関
す
る
専
門
的
規
範
や
基
準
に
つ

い
て
の
情
報
を
求
め
、
こ
う
し
た
専
門
領
域
の
人
材
や
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
育
成
に
貢
献
す
る
協
力
関
係
を
ど
の
よ
う
な
形

式
で
あ
れ
、
築
く
よ
う
勧
告
す
る
。 

２
．
各
社
が
、
こ
れ
ら
の
分
野
に
お
け
る
独
自
の
専
門
知
識
を

発
揮
す
る
た
め
に
、
国
際
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
評
議
会
（
Ｉ
Ｃ
Ａ
）

や
国
際
博
物
館
会
議
（
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
）
な
ど
の
国
際
的
な
専
門
家

団
体
か
ら
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
を
勧
告
す
る
。 　
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３
．
さ
ら
に
、
各
社
が
広
報
活
動
、
特
に
五
月
八
日
の
世
界
赤

十
字
デ
ー
を
祝
う
た
め
に
開
催
さ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
や
、
普
及

活
動
及
び
資
金
調
達
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
は
必
要
に
応
じ
て
、

国
際
赤
十
字
運
動
の
歴
史
的
・
文
化
的
遺
産
の
価
値
を
高
め

る
こ
と
を
勧
告
す
る
。 

４
．
各
社
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
に
、
そ
の
活
動

の
歴
史
に
関
す
る
特
設
ペ
ー
ジ
を
設
け
る
こ
と
に
尽
力
し
、

所
蔵
目
録
の
一
覧
を
表
示
し
、
適
切
な
場
所
の
所
蔵
デ
ー
タ

へ
の
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
ア
ク
セ
ス
を
可
能
に
す
る
よ
う
呼

び
か
け
る
と
共
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
基
づ
く

研
究
や
そ
の
成
果
物
の
作
成
を
促
進
す
る
こ
と
を
呼
び
か
け

る
。 

５
．
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
、
お
よ
び
赤
十
字
・
赤
新
月
社
の

数
社
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
開
発
や
保
存
に
関

す
る
事
柄
に
つ
い
て
、 

各
国
赤
十
字
・
赤
新
月
社
を
支
援
す

る
準
備
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、
各
社
に
対
し

て
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
お
よ
び
数
社
が
有
す
る
専
門
知

識
を
積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
を
奨
励
す
る
。

６
．
博
物
館
を
運
営
し
て
い
る
各
社
が
赤
十
字
・
赤
新
月
博
物

館
に
そ
の
事
実
を
報
告
す
る
こ
と
で
、
赤
十
字
・
赤
新
月
に

か
か
る
博
物
館
資
料
記
録
技
術
の
分
野
で
連
絡
や
ガ
イ
ダ
ン

ス
を
行
う
役
割
を
十
分
に
果
た
す
こ
と
を
歓
迎
し
、
博
物
館

の
設
置
を
予
定
し
て
い
る
各
社
に
は
、
必
要
な
技
術
支
援
を

得
る
た
め
に
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
博
物
館
と
連
絡
を
取
る

こ
と
を
呼
び
か
け
る
。

７
．
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ア
デ
レ
ー
ド
に
あ
る
フ
リ
ン
ダ
ー
ス

大
学
で 

二
〇
一
六
年
九
月
九
日
か
ら
一
一
日
ま
で
開
催
さ

れ
る
、
国
際
赤
十
字
運
動
の
歴
史
に
関
す
る
国
際
会
議
が
提

供
す
る
機
会
を
生
か
し
、
国
際
赤
十
字
運
動
の
歴
史
的
遺
産

の
保
存
と
振
興
を
目
指
し
て
、
国
際
赤
十
字
運
動
内
に
お
け

る
取
組
を
奨
励
す
る
サ
イ
ド
イ
ベ
ン
ト
を
計
画
す
る
こ
と
を
、

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
お
よ
び
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
博
物

館
に
呼
び
か
け
る
。 

 

以
上

（
日
本
赤
十
字
社
社
史
稿
第
一
二
巻
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
決
議
訳
文
と
、
筆

者
の
訳
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
決
議
文
に
あ
る
原

文
のA

rchives

は
、
機
関
と
し
て
の
意
味
と
、
資
料
群
と
し
て
の
意
味
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
、the N

ational A
rchives 

は
国
立
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機

関
、
資
料
群
を
指
すA

rchives

は
、
そ
の
ま
ま
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し
た
。 

ま

たthe relevant national association of m
useum

s 

は
国
立
の
博
物
館
協
会
、

公
式
に
存
在
す
る
国
際
機
関
は
そ
の
正
式
名
称
で
あ
るInternational Council 

on A
rchives

（ICA

） 

国
際
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
評
議
会
、International Council 

of M
useum

s 

（ICO
M

） 

国
際
博
物
館
会
議
と
し
た
。inventory

は
所
蔵
目

録
、facilitating online access to them

 

は
間
接
的
に
デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
に
よ
る
所
蔵
デ
ー
タ
へ
の
検
索
シ
ス
テ
ム
を
指
す
が
、
正
確
な
訳
に
す

る
た
め
、
所
蔵
デ
ー
タ
へ
の
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
ア
ク
セ
ス
と
し
た
。
ま
た

recom
m

ends

は
勧
告
、encourage

は
奨
励
、invites

は
呼
び
か
け
と
し
た
。）

そ
れ
で
は
、
決
議
文
に
あ
る
保
存
の
対
象
に
つ
い
て
、
確
認
を
し

た
い
。

⑵
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
の
歴
史
的
文
化
的
遺
産
の
定
義

決
議
に
先
立
ち
、
二
〇
一
一
年
に
「
歴
史
的
文
化
的
遺
産
の
保
護

に
関
す
る
決
議
案
と
報
告
書2011/11/26

」６

が
代
表
者
会
議
に
提
出

さ
れ
た
。そ
の
作
成
者
は
、Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
、Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
、Ｒ
Ｃ
博
物
館
、オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
、
英
国
、
中
国
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、
セ
ル
ビ
ア
、

ト
ル
コ
の
赤
十
字
・
赤
新
月
社
で
あ
っ
た
。

前
述
の
報
告
書
に
は
「
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
の
歴
史
的
文

化
的
遺
産
」
の
定
義
を
以
下
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

「
保
存
さ
れ
、
次
世
代
に
引
き
継
ぐ
べ
き
価
値
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
、
赤
十
字
運
動
と
そ
の
歴
史
に
ま
つ
わ
る
あ
ら
ゆ
る
モ
ノ
、
資
料
、

イ
メ
ー
ジ
の
記
録
の
こ
と
。
そ
れ
は
、
事
業
や
人
道
活
動
、
運
動
体

の
構
成
員
（
政
府
や
機
関
等
）、
各
地
域
で
支
援
対
象
と
な
る
人
々
の
様

式
や
形
態
な
ど
、
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
歴
史
と
形
容
さ
れ
る
実
践

や
描
写
、
印
象
（living im

pressions

）、
知
識
、
内
在
す
る
技
術
を
も
含

む
。
狭
く
言
え
ば
、
運
動
の
構
成
員
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
資
料
や

文
化
物
（
例

：

広
告
ポ
ス
タ
ー
）
や
、
運
動
の
活
動
の
紹
介
（
例

：

活
動
現

場
写
真
）
で
あ
り
、
広
い
意
味
で
は
、
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
、
あ
る

い
は
そ
の
構
成
員
に
よ
る
人
道
的
作
品
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
表
現
や

象
徴
（
例

：

赤
十
字
・
赤
新
月
か
ら
創
意
を
得
た
芸
術
作
品
）
も
含
む
。」

⑶
決
議
の
背
景

決
議
に
至
っ
た
背
景
と
し
て
、
前
述
の
報
告
書
に
挙
げ
ら
れ
て
い

る
こ
と
は
、
以
下
の
出
来
事
で
あ
る
。
二
〇
〇
七
年
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
の
国
際
捕
虜
中
央
局
（International Prisoners-of-W

ar A
gency

、

1914-1923

）
の
第
一
次
世
界
大
戦
時
の
捕
虜
資
料
が
ユ
ネ
ス
コ
の
記
憶

文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た

７

。
二
〇
〇
八
年
に
は
Ｒ
Ｃ
博
物
館
が
開

館
か
ら
二
〇
周
年
を
迎
え
た
。
二
〇
一
一
年
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
国
際

年
、
二
〇
一
三
年
は
国
際
赤
十
字
運
動
の
一
五
〇
周
年
、
二
〇
一
四

年
は
初
期
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
の
採
択
か
ら
一
五
〇
周
年
と
、
国
際
捕

虜
中
央
局
（International Prisoners-of-w

ar A
gency

）
の
設
立
一
〇
〇
周

年
、
二
〇
一
九
年
は
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
創
設
一
〇
〇
周
年
と
、
現
ジ
ュ
ネ
ー

ヴ
条
約
採
択
か
ら
七
〇
周
年
の
節
目
を
控
え
て
い
た
。
報
告
書
に
は
、

こ
れ
ら
記
念
周
年
の
機
会
を
と
ら
え
て
決
議
の
実
現
を
目
指
す
、
と
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記
さ
れ
て
い
る
。

以
上
を
踏
ま
え
、
筆
者
が
参
加
し
た
会
議
の
概
要
を
紹
介
す
る
。

２　

第
三
回
赤
十
字
・
赤
新
月
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
と

博
物
館
学
芸
員
会
議 “RCRC Archivists and 

M
useum Curators meeting ”

の
概
要

本
会
議
の
主
催
者
は
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
の
図
書
館
と
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
サ
ー

ビ
ス
部
（Library and A

rchive Services

）
で
あ
っ
た
。
参
加
者
は
Ｉ
Ｃ

Ｒ
Ｃ
、
赤
十
字
博
物
館
、
ス
イ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
、
ド
イ
ツ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
オ
ラ
ン
ダ
、
レ
バ
ノ
ン
、
イ
ギ
リ
ス
、

デ
ン
マ
ー
ク
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
日
本
の
各
赤
十
字
・
赤
新
月
社
の
博

物
館
や
資
料
室
の
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
や
学
芸
員
、
あ
る
い
は
そ
の
管
理

等
の
委
託
を
受
け
た
者
な
ど
二
〇
名
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
数
社
は
役
員
、

理
事
レ
ベ
ル
の
出
席
者
も
見
受
け
ら
れ
た
。

本
会
議
は
、
決
議
文
第
七
項
に
あ
る
、「
国
際
赤
十
字
運
動
の
歴
史

的
遺
産
の
保
存
と
振
興
を
目
指
し
て
、
国
際
赤
十
字
運
動
内
に
お
け

る
取
組
を
奨
励
す
る
サ
イ
ド
イ
ベ
ン
ト
を
計
画
す
る
こ
と
を
、
Ｉ
Ｃ

Ｒ
Ｃ
、
連
盟
お
よ
び
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
博
物
館
に
呼
び
か
け
る
」

を
受
け
る
形
で
開
催
さ
れ
た
。
よ
っ
て
、
会
議
に
お
け
る
宣
言
や
決

定
事
項
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
各
国
赤
十
字
・
赤
新
月
社
の
取
り
組

み
の
奨
励
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

会
議
の
具
体
的
な
内
容
と
し
て
は
、
大
き
く
①
学
識
者
に
よ
る
講

演
会
、
②
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
、
Ｒ
Ｃ
博
物
館
か
ら
の
情
報
提
供
、

③
各
国
赤
十
字
社
の
取
り
組
み
の
発
表
、
④
質
疑
と
議
論
を
通
じ
て

理
解
を
深
め
る
セ
ッ
シ
ョ
ン

の
四
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
①
は
歴
史
研
究
者
に
よ
る
も
の
で
、
研

究
成
果
と
し
て
第
一
次
並
び
に
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
様
々
な
研
究

に
、
赤
十
字
資
料
が
補
足
し
う
る
情
報
の
重
要
性
に
つ
い
て
語
る
も

の
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
、
赤
十
字
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
管
理
す
る
ア
ー

キ
ビ
ス
ト
の
目
線
で
の
参
加
記
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
①
の
学
識
研
究

者
に
よ
る
資
料
の
利
用
者
と
し
て
の
発
表
内
容
は
省
略
し
、
②
と
③

の
内
容
の
一
部
を
紹
介
す
る
。

⑴
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ 

か
ら
の
情
報
提
供

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
か
ら
の
報
告
と
し
て
、
ボ
ー
ン
デ
ジ
タ
ル
の
デ
ー
タ

の
作
成
か
ら
保
存
並
び
に
廃
棄
ま
で
の
実
現
に
向
け
た
取
り
組
み

に
関
す
る
状
況
報
告
な
ど
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
事
務
局
が
日
々

の
業
務
に
使
用
す
るSharePoint 4

８

を
使
用
し
た E

D
RM

S 5

９

の

試
験
的
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
目
録
作
成
の
た
め
の E

D
RM

S

の
一
つ
で

あ
る Soutron SaaS 6

10

の
実
装
に
つ
い
て
説
明
が
行
わ
れ
た
。
加
え

て
、“shaRE

D
” 

（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ 

視
聴
覚
ア
ー
カ
イ
ブ
）
用
の D

A
M

S 7

11

の

デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
も
解
説
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、

「
今
、
現
在
」
作
成
さ
れ
る
資
料
が
、
す
で
に
ア
ー
カ
イ
ブ
・
シ
ス
テ

ム
の
構
築
の
始
ま
り
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
的

視
点
の
資
料
保
存
の
実
践

12

で
あ
り
、
国
際
赤
十
字
の
最
先
端
に
お
け

る
考
え
方
が
共
有
さ
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
組
織
が

日
々
作
成
す
る
資
料
の
保
存
年
限
や
、
何
が
誰
の
権
限
と
判
断
に
お

い
て
最
終
的
に
廃
棄
さ
れ
、
何
が
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し
て
永
久
保
存

す
る
の
か
を
、
業
務
に
使
用
さ
れ
る
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
社
等
の
シ
ス

テ
ム
上
で
、
ど
こ
ま
で
反
映
さ
れ
る
の
か
を
検
討
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
現
在
、
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
を
担
う
Ｉ
Ｔ
企
業
は
、
ア
ー
キ
ビ

ス
ト
を
含
む
様
々
な
専
門
家
の
意
見
を
踏
ま
え
て
新
た
な
ソ
フ
ト
を

開
発
し
て
い
る
最
中
で
あ
り
、
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
視
点
か
ら
ど
の
企

業
の
シ
ス
テ
ム
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か

し
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
に
と
っ
て
の
現
在
の
ベ
ス
ト
を
探
り
、
実
践
に
つ
な

げ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
か
ら
共
有
さ

れ
た
。
こ
の
こ
と
は
本
会
議
に
出
席
し
た
私
を
含
む
参
会
者
に
大
き

な
刺
激
を
与
え
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
各
社
か

ら
の
意
見
が
交
わ
さ
れ
た
が
、
詳
細
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
研
究
を

深
め
、
改
め
て
成
果
を
発
表
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

ま
た
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
か
ら
の
報
告
に
対
す
る
質
疑
の
中
で
、
機
関
と

し
て
の
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
、
各
社
に
ア
ー
カ
イ
ブ
・
シ
ス

テ
ム
の
構
築
に
関
す
る
標
準
を
示
す
予
定
が
あ
る
か
と
の
問
い
が
示

さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
す
る
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
の
回
答
は
、「
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ 

は 

Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｃ 

の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
保
存
、
管
理
、
公
開
す
る
こ
と
が
役
割

で
あ
り
、
各
社
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
つ
い
て
は
国
際
標
準
を
示
す
つ

も
り
は
な
い
。
た
だ
し
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ 

に
は
各
社
が
作
成
し
た
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
（
写
真
や
映
像
を
含
む
）
が
寄
贈
さ
れ
る
な
ど
し
て
一
部
を
所
蔵

し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ 

の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
一
部
と
し

て
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
順
次
、
各
社
と
の
確
認
を
経
な
が
ら
公
開
し
て

い
る
。
今
後
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ 

が
デ
ジ
タ
ル
化
を
予
定
し
て
い
る
同
じ
資

料
を
、
各
社
が
デ
ジ
タ
ル
化
す
る
こ
と
は
無
駄
で
あ
る
と
感
じ
て
い

る
。
重
複
し
て
費
用
を
掛
け
る
必
要
は
な
く
、
相
互
の
所
蔵
物
の
把

握
を
各
社
に
勧
め
る
。」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ

が
示
し
た
「
国
際
標
準
」
と
は
、
す
で
に
決
議
に
示
さ
れ
た
第
一
項
と

第
二
項
の
実
現
に
よ
っ
て
、
可
能
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
筆
者
と
し

て
は
当
然
の
回
答
で
あ
る
と
認
識
し
た
。

⑵
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
か
ら
の
情
報
提
供

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
か
ら
の
報
告
は
、
主
に
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
利
用
規
約

13

と

個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
、
一
八
六
三

年
の
創
設
以
来
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
資
料
は
非
公
開
だ
っ
た
が
、
利
用
規

約
を
一
九
九
六
年
に
初
め
て
制
定
す
る
と
共
に
公
開
と
な
っ
た

14

。
利

用
規
約
は
何
度
か
改
正
を
重
ね
て
お
り
、
現
在
で
は
一
般
的
な
ア
ー
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カ
イ
ブ
ズ
は
事
業
終
了
年
月
日
か
ら 

五
〇
年
で
公
開
さ
れ
る
こ
と

や
、
個
人
デ
ー
タ
を
含
む
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
、
事
業
終
了
年
月
日
か

ら 
七
〇
年
で
公
開
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
デ

ジ
タ
ル
化
し
た
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
、
事
業
終
了
年
月
日
か
ら 

九
〇
年

で
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
公
開
が
な
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
個
人
情
報

保
護
に
つ
い
て
、
本
会
議
で
の
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
報
告
で

は
、
武
力
紛
争
下
で
の
個
人
の
尊
厳
を
保
護
す
る
上
で
不
可
欠
な 

Ｉ

Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
根
幹
的
ル
ー
ル
と
表
現
さ
れ
た
。
一
方
で
、
個
人
デ
ー
タ

の
保
護
に
対
す
る
個
人
の
権
利
は
絶
対
的
で
は
な
く
、「
ル
ー
ル
の
競

合
」
が
あ
る
と
し
て
、
人
間
の
尊
厳
を
保
護
す
る
と
い
う
全
体
的
な

目
的
と
、
研
究
の
促
進
、
記
憶
保
存
、
透
明
性
、
自
由
、
基
本
的
権

利
な
ど
の
バ
ラ
ン
ス
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
が

発
表
さ
れ
た
。
な
お
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
公
開
等
に
つ
い

て
は
、
筆
者
の
研
究
テ
ー
マ
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
詳
細
に
つ
い
て

は
次
号
以
降
の
本
ジ
ャ
ー
ナ
ル
に
て
紹
介
し
た
い
。

⑶
各
社
か
ら
の
資
料
の
活
用
事
例

英
国
赤
十
字
社
か
ら
は
新
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
「
遺
産
戦
略
」
に
関
す
る

発
表
が
あ
っ
た
。
同
社
の
創
設
者
の
一
人
で
あ
る
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
・

ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
の
資
料
は
、
感
染
症
対
策
を
示
す
も
の
が
多
く
、

昨
今
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
症
へ
の
関
心
の
高
ま
り
か
ら
、

公
開
の
絶
好
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
る
と
し
て
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
立
ち

上
げ
、
社
の
創
設
期
に
関
す
る
資
料
を
広
報
し
て
い
る
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。

ド
イ
ツ
赤
十
字
社
は
、
国
内
各
地
に
一
〇
以
上
の
博
物
館
を
持
つ

が
、
そ
れ
ら
の
う
ち
国
際
的
に
も
人
気
が
高
い
、N

azi-O
rdensburg 

Vogelsang

に
つ
い
て
発
表
が
あ
っ
た
。
同
館
は
国
立
公
園
の
中
に
存

在
す
る
ナ
チ
ス
の
元
収
容
所
で
、
広
大
な
森
林
の
中
に
設
け
ら
れ
た

建
物
に
設
置
さ
れ
た
展
示
物
や
実
際
の
収
容
所
を
ツ
ア
ー
見
学
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
体
験
型
の
研
修
に
適
し
て
い
る
と
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、
他
の
地
域
に
あ
る
小
さ
な
館
は
、
運
営

す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
の
高
齢
化
の
問
題
に
直
面
し
て
お
り
、

第
一
次
並
び
に
第
二
次
世
界
大
戦
に
対
す
る
若
者
の
関
心
が
離
れ
て

い
る
こ
と
に
危
機
感
を
抱
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

デ
ン
マ
ー
ク
赤
十
字
社
は
、
社
の
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
に
歴
史
的
資
料
を
活
用
し
て
い
る
と
い
う
発
表
で
あ
っ
た
。
例
え

ば
、
戦
時
中
に
使
用
さ
れ
た
ホ
ワ
イ
ト
バ
ス
や
病
院
船
「
ユ
ト
ラ
ン

デ
ィ
ア
」
を
再
現
し
た
ポ
ス
タ
ー
広
告
な
ど
に
よ
っ
て
、
赤
十
字
マ
ー

ク
の
意
味
を
伝
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

⑷
資
料
を
委
託
管
理
し
て
い
る
事
例
発
表

ア
メ
リ
カ
赤
十
字
社
は
そ
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
保
存
・
管
理
・
公

開
を
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ａ
（
米
国
国
立
公
文
書
館
）
に
委
託
し
て
い
る
。
そ
の
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
が
一
四
一
・
六
㎥
に
な
っ
た
、
と
の
報
告
で
あ
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
赤
十
字
社
は
、
そ
の
資
料
が
フ
ラ
ン
ス
国
立
公
文
書
館

に
移
管
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
し
、
公
文
書
館
の
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
指

示
に
よ
る
目
録
作
成
が
開
始
し
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
赤
十
字
社
は
本
社
資
料
を
Ｕ
Ｍ
Ａ
（U

niversity 

of M
elbourne A

rchives

）
に
委
託
す
る
こ
と
と
な
っ
た
二
〇
一
四
年
の

創
立
一
〇
〇
周
年
記
念
事
業
か
ら
九
年
を
経
て
お
り
、
そ
の
報
告
で

あ
っ
た
。
無
事
、
所
定
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
移
管
さ
れ
、
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
が
完
成
に
至
っ
た
も
の
の
、
新
型
コ
ロ
ナ
・
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
拡
大
の
影
響
を
受
け
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
申
し
出

て
も
、
Ｕ
Ｍ
Ａ
の
利
用
規
則
に
基
づ
き
、
本
大
学
の
学
生
同
様
に
ア

ク
セ
ス
制
限
が
な
さ
れ
、
業
務
に
支
障
を
来
す
本
末
転
倒
の
事
態
に

陥
っ
た
と
の
報
告
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
移
管
時
の
契
約
の
甘
さ
に
起

因
す
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
赤
十
字
社
が
自
ら
作
成
し
た
資
料

に
ア
ク
セ
ス
で
き
な
く
な
る
と
い
う
事
態
を
事
例
と
し
て
示
し
、
他

機
関
へ
の
委
託
や
寄
贈
に
対
す
る
注
意
喚
起
が
な
さ
れ
た
と
い
う
意

味
で
、
重
要
な
発
表
で
あ
っ
た
。

そ
の
他
、
ド
イ
ツ
赤
十
字
社
が
文
書
管
理
並
び
に
ア
ー
カ
イ
ブ
・

シ
ス
テ
ム
を
イ
ン
ナ
ー
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
啓
発
し
て

い
る
事
例
を
発
表
し
た
。
業
務
委
託
に
よ
っ
て
イ
ン
ナ
ー
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
共
有
サ
イ
ト
が
起
ち
上
り
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
活
用

も
し
く
は
、
フ
ァ
イ
ル
保
存
に
際
し
て
の
ル
ー
ル
の
啓
発
を
Ｐ
Ｒ
す

る
ペ
ー
ジ
を
設
け
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
具
体
的
な
方

法
と
し
て
は
、Share Point 

を
使
用
し
て
、
記
録
作
成
後
の
保
存
の

際
の
ス
テ
ッ
プ
（
タ
グ
付
け
、
項
目
記
入
等
）
に
つ
い
て
職
員
の
習
慣
化

を
呼
び
か
け
る
他
、
全
社
的
に
共
有
で
き
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を 

Share Point 

上
で
作
成
し
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部
署
と
協
議
の
上

で
契
約
書
な
ど
を
検
索
で
き
る
よ
う
に
対
応
し
、
好
評
を
得
て
い
る

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

ノ
ル
ウ
ェ
ー
赤
十
字
社
か
ら
は
、
現
用
文
書
で
あ
る
ボ
ー
ン
デ

ジ
タ
ル
資
料
を
保
存
す
るShare Point 

は
、
公
文
書
、
メ
ー
ル
、

Team
s 

の
内
容
を
含
む
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
移
管
に
は
不
向
き
で
あ
る
と

報
告
し
た
。
そ
し
て
、
新
た
な
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム“E

lem
ents ”

を

導
入
し
、
現
用
か
ら
そ
の
ま
ま
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
へ
の
移
管
が
自
動
的

に
行
え
る
よ
う
改
善
を
果
た
し
、
順
調
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

現
用
の
も
の
で
も
、
廃
棄
さ
れ
る
前
に
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
が
確
認
し
て

移
管
を
指
導
し
、
ス
ム
ー
ズ
な
移
管
が
進
む
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

こ
れ
は
筆
者
が
知
る
中
で
も
、
世
界
的
に
も
最
先
端
の
試
み
で
あ
ろ

う
。
そ
の
他
多
く
の
社
は Share Point 

を
使
用
し
、
移
管
の
問
題
で

そ
れ
ぞ
れ
Ｉ
Ｔ
担
当
部
署
と
の
交
渉
（
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
へ
の
移
管
と
の
連

携
）
に
苦
心
し
て
い
る
と
の
発
言
が
相
次
い
だ
。
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⑸
そ
の
他

「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
破
壊
と
散
逸
」
と
題
し
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
赤
十

字
社
の
事
例
に
つ
い
て
、
フ
リ
ブ
ー
ル
大
学
の
研
究
者
ら
か
ら
発
表

が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
歴
史
的
背
景
の
複
雑

さ
か
ら
、
創
設
当
初
か
ら
正
式
な
赤
十
字
と
し
て
で
は
な
く
、
金
色

赤
十
字
、
青
色
赤
十
字
な
ど
の
、
人
道
支
援
組
織
が
地
域
に
分
散
的

に
誕
生
し
て
い
た
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
赤
十
字
社
が
創
設
し
た
後
も
、
一

時
期
ソ
連
赤
十
字
社
の
支
部
に
な
る
な
ど
の
歴
史
が
一
〇
〇
年
以
上

続
く
地
域
で
あ
り
、
そ
の
国
家
存
亡
の
危
機
の
度
に
、
亡
命
者
が
関

連
資
料
と
共
に
国
外
に
出
る
た
め
、
難
民
を
受
け
入
れ
た
ス
イ
ス
、

ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
な
ど
に
資
料
が
分
散
管
理
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

ま
た
、
そ
れ
ら
を
個
人
が
管
理
し
て
い
る
場
合
が
多
く
、
長
期
保
存

の
観
点
で
は
多
く
の
課
題
が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
現
在
、
攻

撃
下
に
あ
る
地
域
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
破
壊
等
に
つ
い
て
は
調
査
中

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

３　

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
本
決
議
の
牽
引
役
と
し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
と
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ 

が
各
社
を
見
守
る
形
で
、
相
互
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
を
設

け
る
と
と
も
に
、
ボ
ー
ン
デ
ジ
タ
ル
の
扱
い
な
ど
、
将
来
に
向
け
た

自
ら
の
試
行
錯
誤
も
含
め
て
紹
介
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で

き
た
。
本
会
議
の
内
容
は
、
決
議
の
実
現
に
向
け
て
、
強
制
力
が
な

い
中
で
も
各
社
を
刺
激
し
、
か
つ
支
援
す
る
国
際
赤
十
字
の
姿
勢
を

示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
筆
者
が
本
会
議
に
出
席
し
て
改
め
て
認
識
し
た
こ
と
は
、

赤
十
字
の
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
や
学
芸
員
が
、
保
存
す
る
資
料
の
全
容
を

把
握
し
、
こ
れ
ら
を
大
衆
に
対
し
て
一
貫
し
た
公
平
性
と
中
立
性
を

も
っ
て
、
専
門
的
知
識
に
裏
付
け
さ
れ
た
保
存
、
管
理
、
公
開
を
行

う
こ
と
の
重
要
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
、特
定
の
時
代
や
テ
ー
マ
に
絞
っ

て
資
料
を
利
用
す
る
歴
史
研
究
者
な
ど
の
ユ
ー
ザ
ー
目
線
と
は
一
線

を
画
す
。
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
の
歴
史
的
文
化
的
遺
産
を
包

括
的
に
把
握
し
、
な
す
べ
き
保
存
処
置
と
管
理
を
行
う
プ
ロ
フ
ェ
ッ

シ
ョ
ナ
ル
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、
本
決
議
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

各
国
の
発
表
か
ら
は
、
過
去
の
紙
資
料
の
み
な
ら
ず
、
現
在
で
は
再

生
器
機
の
入
手
が
難
し
く
な
っ
た
古
い
視
聴
覚
資
料
を
含
む
膨
大
な

資
料
を
各
社
が
作
成
、か
つ
保
存
し
て
お
り
、こ
れ
ら
に
加
え
て
、日
々

の
業
務
で
は
ボ
ー
ン
デ
ジ
タ
ル
の
資
料
が
量
産
さ
れ
て
い
る
事
実
を

前
に
、
世
界
の
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
ら
が
、
最
終
的
に
は
そ
れ
ら
の
効
果

的
な
活
用
を
視
野
に
入
れ
て
、
今
、
何
が
な
さ
れ
る
べ
き
か
を
真
剣

に
模
索
し
、
検
討
し
て
い
る
状
況
が
見
え
て
き
た
。
し
か
し
、
本
会

議
に
あ
っ
て
も
、
広
報
な
ど
の
活
用
者
と
し
て
の
視
点
に
立
っ
た
一

部
資
料
の
活
用
に
重
き
が
置
か
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
つ

い
て
も
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
ら
が
冷
静
に
受
け
止
め
て
い
る
こ
と
が
印
象

的
で
あ
っ
た
。

今
後
も
本
会
議
の
展
開
を
確
認
し
な
が
ら
、
日
本
赤
十
字
社
の

ア
ー
キ
ビ
ス
ト
と
し
て
の
責
任
の
一
端
を
担
え
る
よ
う
、
日
々
の
業

務
に
尽
力
し
な
が
ら
、
研
究
を
進
め
た
い
。

注１　

“Preserving the historical and cultural heritage of the International 
Red Cross and Red Crescent M

ovem
ent ”, Council of D

elegates 
Resolution, G

eneva, 2015/12/7, 

（Follow
-up to Resolution 6 of the 

Council of D
elegates 2011

）, CD
/15/R5, O

riginal: French, A
dopted 

https://rcrcconference.org/app//uploads/2015/03/CoD
15_Res-

5-cultural-heritage_E
N

.pdf

（2023 /08/12 access

）

２　

国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
代
表
者
会
議 

（Council of D
elegates 

of the International Red Cross and Red Crescent M
ovem

ent

）

：

国

際
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
を
構
成
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
、
各
社

の
代
表
が
赤
十
字
運
動
の
共
通
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
議
題
を
提
示

し
、
戦
略
や
方
針
な
ど
を
決
定
す
る
会
議
。
二
年
ご
と
に
開
催
さ
れ
る
。

各
国
政
府
は
入
ら
な
い
。

３　

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ 

代
表
者
会
議
「
歴
史
的
文
化
的
遺
産
の
保
護
に
関
す

る
決
議
案
と
報
告
書2011/11/26

」 “Preserving the historical and 
cultural heritage of the International Red Cross and Red Crescent 
M

ovem
ent, C

D
/11/9.1 Background D

ocum
ents ” https://w

w
w.

IC
RC.org/en/doc/assets/files/red-cross-crescent-m

ovem
ent/

council-delegates-2011/council-delegates-2011-heritage-resolution-
report-eng.pdf　
（2023/08/19 access

）

４　

赤
十
字
・
赤
新
月
社
の
数
社

：

英
国
、
フ
ラ
ン
ス
、
ト
ル
コ
、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
、
中
国
、
セ
ル
ビ
ア
な
ど
決
議
案
を
作
成
し
た
社
を
含
む

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
分
野
に
お
け
る
先
駆
的
な
赤
十
字
・
赤
新
月
社
を
指
す
。

５　

ア
ー
カ
イ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
（archival system

）

：

米
国
ア
ー
キ
ビ
ス

ト
協
会
の
用
語
解
説
（G

lossary

）
に
は
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
記
録

を
維
持
、
保
存
、
管
理
お
よ
び
利
用
可
能
と
す
る
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
、
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
、
ポ
リ
シ
ー
、
手
順
お
よ
び
人
員
の
組
織
化
さ
れ
た
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
（ISO

 23081-2:2009 

認
証
取
得
）
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

６　

BBC
 N

E
W

S: http://new
s.bbc.co.uk/2/hi/europe/7085430.

stm
 

（2023/1/5 access

）SW
ISS IN

FO
: https://w

w
w.sw

issinfo.ch/
eng/w

ar-archives-join-unesco-heritage-list/6253446  

（2023/01/05 
access

）

７　

赤
十
字
・
赤
新
月
博
物
館: https://w

w
w.redcrossm

useum
.ch/

about/#
history 

（2023/08/19 access

）

８　

Share Point: M
icrosoft365

、
及
び O

ffice365 

で
提
供
さ
れ
る
サ
ー

ビ
ス
の
一
つ
で
、
フ
ァ
イ
ル
共
有
・
情
報
共
有
を
目
的
と
し
た
企
業
向

け
サ
ー
ビ
ス
の
名
称

９　

E
D

RM
S: 

情
報
や
記
録
の
作
成
、
管
理
、
利
用
、
保
存
、
処
分
を
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
上
で
行
え
る
よ
う
設
計
さ
れ
た
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
・
ア
プ
リ

ケ
ー
シ
ョ
ン
と
定
義
さ
れ
る
。

　
〈
参
考
〉 「
記
録
管
理
の
現
在
～
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
の
場
合
～
」、

『
国
立
公
文
書
館
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
』
第
六
五
号
、
平
成
二
九
年
、
八
月

10　

Soutron SaaS: 

ス
ー
ト
ロ
ン SaaS

（Software as a Service

）”A
rchive 

+
 Library Com

bined ” https://w
w

w.soutron.com
/en_us/products/
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com

bined-archive-library/  

（2023/7/13 access

）

11　

D
A

M
S: D

igital A
sset M

anagem
ent System

、
業
務
プ
ロ
セ
ス
と
情

報
管
理
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
両
方
の
デ
ジ
タ
ル
資
産
管
理
。
組
織
が
資
産

を
整
理
し
て
ア
ク
セ
ス
す
る
た
め
の
一
元
化
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
の
最
新

版
12　
〈
参
考
〉「
記
録
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
」
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
記

録
が
作
成
さ
れ
て
か
ら
、
管
理
、
利
用
、
保
存
、
処
分
ま
で
の
記
録
の

「
一
生
」を
表
現
し
て
い
る
。〈
参
照
〉エ
リ
ザ
ベ
ス
・
シ
ェ
パ
ー
ド
、ジ
ェ

フ
リ
ー
・
ヨ
ー
共
著
、『
レ
コ
ー
ド
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ド
・
ハ
ン
ド
ブ
ッ

ク
―
記
録
管
理
・
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
管
理
の
た
め
の
』
二
〇
一
六
年
、
日

外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ

13　

Rules governing A
ccess to the A

rchives of the International 
C

om
m

ittee of the Red C
ross A

dopted by the A
ssem

bly of the 
International C

om
m

ittee of the Red C
ross on 2 M

arch 2017.
https://w

w
w.IC

R
C

.org/sites/default/files/w
ysiw

yg/A
bout/

history/rules_access_ICRC_archives.pdf 

（2023/09/12 access

）

14　

同
上

は
じ
め
に

赤
十
字
情
報
プ
ラ
ザ
（
以
下
、
情
報
プ
ラ
ザ
）１

は
、「
図
書
コ
ー
ナ
ー
・

史
料
展
示
コ
ー
ナ
ー
・
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
」
を
設
置
し
「
赤
十
字
の

歴
史
と
活
動
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
の
広
場
（Red Cross Inform

a-

tion Plaza

）」
と
し
て
二
〇
〇
三
（
平
成
一
五
）
年
四
月
に
誕
生
し
ま
し
た
。

二
〇
二
三
（
令
和
五
）
年
は
、
関
東
大
震
災
一
〇
〇
年
だ
け
で
な
く
情

報
プ
ラ
ザ
開
設
二
〇
年
の
節
目
の
年
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

情
報
プ
ラ
ザ
開
設
か
ら
六
年
後
の
二
〇
〇
九
（
平
成
二
一
）
年
四
月

に
配
属
が
決
ま
っ
た
と
き
、
そ
の
名
前
か
ら
い
き
い
き
プ
ラ
ザ
や
観

光
案
内
所
の
イ
メ
ー
ジ
を
連
想
し
て
し
ま
い
、「
歴
史
と
活
動
を
知
っ

て
い
た
だ
く
た
め
の
広
場
」
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
戸
惑
っ
た
こ
と
を
思

い
出
し
ま
す
。
し
か
し
そ
こ
に
は
た
し
か
に
「
名
が
体
を
表
さ
な
い

理
由
」
が
あ
り
ま
し
た
。
配
属
後
は
、
赤
十
字
の
歴
史
と
活
動
に
つ

い
て
の
質
問
に
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
お
答
え
す
る
「
よ
ろ
ず
相
談
所
」
を

目
指
し
て
み
よ
う
、
と
い
う
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

爾
来
一
四
年
の
経
験
を
踏
ま
え
、
開
設
か
ら
二
〇
年
を
迎
え
た
情

報
プ
ラ
ザ
が
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
、
今
ど
こ
に
い
る
の
か
、
そ
し
て

こ
れ
か
ら
ど
こ
へ
向
か
う
の
か
に
つ
い
て
、
信
頼
の
お
け
る
資
料
・

赤
十
字
情
報
プ
ラ
ザ
二
〇
年
の
あ
ゆ
み

横
山
瑞
史

特
集
２

：

赤
十
字
と
博
物
館

日
本
赤
十
字
社
広
報
室
赤
十
字
情
報
プ
ラ
ザ　

主
事
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証
言
に
基
づ
く
事
実
を
中
心
に
書
き
進
め
、
考
察
し
ま
す
。
な
お
、

情
報
プ
ラ
ザ
は
日
本
赤
十
字
社
広
報
室
（
平
成
二
七
年
度
ま
で
は
企
画
広

報
室
）
の
所
管
で
あ
り
、
そ
の
企
画
運
営
は
、
そ
の
と
き
ど
き
の
広
報

室
長
を
は
じ
め
と
す
る
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
指
揮
の
下
に
行
わ
れ
て
き

た
こ
と
、ま
た
、解
釈
や
意
見
の
部
分
は
必
ず
し
も
日
本
赤
十
字
社
（
以

下
、
日
赤
）
や
赤
十
字
情
報
プ
ラ
ザ
と
し
て
の
見
解
で
は
な
く
、
私
個

人
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を
念
の
た
め
申
し
添
え
ま
す
。

Ⅰ　

赤
十
字
情
報
プ
ラ
ザ
以
前

⑴
日
本
赤
十
字
社
参
考
館
・
赤
十
字
博
物
館
・
図
書
館（
一
九
二
六
～

一
九
六
三
）

情
報
プ
ラ
ザ
の
源
流
は
、
一
九
二
六
（
大
正
一
五
）
年
に
開
館
し
た

日
本
赤
十
字
社
参
考
館
（
一
九
二
九
年
図
書
室
設
置
、
一
九
三
二
年
赤
十

字
博
物
館
と
改
称
）
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
ア
イ
デ
ア
の
源
は
、
日
赤
初

代
社
長
・
佐
野
常
民
の
一
八
六
七
（
慶
応
三
）
年
フ
ラ
ン
ス
・
パ
リ
と
、

一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ウ
ィ
ー
ン
に
お
け
る
二
度

の
万
博
体
験
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
常
民
は
佐
賀
藩
か
ら

派
遣
さ
れ
た
パ
リ
万
博
で
、
赤
十
字
を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
明
を
、

初
め
て
じ
か
に
体
感
し
ま
し
た
。明
治
政
府
か
ら
派
遣
さ
れ
た
ウ
ィ
ー

ン
万
博
か
ら
帰
る
と
、「
博
物
館
の
主
旨
は
眼
目
の
教
え
」（
百
聞
は
一

見
に
如
か
ず
。
本
物
を
じ
か
に
体
感
し
て
の
学
び
こ
そ
博
物
館
の
目
的
）
と

喝
破
し
た
博
物
館
創
立
の
意
見
書
を
含
む
報
告
を
政
府
に
提
出
し
ま

す
２

。
し
か
し
、
そ
の
考
え
は
部
分
的
に
し
か
採
用
さ
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
常
民
の
思
い
を
日
赤
に
お
い
て
参
考
館
（
博
物
館
）
と
い
う
か
た

ち
で
実
現
し
た
の
は
、
ウ
ィ
ー
ン
万
博
と
そ
の
後
も
常
民
と
苦
楽
を

共
に
し
、
第
五
代
日
本
赤
十
字
社
社
長
と
な
っ
た
平
山
成
信
で
し
た

３

。

平
山
の
肝
い
り
で
開
設
さ
れ
、
赤
十
字
思
想
と
衛
生
知
識
の
普

及
・
向
上
と
い
う
使
命
を
担
い
、
日
本
唯
一
の
衛
生
博
物
館
と
し
て

最
大
年
間
来
館
者
数
一
〇
万
人

４

を
数
え
た
赤
十
字
博
物
館
で
し
た
が
、

一
九
六
三
（
昭
和
三
八
）
年
三
月
三
一
日
、
同
図
書
館
と
と
も
に
「
利
用

者
が
減
少
し
、
こ
れ
を
更
新
す
る
資
力
も
乏
し
い
と
こ
ろ
か
ら
、
や

む
な
く
閉
鎖
」
さ
れ
ま
す

５

。
二
〇
二
三
（
令
和
五
）
年
は
、
奇
し
く
も

赤
十
字
博
物
館
・
図
書
館
閉
鎖
か
ら
六
〇
年
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

参
考
館
設
立
を
担
当
し
た
部
局
は
、
伝
統
的
な
救
護
活
動
以
外
の

新
規
事
業
な
ど
を
所
管
す
る
「
調
査
部
」
で
し
た
。
設
立
後
調
査
部
か

ら
独
立
し
た
赤
十
字
博
物
館
・
図
書
館
は
、
戦
後
Ｇ
Ｈ
Ｑ
や
ア
メ
リ

カ
赤
十
字
の
指
導
の
下
、
再
出
発
し
た
日
赤
に
お
い
て
、
衛
生
部
（
現

在
の
医
療
事
業
推
進
本
部
）
の
所
管
と
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
ゆ
え
赤
十
字
博
物
館
の
閉
鎖
に
つ
い
て
は
、
日
本
赤
十
字
社

社
史
稿
第
七
巻
で
は
「
第
一
四
章 

医
療
と
社
会
福
祉
」
の
一
項
目
と
し

て
扱
わ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
赤
十
字
博
物
館
に
つ
い
て
は
「
設

立
当
時
の
目
的
は
、
赤
十
字
の
歴
史
、
事
業
な
ら
び
に
保
健
衛
生
に

関
す
る
資
料
を
陳
列
し
て
、
赤
十
字
思
想
の
な
り
た
ち
、
衛
生
知
識

の
普
及
を
は
か
る
こ
と
に
あ
っ
た
」、
赤
十
字
図
書
館
に
つ
い
て
は

「
昭
和
四
年
、
博
物
館
の
図
書
室
と
し
て
経
営
さ
れ
、
昭
和
二
五
年
に

図
書
館
と
改
名
、
内
容
も
医
学
図
書
に
重
点
を
お
き
、
い
わ
ゆ
る
医

学
図
書
館
と
し
て
一
般
の
利
用
に
供
し
て
き
た
」、
そ
し
て
ど
ち
ら
も

「
利
用
者
が
減
少
し
、
こ
れ
を
更
新
す
る
資
力
も
乏
し
い
と
こ
ろ
か
ら
、

や
む
な
く
閉
鎖
」
さ
れ
、「
標
本
、
医
学
図
書
は
中
央
病
院
、
日
赤
女

子
短
期
大
学
に
保
管
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
項
目
を
読
む
た
び
私
は
、「
保
健
衛
生
に
関
す
る
資
料
を
陳

列
し
て
衛
生
知
識
の
普
及
を
は
か
る
」
と
い
う
衛
生
博
物
館
・
医
学

図
書
館
と
し
て
の
使
命
を
果
た
し
終
え
た
な
ら
そ
の
部
分
の
閉
鎖
は

当
然
と
思
う
の
と
同
時
に
、「
赤
十
字
の
歴
史
、
事
業
に
関
す
る
資
料

を
陳
列
し
て
、
赤
十
字
思
想
（
の
な
り
た
ち
）
の
普
及
を
は
か
る
」
と
い

う
も
う
ひ
と
つ
の
「
終
え
る
は
ず
の
な
い
使
命
」
は
ど
う
な
っ
た
の
か
、

赤
十
字
そ
の
も
の
に
関
す
る
資
料
は
ど
こ
に
引
き
継
が
れ
た
の
か
に

つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
、
戸
惑
い
を
感
じ
ず
に
い
ら
れ

ま
せ
ん
。

日
本
赤
十
字
社
参
考
館
・
赤
十
字
博
物
館
が
発
行
し
た
定
期
刊
行

物
で
あ
る
「
参
考
館
報
・
赤
十
字
博
物
館
報
」
を
ひ
も
と
く
と
、
企
画

展
に
つ
い
て
は
展
示
物
や
展
示
パ
ネ
ル
の
写
真
を
含
む
詳
細
な
記
録

が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
常
設
展
示
に
つ
い
て
は
、
文
章
に
よ

る
説
明
以
外
ほ
と
ん
ど
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
企
画
展
は
そ
の
と
き
限

り
の
特
別
な
も
の
だ
け
れ
ど
、
常
設
展
示
は
こ
れ
か
ら
も
続
く
あ
っ

て
当
た
り
前
の
も
の
だ
か
ら
詳
細
な
展
示
記
録
を
残
す
必
要
は
な
い
、

当
時
の
担
当
者
は
そ
う
考
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。

閉
館
の
理
由
・
経
緯
か
ら
見
つ
め
直
し
た
と
き
、
衛
生
博
物
館
・

医
学
図
書
館
と
し
て
の
役
割
を
終
え
閉
鎖
さ
れ
た
赤
十
字
博
物
館
・

図
書
館
こ
そ
、
赤
十
字
情
報
プ
ラ
ザ
以
上
に
「
名
は
体
を
表
し
て
い

な
か
っ
た
」
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
事
実
か

ら
目
を
そ
む
け
て
は
い
け
な
い
。
私
は
そ
う
考
え
ま
す
。

⑵
展
示
・
図
書
室
～
図
書
室
～
図
書
・
資
料
室/

史
料
展
示
室

（
一
九
七
七
～
二
〇
〇
二
）

日
赤
創
立
一
〇
〇
周
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
一
九
七
七
（
昭

和
五
二
）
年
に
竣
工
し
た
日
本
赤
十
字
社
ビ
ル
二
階
に
、
展
示
・
図
書

室
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
私
が
一
九
八
五
（
昭
和
六
〇
）
年
に
日
赤
に

入
社
し
た
と
き
、
そ
の
部
屋
の
中
ほ
ど
に
は
巨
大
な
地
球
儀
が
あ
り

ま
し
た
（
図
１
）。
地
球
儀
を
支
え
る
台
座
の
四
つ
の
面
に
、
ボ
タ
ン

を
押
す
と
最
新
の
活
動
映
像
が
再
生
さ
れ
る
装
置
が
あ
っ
た
も
の
の
、

「
故
障
中
」
の
紙
が
貼
ら
れ
使
え
な
か
っ
た
こ
と
が
、
な
ぜ
か
印
象
に

残
っ
て
い
ま
す
。
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壁
に
沿
っ
て
パ
ネ
ル
展
示
も
あ
り
ま
し
た
が
、
現
在
の
情
報
プ
ラ

ザ
で
見
ら
れ
る
「
博
愛
社
設
立
請
願
書
」
の
よ
う
な
日
赤
の
歴
史
を
物

語
る
資
料
自
体
の
展
示
は
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
よ
う
で
す
。
当
時
を

知
る
先
輩
に
よ
る
と
、「
各
種
赤
十
字
バ
ッ
ジ
な
ど
、
展
示
し
て
も
劣

化
す
る
恐
れ
の
少
な
い
『
モ
ノ
』
を
中
心
に
展
示
し
て
い
た
」
と
の
こ

と
で
す
。
展
示
・
図
書
室
で
も
う
ひ
と
つ
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
部

屋
の
一
番
奥
に
初
老
の
男
性
が
一
人
机
に
向
か
っ
て
座
っ
て
い
て
、

そ
の
背
後
に
移
動
式
書
架
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
す
。
そ
の
と

き
、
場
所
は
変
わ
る
も
の
の
同
じ
席
に
座
り
こ
の
原
稿
を
書
く
三
八

年
後
の
自
分
の
姿
を
知
る
由
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
移
動
式
書
架

は
今
も
情
報
プ
ラ
ザ
で
元
気
に
働
い
て
い
ま
す
。

展
示
・
図
書
室
は
一
九
九
一
（
平
成
三
）
年
に
視
聴
覚
室
と
な
り
、

図
書
室
だ
け
が
東
館
四
階
の
旧
四
〇
二
会
議
室
に
移
設
さ
れ
ま
し
た
。

一
九
九
二
（
平
成
四
）
年
の
本
社
組
織
の
改
正
に
よ
り
、
図
書
室
は
「
図

書
・
資
料
室
」
と
し
て
本
社
西
館
一
階
に
移
設
。
そ
の
後
二
〇
〇
一
（
平

成
一
三
）
年
に
図
書
・
資
料
室
に
加
え
史
料
展
示
室
が
現
在
の
情
報
プ

ラ
ザ
と
同
じ
場
所
に
開
設
さ
れ
、
二
〇
〇
二
（
平
成
一
四
）
年
の
情
報

公
開
制
度
の
実
施
に
伴
い
、
情
報
公
開
の
常
設
受
付
窓
口
と
情
報
提

供
に
備
え
た
「
情
報
公
開
ル
ー
ム
」
の
機
能
が
付
加
さ
れ
ま
し
た
。
そ

し
て
こ
れ
が
、
二
〇
〇
三
（
平
成
一
五
）
年
の
、
図
書
・
資
料
室
、
史

料
展
示
室
、
情
報
公
開
ル
ー
ム
の
機
能
を
統
合
し
て
一
体
的
な
管
理

図１　日本赤十字社ビル（1977年竣工）2階にあった展示・図書室

運
営
を
行
う
「
赤
十
字
情
報
プ
ラ
ザ
」
の
開
設
に
つ
な
が
る
の
で
す
。

こ
の
一
連
の
流
れ
を
ふ
り
か
え
っ
た
と
き
、
二
〇
〇
一
（
平
成
一
三
）

年
の
史
料
展
示
室
開
設
こ
そ
が
、
赤
十
字
博
物
館
が
本
来
目
指
し
て

い
た
「
赤
十
字
の
歴
史
、
事
業
に
関
す
る
資
料
を
陳
列
し
て
、
赤
十

字
思
想
の
普
及
を
は
か
る
」
と
い
う
使
命
の
復
活
と
言
え
る
ほ
ど
に
、

重
要
な
転
換
点
だ
っ
た
よ
う
に
思
え
て
き
ま
す
。
日
本
赤
十
字
社
の

存
在
理
由
を
示
す
資
料
・
史
料
を
赤
十
字
情
報
プ
ラ
ザ
に
引
き
継
ぐ

役
割
を
果
た
し
て
く
だ
さ
っ
た
「
図
書
・
資
料
室
」
と
「
史
料
展
示
室
」

の
先
輩
ス
タ
ッ
フ
に
心
か
ら
感
謝
と
敬
意
の
念
を
表
し
た
い
と
思
い

ま
す
。Ⅲ　

赤
十
字
情
報
プ
ラ
ザ
の
二
〇
年

（
二
〇
〇
三
～
二
〇
二
三
）

⑴
赤
十
字
情
報
プ
ラ
ザ
開
設（
二
〇
〇
三
）

二
〇
〇
三
（
平
成
一
五
）
年
四
月
の
赤
十
字
情
報
プ
ラ
ザ
開
設
に
は
、

第
一
三
代
日
本
赤
十
字
社
社
長
・
藤
森
昭
一
の
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。

一
九
九
六
（
平
成
八
）
年
に
社
長
に
就
任
し
た
藤
森
は
、
赤
十
字
の
歴

史
を
伝
え
未
来
に
つ
な
ぐ
た
め
、
二
〇
〇
一
（
平
成
一
三
）
年
に
史
料

展
示
室
を
設
け
、
翌
二
〇
〇
二
（
平
成
一
四
）
年
、
本
社
を
会
場
に
日

本
赤
十
字
社
創
立
一
二
五
周
年
展
を
開
催
し
ま
し
た
。
そ
の
図
録
は
、

今
も
日
赤
の
歴
史
を
概
観
す
る
の
に
最
適
な
資
料
と
し
て
活
用
さ
れ

西暦 和暦
機能 / 名称

展示室・博物館 図書室 / 図書館 情報公開

1926 大正 15 日本赤十字社参考館 ― ―

1929 昭和 4 図書室 ―

1932 昭和 7 赤十字博物館 図書室 ―

1950 昭和 25 赤十字図書館 ―

1963 昭和 38 赤十字博物館閉鎖 赤十字図書館閉鎖 ―

1977 昭和 52 展示・図書室 ―

1991 平成 3 ― 図書室 ―

1992 平成 4 ― 図書・資料室 ―

2001 平成 13 史料展示室 図書・資料室 ―

2002 平成 14 史料展示室 図書・資料室 （受付窓口）

2003 平成 15 赤十字情報プラザ （受付窓口）

図２　日本赤十字社参考館から赤十字情報プラザまで（機能・名称比較表）
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て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
日
赤
が
手
放
し
た
資
料
の
一
部
を
所
蔵
し
て
い
た
博
物

館
明
治
村
か
ら
日
本
赤
十
字
豊
田
看
護
大
学
へ
資
料
の
管
理
が
移
管

さ
れ
ま
す

６

。
さ
ら
に
こ
れ
ら
豊
田
看
護
大
学
が
管
理
す
る
資
料
と
と

も
に
日
赤
が
保
有
す
る
多
く
の
文
書
資
料
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化

を
当
時
の
総
務
部
が
中
心
と
な
っ
て
行
い
、
後
に
一
部
は
デ
ジ
タ
ル

化
さ
れ
ま
し
た
。こ
れ
も
、藤
森
の
指
示
に
よ
っ
て
実
現
し
た
も
の
と

聞
き
及
ん
で
い
ま
す
。

加
え
て
、
民
間
団
体
で
あ
る
日
赤
は
、
国
や
地
方
公
共
団
体
の
よ

う
に
情
報
公
開
を
行
う
義
務
を
負
っ
て
は
い
な
い
も
の
の
、「
自
主
的

に
情
報
公
開
を
行
う
」
と
し
て
「
図
書
・
史
料
展
示
・
情
報
公
開
」
を

三
本
の
柱
と
す
る
赤
十
字
情
報
プ
ラ
ザ
が
開
設
さ
れ
ま
し
た

７

。

赤
十
字
情
報
プ
ラ
ザ
と
い
う
名
前
は
、
日
赤
が
、
そ
の
透
明
性
を

確
保
し
情
報
公
開
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
の
宣
明

で
あ
り
、
歴
史
的
な
資
料
だ
け
で
な
く
、
赤
十
字
運
動
に
関
す
る
す

べ
て
の
情
報
を
収
集
・
保
管
・
管
理
し
、
経
営
資
源
と
し
て
活
用
す

る
こ
と
で
赤
十
字
運
動
を
強
化
・
拡
張
す
る
た
め
の
秘
密
基
地
・
作

戦
基
地
・
燃
料
補
給
基
地
と
し
て
の
役
割
を
担
う
こ
と
が
期
待
さ
れ

て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

藤
森
は
、
二
〇
〇
五
年
・
愛
知
万
博
へ
の
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月

運
動
パ
ビ
リ
オ
ン
出
展
も
実
現
さ
せ
、
同
年
四
月
、
そ
の
バ
ト
ン
は

第
一
四
代
日
本
赤
十
字
社
社
長
・
近
衞
忠
煇
に
引
き
継
が
れ
ま
し
た
。

⑵
開
設
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
感
染
拡
大
前
ま
で

（
二
〇
〇
三
～
二
〇
一
九
）

①
史
料
展
示
室
か
ら
赤
十
字
情
報
プ
ラ
ザ
へ

資
料
に
よ
る
と
、
開
設
当
時
の
情
報
プ
ラ
ザ
専
任
の
常
勤
職
員

は
、
退
職
Ｏ
Ｂ
を
含
む
嘱
託
二
名
体
制
で
し
た
。
後
に
「
日
本
赤
十

字
社
社
史
稿
第
一
一
巻
」（
日
本
赤
十
字
社
、
二
〇
一
一
年
）
の
作
成
を
任

さ
れ
た
参
事
に
私
を
加
え
た
正
職
員
二
名
と
嘱
託
一
名
の
時
期
が
続

き
ま
す
が
、
東
日
本
大
震
災
後
正
職
員
二
名
の
み
と
な
り
、
そ
の
後
、

専
任
の
常
勤
は
一
年
間
私
一
人
だ
け
、
と
い
う
時
期
も
あ
り
ま
し
た
。

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
九
時
三
〇
分
～
一
七
時
を
開
館
時
間
と

し
、
個
人
や
団
体
の
見
学
や
内
外
か
ら
の
資
料
探
し
の
問
合
せ
に
対

応
し
、
本
社
が
購
入
す
る
す
べ
て
の
書
籍
の
登
録
事
務
を
行
い
、
古

書
店
か
ら
送
ら
れ
る
情
報
も
参
考
に
日
赤
に
関
す
る
書
籍
や
資
料
を

収
集
し
、
本
社
職
員
へ
の
図
書
の
貸
し
出
し
事
務
を
行
う
傍
ら
、
一

時
は
情
報
プ
ラ
ザ
の
サ
イ
ト
で
所
蔵
史
料
を
紹
介
す
る
取
り
組
み
も

行
い
ま
し
た
が
、
現
状
維
持
で
精
一
杯
の
状
態
が
続
き
ま
し
た
。

業
務
の
な
か
で
も
と
く
に
比
重
を
占
め
た
の
が
、
見
学
者
対
応
で

す
。
情
報
プ
ラ
ザ
開
館
以
来
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
（
以

下
、
コ
ロ
ナ
禍
）
前
ま
で
、
お
お
む
ね
年
間
五
、〇
〇
〇
～
八
、〇
〇
〇

人
８

の
見
学
者
を
迎
え
て
い
ま
し
た
。
そ
の
過
半
数
を
占
め
た
の
は
、

赤
十
字
奉
仕
団
の
方
々
で
、
そ
の
見
学
ガ
イ
ド
の
担
い
手
は
案
内
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
み
な
さ
ん
で
し
た
。

な
ぜ
案
内
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
登
場
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
情
報
プ

ラ
ザ
の
前
身
・
史
料
展
示
室
が
開
設
さ
れ
る
ま
で
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
課
の
担
当
職
員
が
、
年
間
一
万
人
を
超
え
る
全
国
か
ら
の
赤
十
字

奉
仕
団
本
社
見
学
ツ
ア
ー
の
案
内
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
一
時
間
半

か
ら
二
時
間
か
け
て
本
社
内
の
「
名
所
」
を
案
内
す
る
ツ
ア
ー
は
知
ら

れ
ざ
る
人
気
企
画
だ
っ
た
の
で
す
。

お
お
む
ね
四
〇
～
五
〇
人
程
度
の
団
体
を
、
火
水
金
の
午
前
と
午

後
一
回
ず
つ
、
多
い
と
き
で
一
週
間
に
約
六
回
案
内
ツ
ア
ー
を
行
っ

て
い
ま
し
た
。
予
約
受
付
開
始
と
と
も
に
す
ぐ
に
枠
が
埋
ま
っ
て
し

ま
う
ほ
ど
の
人
気
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
単
純
計
算
で
四
〇
人
×
三
日

×
一
日
二
回
×
五
〇
週
＝
年
間
一
二
、〇
〇
〇
人
と
い
う
計
算
式
が
成

り
立
ち
ま
す
。
大
人
数
を
対
象
と
し
た
案
内
ガ
イ
ド
は
、
一
度
行
う

だ
け
で
も
相
当
体
力
・
気
力
を
消
耗
し
ま
す
。
ま
し
て
や
一
日
に
二

組
と
な
る
と
、
案
内
ガ
イ
ド
が
あ
る
日
は
、
そ
れ
以
外
の
業
務
に
ほ

と
ん
ど
手
が
ま
わ
ら
な
く
な
る
と
い
う
事
態
も
容
易
に
想
像
で
き
ま

す
。そ

こ
で
、
史
料
展
示
室
が
開
設
さ
れ
た
二
〇
〇
一
（
平
成
一
三
）
年
に
、

職
員
と
ベ
テ
ラ
ン
の
本
社
Ｏ
Ｂ
を
講
師
に
、
地
元
の
港
区
赤
十
字
奉

仕
団
と
元
学
校
の
先
生
で
児
童
・
生
徒
へ
の
赤
十
字/

青
少
年
赤
十

字
の
指
導
経
験
豊
富
な
日
本
赤
十
字
社
東
京
都
支
部
青
少
年
赤
十
字

賛
助
奉
仕
団
を
中
心
に
募
集
を
か
け
、
案
内
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
養
成

し
た
の
で
し
た
。

一
方
、
コ
ロ
ナ
禍
前
ま
で
、
赤
十
字
奉
仕
団
に
加
え
、
年
間
一
、

〇
〇
〇
人
か
ら
二
、〇
〇
〇
人
の
中
高
生
が
修
学
旅
行
等
で
日
赤
本

社
を
訪
れ
て
い
ま
し
た
。
奉
仕
団
と
比
べ
る
と
た
い
し
た
数
字
で
な

い
と
感
じ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
史
料
展
示
室
が
で
き
る
前
ま
で
、

見
学
目
的
で
本
社
を
訪
れ
る
中
高
生
は
「
年
間
数
人
か
ら
せ
い
ぜ
い

二
〇
～
三
〇
人
」
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
史
料
展
示
室/

情
報
プ
ラ

ザ
開
設
以
降
、
そ
の
数
は
一
気
に
一
〇
〇
倍
近
く
に
膨
れ
上
が
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
対
応
を
本
来
業
務
で
は
な
い
仕
事
と
と
ら

え
る
か
、
青
少
年
に
赤
十
字
を
普
及
す
る
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
と
と
ら

え
る
か
で
、
得
ら
れ
る
成
果
は
大
き
く
変
わ
り
ま
す
。

中
高
生
の
案
内
ガ
イ
ド
役
は
職
員
が
担
い
、
そ
の
半
分
以
上
を
私

が
行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
受
け
る
代
表
的
な
質
問
が
、
次
の
五

つ
で
す
。
い
わ
ゆ
る
企
業
訪
問
、
職
場
訪
問
を
目
的
と
し
て
日
赤
を

訪
れ
る
中
高
生
の
割
合
は
年
々
増
え
て
い
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

①
（
日
赤
に
）
就
職
し
た
理
由
は
何
で
す
か
？

②
（
仕
事
で
）
一
番
う
れ
し
か
っ
た
こ
と
は
何
で
す
か
？
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③
（
仕
事
で
）
一
番
つ
ら
か
っ
た
こ
と
は
何
で
す
か
？

④
（
仕
事
で
）
今
、
一
番
の
課
題
は
何
で
す
か
？

⑤
（
被
災
し
た
人
や
弱
い
立
場
の
人
の
た
め
に
）
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と

は
何
で
す
か
？

情
報
プ
ラ
ザ
着
任
後
数
カ
月
は
、
同
じ
話
ば
か
り
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
に
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
徐
々
に

こ
の
仕
事
の
面
白
さ
に
目
覚
め
て
い
き
ま
し
た
。
最
初
は
あ
ら
か
じ

め
準
備
し
て
お
い
た
回
答
を
正
確
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
す

が
、
そ
れ
で
は
印
刷
し
た
回
答
を
配
る
の
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
ま
せ

ん
。
次
第
に
原
稿
を
手
放
し
、
そ
の
場
で
声
に
出
し
て
質
問
し
て
も

ら
い
、
そ
れ
に
回
答
す
る
よ
う
に
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

あ
る
日
「
仕
事
で
こ
れ
ま
で
一
番
う
れ
し
か
っ
た
こ
と
は
？
」
の
問

い
に
「
今
、
み
ん
な
と
こ
う
し
て
話
し
て
い
る
こ
と
」
と
答
え
た
こ
と

で
一
気
に
子
ど
も
た
ち
と
の
距
離
が
縮
ま
っ
た
、
と
い
う
体
験
も
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
あ
ら
か
じ
め
提
出
さ
れ
て
い
た
質

問
と
ま
っ
た
く
別
の
質
問
に
た
じ
ろ
ぐ
瞬
間
が
楽
し
み
に
感
じ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

い
ま
は
「
な
ぜ
日
赤
に
就
職
し
た
の
？ 

ど
ん
な
と
き
が
一
番
う
れ

し
い
？ 

ど
ん
な
と
き
つ
ら
い
と
感
じ
る
？ 

今
、
一
番
の
課
題
は
？ 

僕
た
ち
・
わ
た
し
た
ち
に
何
を
期
待
し
て
い
る
の
？
」
と
い
う
子
ど

も
た
ち
か
ら
の
「
日
赤
で
働
く
意
味
に
つ
い
て
の
根
源
的
な
問
い
か

け
」
に
向
き
合
い
、
子
ど
も
た
ち
の
目
の
前
で
自
分
自
身
を
さ
ら
け

出
す
真
剣
勝
負
の
時
間
を
、
一
人
で
も
多
く
の
若
い
職
員
に
経
験
し

て
も
ら
い
た
い
、
こ
ん
な
に
面
白
い
仕
事
を
定
年
間
近
の
職
員
が
独

り
占
め
し
て
い
て
は
い
け
な
い
、
そ
ん
な
思
い
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。

②
赤
十
字
情
報
プ
ラ
ザ
規
程

二
〇
一
六
（
平
成
二
八
）
年
四
月
、
赤
十
字
情
報
プ
ラ
ザ
規
程
が
施

行
さ
れ
ま
し
た
。
全
四
条
の
中
に
情
報
プ
ラ
ザ
の
役
割
も
明
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
抜
き
出
す
と
次
の
と
お
り
で
す
。

第
一
条
（
設
置
）
日
本
赤
十
字
社
の
本
社
に
付
属
の
機
関
と
し
て
赤

十
字
情
報
プ
ラ
ザ
を
置
く
。

第
二
条
（
任
務
）
赤
十
字
運
動
に
関
す
る
情
報
及
び
史
料
等
を
収
集

す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
を
保
管
し
、
又
は
公
開
若
し
く
は
発

信
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
赤
十
字
運
動
の
普
及
を
図
る
こ
と
を

任
務
と
す
る
。

第
三
条
（
所
掌
事
務
）

⑴
日
本
赤
十
字
社
の
有
す
る
情
報
の
整
理
並
び
に
公
開
及
び
発

信
に
関
す
る
こ
と

⑵
赤
十
字
運
動
に
か
か
る
文
献
、
記
録
、
書
籍
、
写
真
、
映
像
、

物
品
そ
の
他
の
史
料
の
収
集
、
保
管
及
び
公
開
等
に
関
す
る

こ
と

⑶
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
博
物
館
へ
の
史
料
等
の
寄
贈
及
び
貸

与
並
び
に
運
搬
に
関
す
る
こ
と

⑷
そ
の
他
情
報
プ
ラ
ザ
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
と
認

め
ら
れ
る
こ
と

第
四
条
（
セ
ン
タ
ー
長
）
所
掌
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
セ
ン
タ
ー

長
を
置
く

９

。

③
新
生
赤
十
字
情
報
プ
ラ
ザ
へ
の
胎
動

赤
十
字
情
報
プ
ラ
ザ
規
程
が
施
行
さ
れ
、
企
画
広
報
室
か
ら
広
報

室
へ
と
組
織
変
更
さ
れ
た
二
〇
一
六
（
平
成
二
八
）
年
前
後
か
ら
、
奉

仕
団
や
中
高
生
な
ど
の
団
体
見
学
の
受
け
入
れ
と
い
う
受
け
身
の
対

応
（
既
存
顧
客
へ
の
対
応
）
だ
け
で
な
く
、
ど
う
す
れ
ば
新
規
顧
客
を
開

拓
で
き
る
か
と
い
う
視
点
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

二
〇
一
八
（
平
成
三
〇
）
年
一
一
月
、
明
治
一
五
〇
年
記
念
「
明
治
を

彩
っ
た
日
赤
の
建
造
物
」
写
真
パ
ネ
ル
展
を
開
催
し
ま
し
た
。
プ
レ

ス
リ
リ
ー
ス
を
発
出
し
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど
も
し
か
け
る
こ
と
に
よ
り

大
手
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
新
た
な
個
人
の
来
館
者
開
拓
に

つ
な
が
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

最
大
の
成
果
は
、
二
〇
一
九
（
平
成
三
一
）
年
二
月
か
ら
三
月
に
か

け
て
開
催
し
た
「
平
成
の
災
害
と
赤
十
字
」
展
で
し
た
。
報
道
も
多
く
、

会
期
末
に
は
天
皇
皇
后
両
陛
下
（
現
上
皇
上
皇
后
陛
下
）
を
お
迎
え
し
ま

し
た
。
同
年
八
月
二
八
日
に
は
、
秋
篠
宮
皇
嗣
同
妃
両
殿
下
が
、
企

画
展
「
レ
ガ
シ
ー
か
ら
学
ぶ
～
東
京
一
九
六
四
大
会
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
」10

を
ご
覧
に
な
り
ま
し
た
。

⑶
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
感
染
拡
大
を
き
っ
か
け
に
新
た
な

展
開
へ（
二
〇
二
〇
～
二
〇
二
三
）

二
〇
二
〇
（
令
和
二
）
年
春
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
赤
十
字
情
報
プ
ラ

ザ
は
臨
時
閉
館
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
今
か
ら

ふ
り
か
え
る
と
新
た
な
展
開
を
迎
え
る
た
め
の
大
き
な
ス
テ
ッ
プ
に

な
り
ま
し
た
。
も
う
一
つ
、
同
年
四
月
、
七
年
ぶ
り
に
専
任
の
参
事

を
迎
え
た
こ
と
で
、
情
報
プ
ラ
ザ
が
進
む
べ
き
新
し
い
道
が
見
え
て

き
た
の
で
す
。
同
参
事
は
日
赤
で
の
業
務
の
傍
ら
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学

を
修
め
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
素
人
考
え
の
域
を
出
な
か
っ
た
情
報
プ

ラ
ザ
の
運
営
（
資
料
の
保
存
・
管
理
・
公
開
）
に
一
本
の
太
い
幹
が
で
き

た
の
で
す
。

臨
時
閉
館
中
の
二
〇
二
〇
（
令
和
二
）
年
秋
、
そ
れ
ま
で
誰
も
手
を

つ
け
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
二
ト
ン
ト
ラ
ッ
ク
五
台
分
に
相
当
す
る

情
報
プ
ラ
ザ
所
蔵
資
料
、
書
籍
、
お
よ
び
室
内
の
燻
蒸
を
行
い
ま
し
た
。

同
時
に
、
室
内
の
清
掃
も
徹
底
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
燻
蒸
実
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施
前
は
、
部
屋
に
入
っ
た
と
た
ん
に
古
本
屋
の
よ
う
な
か
び
臭
い
に

お
い
が
し
て
マ
ス
ク
な
し
で
は
す
ご
せ
ず
、
た
と
え
マ
ス
ク
を
し
て

い
て
も
喉
の
弱
い
私
は
一
日
の
仕
事
を
終
え
る
と
喉
が
痛
く
な
っ
て

い
ま
し
た
。
現
在
は
マ
ス
ク
無
し
で
も
な
ん
ら
支
障
が
無
い
く
ら
い

状
況
は
改
善
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
状
態
を
維
持
す
る
た
め
、
通
常

の
清
掃
で
使
う
掃
除
機
も
特
別
仕
様
の
ホ
コ
リ
を
排
気
し
な
い
タ
イ

プ
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

燻
蒸
の
次
は
、
展
示
の
見
直
し
を
行
い
ま
し
た
。
ま
ず
は
配
置
で

す
。
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
三
密
を
避
け
る
た
め
の

対
策
と
し
て
、
部
屋
の
中
央
部
分
に
あ
っ
た
展
示
物
や
展
示
ケ
ー
ス

を
撤
去
し
、
す
べ
て
の
展
示
を
壁
に
沿
っ
て
一
筆
書
き
で
見
ら
れ
る

動
線
と
し
ま
し
た
。
そ
し
て
展
示
パ
ネ
ル
の
内
容
も
見
直
し
ま
し
た
。

と
は
い
え
、
す
べ
て
の
パ
ネ
ル
を
新
た
に
作
り
直
す
予
算
は
あ
り
ま

せ
ん
。
平
成
か
ら
令
和
に
相
当
す
る
二
枚
の
パ
ネ
ル
の
み
新
た
に
作

り
直
し
、
そ
の
二
枚
と
統
一
感
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
、
既
存
の
パ
ネ

ル
の
表
題
（
見
出
し
）
部
分
だ
け
大
型
の
シ
ー
ル
を
作
っ
て
上
か
ら
貼

り
付
け
ま
し
た
。

展
示
の
見
直
し
と
並
行
し
て
、「
い
つ
で
も
、
だ
れ
で
も
、
ど
こ
か

ら
で
も
（
赤
十
字
の
歴
史
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
）」
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
、

情
報
プ
ラ
ザ
独
自
サ
イ
ト
「
赤
十
字
Ｗ
Ｅ
Ｂ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
の
立
ち

上
げ
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
当
時
の
広
報
室
長
兼
赤
十
字
情
報
プ
ラ

ザ
セ
ン
タ
ー
長
以
下
私
を
含
む
四
人
体
制
で
、
同
年
一
〇
月
一
日
に

公
開
し
ま
し
た
。
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
に
は
、
ラ
ン
タ
ン
（
灯
）
を
手
に
し

た
赤
十
字
救
護
看
護
婦
の
イ
ラ
ス
ト
と
と
も
に
、

「
救
い
た
い
」

こ
こ
ろ
の
灯
を
受
け
継
ぐ
。

赤
十
字
の
記
憶
を
伝
え
、

困
難
に
あ
る
一
人
ひ
と
り
を 

温
か
く
照
ら
す
「
灯
」
で
あ
り
続
け
た
い
。

の
文
言
を
置
き
、
以
下
、
約
五
万
点
の
所
蔵
品
か
ら
約
二
〇
〇
点

を
厳
選
し
た
「
所
蔵
品
紹
介
」、
赤
十
字
の
歴
史
を
概
観
で
き
る
「
赤

十
字
ヒ
ス
ト
リ
ー
」、
情
報
プ
ラ
ザ
の
紹
介
ペ
ー
ジ
な
ど
で
構
成
さ
れ

る
サ
イ
ト
で
す
。
情
報
プ
ラ
ザ
の
企
画
展
と
連
動
さ
せ
る
特
別
企
画

の
第
一
弾
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
た
だ
中
だ
っ
た
こ
と
も
反
映
し
「
感
染

症
と
赤
十
字
～
治
療
と
予
防
の
歴
史
～
」
と
し
ま
し
た
。

赤
十
字
Ｗ
Ｅ
Ｂ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
、
日
本
語
の
み
の
サ
イ
ト
で
す

が
、
ア
ク
セ
ス
記
録
を
見
る
と
、
数
は
決
し
て
多
く
な
い
も
の
の
常

に
世
界
の
ど
こ
か
か
ら
サ
イ
ト
を
訪
れ
て
く
れ
て
い
ま
す
。
サ
イ
ト

を
見
た
と
い
う
海
外
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
も
増
え
つ
つ
あ
る
よ
う
で

す
11

。

こ
れ
ま
で
行
っ
て
こ
な
か
っ
た
外
部
機
関
と
の
連
携
と
し
て
は
、

二
〇
二
一
（
令
和
三
）
年
度
に
港
区
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

加
入
し
ま
し
た
。
区
内
四
五
の
美
術
館
・
博
物
館
が
参
加
し
て
お
り
、

あ
い
う
え
お
順
の
加
盟
館
リ
ス
ト
上
で
は
「
⓱
国
立
新
美
術
館
、
⓲

サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
、
⓳
赤
十
字
情
報
プ
ラ
ザ
」
と
い
う
並
び
で
す
。

錚
々
た
る
メ
ン
バ
ー
の
中
、
情
報
プ
ラ
ザ
が
「
山
椒
は
小
粒
で
も
ぴ

り
り
と
辛
い
」
存
在
足
り
得
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
情
報
誌
を
見
て
来
館
し
た
と
い
う
方
も
増

え
て
い
ま
す
。

赤
十
字
情
報
プ
ラ
ザ
は
、
コ
ロ
ナ
禍
後
あ
し
か
け
四
年
に
わ
た
っ

て
こ
れ
ま
で
に
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

見
直
し
た
常
設
展
と
一
か
ら
職
員
だ
け
で
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
企
画

展
な
ど
の
積
み
重
ね
は
、
少
し
ず
つ
社
内
外
に
浸
透
し
て
い
っ
て
い

る
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。
二
〇
二
三
（
令
和
五
）
年
一
〇
月
二
日
に

は
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
と
長
女
・
愛
子
さ
ま
（
敬
宮
愛
子
内
親
王
殿
下
）
が
、

企
画
展
「
関
東
大
震
災
一
〇
〇
年 

温
故
備
震
～
故
き
を
温
ね
明
日
に

備
え
る
～
」
を
見
学
さ
れ
ま
し
た
。

Ⅳ　

赤
十
字
情
報
プ
ラ
ザ
の
こ
れ
か
ら

（
二
〇
二
四
～
）

こ
こ
ま
で
、
赤
十
字
情
報
プ
ラ
ザ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
、

こ
こ
ま
で
歩
ん
で
き
た
か
に
つ
い
て
、私
が
専
任
職
員
と
し
て
関
わ
っ

て
き
た
こ
と
も
交
え
な
が
ら
考
察
し
て
き
ま
し
た
。
最
後
に
情
報
プ

ラ
ザ
の
未
来
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

赤
十
字
Ｗ
Ｅ
Ｂ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
所
蔵
資
料
の
一
部
を
世
界
に
発

信
し
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
お
見
せ
で
き
る
の
は
、
基
本
的
に
資
料

の
外
側
だ
け
で
す
。
情
報
プ
ラ
ザ
に
は
、
日
赤
の
活
動
を
知
る
た
め

に
資
料
を
読
み
た
い
、
写
真
を
見
た
い
と
い
う
人
た
ち
も
や
っ
て
き

ま
す
。
そ
う
し
た
声
に
よ
り
広
く
答
え
る
た
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
で
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
資
料
を
探
し
た
り
読
ん
だ
り
で
き
る
日
赤
の

デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
公
開
し
て
い
く
予
定
で
す
。
い
ま
す
ぐ

す
べ
て
の
資
料
を
公
開
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
少
し
ず
つ

で
も
途
切
れ
ず
伝
え
て
い
く
た
め
の
準
備
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

デ
ジ
タ
ル
の
話
を
最
初
に
し
ま
し
た
が
、
そ
の
も
と
に
な
る

一
五
〇
年
近
い
日
赤
の
歴
史
を
背
負
っ
た
資
料
の
保
存
・
修
復
な
ど

の
管
理
体
制
の
整
備
も
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に

は
、
地
震
、
津
波
、
洪
水
、
火
災
な
ど
が
起
き
た
と
き
、
あ
る
い
は
、

テ
ロ
や
軍
事
行
動
な
ど
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
可
能
性
を
想
定
し
た
と

き
、
唯
一
無
二
の
替
え
の
利
か
な
い
所
蔵
品
が
、
東
京
港
区
の
本
社

ビ
ル
内
に
あ
る
こ
と
が
果
た
し
て
安
全
な
の
か
、
後
世
に
確
実
に
継

承
し
て
い
く
た
め
の
最
適
な
方
策
は
何
か
、
と
い
う
議
論
も
今
後
必

要
と
な
る
で
し
ょ
う
。
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二
〇
二
五
（
令
和
七
）
年
に
予
定
さ
れ
る
大
阪
・
関
西
万
国
博
覧

会
、
二
〇
二
七
（
令
和
九
）
年
の
日
赤
創
立
一
五
〇
周
年
は
も
ち
ろ
ん
、

二
〇
年
後
、
三
〇
年
後
に
想
定
さ
れ
る
新
・
新
社
屋
建
設
、
そ
の
前

に
起
き
る
か
も
し
れ
な
い
首
都
直
下
地
震
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
な
ど
、

考
え
得
る
す
べ
て
の
こ
と
が
ら
を
見
据
え
つ
つ
、
日
赤
が
保
有
す
る

有
形
無
形
の
知
的
資
源
・
知
的
財
産
を
経
営
資
源
と
し
て
ど
う
活
用

し
て
い
く
の
か
、
そ
の
前
提
と
し
て
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
収
集
・

保
管
・
管
理
・
継
承
し
て
い
く
べ
き
か
、
議
論
を
始
め
る
段
階
に
入

り
つ
つ
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
の
と
き
最
も
重
要
な
こ
と
は
、「
不
易
と
流
行
」
の
「
不
易
」
の
部

分
で
す
。
赤
十
字
情
報
プ
ラ
ザ
の
目
的
（
任
務
）
は
、
規
程
上
「
赤
十
字

運
動
に
関
す
る
情
報
及
び
史
料
等
を
収
集
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら

を
保
管
し
、
又
は
公
開
若
し
く
は
発
信
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
赤
十

字
運
動
の
普
及
を
図
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
踏
ま
え

た
う
え
で
、
こ
れ
か
ら
の
二
〇
年
～
三
〇
年
の
間
に
情
報
プ
ラ
ザ
が

そ
の
目
的
か
ら
そ
れ
る
こ
と
な
く
的
に
向
か
っ
て
真
っ
す
ぐ
に
進
ん

で
い
く
に
は
、
す
で
に
あ
る
ル
ー
ル
や
既
存
の
条
件
に
縛
ら
れ
た
発

想
を
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
目
的
・
使
命
・
ニ
ー
ズ
か
ら
ス

タ
ー
ト
し
、
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
最
も
効
果
的
な
方
法
を
検
討

し
、
優
先
順
位
を
つ
け
て
実
行
し
て
い
く
こ
と
が
肝
要
で
す
。

赤
十
字
情
報
プ
ラ
ザ
の
不
易
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
考
え

る
う
え
で
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
次
の
一
文
で
は

な
い
か
と
考
え
ま
す
。

「
赤
十
字
を
も
っ
と
も
っ
と
自
分
の
も
の
に
、 

　 

そ
し
て
そ
れ
を
一
人
で
も
多
く
の
人
と
分
か
ち
合
お
う
。」

こ
れ
は
、
二
〇
〇
七
（
平
成
一
九
）
年
に
始
ま
っ
た
「
も
っ
と
ク
ロ

ス
！
」
運
動
に
、
近
衞
第
一
四
代
日
赤
社
長
が
社
内
報
に
寄
せ
た
言

葉
で
す
（
図
３
）。「
も
っ
と
ク
ロ
ス
！
」
運
動
と
は
、「
赤
十
字
の
が
ん

ば
り
を
、職
員
が
知
ら
な
い
で
ど
う
す
る
」「
社
内
で
も
っ
と
ク
ロ
ス
！

→
地
域
と
も
っ
と
ク
ロ
ス
！
→
社
会
と
も
っ
と
ク
ロ
ス
！
→
世
界
と

も
っ
と
ク
ロ
ス
！
」
と
い
う
具
合
に
、
一
人
ひ
と
り
の
人
間
同
士
の

交
流
を
深
め
る
こ
と
で
赤
十
字
運
動
を
も
っ
と
も
っ
と
世
の
中
に
広

め
て
行
こ
う
、
と
い
う
取
り
組
み
で
す
。

実
は
こ
れ
と
本
質
的
に
は
同
じ
こ
と
を
、
第
一
六
代
日
本
赤
十
字

社
社
長
・
清
家
篤
が
、
日
赤
社
長
就
任
七
年
前
の
二
〇
一
五
年
、
日

本
労
務
学
会
会
長
就
任
挨
拶
の
中
で
語
っ
て
い
ま
す

12

。

「
良
きSociety

に

：

現
在
で
は
「
社
会
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
英
語
の

Society 
と
い
う
言
葉
に
、
福
澤
諭
吉
は
最
初
「
人
間
交
際
（
じ
ん
か
ん

こ
う
さ
い
）」と
い
う
訳
語
を
あ
て
ま
し
た
。Society 

と
い
う
の
は
人
々

が
そ
こ
で
互
い
に
交
わ
り
、
触
発
し
合
い
、
高
め
合
う
場
で
あ
る
べ

き
だ
と
考
え
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。」

日
赤
もThe Japanese Red Cross Society

と
い
う
英
文
名
に
あ
る

よ
う
に
、“Society ”

と
し
て
職
員
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
会
員
（
社
員
）

同
士
が
、
高
め
合
う
場
で
あ
り
続
け
て
き
ま
し
た
。
赤
十
字
情
報
プ

ラ
ザ
は
、
初
め
て
そ
こ
を
訪
れ
る
人
に
も
開
か
れ
た
「
人
間
同
士
が

高
め
合
う
場
」
で
あ
り
続
け
て
欲
し
い
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

Ⅲ　

お
わ
り
に

二
〇
二
二
（
令
和
四
）
年
七
月
の
就
任
以
来
、
清
家
篤
社
長
・
鈴
木

俊
彦
副
社
長
の
両
役
員
は
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
情
報
プ
ラ
ザ
に
お
客

様
を
お
連
れ
に
な
り
ま
し
た
。
最
初
の
一
年
で
、
私
の
知
る
限
り
「
最

も
多
く
の
回
数
情
報
プ
ラ
ザ
に
足
を
運
ん
だ
歴
代
役
員
ト
ッ
プ
２
」

に
な
り
ま
し
た
。
両
役
員
は
、
時
間
が
許
す
と
き
は
情
報
プ
ラ
ザ
職

員
の
説
明
を
お
客
様
と
い
っ
し
ょ
に
聞
い
て
ま
わ
り
ま
す
。
同
じ
説

明
を
二
度
も
三
度
も
聞
く
の
は
時
間
の
無
駄
と
と
ら
え
る
向
き
も
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。

あ
る
日
、
秘
書
課
か
ら
「
〇
月
△
日
×
時
に
見
学
予
約
を
お
願
い

し
ま
す
。
役
員
が
情
報
プ
ラ
ザ
の
案
内
も
し
ま
す
の
で
、
い
つ
も

の
横
山
さ
ん
の
案
内
は
不
要
で
す
」
と
い
う
連
絡
が
は
い
り
ま
し
た
。

私
は
そ
の
と
き
、
こ
う
思
い
ま
し
た
。

図 3　第 14代日本赤十字社社長・近衞忠煇の直筆メッセージ
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「
ず
い
ぶ
ん
早
く
こ
の
日
が
や
っ
て
来
た
な
あ
…
…
」

私
は
常
日
頃
「
職
員
に
は
、
自
分
の
大
切
な
お
客
様
を
迎
え
た
と

き
に
は
、
自
分
の
言
葉
で
赤
十
字
と
自
分
自
身
を
語
っ
て
ほ
し
い
。

そ
の
た
め
の
広
場
と
し
て
情
報
プ
ラ
ザ
を
活
用
し
て
ほ
し
い
」と
思
っ

て
き
ま
し
た
。
そ
の
願
い
が
、
就
任
わ
ず
か
一
年
後
の
役
員
に
よ
っ

て
実
現
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
し
た
。

実
は
、
残
念
な
が
ら
こ
の
見
学
は
先
方
の
都
合
に
よ
り
キ
ャ
ン
セ

ル
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
赤
十
字
情
報
プ
ラ
ザ
の
本
質
は
、
佐
野
常

民
が
訴
え
た
「
博
物
館
の
主
旨
は
眼
目
の
教
え
」
＝
「
本
物
に
触
れ
る

こ
と
に
よ
り
人
間
の
成
長
を
促
す
こ
と
」
＝
社
会
教
育
機
関
で
あ
る

と
考
え
ま
す
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
ド
ラ
ッ
カ
ー
言
う
と
こ
ろ
の
「
人

間
変
革
機
関
」13

そ
の
も
の
で
す
。
そ
の
た
め
の
「
広
場
」
が
情
報
プ
ラ

ザ
の
中
だ
け
で
な
く
福
沢
諭
吉
が
人
間
交
際
（
じ
ん
か
ん
こ
う
さ
い
）
と

訳
し
た
社
会
（Society

）
に
拡
が
っ
て
い
く
こ
と
＝
赤
十
字
運
動
（
正
式

に
は
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動

：International Red Cross and Red Cres-

cent M
ovem

ent

）
が
世
の
中
に
広
ま
っ
て
い
く
こ
と
＝
社
内
と
社
外

の
境
目
が
な
く
な
っ
て
い
く
こ
と
、
を
夢
見
な
が
ら
、
藤
森
第
一
三

代
社
長
と
近
衞
第
一
四
代
社
長
か
ら
受
け
取
っ
た
バ
ト
ン
を
清
家
第

一
六
代
社
長
に
繋
ぎ
、
二
〇
二
三
年
一
月
一
七
日
に
逝
去
さ
れ
た 

大
塚
義
治
第
一
五
代
社
長
に
、
本
稿
を
捧
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

注１　

赤
十
字
情
報
プ
ラ
ザ
は
、
東
京
都
港
区
の
日
本
赤
十
字
社
本
社
一
階

に
あ
り
、
赤
十
字
の
歴
史
を
紹
介
す
る
パ
ネ
ル
や
ソ
ル
フ
ェ
リ
ー
ノ
の

思
い
出
（
初
版
）、
博
愛
社
設
立
請
願
書
、
広
島
赤
十
字
病
院
の
被
爆
壁

の
一
部
な
ど
の
歴
史
的
資
料
を
展
示
し
て
い
る
。
開
館
日
は
毎
週
火
・

水
・
木
一
〇
時
～
一
六
時
三
〇
分
（
一
二
時
三
〇
分
～
一
三
時
三
〇
分

閉
室
）。
展
示
見
学
・
資
料
閲
覧
は
要
事
前
予
約
。
予
約
電
話
〇
三
―

三
四
三
七
―
七
五
八
〇
。（
二
〇
二
三
年
一
〇
月
現
在
）

２　

佐
野
の
「
博
物
館
創
立
」
の
文
書
は
、
一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
刊

行
の
『
墺
国
博
覧
会
参
同
紀
要
』
中
篇
第
三
章
に
「
博
物
館
創
立
の
報
告

書
」
と
し
て
収
載
さ
れ
て
い
る
。

３　

佐
野
に
よ
る
博
物
館
創
立
の
提
言
や
平
山
に
よ
る
参
考
館
設
立
に

つ
い
て
は
、
清
水
玲
子
氏
の
本
誌
寄
稿
「
日
本
赤
十
字
社
の
博
物
館
の

歴
史
―
佐
野
、
平
山
、
棚
橋
へ
と
志
を
つ
な
ぐ
―
」
や
「
日
本
赤
十
字

社
参
考
館
設
立
の
背
景
」（
博
物
館
学
雑
誌　

第
四
五
号
第
一
号
（
通
巻

七
一
号
）
三
三
～
五
八
ペ
ー
ジ
）
に
詳
し
い
。

４　

一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
一
月
～
一
二
月
の
来
館
者
数

一
〇
一
、八
八
一
人
（
博
物
館
報
第
二
六
号
）

５　
『
日
本
赤
十
字
社
社
史
稿
第
七
巻
』
三
七
四
頁

６　

河
合
利
修
編
『
赤
十
字
史
料
に
よ
る
人
道
活
動
の
展
開
に
関
す
る
研

究
報
告
書
』（
日
本
赤
十
字
豊
田
看
護
大
学
、
二
〇
〇
七
年
）
中
の
「
本

報
告
書
に
つ
い
て
」お
よ
び「
日
赤
史
料
概
観
」（
そ
れ
ぞ
れ
冒
頭
の
ペ
ー

ジ
と
一
～
一
〇
ペ
ー
ジ
）
参
照

７　

情
報
プ
ラ
ザ
は
情
報
公
開
の
受
付
窓
口
と
し
て
の
位
置
づ
け
で
、「
情

報
の
管
理
、
保
護
及
び
公
開
に
関
す
る
こ
と
」
は
、
現
行
の
日
本
赤
十

字
社
本
社
組
織
規
則
細
則
に
お
い
て
総
務
企
画
部
総
務
課
の
所
掌
事
項

と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

８　

統
計
を
取
り
始
め
た
二
〇
〇
六
（
平
成
一
八
）
年
度
か
ら
コ
ロ
ナ
禍

前
の
二
〇
一
九
（
令
和
元
）
年
度
ま
で
の
数
字

９　

赤
十
字
情
報
プ
ラ
ザ
の
長
は
「
赤
十
字
情
報
プ
ラ
ザ
セ
ン
タ
ー
長
」

だ
が
「
赤
十
字
情
報
プ
ラ
ザ
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
組
織
が
存
在
す
る
わ

け
で
は
な
い
。

10　

一
九
六
四
（
昭
和
三
九
）
年
に
開
催
さ
れ
た
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
お
け
る
日
本
赤
十
字
社
の
活
動
を
取
り
上
げ
た
企

画
展

11　

グ
ー
グ
ル
ア
ナ
リ
テ
ィ
ク
ス
４
の
統
計
デ
ー
タ
が
記
録
さ
れ
て
い
る

二
〇
二
一
（
令
和
三
）
年
一
〇
月
二
七
日
か
ら
二
〇
二
三
（
令
和
五
）
年

九
月
三
〇
日
ま
で
の
「
表
示
回
数
」
は
約
九
五
、〇
〇
〇
回
。

12　

歴
代
会
長
挨
拶　

日
本
労
務
学
会 

（ibi-japan.co.jp

）

　
　

https://w
w

w.ibi-japan.co.jp/jshrm
/aboutus/president-m

essage-
jrnl.htm

l

に
全
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

13　

経
営
学
者
Ｐ
・
Ｆ
・
ド
ラ
ッ
カ
ー
は
そ
の
著
書
『M

A
N

AG
IN

G
 

TH
E

 N
O

N
-PRO

FIT O
RG

A
N

IZ
A

IO
N

（
非
営
利
組
織
の
経
営
）』

（
一
九
九
〇　

訳
書
は
一
九
九
一
）
の
序
文
で
「
そ
の
製
品
は
、『
変
革

さ
れ
た
人
間
』（a changed hum

an being

）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
非
営

利
機
関
は
、
人
間
変
革
機
関
（hum

an change agent

）
で
あ
る
。
そ
の

「
製
品
」
は
、
治
癒
し
た
患
者
、
学
ぶ
子
供
、
自
尊
心
を
も
っ
た
成
人
と

な
る
若
い
男
女
、
す
な
わ
ち
、
変
革
さ
れ
た
人
間
の
人
生
そ
の
も
の
（a 

changed hum
an life altogether

）」
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
最
新
訳
で

あ
る
二
〇
〇
七
年
発
行
の
『
ド
ラ
ッ
カ
ー
名
著
集
④ 

非
営
利
組
織
の
経

営
』
で
は
こ
の
箇
所
は
、「
非
営
利
組
織
は
、
人
を
変
え
た
と
き
役
割
を

果
た
す
。
非
営
利
組
織
が
生
み
出
す
も
の
は
、
治
癒
し
た
患
者
、
学
ぶ

生
徒
、
自
立
し
た
成
人
、
す
な
わ
ち
変
革
さ
れ
た
人
の
人
生
で
あ
る
」

と
要
約
さ
れ
て
い
る
。

【
参
考
文
献
】

『
日
本
赤
十
字
社
社
史
稿
』
各
巻

『
日
本
赤
十
字
社
と
人
道
援
助
』（
黒
沢
文
貴 

河
合
利
修 

編　

東
京
大
学
出

版
会　

二
〇
〇
九
）

『
非
営
利
組
織
の
経
営
』（
Ｐ
・
Ｆ
・
ド
ラ
ッ
カ
ー　

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
刊

　

一
九
九
一
）

『
企
業
博
物
館
と
は
何
か　

歴
史
・
役
割
・
可
能
性
』（
古
田
ゆ
か
り　

青

弓
社
刊　

二
〇
二
三
）
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１　

は
じ
め
に

明
治
村
は
、
愛
知
県
犬
山
市
に
一
九
六
五
（
昭
和
四
〇
）
年
に
開
村

し
た
野
外
博
物
館
で
あ
る
。
一
九
四
〇
年
に
鹿
鳴
館
の
取
り
壊
し
を

目
の
当
た
り
に
し
た
建
築
家
谷
口
吉
郎
の
「
何
と
か
残
し
て
後
世
へ

の
贈
り
物
に
し
た
か
っ
た
」
と
い
う
思
い
が
明
治
村
設
立
の
契
機
で

あ
る
。
戦
後
、
高
度
経
済
成
長
期
と
な
る
と
明
治
建
築
の
取
り
壊
し

は
一
層
進
み
、
一
九
六
〇
年
頃
に
谷
口
は
「
取
り
壊
し
の
運
命
に
あ

る
明
治
建
築
を
移
築
し
保
存
公
開
す
る
博
物
館
を
作
り
た
い
」
と
彼

の
出
身
で
あ
る
第
四
高
等
学
校
の
同
窓
会
の
席
上
で
述
べ
、
そ
れ
に

賛
同
し
た
の
が
当
時
名
古
屋
鉄
道
㈱
副
社
長
で
あ
っ
た
土
川
元
夫
で

あ
る
。
こ
の
二
人
の
創
設
者
に
よ
り
、
犬
山
市
の
入
鹿
池
の
ほ
と
り

日
本
赤
十
字
社
と
博
物
館
明
治
村

中
野
裕
子

特
集
２

：

赤
十
字
と
博
物
館

博
物
館
明
治
村　

主
任
学
芸
員日本赤十字社中央病院病棟前の筆者

の
風
光
明
媚
な
場
所
に
、
一
九
六
五
年
三
月
一
八
日
明
治
村
は
誕
生

し
た
。

開
村
当
初
の
展
示
建
造
物
の
数
は
一
五
棟
、
敷
地
面
積
は
五
〇
万

㎡
で
あ
っ
た
。
取
り
壊
し
の
運
命
に
あ
る
明
治
建
築
で
遺
す
べ
き
と

判
断
し
た
も
の
の
許
へ
駆
け
つ
け
、
調
査
・
解
体
そ
し
て
明
治
村
で

の
再
建
作
業
を
繰
り
返
し
、
現
在
で
は
移
築
建
造
物
の
数
は
六
〇
を

数
え
、
敷
地
面
積
は
当
初
の
倍
と
な
る
一
〇
〇
万
㎡
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
明
治
村
へ
一
九
七
四
年
三
月
に
四
〇
番
目
の
移
築
建

造
物
と
な
っ
た
の
が
日
本
赤
十
字
社
中
央
病
院
病
棟
で
あ
る
。

２　
日
本
赤
十
字
社
中
央
病
院
病
棟
に
つ
い
て

日
本
赤
十
字
社
中
央
病
院
病
棟
は
、
日
本
赤
十
字
社
と
な
る
前
の

博
愛
社
時
代
の
一
八
八
五
年
に
東
京
飯
田
橋
に
建
て
ら
れ
た
博
愛
社

病
院
（
一
八
八
六
年
に
赤
十
字
社
病
院
と
改
称
）
が
狭
隘
で
設
備
的
に
も
不

十
分
で
あ
っ
た
た
め
、
皇
室
か
ら
払
い
下
げ
を
受
け
た
南
豊
島
郡
下

渋
谷
村
（
現
在
の
渋
谷
区
広
尾
）
の
御
料
地
に
建
設
さ
れ
、
一
八
九
〇
年

に
竣
工
し
た
も
の
で
あ
る
。

病
院
名
は
当
初
は
「
日
本
赤
十
字
社
病
院
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後

各
地
に
赤
十
字
病
院
が
建
設
さ
れ
た
こ
と
か
ら
一
九
四
一
年
に
「
日

本
赤
十
字
社
中
央
病
院
」
と
改
称
さ
れ
た
。

博物館明治村正門
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日本赤十字社中央病院病棟

　病棟内の病室

設
計
者
は
旧
東
宮
御
所
（
現　

迎
賓
館
赤
坂
離
宮
〈
国
宝
〉）
な
ど
皇
室

に
ゆ
か
り
の
あ
る
建
物
の
設
計
に
携
わ
っ
た
片
山
東
熊
。
軒
飾
り
や

板
張
り
の
外
壁
に
は
赤
十
字
の
「
十
」
を
図
案
化
し
た
文
様
な
ど
の
装

飾
の
み
な
ら
ず
、
床
面
を
地
面
か
ら
一
ｍ
ほ
ど
上
げ
る
湿
気
対
策
を

施
し
、
渡
り
廊
下
の
隅
は
サ
ニ
タ
リ
ー
巾
木
を
設
置
す
る
な
ど
病
院

と
し
て
の
機
能
に
も
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
何
よ
り
特
徴
的

な
の
が
両
者
を
兼
ね
備
え
た
屋
根
上
の
三
つ
の
換
気
塔
で
、
機
能
だ

け
で
な
く
、
デ
ザ
イ
ン
に
も
優
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一
九
七
三
年
、
新
病
院
建
築
の
た
め
取
り
壊
し
が
検
討
さ
れ
た

際
、
文
化
庁
関
係
者
に
よ
り
病
院
の
建
築
的
価
値
の
高
さ
の
再
評
価

が
な
さ
れ
た
が
、残
念
な
が
ら
保
存
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
折
、

明
治
村
が
病
院
の
一
部
を
移
築
保
存
し
た
い
旨
を
申
し
出
、
創
建
当

初
、
下
等
病
棟
と
し
て
用
い
ら
れ
た
西
三
号
病
棟
と
そ
れ
に
附
属
す

る
浴
室
と
便
所
を
移
築
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

３　

日
本
赤
十
字
社
旧
蔵
文
書

日
本
赤
十
字
社
旧
蔵
文
書
は
中
央
病
院
の
病
棟
と
は
別
に
、

一
九
七
四
年
の
日
本
赤
十
字
社
本
社
解
体
に
伴
い
、
廃
棄
の
憂
き
目

に
あ
っ
た
文
書
・
古
写
真
・
図
書
な
ど
お
よ
そ
六
五
〇
〇
点
を
明
治

村
へ
寄
贈
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。
文
書
資
料
は
一
般
文
書
（
平
時

救
護
を
含
む
）
と
戦
時
救
護
に
分
け
ら
れ
、
な
か
で
も
一
般
文
書
に
は

日
本
赤
十
字
社
と
改
称
す
る
前
の
「
博
愛
社
」
時
代
の
文
書
も
含
ま
れ

て
い
る
ほ
か
、
日
本
赤
十
字
社
が
世
界
に
先
駆
け
て
行
っ
た
災
害
救

助
の
記
録
も
多
数
含
ま
れ
、
単
に
記
録
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
後

述
す
る
が
広
く
公
開
す
る
こ
と
で
、
多
く
の
人
々
へ
災
害
へ
の
関
心

を
促
す
こ
と
が
で
き
る
資
料
と
言
え
る
。

日本赤十字豊田看護大学赤十
字史料室に保管されている博
物館明治村所蔵資料
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４　

活
用
に
つ
い
て

こ
の
項
で
は
⑴
建
物
の
活
用
、
⑵
旧
蔵
文
書
、
⑶
そ
の
他
か
ら
紹

介
し
た
い
。

⑴
建
物
は
、
写
真
で
ご
覧
の
よ
う
に
屋
根
上
の
三
つ
の
換
気
塔
が

象
徴
的
な
、
明
治
村
で
も
一
際
目
を
引
く
建
物
で
あ
る
。
多
く
の
見

学
者
が
建
物
を
背
景
に
記
念
撮
影
を
さ
れ
る
の
み
で
は
な
く
、
映
画

や
ド
ラ
マ
の
ロ
ケ
地
と
し
て
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。
少
し
前
の
作
品

で
は
あ
る
が
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル
ド
ラ
マ
「
坂
の
上
の
雲
」
の
ラ
ス

ト
シ
ー
ン

―
秋
山
好
古
役
の
阿
部
寛
さ
ん
が
病
室
の
ベ
ッ
ド
で
息

を
引
き
取
る

―
は
こ
の
建
物
内
で
撮
影
さ
れ
、
最
終
回
の
「
終
」
と

い
う
文
字
は
、
廊
下
の
窓
に
映
さ
れ
た
。

建
物
内
で
は
「
日
本
赤
十
字
社
の
あ
ゆ
み
」「
病
室
再
現
」「
日
本
赤

十
字
社
の
看
護
婦
養
成
の
あ
ゆ
み
」「
日
本
字
赤
十
字
社
の
戦
時
救
護

資
料
」「
日
本
赤
十
字
社
中
央
病
院
の
建
築
に
つ
い
て
」
の
五
つ
の
常

設
展
示
を
行
っ
て
い
る
。

⑵
文
書
資
料
は
、
二
〇
〇
三
年
に
当
時
の
愛
知
赤
十
字
看
護
短
期

大
学
（
現　

日
本
赤
十
字
豊
田
看
護
大
学
）
村
地
学
長
よ
り
、
新
設
さ
れ

る
大
学
の
図
書
館
に
設
け
る
特
別
収
蔵
室
に
保
管
し
た
い
と
の
お
申

し
出
を
受
け
、
二
〇
〇
五
年
に
大
学
と
明
治
村
の
間
で
、
所
蔵
者　

博
物
館
明
治
村
、
資
料
保
管　

日
本
赤
十
字
豊
田
看
護
大
学
と
す
る

貸
借
協
定
を
結
び
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

現
在
、
文
書
資
料
は
リ
ス
ト
化
さ
れ
て
い
る
が
公
開
は
し
て
お
ら

ず
、
需
に
応
じ
て
情
報
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
。
文
書
類
は
資
料
の

性
格
上
、
恒
常
的
に
展
示
す
る
こ
と
が
叶
わ
な
い
た
め
、
特
別
展
示

や
他
館
の
展
覧
会
へ
の
出
品
で
し
か
ご
覧
い
た
だ
け
な
い
。

明
治
村
で
は
、
二
〇
一
四
年
に
特
別
展
「
現
在
に
生
か
す　

記
録

さ
れ
た
災
害
救
護
」
を
開
催
し
、
文
書
資
料
・
古
写
真
を
利
用
し
て
、

一
八
九
一
年
の
濃
尾
震
災
、
一
九
〇
〇
年
の
三
陸
大
津
波
の
日
本
赤

十
字
社
の
救
護
活
動
を
紹
介
し
た
。
濃
尾
震
災
の
救
護
へ
向
か
っ
た

救
護
員
の
本
社
に
宛
て
た
電
報
文
、
三
陸
大
津
波
の
救
護
活
動
に
携

わ
っ
た
救
護
員
が
残
し
た
患
者
数
な
ど
を
克
明
に
記
録
し
た
被
災
地

図
か
ら
は
、
切
羽
詰
ま
っ
た
救
護
活
動
の
様
子
を
垣
間
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
、
二
〇
二
一
年
に
は
諸
外
国
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
少

年
赤
十
字
（
現　

青
少
年
赤
十
字
）
の
機
関
誌
を
用
い
た
企
画
展
「
空
は

世
界
へ
続
い
て
い
る
―
海
外
の
機
関
誌
に
見
る
青
少
年
赤
十
字
の
活

動
―
」
を
開
催
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
で
手
洗
い
・
う
が
い
の
徹
底
が
叫

ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
一
〇
〇
年
前
も
わ
か
り
や
す
い
イ
ラ
ス

ト
を
用
い
て
手
洗
い
・
う
が
い
の
重
要
性
を
説
い
て
い
た
こ
と
は
と

て
も
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。

⑶
の
他
の
活
用
と
し
て
、
文
書
資
料
を
、
毎
年
秋
に
二
〇
名
ほ
ど

の
大
学
生
を
対
象
と
し
た
博
物
館
実
習
の
「
古
文
書
講
読
」
の
テ
キ

ス
ト
と
し
て
、
活
用
し
て
い
る
。
浄
書
文
書
、
下
書
き
文
書
に
よ
っ

て
書
体
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
や
、
皇
室
と
ゆ
か
り
が
深
い
赤
十
字

な
ら
で
は
の
視
覚
的
な
尊
敬
表
現
が
何
か
所
か
見
受
け
ら
れ
る
な
ど
、

古
文
書
へ
の
理
解
を
深
め
る
絶
好
の
教
材
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
明
治
村
で
は
来
村
さ
れ
る
奉
仕
団
な
ど
赤
十
字
関
連
団
体

か
ら
の
ご
要
望
に
応
じ
て
、
案
内
ス
タ
ッ
フ
を
つ
け
、
日
本
赤
十
字

社
中
央
病
院
病
棟
と
赤
十
字
に
ゆ
か
り
の
深
い
昭
憲
皇
太
后
が
お
召

に
な
ら
れ
た
「
御
料
車
５
号
」
の
ご
案
内
を
行
っ
て
い
る
。

５　

ま
と
め

明
治
村
に
は
「
日
本
赤
十
字
社
」
の
歴
史
を
語
り
、
そ
し
て
未
来
に

つ
な
げ
て
い
く
資
料
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
単
に
建
物
だ
け
で

な
く
、
文
書
資
料
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
歴
史

―
過
去
の

災
害
や
戦
争
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
人
々
が
経
験
し
て
き
た
こ
と

―

が
、
今
日
を
生
き
る
私
た
ち
に
も
多
く
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
こ

と
を
見
学
者
に
伝
え
、
安
全
で
平
和
な
世
界
を
築
く
一
助
と
な
る
こ

と
を
願
う
。
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は
じ
め
に

日
本
に
お
け
る
赤
十
字
看
護
婦
の
養
成
開
始
は
一
八
九
〇
（
明
治

二
三
）
年
四
月
一
日
で
あ
り
、
博
愛
社
を
前
身
と
す
る
日
本
赤
十
字
社

の
発
足
か
ら
三
年
目
で
あ
っ
た
。
そ
の
前
年
の
六
月
一
四
日
に
「
日

本
赤
十
字
社
看
護
婦
養
成
規
則
」
を
制
定
し
、
続
い
て
看
護
婦
生
徒

の
募
集
、
看
護
婦
養
成
委
員
の
任
命
、
担
当
教
員
の
任
命
、
入
学
試

験
を
経
て
、
第
一
回
看
護
婦
生
徒
一
〇
名
が
入
学
し
た
。
日
本
赤
十

字
社
病
院
自
体
が
教
育
施
設
の
た
め
特
定
の
施
設
名
は
な
く
、
一
般

的
に
は
日
本
赤
十
字
社
病
院
看
護
婦
養
成
所
と
よ
ば
れ
た
。

同
病
院
は
東
京
府
飯
田
町
の
本
社
社
屋
に
隣
接
し
て
い
た
が
、
受

診
者
の
増
加
に
伴
い
、
翌
年
五
月
に
郊
外
の
豊
多
摩
郡
渋
谷
村
（
現
渋

谷
区
広
尾
）
へ
移
転
し
た
た
め
、
そ
の
敷
地
内
に
旧
病
棟
を
移
築
し
て

教
場
兼
寄
宿
舎
と
し
て
全
寮
制
と
な
っ
た
。

修
学
年
限
は
一
年
半
で
、
そ
の
あ
と
全
員
が
二
年
間
の
看
護
業
務

に
服
す
る
こ
と
が
「
養
成
規
則
」
に
定
め
て
あ
っ
た
の
で
、
第
一
回
生

の
解
散
式
は
三
年
半
後
の
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
一
〇
月
一
〇
日

で
あ
り
、
こ
こ
に
赤
十
字
看
護
婦
が
誕
生
し
た
。
し
か
し
第
一
回
生

は
一
年
半
の
修
学
終
了
直
後
に
濃
尾
地
震
の
災
害
救
護
に
従
事
し
た

経
験
が
あ
り
、
こ
れ
を
機
に
す
で
に
赤
十
字
看
護
婦
の
存
在
は
知
ら

れ
て
い
た
。

「
養
成
規
則
」
に
は
卒
業
後
二
〇
年
間
は
国
家
有
事
の
際
に
本
社
の

召
集
に
応
じ
て
救
護
事
業
に
従
事
す
る
こ
と
が
定
め
て
あ
り
、
第
一

回
生
は
卒
業
の
翌
年
に
は
日
清
戦
争
の
戦
時
救
護
に
従
事
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。
ま
た
濃
尾
地
震
で
の
活
動
が
認
め
ら
れ
て
「
養
成
規
則
」

が
改
正
さ
れ
、
災
害
救
護
も
卒
業
後
の
召
集
義
務
に
加
わ
っ
た
。

渋
谷
の
日
本
赤
十
字
社
病
院
に
お
け
る
看
護
婦
養
成
は
、
太
平
洋

戦
争
後
の
一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）
年
卒
業
の
第
七
一
回
生
ま
で
続
き
、

そ
の
後
は
戦
後
の
教
育
改
革
に
伴
い
、
日
本
赤
十
字
女
子
専
門
学
校

赤
十
字
看
護
教
育
の
創
始
者
た
ち

吉
川
龍
子

元
日
本
赤
十
字
看
護
大
学
図
書
館
司
書

か
ら
日
本
赤
十
字
女
子
短
期
大
学
（
の
ち
日
本
赤
十
字
中
央
女
子
短
期
大

学
）
を
経
て
、
現
代
の
日
本
赤
十
字
看
護
大
学
に
続
い
て
い
る
。

Ⅰ　

佐
野
常
民 

日
本
赤
十
字
社
初
代
社
長

一
八
二
二（
文
政
五
）年
～
一
九
〇
二（
明
治
三
五
）年

佐
野
常
民
は
八
〇
年
の
生
涯
の
う
ち
、
晩
年
の
二
五
年
間
を
日
本

に
お
け
る
赤
十
字
事
業
の
基
礎
づ
く
り
に
尽
力
し
た
。
彼
は
そ
の
一 

〇
年
前
の
幕
末
に
パ
リ
万
国
博
覧
会
で
赤
十
字
館
を
見
学
し
、
戦
時

に
敵
味
方
の
別
な
く
救
護
す
る
人
命
尊
重
の
活
動
に
感
銘
を
受
け
た
。

西
南
戦
争
（
一
八
七
七
年
）
の
中
で
元
老
院
議
官
で
あ
っ
た
佐
野
は
、

同
じ
議
官
の
大
給
恒
と
共
に
博
愛
社
を
創
設
し
、
救
護
員
を
軍
団
病

院
へ
派
遣
し
て
敵
味
方
の
別
な
く
救
護
す
る
こ
と
を
実
現
し
た
。

博
愛
社
の
救
護
員
は
男
性
で
あ
っ
た
が
、
ま
も
な
く
女
性
救
護
員

の
必
要
性
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
西
欧
諸
国
の
女
性
が
戦

傷
者
を
救
護
す
る
こ
と
や
女
性
が
救
護
に
適
し
た
特
性
を
も
つ
こ
と

が
、
社
員
総
会
で
外
国
人
社
員
や
渡
欧
し
た
社
員
に
よ
り
報
告
さ
れ

た
か
ら
で
あ
る
。
中
で
も
渡
欧
者
の
柴
田
承
桂
（
内
務
省
御
用
掛
）
は
佐

野
か
ら
諸
国
の
救
護
事
業
の
調
査
を
依
頼
さ
れ
た
の
で
、
実
際
に
外

国
の
看
護
婦
教
養
所
を
見
学
し
た
上
に
、
女
性
救
護
員
に
つ
い
て
の

図
書
を
持
ち
帰
っ
て
い
た
。
ま
た
後
述
の
橋
本
綱
常
も
渡
欧
の
際
に

見
聞
し
た
各
国
赤
十
字
社
の
看
護
婦
養
成
の
状
況
を
報
告
し
た
。

一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年
六
月
に
政
府
が
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
に
加

入
し
、
博
愛
社
で
も
救
護
員
養
成
の
た
め
の
病
院
設
立
を
決
定
し
た
。

同
年
一
一
月
一
七
日
に
は
博
愛
社
病
院
が
開
設
さ
れ
、
他
の
病
院
で

勤
務
経
験
の
あ
る
看
護
婦
が
採
用
さ
れ
た
。

翌
年
の
日
本
赤
十
字
社
の
発
足
以
来
、
救
護
員
と
し
て
の
看
護
婦

の
養
成
の
準
備
を
す
す
め
た
上
で
、
前
述
の
よ
う
に
三
年
後
に
第
一

回
生
が
入
学
し
た
。
佐
野
が
看
護
婦
生
徒
に
示
し
た
訓
示
と
し
て
現

存
す
る
最
初
の
も
の
は
、
第
一
回
生
が
一
年
半
の
学
業
を
終
え
た
直

後
に
濃
尾
地
震
の
救
護
に
出
発
す
る
際
に
与
え
た
諭
告
で
あ
る
。

至
誠
以
テ
救
護
ニ
従
事
ス
ベ
キ
事

奮
勉
以
テ
艱カ

ン
　
ク苦

ニ
堪
ベ
キ
事

節
操
以
テ
品
行
ヲ
慎

ツ
ツ
シ

ム
ベ
キ
事

各
項
目
に
解
説
も
つ
け
ら
れ
、
き
び
し
く
行
動
を
戒
め
て
い
る
。

こ
れ
は
赤
十
字
看
護
婦
と
し
て
看
護
技
術
と
共
に
人
格
が
す
ぐ
れ
て

い
る
こ
と
を
求
め
た
か
ら
で
あ
る
。

翌
年
五
月
三
〇
日
の
第
一
回
卒
業
証
書
授
与
式
で
佐
野
は
こ
の
災

害
救
護
に
ふ
れ
、
彼
女
ら
が
「
日
夜
怠
ラ
ズ
奮
励
シ
テ
能ヨ

ク
看
護
ノ

効
益
ヲ
見ア

ラ

ハ
シ
大
ニ
世
人
ノ
好
評
ヲ
博
シ
」
た
こ
と
は
、
第
一
回
生

た
ち
の
「
平
素
ノ
練
磨
ト
深
切
ト
ノ
効
果
」
で
あ
る
と
賞
賛
し
た
。
そ

し
て
今
後
も
三
要
件
を
守
り
、
学
術
と
精
神
の
錬
磨
を
心
が
け
る
よ
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う
求
め
た
（「
殿
下
社
長
副
社
長
諭
告
集
」）。

さ
ら
に
翌
年
の
解
散
式
で
も
、
第
一
回
生
全
員
が
支
障
な
く
こ

の
日
を
迎
え
た
こ
と
を
快
事
と
し
、
院
長
、
教
員
の
師
恩
を
忘
れ
ず
、

健
康
と
節
操
を
心
が
け
、
本
社
の
救
護
事
業
に
協
力
す
る
こ
と
を
求

め
た
。「
天
災
ノ
救
護
ハ
何
時
ヲ
期
ス
ベ
カ
ラ
ズ
」
と
い
う
忠
告
ま
で

述
べ
て
い
る
。

そ
の
後
も
看
護
婦
と
看
護
婦
生
徒
へ
の
訓
示
は
し
ば
し
ば
行
な
っ

た
が
、
広
く
知
ら
れ
る
の
は
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
八
月
一
八
日

発
布
の
「
看
護
婦
訓
誡
」
で
あ
る
。
そ
の
前
半
部
に
日
本
赤
十
字
社
の

主
旨
、
看
護
救
療
の
歴
史
を
説
き
、
赤
十
字
看
護
婦
に
最
も
必
要
な

も
の
は
徳
義
で
あ
る
と
述
べ
、後
半
部
に
二
〇
カ
条
の
教
訓
を
示
し
た
。

一　

治
療
ノ
介
輔
ハ
敏
活
ニ
シ
テ
且
静
粛
ヲ
守
リ
、
傷
病
者
ヲ
看

護
ス
ル
ニ
当
テ
ハ
愛
憎
偏ヘ

ン
パ頗

ノ
心
ナ
ク
、
忠

チ
ュ
ウ

良
リ
ョ
ウ

易エ
キ

直
チ
ョ
ク

懇コ
ン
ト
ク篤

親

切
ヲ
旨
ト
ス
ベ
シ

一
七　

看
護
婦
ノ
最
モ
大
切
ナ
ル
ハ
品
行
節
操
ニ
在
リ
、
一
タ
ビ

品
行
ヲ
破
リ
節
操
ヲ
失
フ
コ
ト
ア
ル
ト
キ
ハ
、
万
善
一
時
ニ
消

滅
シ
テ
名
誉
ハ
忽
チ
墜
落
ス
（
後
略
）

佐
野
が
精
神
教
育
を
重
視
し
た
の
は
、
看
護
婦
が
国
際
救
援
に
加

わ
る
場
合
を
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
は
た
し
て
そ
の
二
年
後
の
北
清

事
変
（
一
九
〇
〇
年
）
で
は
日
本
に
移
送
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
人
傷
病
者
の

救
護
に
赤
十
字
看
護
婦
が
従
事
し
、
誠
意
を
も
っ
て
対
応
し
た
た
め

第二回看護婦生徒の解散式（明治 27年 4月）
前列中央佐野常民、その右橋本綱常、左端足立寛

（日本赤十字社提供）

に
感
謝
さ
れ
て
い
る
。

佐
野
は
日
本
赤
十
字
社
創
立
二
五
周
年
（
一
九
〇
二
年
）
の
記
念
式

典
の
直
後
に
永
眠
し
た
が
、
そ
の
後
の
戦
時
、
災
害
時
に
お
け
る
赤

十
字
看
護
婦
の
救
護
活
動
は
、
佐
野
の
期
待
に
添
う
も
の
と
な
っ
た
。

Ⅱ　

橋
本
綱
常 

日
本
赤
十
字
社
病
院
初
代
院
長

一
八
四
五（
弘
化
二
）年
～
一
九
〇
九（
明
治
四
二
）年

日
本
赤
十
字
社
の
最
初
の
病
院
開
設
と
看
護
婦
養
成
に
尽
力
し
た

の
が
橋
本
綱
常
で
あ
る
。
越
前
福
井
藩
の
藩
医
の
家
に
生
ま
れ
た
橋

本
は
、
幕
末
の
志
士
の
橋
本
左
内
の
末
弟
に
あ
た
る
。

長
崎
で
蘭
学
を
学
び
、
明
治
期
に
入
る
と
兵
部
省
軍
事
病
院
医
官

と
な
り
、
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
に
は
陸
軍
省
任
命
の
初
の
留
学
生

と
し
て
ド
イ
ツ
へ
赴
い
た
。
一
八
七
七
（
明
治
一
〇
）
年
に
帰
国
後
は

陸
軍
軍
医
監
と
東
京
大
学
医
学
部
別
課
の
教
授
を
兼
任
し
た
。

一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
に
陸
軍
卿
に
随
行
し
て
渡
欧
し
た
際
に

博
愛
社
か
ら
西
欧
の
赤
十
字
事
業
の
調
査
を
依
頼
さ
れ
た
。彼
は
ジ
ュ

ネ
ー
ブ
で
開
催
の
第
三
回
赤
十
字
国
際
会
議
に
非
公
式
な
が
ら
出
席

す
る
こ
と
が
で
き
て
、
会
議
の
決
議
事
項
に
女
性
救
護
員
と
し
て
の

看
護
婦
の
教
育
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
翌
年
の
帰
国

の
際
に
は
多
く
の
資
料
を
持
ち
帰
り
、
赤
十
字
事
業
の
報
告
と
共
に

救
護
員
養
成
の
た
め
の
病
院
の
必
要
性
を
提
唱
し
た
。

博
愛
社
で
も
病
院
は
必
要
と
し
て
い
た
の
で
、
一
八
八
六
（
明
治

一
九
）
年
五
月
に
病
院
設
立
が
正
式
に
決
定
し
、
軍
医
総
監
と
な
っ

た
橋
本
に
病
院
事
業
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
。
同
年
一
一
月

一
七
日
に
博
愛
社
病
院
の
開
院
式
が
挙
行
さ
れ
、
初
代
院
長
に
就
任

し
た
橋
本
は
、
行
啓
さ
れ
た
皇
后
陛
下
に
病
院
内
で
看
護
婦
養
成
の

計
画
が
あ
る
こ
と
を
言
上
し
た
。

翌
年
五
月
二
〇
日
の
社
名
変
更
の
前
日
に
は
、
篤
志
看
護
婦
人
会

の
設
立
準
備
集
会
が
行
わ
れ
た
。
同
会
の
設
立
に
賛
同
し
た
橋
本
は

演
説
を
行
い
、
看
護
業
務
を
賤
業
視
す
る
当
時
の
世
の
中
の
偏
見
を

正
そ
う
と
し
た
。

凡お
よ
そ

看
護
法
は
医
療
を
補
佐
し
て
其
功
績
を
全
う
せ
し
む
る

も
の
な
り
、
故
に
其
学
術
に
熟
練
す
る
者
に
あ
ら
ざ
れ
ば
其
用

に
任
じ
難
き
は
勿
論
な
れ
ど
も
其
性
沈
静
温
和
に
し
て
慈
愛
に

深
く
細
心
周
到
能
く
患
者
を
待
す
る
も
の
に
あ
ら
ざ
れ
ば
亦

以
て
適
当
の
看
護
者
と
な
す
可
か
ら
ず
（
以
下
略
）　
　
　
　
　

 

（『
救
護
員
生
徒
教
育
資
料
』）

同
会
は
有
志
女
性
た
ち
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
と
し
て
六
月

二
日
に
発
会
し
、
や
が
て
全
国
的
な
規
模
と
な
っ
て
日
本
赤
十
字
社

の
救
護
事
業
に
寄
与
し
て
い
っ
た
。

『
日
本
赤
十
字
社
史
稿
』
に
は
最
初
の
病
院
職
員
と
し
て
副
院
長
と
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六
名
の
医
員
が
軍
医
と
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
看
護
史
研
究
者
の
間

で
は
赤
十
字
看
護
婦
養
成
の
担
当
者
は
軍
医
と
い
う
説
が
み
ら
れ
た
。

し
か
し
看
護
教
育
開
始
直
前
に
発
表
の
「
教
科
分
担
表
」
に
み
え
る
教

員
の
氏
名
は
す
べ
て
最
初
の
医
員
で
は
な
か
っ
た
。

橋
本
は
医
員
が
他
へ
転
勤
す
る
た
び
に
、
教
え
子
で
あ
る
東
京
大

学
医
学
部
別
課
の
卒
業
生
を
医
員
に
採
用
し
た
こ
と
が
、
教
員
の
履

歴
書
に
よ
っ
て
判
明
す
る
。
病
院
の
開
設
後
三
年
余
り
を
医
員
た
ち

の
指
導
と
研
修
に
あ
て
る
こ
と
に
し
た
橋
本
は
、
彼
ら
に
き
び
し
く

接
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
医
員
の
ひ
と
り
は
後
に
な
っ
て
、
橋
本

の
訓
示
を
記
し
て
い
る
。

看
護
婦
の
教
育
は
君
達
が
中
心
に
な
つ
て
厳
重
に
や
つ
て
呉

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
分
は
此
の
考
へ
で
君
達
を
指
導
す
る
積

り
で
あ
る
か
ら
、
君
達
も
其
の
心
得
で
や
つ
て
貰
ひ
た
い
。　

 

　
（
村
内
資
光
「
假
借
な
く
叱
る
」『
橋
本
綱
常
先
生
』）

看
護
教
育
は
医
員
た
ち
に
ま
か
せ
た
が
、
も
し
不
行
届
き
の
こ
と

が
あ
れ
ば
、
患
者
や
看
護
婦
生
徒
の
前
で
も
医
員
を
叱
責
し
た
の
で
、

生
徒
た
ち
は
医
員
に
累
が
及
ぶ
の
を
恐
れ
て
勉
学
と
実
技
に
励
ん
だ

と
い
う
。

橋
本
が
院
長
在
任
中
に
は
、
陸
軍
病
院
の
分
院
と
し
て
院
内
で
二

回
の
戦
時
救
護
事
業
が
行
わ
れ
た
。
日
清
戦
争
（
一
八
九
四
～
九
五
年
）

で
は
構
内
に
設
け
た
仮
病
棟
に
戦
傷
病
者
を
収
容
す
る
と
共
に
、
清

日清戦争、清国負傷者の救護（日本赤十字社病院内）
『日本赤十字社歴史画談』（明治 35年刊）より

（日本赤十字看護大学提供）

国
の
捕
虜
傷
病
者
の
救
護
も
行
い
、
修
学
中
の
看
護
婦
生
徒
も
初
め

て
接
す
る
清
国
人
救
護
に
従
事
し
た
。日
露
戦
争（
一
九
〇
四
～
〇
五
年
）

で
は
さ
ら
に
多
数
の
仮
病
棟
が
建
ち
、
臨
時
に
編
成
さ
れ
た
救
護
班

の
中
に
は
、
看
護
婦
長
以
外
は
修
学
中
の
看
護
婦
生
徒
だ
け
と
い
う

班
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
自
ら
の
元
で
教
育
し
た
者
を
勤
務
さ
せ
よ
う

と
し
た
橋
本
院
長
の
は
か
ら
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
赤
十
字
看
護
婦

の
活
動
の
広
ま
り
を
見
な
が
ら
、
橋
本
は
明
治
期
の
終
り
近
く
に
世

を
去
っ
た
。

Ⅲ　

足
立　

寛　

日
本
赤
十
字
社
看
護
婦
養
成
委
員
長

一
八
四
二（
天
保
一
三
）年
～
一
九
一
七（
大
正
六
）年

初
期
の
赤
十
字
看
護
婦
養
成
責
任
者
で
あ
り
、
日
本
赤
十
字
社
独

自
の
教
科
書
の
作
成
に
尽
力
し
た
の
が
足
立
寛
で
あ
る
。
遠
江
国
（
静

岡
県
）
に
生
ま
れ
、
佐
野
常
民
と
同
じ
く
大
坂
の
適
塾
に
入
門
し
た
が
、

ま
も
な
く
江
戸
へ
出
て
、
明
治
期
に
は
医
学
校
教
授
、
陸
軍
軍
医
学

舎
教
官
、
東
京
大
学
医
学
部
教
授
と
な
り
、
陸
軍
看
護
法
の
基
礎
づ

く
り
に
関
与
し
た
。

一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
の
日
本
赤
十
字
社
発
足
と
共
に
結
成
さ

れ
た
篤
志
看
護
婦
人
会
の
講
師
に
就
任
し
た
。
同
会
は
博
愛
社
総
長

の
有
栖
川
宮
の
妃
殿
下
董た

だ
こ子

の
首
唱
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
団
体
で
、
外
国
赤
十
字
社
の
女
性
に
な
ら
っ
て
看
護
法
や
救

急
法
を
学
び
、
非
常
時
に
役
立
て
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
会
員
は

月
二
回
、
日
本
赤
十
字
社
で
看
護
法
の
講
習
を
受
け
、
一
年
後
に
修

業
証
書
を
授
与
さ
れ
た
。
そ
の
修
業
証
書
に
は
「
看
護
学
修
業
候
事
」

と
記
さ
れ
、
看
護
を
学
問
と
認
め
て
い
た
。
二
年
後
に
は
足
立
寛
の

講
義
録
を
集
大
成
し
た
『
看
護
法
教
程
』
が
刊
行
さ
れ
た
。

一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
六
月
に
「
日
本
赤
十
字
社
看
護
婦
養
成
規

則
」
が
制
定
さ
れ
、
看
護
教
育
の
開
始
が
明
ら
か
に
な
り
、
半
年
後

の
一
二
月
九
日
に
看
護
婦
養
成
委
員
三
名
が
発
表
さ
れ
、
足
立
寛
も

そ
の
中
に
加
わ
っ
た
。
翌
年
四
月
か
ら
開
始
さ
れ
た
授
業
で
は
、
ま

だ
教
科
書
が
完
備
さ
れ
ず
、
足
立
寛
述
の
「
日
本
赤
十
字
社
看
護
婦

教
程
」（
六
冊
綴
り
）
を
中
心
に
使
用
し
た
と
「
看
護
婦
養
成
書
類
」
は
述

べ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
一
八
九
四（
明
治
二
七
）年
版
の「
治
療
介
輔
編
」

と
「
繃
帯
篇
」
の
小
冊
子
が
現
存
し
、
冒
頭
に
「
足
立
寛
述
」
と
あ
る
。

足
立
寛
は
一
八
九
一
（
明
治
二
四
）
年
一
一
月
に
看
護
婦
養
成
委
員

長
に
任
命
さ
れ
、
翌
年
五
月
三
〇
日
の
第
一
回
卒
業
証
書
授
与
式
で

祝
辞
を
述
べ
た
。

看
護
学
と
い
ふ
者
は
医
学
の
一
部
分
に
て
理
化
学
解
剖
学

生
理
学
病
理
学
治
療
学
等
頗
る
高
尚
に
し
て
男
子
に
て
も
容
易

に
学
び
得
べ
か
ら
ざ
る
夥
多
の
学
問
を
彼
是
斟
酌
し
て
治
療
の

助
に
な
る
様
に
組
立
て
た
る
者
に
し
て
（
中
略
）
僅
か
の
期
間
中
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に
て
此
六
ケ
敷
学
問
を
十
分
に
理
解
し
細
密
に
記
憶
し
て
実
地

に
当
る
事
の
出
来
る
様
に
な
れ
ば
よ
い
が
と
心
配
致
し
ま
し
た
。

然
る
に
入
学
以
来
（
中
略
）
案
外
に
も
事
理
を
能
く
解
し
記
憶
も

精
密
に
て
殊
に
大
試
験
の
成
績
に
至
て
は
男
子
の
書
生
も
及
ば

ぬ
程
の
出
来
に
て
（
中
略
）
学
問
上
の
事
に
は
先
々
安
心
致
し
ま

し
た
。　

 

（「
日
本
赤
十
字
」
第
六
号　

一
八
九
二
年
）

各
道
府
県
に
設
置
さ
れ
た
赤
十
字
社
支
部
に
お
い
て
も
看
護
婦
養

成
の
動
き
が
始
ま
り
、
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
の
広
島
支
部
を
初

め
と
し
て
、
地
元
の
病
院
や
医
学
校
に
生
徒
を
依
託
し
て
養
成
し
た
。

し
か
し
教
育
期
間
や
内
容
が
一
定
せ
ず
、
技
能
の
質
に
差
が
生
じ
た
。

そ
こ
で
全
国
同
一
の
方
針
の
も
と
で
看
護
教
育
を
行
う
こ
と
と
な
っ

た
。一

八
九
五
（
明
治
二
八
）
年
に
は
足
立
寛
を
中
心
と
し
て
看
護
教
育

用
の
教
科
書
編
纂
が
開
始
さ
れ
、
翌
年
六
月
に
『
看
護
学
教
程
』（
日
本

赤
十
字
社
編
纂
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
序
文
の
中
に
は
十
カ
条
の
訓

示
が
掲
げ
て
あ
り
、
そ
の
内
容
は
佐
野
社
長
が
常
に
赤
十
字
看
護
婦

に
求
め
て
い
た
誡
め
で
あ
る
。

一　

慈
仁
ニ
シ
テ
懇
篤
ナ
ル
コ
ト

二　

忍
耐
ニ
シ
テ
事
ニ
屈
セ
ザ
ル
コ
ト

三　

柔
順
ニ
シ
テ
命
令
ニ
服
従
ス
ル
コ
ト

四　

温
和
ニ
シ
テ
患
者
ヲ
慰
撫
ス
ル
コ
ト

『看護学教程』
（日本赤十字社提供）

五　

周
密
ニ
シ
テ
作
業
ニ
敏
活
ナ
ル
コ
ト

六　

貞
操
ニ
シ
テ
自
ラ
重
ス
ル
コ
ト

七　

謙
譲
ニ
シ
テ
婦
徳
ヲ
修
ル
コ
ト

八　

挙
動
静
粛
ニ
シ
テ
多
弁
ナ
ラ
ザ
ル
コ
ト

九　

修
容
清
素
ニ
シ
テ
華
奢
ニ
流
レ
ザ
ル
コ
ト

十　

学
術
精
深
ニ
シ
テ
応
用
宜
キ
ヲ
得
ル
コ
ト

こ
の
十
カ
条
の
教
訓
は
、
の
ち
の
『
甲
種
看
護
教
程
』
に
も
内
容
が

改
定
さ
れ
て
掲
載
さ
れ
、
昭
和
期
に
は
「
救
護
員
十
訓
」
と
よ
ば
れ
て

赤
十
字
看
護
婦
の
守
る
べ
き
根
本
的
な
教
訓
と
な
っ
た
。

足
立
寛
は
教
科
書
出
版
の
年
の
一
一
月
に
看
護
婦
養
成
委
員
長
を

辞
任
し
た
。

Ⅳ　

高
山　

盈み
つ　

日
本
赤
十
字
社
病
院
初
代
看
護
婦
監
督

一
八
四
三（
天
保
一
四
）年
～
一
九
〇
三（
明
治
三
六
）年

人
生
五
十
年
と
い
わ
れ
た
明
治
期
に
、
五
十
歳
を
過
ぎ
て
教
育
者

か
ら
看
護
婦
監
督
に
転
じ
、
女
性
管
理
職
の
草
分
け
と
さ
れ
る
の
が

高
山
盈
で
あ
る
。
高
山
盈
は
伊
勢
の
津
藩
の
藩
士
で
江
戸
詰
め
の
吉

岡
堅
兵
衛
の
長
女
と
し
て
生
ま
れ
、
や
は
り
江
戸
詰
め
の
福
山
藩
士

高
山
宜
直
と
結
婚
し
た
。
翌
年
に
は
国
元
の
福
山
に
移
り
、
や
が
て

三
人
の
男
児
の
母
と
な
っ
た
。
幕
末
の
戊
辰
戦
争
で
は
長
州
藩
の
攻

撃
を
受
け
た
福
山
城
の
中
で
、
糧
食
運
び
な
ど
武
士
の
妻
と
し
て
の

務
め
を
は
た
し
た
。

明
治
期
に
入
る
と
再
び
東
京
に
居
住
し
、
一
八
八
一
（
明
治
一
四
）

年
か
ら
は
学
習
院
の
教
師
と
な
っ
て
女
生
徒
に
家
政
学
（
礼
法
、
裁
縫
、

料
理
）
を
教
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
女
子
部
は
や
が
て
華
族
女
学
校
と

な
り
、
そ
の
教
員
を
勤
め
た
。

一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
九
月
に
は
仙
台
の
宮
城
県
尋
常
師
範
学

校
女
子
部
の
舎
監
に
就
任
し
、
小
学
校
教
員
を
め
ざ
す
生
徒
た
ち
の

生
活
指
導
に
あ
た
っ
た
。
同
校
に
お
け
る
高
山
の
実
績
は
大
き
く
、

多
く
の
生
徒
た
ち
に
慕
わ
れ
た
と
い
う
。

高
山
が
再
び
東
京
に
戻
り
、
日
本
赤
十
字
社
か
ら
病
院
看
護
婦
養

成
委
員
の
辞
令
を
受
け
た
の
は
一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
六
月
二
日

で
あ
る
。
養
成
委
員
は
無
報
酬
で
あ
っ
た
が
、
高
山
の
場
合
は
「
看

護
婦
同
生
徒
及
病
室
監
督
」と
い
う
職
名
が
与
え
ら
れ
て
有
給
と
な
っ

た
。
こ
う
し
て
初
代
看
護
婦
監
督
が
誕
生
し
た
。
高
山
を
病
院
に
招

い
た
の
は
橋
本
院
長
で
あ
っ
た
。
橋
本
は
か
つ
て
東
京
大
学
医
学
部

第
二
医
院
で
高
山
の
腹
部
切
開
手
術
を
担
当
し
た
際
に
、
麻
酔
の
使

用
を
断
っ
た
彼
女
の
気
力
に
感
服
し
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
後
も
高

山
家
の
長
男
が
書
生
と
し
て
橋
本
家
に
住
み
込
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
て

交
流
が
続
き
、
早
く
か
ら
看
護
婦
監
督
に
ふ
さ
わ
し
い
婦
人
と
考
え

て
い
た
。
高
山
は
親
し
い
人
た
ち
か
ら
看
護
婦
を
監
督
す
る
任
務
は
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重
い
と
い
わ
れ
た
が
、
自
分
に
責
任
を
託
そ
う
と
す
る
人
た
ち
の
懇

命
に
感
激
し
、
大
任
を
受
け
た
と
語
っ
て
い
た
と
い
う
。

日
本
赤
十
字
社
病
院
に
赴
任
し
て
二
カ
月
後
の
八
月
一
日
に
日
清

戦
争
が
勃
発
し
た
。
す
で
に
七
月
末
に
高
山
は
、
開
戦
の
場
合
は
看

護
婦
を
率
い
て
広
島
の
陸
軍
予
備
病
院
へ
行
く
旨
の
内
命
を
受
け
て

い
た
。
八
月
三
日
の
出
発
に
際
し
、
看
護
婦
二
〇
名
に
き
び
し
く
覚

悟
の
ほ
ど
を
求
め
た
。

今
や
諸
子
と
共
に
特
に
撰
ば
れ
て
赤
十
字
社
看
護
婦
た
る

の
名
譽
を
負
ふ
て
出
発
せ
ん
と
す
、
夫
れ
名
誉
の
あ
る
所
は
又

責
任
の
あ
る
所
也
、
妾
等
の
双
肩
に
は
帝
国
の
名
誉
あ
る
如
く
、

又
能
く
之
を
発
揮
す
る
の
責
任
も
あ
る
也
、
諸
子
乞
ふ
思
へ
、

諸
子
に
し
て
若
し
不
品
行
等
の
失
態
あ
ら
ん
か
、
其
影
響
の
及

ぶ
所
爲
に
帝
国
の
名
誉
を
毀
損
し
赤
十
字
社
事
業
の
発
達
を
妨

ぐ
る
に
至
る
べ
し
（
中
略
）
諸
子
果
し
て
決
死
以
て
婦
徳
を
全
う

す
る
覚
期
あ
り
や
。 

（「
女
学
雑
誌
」
第
四
〇
七
号
）

す
る
と
一
同
は
覚
悟
が
あ
る
と
答
え
た
の
で
、
安
心
し
て
出
発
し

た
と
い
う
。
広
島
の
病
院
に
は
移
送
さ
れ
た
清
国
傷
病
者
も
収
容
さ

れ
た
が
、
高
山
は
す
す
ん
で
近
づ
き
垢あ

か

を
と
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
の
で
、

そ
れ
に
感
化
さ
れ
て
看
護
婦
業
務
も
円
滑
に
行
わ
れ
た
と
い
う
。
広

島
に
お
け
る
高
山
に
つ
い
て
は
、
病
院
を
見
学
し
た
広
島
英
和
女
学

校
の
粟
屋
七
郎
が
面
会
記
事
を
記
し
て
い
て
、
高
山
は
戦
時
の
看
護

高山監督と看護婦たち（明治 31年 9月 10日）
前列中央高山盈、左端加藤まさ、右から 2人目佐藤コズエ、後列右端萩原タケ

（日本赤十字看護大学提供）

婦
に
必
要
な
の
は
患
者
へ
の
親
切
、
綿
密
鄭
重
で
敏
捷
活
発
、
勤
勉

堅
忍
が
要
件
と
述
べ
た
と
い
う
（「
女
学
雑
誌
」
第
四
〇
七
号
）。

翌
年
に
渋
谷
の
病
院
に
戻
る
と
、
二
百
名
に
の
ぼ
る
看
護
婦
と
看

護
婦
生
徒
と
生
活
を
共
に
し
な
が
ら
、
彼
女
ら
を
よ
く
統
率
し
た
。

一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
六
月
に
は
北
清
事
変
が
お
こ
り
、
高
山

は
再
び
広
島
へ
派
遣
さ
れ
た
。
今
回
は
連
合
国
軍
の
フ
ラ
ン
ス
人
傷

病
者
の
国
際
救
援
で
あ
っ
た
。
翌
年
に
高
山
は
あ
る
雑
誌
記
者
に
、

看
護
教
育
の
中
に
作
法
を
設
け
た
い
と
述
べ
て
い
る
。
事
変
の
際
に

長
崎
に
来
た
フ
ラ
ン
ス
婦
人
の
静
粛
な
行
動
の
報
告
を
受
け
た
た
め

で
、
作
法
の
授
業
は
の
ち
に
実
現
し
た
。
ま
た
調
理
実
習
を
兼
ね
た

生
徒
の
炊
事
担
当
の
監
督
も
高
山
が
始
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年
一
月
、
高
山
は
病
い
の
た
め
多
く
の
人

び
と
に
惜
し
ま
れ
な
が
ら
現
職
の
ま
ま
永
眠
し
た
。

お
わ
り
に

日
本
赤
十
字
社
病
院
で
最
初
に
看
護
教
育
を
担
当
し
た
医
員
た
ち

も
、
赤
十
字
看
護
教
育
の
創
始
者
で
あ
っ
た
。
最
初
の
教
科
分
担
表

に
は
村
内
資
光
（
解
剖
生
理
）、
野
島
與
四
郎
（
消
毒
法
）、
宮
国
計
山
（
看

護
法
）、
北
川
立
平
（
治
療
介
輔
）、
小
山
善
（
繃
帯
法
）、
三
富
貞
蔵
（
救

急
法
）、
小
宮
山
権
六
（
傷
者
運
搬
法
）、
高
橋
種
紀
（
実
地
温
習
）
の
名
が

み
え
る
。さ
ら
に
少
し
遅
れ
て
赴
任
し
た
岩
井
禎
三
も
教
員
に
加
わ
っ

た
。看

護
婦
生
徒
第
一
回
生
が
入
学
し
て
三
年
目
の
一
八
九
三
（
明
治

二
六
）
年
六
月
の
「
女
学
雑
誌
」
は
日
本
赤
十
字
社
第
七
回
社
員
総
会

の
記
事
を
掲
載
し
た
。

当
日
殊
に
編
者
の
注
目
に
触
れ
た
る
も
の
は
、
五
十
余
名
の

看
護
婦
な
り
き
、（
中
略
）
何
れ
も
皆
謹
粛
に
し
て
、
且
つ
温
和

の
風
を
帯
び
、
平
素
同
社
が
養
成
し
た
る
所
の
一
班
を
見
る
に

足
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
女
学
雑
誌
」
第
三
四
七
号
）

佐
野
社
長
、
橋
本
院
長
を
は
じ
め
創
始
者
た
ち
が
看
護
婦
生
徒
の

訓
育
に
つ
と
め
た
結
果
、
早
く
も
部
外
者
の
目
に
と
ま
る
よ
う
な
看

護
婦
像
が
育
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

初
代
看
護
婦
監
督
の
高
山
盈
の
あ
と
、
看
護
婦
監
督
は
第
二
代
佐

藤
コ
ズ
エ
、
第
三
代
加
藤
ま
さ
、
第
四
代
萩
原
タ
ケ
、
第
五
代
稲
田

ユ
キ
、
第
六
代
山
本
ヤ
ヲ
と
昭
和
前
期
ま
で
続
き
、
彼
女
ら
は
い
ず

れ
も
橋
本
院
長
と
高
山
監
督
の
薫
陶
を
受
け
て
い
た
。
萩
原
タ
ケ
は

監
督
就
任
時
に
、
橋
本
院
長
の
よ
う
な
厳
で
の
ぞ
む
か
、
高
山
監
督

の
よ
う
な
寛
で
の
ぞ
む
か
熟
考
し
た
と
い
う
。

世
界
の
看
護
婦
の
中
で
特
に
看
護
活
動
に
功
績
の
あ
っ
た
人
が
選

ば
れ
る
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
記
章
の
受
章
者
も
、
第

一
回
（
一
九
二
〇
年
）
の
萩
原
タ
ケ
、
山
本
ヤ
ヲ
、
湯
浅
う
め
に
続
い
て
、
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第
二
回
稲
田
ユ
キ
、
第
三
回
等
々
力
い
く
、
第
四
回
玉
木
ゑ
い
と
続
き
、

や
は
り
看
護
教
育
創
始
者
た
ち
の
訓
育
を
受
け
た
人
た
ち
で
あ
っ
た
。

中
で
も
萩
原
タ
ケ
は
、
国
際
看
護
婦
協
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｎ
）
の
ロ
ン
ド
ン

大
会
（
一
九
〇
九
年
）
に
日
本
人
と
し
て
初
め
て
参
加
し
た
の
を
は
じ

め
、
日
本
看
護
婦
協
会
の
設
立
を
実
現
し
、
さ
ら
に
同
会
の
Ｉ
Ｃ
Ｎ

加
盟
に
尽
力
す
る
な
ど
、
世
界
の
看
護
界
に
も
名
を
知
ら
れ
た
。

【
主
要
参
考
文
献
】

看
護
学
教
程
（
日
本
赤
十
字
社
編
・
刊
、
一
八
九
六
年
）

救
護
員
生
徒
教
育
資
料
（
日
本
赤
十
字
社
編
、日
赤
発
行
所
、一
九
一
一
年
）

日
本
赤
十
字
中
央
女
子
短
期
大
学
九
〇
年
史
（
同
短
大
編
・
刊
、

一
九
八
〇
年
）

日
本
赤
十
字
看
護
教
育
の
あ
ゆ
み
（
日
赤
中
央
女
子
短
大
史
研
究
会
編
、

蒼
生
書
房
、
一
九
八
八
年
）

機
関
誌 

日
本
赤
十
字 

第
六
号
（
一
八
九
二
年
）

女
学
雑
誌　

第
三
四
七
号
（
一
八
九
三
年
）、
第
四
〇
七
号
（
一
八
九
五
年
）

日
赤
の
創
始
者　

佐
野
常
民
（
吉
川
龍
子
著
、吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
一
年
）

殿
下
社
長
副
社
長
諭
告
集
（
日
本
赤
十
字
社
）

橋
本
綱
常
先
生
（
日
本
赤
十
字
社
病
院
編
・
刊
、
一
九
三
六
年
）

陸
軍
軍
医
学
校
五
十
年
史
（
同
校
編
・
刊
、
一
九
三
六
年
）

高
山
盈
の
生
涯
（
吉
川
龍
子
著
、
蒼
生
書
房
、
一
九
八
七
年
）

Ⅰ　

熊
本
地
震
か
ら
の
奇
跡
の
復
旧

「
な
ん
と
美
し
い
！
」。
こ
れ
は
復
旧
工
事
を
終
え
た
熊
本
洋
学
校

教
師
館
の
写
真
を
見
た
、
知
人
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
人
の
ひ
と
こ
と
で

あ
る
。
感
無
量
で
あ
る
。

熊
本
洋
学
校
教
師
館
は
、
熊
本
県
内
に
現
存
す
る
最
古
の
洋
風
建

築
と
し
て
、
熊
本
県
か
ら
重
要
文
化
財
の
指
定
を
受
け
、
こ
れ
ま
で

記
念
館
・
歴
史
学
習
施
設
と
し
て
、「
ジ
ェ
ー
ン
ズ
邸
」
や
「
日
赤
記

念
館
」の
名
称
で
親
し
ま
れ
て
き
た
。し
か
し
、平
成
二
八
年（
二
〇
一
六

年
）
熊
本
地
震
で
全
壊
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
七
年
の

歳
月
が
過
ぎ
た
今
、
多
く
の
方
々
の
ご
努
力
に
よ
り
、
見
事
に
全
面

移
転
復
旧
工
事
を
終
え
、
令
和
五
年
（
二
〇
二
三
年
）
九
月
一
日
に
オ
ー

プ
ン
し
た
。
一
般
人
の
筆
者
か
ら
見
れ
ば
、
本
当
に
奇
跡
的
な
出
来

事
で
あ
る
。

こ
の
建
物
は
熊
本
藩
知
事
細
川
護
久
公
が
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一

年
）
に
開
設
し
た
洋
学
校
の
教
師
を
招
聘
す
る
た
め
に
、
熊
本
城
の
一

角
に
ア
メ
リ
カ
人
教
師
Ｌ
・
Ｌ
・
ジ
ェ
ー
ン
ズ
の
住
宅
と
し
て
建
築

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
九
年
（
一
八
七
六
年
）
に
洋
学
校
は
閉
鎖
さ

れ
、
教
師
の
ジ
ェ
ー
ン
ズ
も
わ
ず
か
五
年
で
熊
本
を
後
に
し
た
。
主

を
失
っ
た
建
物
は
、
時
代
に
応
じ
て
そ
の
用
途
を
変
え
な
が
ら
、
長

き
に
わ
た
り
歴
史
を
刻
ん
で
き
た
が
、
一
方
で
は
度
々
の
存
続
の
危

機
を
乗
り
越
え
て
き
た
。
こ
の
建
物
は
奇
跡
と
し
か
言
い
よ
う
の
な

震
災
か
ら
蘇
っ
た
熊
本
の
ジ
ェ
ー
ン
ズ
邸

梶
山
哲
男

元
日
本
赤
十
字
社
熊
本
県
支
部
振
興
課
長

―
旧
日
赤
記
念
館

：

再
建
オ
ー
プ
ン
ま
で
の
道
の
り
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い
生
命
力
を
持
ち
続
け
て
い
る
。

Ⅱ　

度
重
な
る
危
機
を
乗
り
越
え
て

一
度
目
の
危
機
は
、

明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
年
）
の
西
南
戦
争
の
と
き
で
あ
る
。
同
年

二
月
一
九
日
、
鎮
台
兵
が
籠
城
戦
に
突
入
し
よ
う
と
す
る
矢
先
に
、

熊
本
城
天
守
閣
が
原
因
不
明
で
炎
上
し
全
焼
し
た
。
こ
の
と
き
風
向

き
に
よ
っ
て
は
い
く
つ
も
の
櫓
が
焼
失
し
た
が
、
ジ
ェ
ー
ン
ズ
邸
は

運
よ
く
風
上
に
あ
っ
た
た
め
火
災
を
免
れ
た
の
で
あ
る
。

二
度
目
の
危
機
は
、

薩
軍
約
一
万
三
千
人
に
よ
る
明
治
一
〇
年
二
月
二
二
日
の
熊
本
城

総
攻
撃
か
ら
約
二
カ
月
間
、
相
当
数
の
砲
弾
が
城
内
に
撃
ち
込
ま
れ

た
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
時
も
薩
軍
の
攻
撃
か
ら
奇
跡
的
に
難
を
逃

れ
た
。

三
度
目
の
危
機
は
、

明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
年
）
七
月
二
八
日
に
発
生
し
た
金
峰
山
地

震
の
と
き
で
あ
る
。
金
峰
山
は
熊
本
城
の
す
ぐ
西
側
に
位
置
す
る
標

高
六
六
五
メ
ー
ト
ル
の
カ
ル
デ
ラ
式
火
山
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
は
、

震
度
六
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
六
・
三
で
震
源
地
の
浅
い
直
下
型
地
震
で

あ
っ
た
。
熊
本
城
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
の
調
べ
で
は
、
死
者
二
一
名
、

写真１　「熊本洋学校教師ジェーンズ邸」
全面移転復旧工事を終えてオープン（2023.09.01）
県内に現存する最古の洋風建築（旧日赤記念館）

家
屋
全
壊
二
三
四
棟
、
半
壊
二
二
九
棟
。
熊
本
城
内
で
は
石
垣
崩
落

四
二
箇
所
、
櫓
七
棟
な
ど
に
被
害
が
あ
り
、
平
成
二
八
年
（
二
〇
一
六

年
）
熊
本
地
震
の
時
と
比
べ
、
半
分
程
度
の
被
害
が
出
た
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
と
き
ジ
ェ
ー
ン
ズ
邸
は
、
内
外
の
壁
や
屋
根
瓦
が
損
壊
し

た
が
、
全
面
的
な
被
害
を
免
れ
て
い
る
。

四
度
目
の
危
機
は
、

築
後
六
〇
年
の
と
き
で
あ
る
。
日
赤
熊
本
県
支
部
史
に
よ
れ
ば
、

ジ
ェ
ー
ン
ズ
邸
は
西
南
戦
争
終
了
後
に
熊
本
県
庁
の
書
記
官
の
官
舎

に
あ
て
ら
れ
、
明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
年
）
に
熊
本
県
庁
が
南
千
反
畑

町
に
新
築
移
転
さ
れ
る
と
、
同
時
に
県
庁
敷
地
内
に
解
体
移
転
さ
れ

た
。
そ
の
後
、
建
物
は
熊
本
県
商
品
陳
列
所
、
県
立
高
等
女
学
校
仮

校
舎
、
ロ
シ
ア
軍
将
校
捕
虜
収
容
所
、
熊
本
県
物
産
館
、
各
種
団
体

事
務
所
等
に
使
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
老
朽
化
が
進
む
と
、
昭
和

六
年
（
一
九
三
一
年
）
の
県
議
会
で
は
昭
和
六
年
度
限
り
で
閉
鎖
さ
れ
る

こ
と
が
決
議
さ
れ
、
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
年
）
四
月
以
降
は
何
ら
か
の

方
法
で
処
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
日

本
赤
十
字
社
記
念
館
と
し
て
日
赤
熊
本
支
部
に
譲
渡
さ
れ
移
築
さ
れ

な
け
れ
ば
、
な
く
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
日
赤
記

念
館
に
な
っ
た
経
緯
は
後
述
す
る
。

五
度
目
の
危
機
は
、

昭
和
七
年
（
一
九
三
二
年
）
に
日
赤
記
念
館
と
し
て
水
道
町
に
、
建

　写真２　長崎から洋風建築の経験のある大工を呼び寄せ、熊本城内の古城の一画に
　新築された「熊本洋学校教師ジェーンズ邸」
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物
と
し
て
は
二
度
目
の
移
築
を
行
い
、
日
赤
熊
本
支
部
で
使
用
し
て

い
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
年
）
七
月
か
ら
八

月
初
旬
に
か
け
て
、
米
軍
機
に
よ
る
熊
本
空
襲
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ

に
よ
り
熊
本
市
の
中
心
部
は
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
が
、
こ
の
と

き
も
奇
跡
的
に
焼
夷
弾
か
ら
の
被
害
を
免
れ
た
の
で
あ
る
。

六
度
目
の
危
機
は
、

昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
年
）
六
月
二
六
日
の
熊
本
大
水
害
で
あ

る
。
未
曾
有
の
大
雨
に
よ
り
、
熊
本
市
の
中
心
部
を
流
れ
る
白
川
が

氾
濫
し
、
死
者
・
行
方
不
明
者
五
六
三
名
、
家
屋
全
壊
一
、〇
〇
五

戸
、
家
屋
半
壊
六
、五
一
二
戸
、
家
屋
流
出
八
五
〇
戸
、
床
上
浸
水

四
八
、九
八
七
戸
等
の
被
害
が
あ
っ
た
（
熊
本
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）。
当

然
、
白
川
沿
い
に
あ
っ
た
熊
本
県
支
部
の
社
屋
も
水
没
し
、
日
赤
記

念
館
（
ジ
ェ
ー
ン
ズ
邸
）
も
一
階
部
分
が
浸
水
し
て
し
ま
っ
た
が
、
流
出

と
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
。

七
度
目
の
危
機
は
、

昭
和
四
二
年
（
一
九
六
七
年
）
に
日
赤
記
念
館
の
老
朽
化
と
血
液
セ

ン
タ
ー
及
び
支
部
事
務
所
の
合
同
社
屋
建
設
問
題
が
起
こ
っ
た
と
き

で
あ
る
。
昭
和
四
〇
年
（
一
九
六
五
年
）
に
献
血
に
よ
る
血
液
事
業
が

開
始
さ
れ
る
と
、
同
記
念
館
の
一
部
を
血
液
セ
ン
タ
ー
の
一
部
と
し

て
も
活
用
し
て
い
た
。
日
赤
熊
本
県
支
部
は
、
血
液
事
業
の
重
要
性

か
ら
敷
地
内
で
の
合
同
庁
舎
の
建
設
を
急
い
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

写真３　水道町時代の日赤記念館

建
設
の
た
め
の
敷
地
の
確
保
と
、
そ
の
た
め
の
日
赤
記
念
館
の
移
転

及
び
再
建
の
た
め
の
資
金
が
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

日
赤
熊
本
県
支
部
史
に
よ
れ
ば
、
建
物
の
重
要
性
か
ら
、
移
転
復

元
の
た
め
の
「
ジ
ェ
ー
ン
ズ
邸
移
転
復
元
期
成
会
」
が
、
伊
豆
熊
本

日
日
新
聞
社
社
長
を
会
長
と
し
、
県
、
市
及
び
文
化
人
、
学
識
者
等

一
七
人
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
、
事
務
局
は
熊
本
市
教
育
委
員
会
社
会

教
育
課
に
置
か
れ
た
。
記
念
館
の
移
転
復
元
に
あ
た
っ
て
は
熊
本
県
、

熊
本
市
、
日
赤
熊
本
県
支
部
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
昭

和
四
三
年
（
一
九
六
八
年
）
三
月
一
一
日
の
会
合
で
、
記
念
館
を
熊
本
城

内
二
の
丸
跡
に
移
転
し
、
そ
の
後
は
熊
本
市
が
管
理
し
て
記
念
館
と

す
る
こ
と
が
ほ
ぼ
決
定
し
た
。
ま
た
同
年
三
月
一
五
日
に
熊
本
市
長

及
び
期
成
会
長
連
名
で
日
本
赤
十
字
社
に
対
し
て
赤
十
字
記
念
館
譲

渡
の
陳
情
が
な
さ
れ
、
同
年
七
月
四
日
に
日
本
赤
十
字
社
は
熊
本
市

に
こ
の
赤
十
字
記
念
館
を
無
償
で
譲
渡
し
た
。
そ
の
後
、
移
転
の
場

所
に
つ
い
て
は
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
熊
本
市
水
前

寺
公
園
一
八
七
番
地
の
市
有
地
に
移
転
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
移

転
復
元
の
た
め
の
経
費
に
つ
い
て
は
県
費
、
市
費
、
日
本
赤
十
字
社

の
醵
金
及
び
一
般
募
金
に
よ
る
こ
と
に
し
た
。
ジ
ェ
ー
ン
ズ
邸
（
日

赤
記
念
館
）
の
移
転
復
元
工
事
は
昭
和
四
四
年
（
一
九
六
九
年
）
一
二
月

一
五
日
に
着
工
し
、
一
一
か
月
間
の
月
日
を
要
し
て
、
昭
和
四
五

年
（
一
九
七
〇
年
）
一
〇
月
六
日
に
完
成
し
た
。
な
お
、
こ
の
建
物
は

写真４　水前寺成趣園東隣に再建された記念館
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熊
本
市
指
定
の
有
形
文
化
財
と
し
て
保
存
さ
れ
た
が
、
昭
和
四
六
年

（
一
九
七
一
年
）
四
月
二
一
日
に
、
熊
本
県
指
定
の
重
要
文
化
財
に
昇
格

さ
れ
、
一
般
公
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

八
度
目
の
危
機
は
、

今
回
の
平
成
二
八
年
熊
本
地
震
か
ら
の
奇
跡
の
復
元
工
事
で
あ
る
。

熊
本
地
震
は
、
観
測
史
上
初
め
て
同
一
地
域
に
お
い
て
震
度
七
の
地

震
が
わ
ず
か
二
八
時
間
の
間
に
二
度
発
生
し
、
県
内
に
大
き
な
被
害

を
も
た
ら
し
た
。
震
度
七
を
観
測
し
た
益
城
町
や
西
原
村
は
壊
滅
的

な
被
害
と
な
り
、
芦
北
と
球
磨
を
除
く
県
内
各
地
で
震
度
六
強
を
観

測
し
、
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
甚
大
な
被
害
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
水
前
寺
成
趣
園
東
隣
に
あ
っ
た
熊
本
洋
学
校
教
師

ジ
ェ
ー
ン
ズ
邸
（
日
赤
記
念
館
）
は
、
一
回
目
の
揺
れ
（
前
震
）
で
壁
が
崩

れ
落
ち
、
二
回
目
の
揺
れ
（
本
震
）
で
完
全
に
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。

熊
本
市
職
員
の
当
時
の
話
で
は
、「
建
築
部
材
は
再
生
可
能
で
あ

る
が
、
展
示
品
に
つ
い
て
は
、
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
や
壁
に
展
示
し
て
あ
っ

た
品
々
は
ほ
と
ん
ど
助
か
ら
な
い
。
保
管
室
に
収
納
し
て
あ
っ
た
も

の
は
完
全
で
は
な
い
が
助
か
っ
て
い
る
。」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

地
震
後
に
熊
本
市
で
は
、
電
車
通
り
沿
い
に
あ
る
水
前
寺
江
津
湖

公
園（
旧
市
立
体
育
館
跡
）へ
の
移
築
を
決
定
。
令
和
二
年（
二
〇
二
〇
年
）

か
ら
復
旧
工
事
を
進
め
て
き
た
。
令
和
四
年
（
二
〇
二
二
年
）
七
月
一
〇

写真５　前震後のジェーンズ邸正面
熊本市文化振興課撮影

日
の
熊
本
日
日
新
聞
社
公
式
サ
イ
ト
「
熊
日
電
子
版
」
で
は
、
令
和
五

年
度
の
一
般
公
開
を
目
指
す
と
し
て
、「
創
建
時
の
古
写
真
な
ど
を
基

に
可
能
な
限
り
既
存
部
材
を
再
利
用
し
な
が
ら
建
築
当
初
の
姿
に
復

元
。
以
前
は
一
本
し
か
な
か
っ
た
煙
突
を
左
右
対
称
に
二
本
配
置
し
、

外
壁
を
白
漆
喰
か
ら
灰
色
の
鼠
漆
喰
に
変
更
し
た
。
塗
装
の
重
な
り

を
調
べ
、
柱
の
色
調
も
緑
か
ら
白
へ
変
更
し
た
。
柱
の
約
七
割
は
既

存
の
部
材
を
使
用
で
き
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
建
物
に

つ
い
て
は
関
係
者
の
ご
努
力
に
よ
り
奇
跡
の
復
元
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。

Ⅲ　

再
建
の
た
め
に
奔
走
す
る
ジ
ェ
ー
ン
ズ
の
会

ジ
ェ
ー
ン
ズ
の
会
（
会
長
猪
飼
隆
明
、
副
会
長
黒
田
孔
太
朗
、
事
務
局
長

本
田
憲
之
助
）
は
、
平
成
二
二
年
（
二
〇
一
〇
年
）
九
月
に
結
成
さ
れ
た
。

Ｌ
・
Ｌ
・
ジ
ェ
ー
ン
ズ
は
北
海
道
の
札
幌
農
学
校
の
外
国
人
教
師
「
ク

ラ
ー
ク
」
博
士
に
負
け
な
い
素
晴
ら
し
い
業
績
を
残
し
た
が
、
そ
の

顕
彰
活
動
を
行
っ
て
い
る
会
で
、
日
赤
熊
本
県
支
部
に
も
、
度
々
情

報
提
供
を
い
た
だ
い
て
い
た
会
で
あ
る
。

ジ
ェ
ー
ン
ズ
邸
（
日
赤
記
念
館
）
は
、
平
成
二
八
年
（
二
〇
一
六
年
）
四

月
一
六
日
の
本
震
で
倒
壊
後
、
四
月
二
五
日
熊
本
市
に
よ
っ
て
、
ブ

ル
ー
シ
ー
ト
に
よ
る
養
生
が
実
施
さ
れ
、
併
せ
て
一
部
資
料
の
救
出

写真 6　本震後 4.18 ジェーンズ邸
熊本市文化振興課撮影
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作
業
が
行
わ
れ
た
。

ジ
ェ
ー
ン
ズ
の
会
は
、
地
震
直
後
か
ら
建
物
の
再
建
に
向
け
て
、

建
材
の
腐
食
を
防
ぐ
た
め
専
門
的
な
保
管
処
理
を
喫
緊
の
課
題
と
し

て
訴
え
て
い
た
。
し
か
し
、
熊
本
市
は
予
算
の
確
保
が
困
難
で
あ
る

と
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
再
建
の
た
め
の
寄
付
金
の
募
集
を
計
画
し

た
の
で
あ
る
。
当
然
ジ
ェ
ー
ン
ズ
邸
の
歴
史
の
中
で
関
係
が
深
い
日

赤
に
も
、
募
金
活
動
に
か
か
る
協
力
依
頼
が
あ
っ
た
。

当
時
、
筆
者
は
熊
本
地
震
に
よ
る
災
害
救
護
を
最
優
先
に
行
っ

て
い
た
が
、
ジ
ェ
ー
ン
ズ
の
会
と
の
担
当
窓
口
と
も
な
っ
て
い
た
。

ジ
ェ
ー
ン
ズ
の
会
の
呼
び
か
け
で
、
幾
度
か
会
議
に
出
席
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
が
、
会
長
は
じ
め
会
の
役
員
の
方
々
が
、
ジ
ェ
ー
ン
ズ
邸

の
再
建
の
た
め
に
立
ち
上
が
り
、
日
夜
奔
走
さ
れ
て
お
ら
れ
る
姿
に

敬
服
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

熊
本
地
震
の
義
援
金
は
、
日
赤
熊
本
県
支
部
が
開
設
し
た
専
用
の

銀
行
口
座
に
、
全
国
か
ら
振
り
込
み
が
な
さ
れ
、
義
援
金
全
額
を
熊

本
県
の
配
分
委
員
会
に
度
々
送
金
し
て
い
た
。
私
の
記
憶
で
は
、
日

赤
熊
本
県
支
部
は
被
災
県
で
あ
る
の
で
、
予
算
決
算
上
で
も
把
握
で

き
る
よ
う
に
、
単
な
る
預
り
金
で
は
な
く
、
収
入
支
出
で
会
計
処

理
を
行
っ
て
い
た
。
そ
う
な
る
と
ジ
ェ
ー
ン
ズ
邸
（
日
赤
記
念
館
）
の

再
建
の
た
め
の
寄
付
金
も
、
も
し
募
集
す
る
と
な
れ
ば
、
本
社
と
協

議
し
て
同
じ
よ
う
な
会
計
処
理
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
例
外
と
し

写真７　ジェーンズの会によるテント贈呈式の様子

て
、
専
用
口
座
を
開
設
し
預
り
金
と
し
て
処
理
で
き
る
の
か
。
ど
ち

ら
に
し
て
も
、
支
部
で
の
対
応
を
ま
と
め
、
災
害
救
護
業
務
の
最
中

で
余
裕
の
な
い
中
で
の
案
件
で
あ
っ
た
。
実
際
、
日
赤
記
念
館
に
対

す
る
寄
付
金
の
問
い
合
わ
せ
が
沢
山
あ
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
当

時
は
熊
本
市
の
寄
付
金
の
受
け
入
れ
を
案
内
す
る
の
が
精
い
っ
ぱ
い

で
あ
っ
た
。
支
部
事
務
局
長
と
相
談
し
、
次
回
の
ジ
ェ
ー
ン
ズ
の
会

の
会
合
で
は
、
寄
付
金
の
募
集
に
つ
い
て
は
、
募
金
活
動
に
は
で
き

る
限
り
協
力
す
る
こ
と
。
日
赤
が
募
集
す
る
場
合
は
、
ジ
ェ
ー
ン
ズ

の
会
と
の
共
有
名
義
で
の
募
金
活
動
で
は
な
く
、
本
社
に
申
請
し
日

赤
熊
本
県
支
部
の
名
義
で
募
集
す
る
こ
と
な
ど
を
伝
え
る
こ
と
に
し

て
い
た
。

筆
者
は
平
成
二
八
年
五
月
二
八
日
に
ジ
ェ
ー
ン
ズ
の
会
の
寄
付
金

の
募
集
を
決
定
す
る
会
議
に
出
席
し
た
。
関
係
各
位
の
出
席
の
な
か

新
聞
社
も
呼
ん
で
あ
り
、
日
赤
の
対
応
の
説
明
後
に
寄
付
金
募
集
の

発
表
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。
結
論
か
ら
言
う
と
、
会
議
の
途
中
で
熊

本
市
か
ら
電
話
が
あ
り
、
補
助
金
が
付
い
た
旨
の
連
絡
が
あ
り
、
再

建
の
た
め
の
寄
付
金
募
集
の
必
要
性
が
な
く
な
っ
た
と
の
結
論
に
い

た
っ
た
。

同
年
六
月
一
七
日
、
建
築
部
材
や
歴
史
資
料
の
腐
食
を
防
ぐ
た
め
、

ジ
ェ
ー
ン
ズ
の
会
等
に
よ
り
、
風
通
し
を
良
く
す
る
た
め
上
げ
下
げ

で
き
る
仮
説
テ
ン
ト
の
寄
贈
が
あ
っ
た
。
以
後
、
ジ
ェ
ー
ン
ズ
の
会

写真 8　ジェーンズ邸（テント養生後）
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の
役
員
の
方
々
が
、
天
気
に
合
わ
せ
て
毎
朝
テ
ン
ト
を
上
げ
、
夕
方

に
は
市
の
職
員
が
テ
ン
ト
を
下
す
日
々
が
続
い
た
。

そ
の
こ
ろ
熊
本
市
は
、「
復
旧
事
業
費
の
見
込
額
は
五
億
二
千
四
百 

万
円
。
国
交
省
補
助
（
都
市
公
園
の
災
害
復
旧
事
業
）
で
、
現
地
で
の
建

て
替
え
が
原
則
。
同
年
九
月
か
ら
地
質
調
査
」
と
発
表
。

Ⅳ　

日
赤
記
念
館
は
一
枚
の
歴
史
画
か
ら

始
ま
っ
た

そ
も
そ
も
ジ
ェ
ー
ン
ズ
邸
が
日
赤
発
祥
の
地
と
言
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
何
時
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
年
）
一
月
九
日
付
け
で
本
社
の
海
江

田
副
参
事
か
ら
当
時
の
日
赤
熊
本
支
部
主
事
（
現
在
の
事
務
局
長
）
河
内

山
熊
太
郎
宛
て
に
、
歴
史
画
を
制
作
す
る
た
め
の
調
査
依
頼
が
あ
っ

た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
。

日
赤
本
社
か
ら
の
調
査
の
内
容
は
、「
明
治
十
年
五
月
一
日
熊
本
に

於
い
て
征
討
総
督
有
栖
川
宮
よ
り
御
直
裁
を
得
た
る
当
時
の
建
物
で
、

高
松
宮
家
編
纂
『
熾
仁
親
王
行
実
』
に
記
載
さ
れ
た
、
総
督
宮
本
営
と

な
っ
た
元
中
学
校
教
師
館
」
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
御
居
間

に
て
殿
下
に
佐
野
常
民
が
拝
謁
し
た
場
面
を
描
写
す
る
計
画
で
、
日

赤
本
社
で
は
そ
の
建
物
の
存
在
や
様
子
が
全
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
熊
本
支
部
で
は
、
早
速
当
時
の
聞
き
取
り
調
査
を

写真 9　「博愛社設立許可の図」制作者不明
日本赤十字社蔵

行
い
、
そ
の
建
物
を
特
定
し
、
建
物
の
概
要
、
図
面
、
写
真
等
を
本

社
に
提
出
し
た
。そ
の
建
物
が
熊
本
洋
学
校
教
師
ジ
ェ
ー
ン
ズ
邸
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
日
赤
本
社
は
熊
本
か
ら
の
調
査
結
果
を
基
に
歴
史
画

を
制
作
し
た
。

日
赤
本
社
が
歴
史
画
制
作
で
描
き
た
か
っ
た
の
は
、
日
本
赤
十
字

社
社
史
稿
第
一
巻
に
記
載
さ
れ
て
い
る
次
の
場
面
で
あ
る
。

社
史
稿
に
は
、

「
各
地
ノ
賊
軍
ヲ
追
撃
セ
ン
ト
ス
ル
五
月
一
日
ナ
リ　

佐
野
議
官
ハ
即
時
願
書
ヲ
懐
（
ふ
と
こ
ろ
）
ニ
シ
テ

本
営
ニ
抵
リ　

参
軍
山
縣
有
朋
及
高
級
参
謀
小
澤
武
雄

ニ
就
（
つ
け
）
テ
結
社
ノ
目
的
ヲ
陳
シ
其
可
否
ヲ
質
ス

参
軍
等
深
ク
之
ヲ
賛
ス　

則
チ
齎
（
も
た
ら
）
ス
所
ノ

願
書
ヲ
有
栖
川
總
督
宮
殿
下
ニ
上
リ　

博
愛
社
創
立
ノ

許
可
ヲ
請
ヒ
シ
ニ　

殿
下
大
ニ
嘉
納
シ
給
ヒ
即
日
允
許
ノ

台
命
ヲ
下
サ
レ
タ
リ
」
と
あ
る
。

佐
野
常
民
は
、
東
京
で
博
愛
社
設
立
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、

五
月
一
日
戦
地
熊
本
を
訪
れ
、
天
皇
陛
下
か
ら
西
南
戦
争
の
全
て
を

任
さ
れ
て
い
る
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
殿
下
に
、
直
接
お
願
い
し
即
日

博
愛
社
設
立
許
可
の
命
令
を
得
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
の
佐
野
常
民

の
感
動
が
社
史
稿
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
。
佐
野
常
民
は
後
に
、
殿
下

か
ら
博
愛
社
設
立
許
可
の
台
命
が
下
っ
た
こ
の
五
月
一
日
を
「
日
本

赤
十
字
社
の
創
立
記
念
日
」
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
の
感
動
を
伝
え
る
た
め
に
制
作
さ
れ
た
絵
画
が
、
皆
さ

ん
ご
存
じ
の
『
博
愛
社
設
立
許
可
の
図
』
で
あ
る
。
正
し
く
言
う
な
ら
、

『
博
愛
社
設
立
許
可
命
令
の
図
』
で
あ
る
。
こ
の
絵
が
制
作
さ
れ
て
い

な
け
れ
ば
、
日
赤
記
念
館
と
し
て
の
保
存
が
ど
う
な
っ
た
か
は
分
か

ら
な
い
。

日
赤
熊
本
支
部
は
こ
の
建
物
が
日
本
赤
十
字
社
に
と
っ
て
極
め

て
由
緒
深
き
重
要
な
建
物
で
あ
る
た
め
、
昭
和
六
年
九
月
三
〇
日
に

商
議
会
で
、
支
部
敷
地
内
に
移
転
し
記
念
館
と
し
て
保
存
す
る
こ
と

を
決
定
。
そ
の
後
本
社
お
よ
び
全
国
の
日
赤
各
支
部
の
賛
成
を
得

て
、
山
下
県
知
事
あ
て
に
譲
渡
を
依
頼
し
、
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
年
）

五
月
二
五
日
に
無
償
で
日
赤
熊
本
支
部
に
譲
り
渡
す
こ
と
と
な
っ
た
。

直
ち
に
解
体
移
転
に
着
手
し
、
同
年
九
月
上
旬
に
移
転
建
築
が
終
わ

る
。
赤
十
字
記
念
館
移
転
設
立
の
こ
と
が
高
松
宮
殿
下
の
台
聞
に
達

し
、
殿
下
は
昭
和
七
年
八
月
二
九
日
に
故
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
殿
下

の
御
写
真
並
び
に
高
松
宮
家
編
纂
『
熾
仁
親
王
行
実
』（
上
下
）、『
日
本

人
の
博
愛
』
の
三
冊
を
記
念
館
に
寄
贈
さ
れ
た
。（
日
赤
熊
本
県
支
部
史

参
考
）
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Ⅴ　

佐
野
常
民
の
人
脈
と
実
行
力

佐
野
常
民
は
、
佐
賀
藩
の
時
代
か
ら
海
軍
創
設
の
必
要
性
を
訴

え
、明
治
新
政
府
で
は
日
本
海
軍
の
基
礎
作
り
に
尽
力
し
た
。
そ
の
他
、

洋
式
灯
台
の
建
設
、
湯
島
聖
堂
博
覧
会
の
開
催
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三

年
）
に
は
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
で
は
団
長
を
務
め
博
覧
会
男
と
言
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
明
治
九
年
（
一
八
七
六
年
）
に
熾
仁
親
王
が
元
老

院
議
長
に
就
任
さ
れ
て
か
ら
は
、
佐
野
は
元
老
院
議
官
と
し
て
ひ
と

月
に
一
度
は
拝
謁
し
て
い
る
。
シ
ー
ボ
ル
ト
記
念
塔
の
件
で
の
拝
謁

や
、
イ
タ
リ
ア
公
使
、
同
領
事
官
妻
と
の
午
餐
会
に
同
席
し
て
い
る

こ
と
が
熾
仁
親
王
日
記
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
親
王
と
は
近
い
間
柄

で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
年
）
に
な
り
西
南
戦

争
が
勃
発
す
る
と
、
欧
州
に
習
っ
て
救
護
団
体
博
愛
社
の
設
立
を
訴

え
、
自
ら
そ
の
先
頭
に
立
ち
、
戦
地
熊
本
ま
で
赴
き
直
接
熾
仁
親
王

に
願
い
出
た
。

博
愛
社
の
設
立
請
願
書
は
当
初
、
右
大
臣
岩
倉
具
視
あ
て
に
明
治

一
〇
年
四
月
六
日
付
け
で
提
出
さ
れ
た
。
本
来
な
ら
ば
太
政
大
臣
三

条
実
美
に
提
出
す
べ
き
で
あ
る
が
、
当
時
、
明
治
天
皇
及
び
明
治
政

府
の
要
人
は
、
明
治
一
〇
年
一
月
三
〇
日
に
行
わ
れ
る
、
明
治
天
皇

の
父
で
あ
る
孝
明
天
皇
崩
御
か
ら
の
「
十
年
式
年
御
親
祭
」
の
た
め

に
京
都
を
訪
れ
て
い
た
。
二
月
に
西
南
戦
争
が
勃
発
し
た
た
め
そ
の

ま
ま
京
都
に
止
ま
り
、
西
南
戦
争
の
対
応
は
行
在
所
で
行
い
、
通
常

の
政
務
は
東
京
の
岩
倉
具
視
（
摂
政
）
が
行
う
こ
と
と
な
り
、
重
要
事

項
の
決
定
は
京
都
滞
在
の
太
政
大
臣
三
条
実
美
に
知
ら
せ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

佐
野
常
民
と
一
緒
に
発
起
人
と
な
っ
た
大
給
恒
は
、
逆
徒
で
あ
っ

て
も
同
じ
人
間
と
し
て
助
け
る
の
は
当
然
と
考
え
、
す
ぐ
に
許
可
が

下
り
る
と
思
っ
て
い
た
が
、
願
い
が
聞
き
届
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ

れ
で
、
佐
野
が
四
月
十
二
日
に
横
浜
を
出
発
し
、
九
州
に
向
か
っ
た

の
で
あ
る
。

最
初
の
博
愛
社
設
立
請
願
書
は
、
明
治
政
府
の
留
守
を
預
か
っ
て

い
る
右
大
臣
岩
倉
具
視
が
、
同
じ
く
陸
軍
卿
の
留
守
を
預
か
っ
て
い

る
、
陸
軍
卿
山
縣
有
朋
代
理
陸
軍
中
将
西
郷
従
道
に
相
談
し
、「
善
美

な
こ
と
だ
が
戦
地
が
混
乱
す
る
、
陛
下
が
す
べ
て
を
熾
仁
親
王
に
任

せ
ら
れ
て
い
る
。
戦
争
が
終
わ
っ
て
か
ら
は
地
方
の
問
題
で
あ
る
。」

（
二
月
一
九
日
付
け
岩
倉
あ
て
の
西
郷
従
道
の
意
見
書
参
考
・
国
立
国
会
図
書

館
蔵
）
な
ど
の
理
由
か
ら
、
正
式
に
は
四
月
二
三
日
に
却
下
さ
れ
た
。

分
か
り
や
す
く
言
う
と
、
勝
敗
が
全
く
分
か
ら
な
い
状
況
で
は
、
留

守
を
預
か
る
立
場
か
ら
、
勝
手
に
許
可
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
で
、「
直
接
お
願
い
し
て
み
た
ら
」（
読
売
新
聞
・
大
給
恒
の
談
）

と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

平
成
二
六
年
（
二
〇
一
四
年
）
二
月
、
西
南
戦
争
時
に
岩
倉
具
視
が

使
っ
た
暗
号
表
等
重
要
文
化
財
級
数
万
点
が
発
見
さ
れ
た
と
き
、
そ

の
中
に
佐
野
か
ら
岩
倉
あ
て
の
書
状
が
含
ま
れ
て
お
り
、「
佐
野
常
民

は
、
四
月
一
五
日
に
京
都
で
三
条
実
美
に
会
っ
て
岩
倉
具
視
の
書
状

を
渡
し
、
博
愛
社
設
立
に
つ
い
て
委
細
を
申
し
上
げ
る
機
会
が
与
え

ら
れ
た
。
四
月
二
五
日
に
神
戸
を
出
発
し
た
。
岩
倉
の
書
状
は
神
風

連
の
乱
の
後
処
理
の
件
だ
っ
た
」
と
、
筆
者
は
京
都
新
聞
社
の
記
者

か
ら
直
接
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

佐
野
常
民
は
、
熊
本
に
赴
く
前
に
京
都
滞
在
の
三
条
実
美
に
会
い
、

博
愛
社
設
立
の
詳
細
を
説
明
し
、
佐
賀
に
四
月
二
九
日
に
到
着
。
五

月
一
日
に
佐
賀
を
出
発
し
同
日
の
う
ち
に
熊
本
城
を
訪
れ
た
。
征
討

総
督
の
本
営
で
あ
る
熊
本
洋
学
校
教
師
館
に
着
い
た
の
は
、
夕
刻
で

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

日
赤
の
社
史
稿
で
は
、「
五
月
一
日
に
博
愛
社
設
立
許
可
の
台
命
が

下
さ
れ
」、「
五
月
三
日
に
允
許
を
得
た
り
」
と
あ
る
が
、

熾
仁
親
王
日
記
に
は
、

五
月
二
日
、
議
官
佐
野
常
民
来
営
、
葡
萄
酒
五
瓶
到
来
之
事
。

五
月
三
日
、
午
後
一
二
時
三
〇
分
発
馬
、
水
前
寺
、
夫
ヨ
リ

砂
取
村
細
川
護
久
邸
江
行
向
、
庭
中
散
歩
、
午
後
五
時
一

〇
分
帰
営
之
事
。
佐
野
・
大
給
両
議
官
発
起
博
愛
社

設
立
願
書
之
儀
二
付
、
聞
届
之
上
、
西
京
太
政
大
臣

江
右
ノ
趣
乃
届
之
事
。

五
月
四
日
、
議
官
佐
野
常
民
明
日
ヨ
リ
佐
賀
表
江
出
行
二
付

来
営
面
謁
之
事
。

と
あ
り
、
佐
野
常
民
が
殿
下
に
拝
謁
し
た
の
は
五
月
四
日
だ
け
し

か
確
認
で
き
な
い
。

あ
り
え
な
い
話
で
あ
る
。
佐
野
常
民
が
懇
意
に
し
て
も
ら
っ
て
い

る
熾
仁
親
王
と
、
佐
賀
へ
行
く
前
に
し
か
会
わ
な
い
の
は
不
自
然
で

あ
る
。
政
府
軍
は
四
月
二
〇
日
に
、
関
ヶ
原
の
戦
い
以
降
最
大
の
戦

い
と
云
わ
れ
る
城
東
会
戦
で
、
益
城
町
の
木
山
城
跡
地
を
本
営
と
す

る
薩
軍
と
の
戦
い
に
勝
利
し
た
。
戦
況
か
ら
考
え
る
と
、
熊
本
城
下

か
ら
薩
軍
の
姿
が
消
え
、
こ
れ
か
ら
人
吉
方
面
に
薩
軍
を
追
撃
す
る

た
め
、
山
縣
有
朋
や
小
沢
武
雄
が
、
五
月
一
日
に
総
督
本
営
を
訪
れ

て
い
た
。
そ
こ
に
佐
野
常
民
が
現
れ
博
愛
社
設
立
を
訴
え
た
。
こ
れ

ま
で
戦
傷
病
者
の
慰
問
を
第
一
に
お
考
え
に
な
っ
て
お
ら
れ
た
熾
仁

親
王
は
、
佐
野
常
民
に
お
会
い
に
な
り
、
皇
室
と
同
じ
博
愛
精
神
に

触
れ
大
変
喜
ば
れ
、
即
日
博
愛
社
設
立
許
可
の
命
令
を
下
し
た
。

五
月
一
日
と
五
月
二
日
に
、
殿
下
は
佐
野
常
民
か
ら
博
愛
社
設
立

の
趣
旨
と
そ
の
活
動
に
つ
い
て
話
を
十
分
お
聞
き
に
な
っ
た
は
ず
で

あ
り
、
今
後
の
救
護
活
動
に
安
堵
さ
れ
、
五
月
三
日
の
細
川
邸
の
散
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歩
に
繋
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
い
ろ
い
ろ
と
東
京
で
の
積
も
る
話

も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
二
月
一
九
日
に
陛
下
か
ら
征
討
総
督
に
任

命
さ
れ
て
以
来
、
こ
れ
が
初
め
て
の
休
息
の
ひ
と
時
と
な
っ
た
。

佐
野
常
民
は
、
熊
本
県
の
罫
紙
を
借
り
、
博
愛
社
設
立
請
願
書
を

熾
仁
親
王
あ
て
に
書
き
改
め
征
討
総
督
に
届
け
、
五
月
三
日
に
書
類

上
の
許
可
を
得
た
の
で
あ
る
。

博
愛
社
設
立
の
允
許
状
を
得
た
佐
野
常
民
は
、
早
速
佐
賀
に
帰
り

資
金
を
調
達
し
、
救
護
員
を
雇
い
、
熊
本
に
帰
る
と
軍
医
監
林
紀
（
は

や
し
つ
な
）
と
博
愛
社
の
標
章
や
活
動
条
件
を
話
し
合
い
、
熾
仁
親
王

に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
佐
賀
か
ら
の
救
護
員
受
け
入
れ
の
た
め
に

奔
走
し
た
。
五
月
二
七
日
か
ら
博
愛
社
の
救
護
活
動
は
始
ま
っ
た
が
、

佐
野
常
民
は
六
月
二
日
に
は
、
博
愛
社
請
願
書
、
博
愛
社
々
則
及
び

趣
意
書
を
そ
れ
ぞ
れ
城
下
で
活
版
印
刷
し
、
そ
の
う
ち
十
部
を
富
岡

熊
本
権
令
に
提
出
し
協
力
を
求
め
た
。

趣
意
書
に
は
次
の
通
り
と
印
刷
さ
れ
て
い
た
。

『
余
輩
此
惨
烈
ナ
ル
戦
時
に
當
（
あ
た
）
リ 

聊
（
い
さ
さ
）
カ 
報

國
慈
愛
ノ
義 

務
ヲ
取
ラ
ン
ト
欲
シ 

別
紙
ノ
通 

征
討
総
督
本
営

ニ
願
ヒ
出
デ
シ
所 

速
カ
ニ 

其
許
可
ヲ
得
タ
リ 

由
テ
四
方
ノ
君

子 

右
ノ
主
旨
ト
衷
（
ち
ゅ
う
）
情
ト
ヲ
洞
察 

シ 

厚
ク
協
参
ア
ラ

ン
コ
ト
ヲ
冀
フ 

明
治
十
年
五
月 

大
給 

恒 

佐
野
常
民
』

写真 10　初代社長　佐野常民
日本赤十字社蔵

佐
野
常
民
は
、
熊
本
博
愛
社
を
本
部
と
し
て
奔
走
し
て
い
た
。
つ

ま
り
、
征
討
総
督
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
を
中
心
と
し
て
、
熊
本
藩
主

細
川
護
久
、
熊
本
県
権
令
富
岡
敬
明
、
並
び
に
軍
医
医
監
た
ち
の
協

力
を
得
て
組
織
を
作
り
、
活
動
を
広
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

日
赤
本
社
の
史
料
（
熊
本
博
愛
社
日
誌
）
に
は
次
の
記
録
が
残
さ
れ
て

い
る
。

下
官
儀
本
日
此
表
発
程
致
帰
京
候
二
付
博
愛
社
関
係
ノ
事
件

戸
田
書
記
官
へ
委
託
致
置
候
間
向
後
同
人
ヨ
リ
可
及

御
引
合
候
此
段
及
仰
照
會
候
也

　

明
治
十
年
六
月
十
四
日

総
督
本
営　

軍
團
病
院　

熊
本
縣
廰　

鬼
塚
通
理（
細
川
家
代
理
）

　
　

右
各
通

　
　
　
　

社
員
名
簿

　
　
　
　
　
　
　

議
官　

大
給　

恒

　
　
　
　
　
　
　

同　
　

佐
野
常
民

　
　
　
　
　

書
記
官　
　

戸
田
秋
成

　
　
　
　
　

軍
医
總
監　

松
本　

順

　
　
　
　
　

軍
医
監　
　

林　
　

紀

　
　
　
　
　

同　
　
　
　

池
田
謙
齋

　
　
　
　
　

軍
医
監　
　

緒
方
惟
準

　
　
　
　
　

同　
　
　
　

石
黒
忠
悳

　
　
　
　
　

検
事　
　
　

杉
本
芳
熙

　
　
　
　
　

權
令　
　
　

冨
岡
敬
明　

 

（
以
下
、
収
入
支
出
等
資
料
省
略
）

創
業
時
の
博
愛
社
の
社
員
に
は
、
西
南
戦
争
前
に
長
崎
医
大
、
大

阪
医
大
、東
京
医
大
の
基
礎
を
築
い
た
軍
医
た
ち
が
名
を
連
ね
て
い
る
。

佐
野
常
民
は
、
熾
仁
親
王
の
下
に
い
た
書
記
官
戸
田
秋
成
に
博
愛

社
の
事
務
を
引
き
継
ぎ
、
次
の
活
動
拠
点
で
あ
る
長
崎
へ
移
動
し
て

行
っ
た
。
長
崎
で
は
軍
医
監
緒お

方が
た

惟こ
れ

準よ
し

の
協
力
を
得
て
、
博
愛
社
救

護
所
を
開
設
し
活
動
を
続
け
た
。

征
討
総
督
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
が
、
約
三
カ
月
間
総
督
本
営
と
し

て
宿
営
さ
れ
た
「
熊
本
洋
学
校
教
師
ジ
ェ
ー
ン
ズ
邸
」。
こ
の
建
物
を

舞
台
と
し
て
博
愛
社
が
設
立
さ
れ
活
動
が
開
始
さ
れ
た
。
六
月
二
三

日
に
東
京
で
は
、
大
給
恒
ら
に
よ
っ
て
博
愛
社
の
本
部
が
設
置
さ
れ

る
が
、
少
な
く
と
も
熾
仁
親
王
が
熊
本
を
離
れ
鹿
児
島
に
向
か
わ
れ

た
七
月
二
四
日
ま
で
は
、
こ
の
ジ
ェ
ー
ン
ズ
邸
が
博
愛
社
の
中
心
的

存
在
で
あ
っ
た
。

博
愛
社
の
救
護
員
は
、
熊
本
、
長
崎
、
人
吉
、
八
代
、
水
俣
、
鹿
児
島
、

宮
崎
へ
と
派
遣
さ
れ
、
熊
本
博
愛
社
の
事
務
は
熊
本
県
権
令
に
引
き

継
が
れ
、
一
〇
月
三
一
日
ま
で
活
動
を
続
け
た
。

Ⅵ　

ジ
ェ
ー
ン
ズ
邸
に
つ
い
て
思
う
こ
と

そ
の
昔
こ
の
建
物
は
古
城
跡
に
あ
っ
て
、
県
庁
、
熊
本
洋
学
校
、

熊
本
医
学
校
な
ど
と
と
も
に
輝
い
て
い
た
。
横
井
時
雄
や
海
老
名
弾

正
が
キ
リ
ス
ト
教
を
身
に
つ
け
た
建
物
で
あ
り
、
札
幌
の
時
計
台
と

と
も
に
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
発
祥
を
象
徴
す
る
建
物
で
あ
る
。
そ
れ

か
ら
数
年
後
の
西
南
戦
争
で
は
政
府
軍
の
本
営
と
な
り
、
征
討
総
督

有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
殿
下
が
佐
野
常
民
に
、
日
本
赤
十
字
社
の
前
身

で
あ
る
博
愛
社
の
設
立
許
可
を
与
え
た
舞
台
と
な
り
、
日
本
赤
十
字
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社
発
祥
の
記
念
す
べ
き
建
物
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
熊
本
洋
学
校

教
師
ジ
ェ
ー
ン
ズ
邸
は
、
明
治
初
期
の
息
吹
を
今
に
伝
え
る
重
要
な

歴
史
遺
産
で
あ
り
、
熊
本
県
内
で
現
存
す
る
最
古
の
洋
風
建
築
で
も

あ
る
。

ジ
ェ
ー
ン
ズ
邸
の
二
階
南
側
の
部
屋
に
展
示
し
て
あ
る
「
熾
仁
親

王
の
御
写
真
」
と
「
博
愛
社
設
立
許
可
の
図
」
が
、
敵
味
方
の
別
な
く

救
護
す
る
「
博
愛
社
」
の
設
立
を
語
り
続
け
て
い
る
。
国
際
機
関
の
一

員
で
あ
る
日
本
赤
十
字
社
が
、
西
南
戦
争
の
と
き
に
熊
本
で
誕
生
し

た
こ
と
を
記
憶
に
残
し
、
世
界
共
通
の
価
値
観
で
あ
る
「
人
道
」
を
心

に
刻
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

写真 11　日赤 100周年記念モニュメント「愛の手とこしえに」

Ⅰ　
は
じ
め
に

二
〇
二
三
年
は
関
東
大
震
災
か
ら
一
〇
〇
年
で
あ
る
。
当
時
、
発

災
前
年
に
発
足
し
た
東
京
、
神
奈
川
の
少
年
赤
十
字
団
の
こ
ど
も
た

ち
は
、
避
難
所
運
営
の
補
助
、
道
路
の
障
害
物
除
去
な
ど
の
救
援
・

救
護
に
あ
た
っ
た
。
ま
た
他
地
域
の
少
年
赤
十
字
団
は
、
物
資
の
不

足
に
対
応
す
る
た
め
に
近
隣
へ
の
物
資
の
募
集
、
バ
ザ
ー
や
映
画
の

上
映
会
な
ど
を
企
画
し
、
自
ら
作
っ
た
野
菜
や
採
取
し
た
魚
貝
を
売

る
な
ど
し
て
金
品
を
獲
得
し
た
団
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
の

Ｊ
Ｒ
Ｃ
（Junior Red Cross

）
か
ら
は
、
被
災
し
た
こ
ど
も
た
ち
に
対
し

て
雑
貨
な
ど
が
送
ら
れ
た

１

。

現
在
も
戦
争
や
災
害
な
ど
に
よ
っ
て
日
常
を
奪
わ
れ
た
数
え
き
れ

な
い
人
々
の
窮
地
に
対
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
道
支
援
が
行
な
わ
れ
て

い
る
。
時
代
は
変
わ
っ
て
も
こ
ど
も
た
ち
が
他
者
を
思
い
、
自
分
を

奮
い
立
た
せ
自
ら
に
で
き
る
こ
と
は
な
い
か
と
行
動
す
る
そ
の
姿
勢

に
、
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
人
間
が
心
を
動
か
さ
れ
、
勇
気
づ
け
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
九
二
二
年
に
発
足
し
た
日
本
で
の
Ｊ
Ｒ
Ｃ
で
あ
る
少
年
赤
十
字

は
、
対
象
年
齢
の
変
更
な
ど
を
ふ
ま
え
、
現
在
は
青
少
年
赤
十
字
に

訳
を
改
め
て
い
る
。
青
少
年
赤
十
字
の
態
度
目
標
は
「
気
づ
き
、
考
え
、

実
行
す
る
」
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
文
部
科
学
省
が
定
め
る
学
習
指
導

要
領
の
な
か
で
求
め
て
い
る
「
生
き
る
力
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

日
本
の
Ｊ
Ｒ
Ｃ
の
礎

増
田
京
子

社
会
福
祉
士
事
務
所
ひ
ま
わ
り

―
発
足
当
時
の
少
年
赤
十
字
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ま
で
日
本
の
Ｊ
Ｒ
Ｃ
は
、
発
足
か
ら
一
貫
し
て
学
校
教
育
活
動
の
な

か
で
展
開
し
て
き
た
も
の
の
、
現
在
こ
の
方
法
で
の
継
続
が
危
ぶ
ま

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
公
教
育
の
な
か
で
一
〇
〇
余
年
に
も
わ

た
り
、
一
民
間
団
体
の
取
り
組
み
を
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。

こ
れ
ま
で
も
日
本
の
Ｊ
Ｒ
Ｃ
の
史
実
は
、
教
育
史
に
も
福
祉
史
に
も

十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

筆
者
は
、
日
本
の
Ｊ
Ｒ
Ｃ
の
史
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
今

後
の
日
本
の
Ｊ
Ｒ
Ｃ
の
在
り
方
と
と
も
に
「
生
き
る
力
」
を
育
む
全
こ

ど
も
た
ち
の
た
め
に
、
学
校
と
様
々
な
分
野
が
協
働
す
る
こ
と
へ
の

視
座
を
得
ら
れ
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
本
論
で
は
、
拙
稿
「
日
本

に
お
け
る
Ｊ
Ｒ
Ｃ
（Junior Red Cross

）
の
歴
史
的
展
開
に
関
す
る
考
察

―
草
創
期
に
焦
点
を
あ
て
て
―
」（
二
〇
一
九
年
三
月
日
本
福
祉
大
学
大
学

院
社
会
福
祉
学
研
究
科
修
士
論
文
）
を
も
と
に
、
発
足
当
時
の
少
年
赤
十

字
の
史
実
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

Ⅱ　

日
本
の
Ｊ
Ｒ
Ｃ
の
誕
生

本
誌
既
号
で
す
で
に
井
上
が
論
じ
て
い
る
が

２

、
日
本
赤
十
字
社

嘱
託 

蜷
川
新
に
よ
る
国
際
連
盟
規
約
第
二
五
条
の
提
唱
な
し
に
は
各

国
に
Ｊ
Ｒ
Ｃ
が
誕
生
し
な
か
っ
た
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い

３

。

一
九
二
〇
年
三
月
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
開
催
さ
れ
た
第
一
回
赤
十
字

社
連
盟
総
会
に
お
い
て
、
各
国
赤
十
字
が
平
時
事
業
と
し
て
①
訪
問

看
護
婦
を
お
く
こ
と
、
②
国
民
一
般
に
衛
生
教
育
を
行
う
こ
と
、
③

少
年
赤
十
字
を
設
置
す
る
こ
と
の
三
点
を
決
議
し
た
。
翌
年
三
月
に

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
開
催
さ
れ
た
第
二
回
赤
十
字
社
連
盟
総
会
で
は
Ｊ
Ｒ

Ｃ
大
綱
が
決
議
さ
れ
、
各
国
は
Ｊ
Ｒ
Ｃ
の
創
設
に
あ
た
っ
た

４

。

日
本
赤
十
字
社
は
一
九
二
一
年
五
月
、
本
社
規
則
を
改
正
し
新
た

に
設
置
し
た
調
査
部
に
て
、
少
年
赤
十
字
の
事
業
創
設
に
向
け
た
準

備
を
開
始
し
た
。
赤
十
字
連
盟
が
示
す
学
校
教
育
の
な
か
で
広
め
る

こ
と
を
順
守
す
る
た
め
に
、
当
時
の
第
五
代
日
本
赤
十
字
社
社
長
平

山
成
信
は
自
ら
文
部
省
に
出
向
き
、
少
年
赤
十
字
結
成
の
趣
旨
・
目

的
に
関
す
る
意
見
交
換
を
し
た
。
平
山
は
日
本
赤
十
字
社
の
前
身
博

愛
社
創
設
か
ら
尽
力
し
、
外
務
省
勤
務
、
帝
国
女
子
専
門
学
校
（
相
模

原
女
子
大
学
の
前
身
）
の
創
設
な
ど
国
内
外
に
も
精
通
し
た
人
物
で
も

あ
る
。
文
部
省
は
総
じ
て
国
民
教
育
に
も
た
ら
す
影
響
は
良
好
で
あ

る
と
判
断
し
、
文
部
省
に
も
理
解
さ
れ
た
う
え
で
一
九
二
二
年
五
月

五
日
に
「
日
本
赤
十
字
社
少
年
赤
十
字
の
実
施
に
関
す
る
件
」
を
各
支

部
に
通
達
、正
式
に
発
足
し
た
。
当
時
は
そ
の
対
象
を
尋
常
小
学
校
五
、

六
学
年
の
児
童
及
び
高
等
小
学
校
の
児
童
と
定
め
た

５

。
一
九
二
六
年

三
月
に
発
行
さ
れ
た
『
少
年
赤
十
字
の
栞
』
に
は
、
そ
の
目
的
を
「
赤

十
字
博
愛
精
神
の
養
成
、
健
康
の
保
全
及
増
進
、
良
国
民
た
る
の
理

解
及
体
得
（
原
文
の
ま
ま
）」 

と
簡
潔
に
示
し
て
い
る
。

Ⅲ　

戦
前
の
少
年
赤
十
字
活
動

各
支
部
に
実
施
が
通
達
さ
れ
た
同
日
、
滋
賀
県
の
守
山
尋
常
高
等

小
学
校
（
守
山
市
立
守
山
小
学
校
の
前
身
）
に
お
い
て
、
日
本
で
最
初
の

少
年
赤
十
字
団
の
結
団
式
が
行
わ
れ
た

６

。
し
か
し
、
少
年
赤
十
字
の

組
織
化
の
は
じ
ま
り
が
滋
賀
県
で
あ
り
、
滋
賀
支
部
の
あ
る
大
津
か

ら
離
れ
た
守
山
で
あ
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
日
本
赤
十
字
社
が
通
達
し

た
そ
の
日
に
結
団
式
が
で
き
た
の
か
と
不
明
瞭
な
点
も
多
い
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
今
後
の
筆
者
の
課
題
で
は
あ
る
も
の
の
、
以
後
、
福

島
県
、
埼
玉
県
、
秋
田
県
を
は
じ
め
、
一
九
二
五
年
に
は
全
国
三
八

支
部
が
結
成
し
、
全
国
二
、五
六
四
団
、
団
員
数
六
二
〇
、三
五
〇
名

に
も
及
ん
だ
こ
と
か
ら
も
、
滋
賀
県
が
少
年
赤
十
字
活
動
の
基
点
と

な
っ
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い

７

。

既
述
の
少
年
赤
十
字
の
二
つ
の
目
的
に
あ
わ
せ
、
そ
の
内
容
に
つ

い
て
概
説
す
る
。

⑴
赤
十
字
博
愛
精
神
の
養
成

赤
十
字
の
博
愛
の
精
神
は
、
創
設
者
ジ
ャ
ン
・
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ

ナ
ン
（
一
八
二
八
―
一
九
一
〇
）
が
一
八
五
九
年
六
月
イ
タ
リ
ア
統
一
戦

争
の
最
中
、
ソ
ル
フ
ェ
リ
ー
ノ
で
目
に
し
た
惨
状
に
対
し
、
傷
つ
い

た
人
を
救
う
こ
と
に
敵
も
味
方
も
な
い
と
近
隣
の
人
た
ち
と
共
に
昼

夜
を
問
わ
ず
看
病
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
後
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約

と
し
て
広
く
国
際
社
会
に
浸
透
す
る
が
、
日
本
で
は
デ
ュ
ナ
ン
に
共

鳴
し
た
佐
野
常
民
が
日
本
赤
十
字
社
の
前
身
を
博
愛
社
と
命
名
し
た

こ
と
か
ら
、
長
年
に
わ
た
り
「
博
愛
」
が
使
わ
れ
て
き
た
。
現
在
で
は
、

国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
の
基
本
原
則
に
従
い
「
人
道
」
が
一
般
化

さ
れ
、
日
本
赤
十
字
社
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
状
況
下
に
お
い
て
、
人
間

の
い
の
ち
と
健
康
、
尊
厳
を
守
る
こ
と
を
第
一
と
し
、
苦
痛
の
予
防

と
軽
減
に
努
め
る
こ
と
を
そ
の
使
命
と
し
て
い
る
。

少
年
赤
十
字
発
足
当
時
、
こ
ど
も
た
ち
に
こ
う
し
た
赤
十
字
の
精

神
を
伝
え
る
方
法
と
し
て
、
日
本
の
学
校
教
育
活
動
を
と
お
し
て
体

現
的
に
行
っ
た
こ
と
、
赤
十
字
の
国
際
的
組
織
を
あ
げ
て
行
っ
た
国

際
親
善
の
二
点
を
あ
げ
た
い
。

①
学
校
教
育
活
動

発
足
当
時
は
大
正
新
教
育
が
叫
ば
れ
、
旧
教
育
の
在
り
方
に
疑
問

を
呈
す
る
教
育
現
場
の
流
れ
が
あ
っ
た
。
一
九
二
六
年
に
東
京
で
開

催
さ
れ
た
第
二
回
東
洋
赤
十
字
会
議
に
お
け
る
決
議
事
項
に
は
「
少

年
赤
十
字
の
組
織
は
之
を
学
校
に
限
定
し
、（
以
下
略
）」８ 

と
あ
り
、

少
年
赤
十
字
の
精
神
を
広
め
る
た
め
に
は
、
学
校
教
育
を
と
お
し
て

行
う
こ
と
が
得
策
と
の
考
え
を
よ
り
強
調
し
た
か
っ
た
と
も
考
え
ら
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れ
る
。
さ
ら
に
教
科
教
育
、
学
校
行
事
の
中
で
も
少
年
赤
十
字
が
そ

の
効
果
が
十
分
に
は
か
れ
る
よ
う
に
、
本
社
を
は
じ
め
、
各
支
部
に

お
い
て
も
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
。
特
に
、
当
時
は
少
年
赤
十
字

団
と
し
て
の
行
事
と
各
教
科
の
関
係
性
に
つ
い
て
調
査
分
析
し
た「
少

年
赤
十
字
教
範
」
に
基
づ
き
、
地
域
性
な
ど
の
学
校
の
特
色
を
加
味

し
た
上
で
、
団
の
事
業
や
行
事
を
示
し
た
「
少
年
赤
十
字
実
行
プ
ロ

グ
ラ
ム
」
の
作
成
を
支
部
、
団
に
推
奨
し
て
い
た
。
日
本
で
初
め
て

少
年
赤
十
字
団
が
結
成
さ
れ
た
滋
賀
支
部
の
少
年
赤
十
字
教
範
と
実

践
歴
が
日
本
赤
十
字
社
の
社
史
稿
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
作
成
に
関

し
、
以
下
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

「
同
支
部
で
は
大
正
十
五
年
一
月
、
県
下
全
部
の
郡
視
学
や

各
部
に
三
〇
余
人
の
団
長
を
嘱
託
し
て
、
小
学
校
教
育
と
少
年

赤
十
字
と
の
関
係
、
特
に
直
接
各
教
科
と
の
関
係
に
つ
い
て
研

究
し
た
。
委
員
は
本
社
の
提
示
し
た
少
年
赤
十
字
の
趣
旨
と
事

業
概
要
と
を
基
準
に
し
て
、
公
民
と
し
て
の
基
礎
教
養
と
、
衛

生
保
健
と
博
愛
奉
仕
の
精
神
か
ん
養
と
を
主
眼
と
し
て
教
範

に
実
行
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
編
成
し
、
七
月
末
に
こ
れ
を
完
了
し

た
。」９

さ
ら
に
滋
賀
支
部
の
取
り
組
み
は
、
一
九
二
六
年
発
行
の
静
岡
県

教
育
委
員
会
の
機
関
紙
に
も
以
下
の
よ
う
な
記
載
が
あ
り
、
静
岡
支

部
の
運
用
の
手
本
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

「
少
年
赤
十
字
は
学
校
教
育
と
相
絡
み
て
、
其
の
成
績
を　

ぐ
る
と
こ
ろ
に
最
も
妙
味
が
あ
る
の
で
、
左
記
は
少
年
赤
十
字

の
最
も
発
達
し
て
居
る
、
滋
賀
県
の
最
も
善
い
と
評
判
の
野
洲

郡
へ
高
洲
主
事
が
出
張
の
節
、
参
考
の
為
、
持
つ
て
帰
つ
た
同

郡
内
の
各
団
で
実
施
し
て
居
る
修
身
教
授
と
の　

絡
及
之
が
取

扱
方
法
で
あ
る　

運
用
上
の
参
考
と
す
る
。」10

「
少
年
赤
十
字
教
範
」
は
、
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
（
一
八
五
九
―

一
九
五
二
）
の
思
想
に
影
響
を
受
け
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
一
九
一
九

年
、
デ
ュ
ー
イ
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
お
い
て
親
交
の
あ
っ
た
新
渡

戸
稲
造
、
渋
沢
栄
一
な
ど
の
招
き
に
よ
り
来
日
し
、
東
京
帝
国
大
学

に
お
い
て
講
演
を
行
っ
て
い
る 

。
日
本
赤
十
字
社
と
デ
ュ
ー
イ
の
直

接
的
な
接
点
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
大
正
新
教
育
を
語

る
上
で
、
多
く
の
研
究
者
が
デ
ュ
ー
イ
を
取
り
上
げ
て
お
り
、
大
正

新
教
育
が
私
立
学
校
や
師
範
学
校
か
ら
発
展
し
て
い
っ
た
歴
史
を
考

慮
す
る
な
か
で
も
、
公
立
小
学
校
の
少
年
赤
十
字
団
の
教
師
た
ち
は
、

経
験
的
な
学
習
や
教
科
横
断
的
な
学
習
に
つ
い
て
興
味
を
も
っ
た
こ

と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
今
日
的
な
視
点
に
立
っ
て
も
、
デ
ュ
ー
イ

の
教
科
横
断
的
な
学
習
は
、
一
九
九
九
年
に
導
入
さ
れ
た
文
部
科
学

省
・
学
習
指
導
要
領
「
総
合
的
な
学
習
」
の
な
か
に
も
み
る
こ
と
が
で

き
、
今
日
の
学
校
教
育
現
場
の
な
か
で
も
行
わ
れ
て
い
る
。
デ
ュ
ー

イ
は
、「
教
育
の
出
発
点
は
児
童
に
あ
り
、
教
育
の
過
渡
の
橋
は
学
校

に
あ
り
、
教
育
の
最
終
点
は
社
会
に
あ
る
。
教
育
の
最
終
点
（
社
会
）

は
教
育
の
目
的
で
も
あ
る
。」11

と
述
べ
て
お
り
、
少
年
赤
十
字
を
学

校
教
育
活
動
で
行
う
こ
と
の
重
要
性
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
っ
た
と

も
い
え
る
。

②
国
際
親
善

赤
十
字
の
国
際
性
を
生
か
し
た
こ
ど
も
た
ち
の
活
動
が
国
際
通

信
交
換
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
業
は
、
第
二
回
赤
十
字
社
連
盟
総
会

で
決
定
さ
れ

12

、
赤
十
字
社
連
盟
に
よ
る
仲
介
・
あ
っ
せ
ん
の
も
と
、 

一
九
二
四
年
か
ら
一
九
四
三
年
に
わ
た
り
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
の
べ

五
一
二
か
国
、
発
信
数
一
四
、五
七
五
回
、
受
信
数
一
四
、五
二
四
回

行
わ
れ
た

13

。
当
時
の
新
聞
記
事
か
ら
は
手
紙
だ
け
で
な
く
、
人
形

の
交
換
が
よ
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
日
本
の
少
年

赤
十
字
が
諸
外
国
に
人
形
を
送
る
際
、
日
本
の
四
季
の
服
装
や
手
回

り
の
調
度
品
も
携
え
る
こ
と
で
、
日
本
の
生
活
実
態
を
理
解
し
て
も

ら
う
と
い
っ
た
配
慮
も
な
さ
れ
た
。
さ
ら
に
人
形
に
着
せ
る
服
や
調

度
品
を
上
級
学
校
や
上
級
学
年
の
少
年
赤
十
字
団
員
が
作
る
こ
と
で

年
齢
を
超
え
た
つ
な
が
り
を
も
た
ら
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

ほ
か
に
、
花
の
種
、
学
芸
品
の
交
換
、
玩
具
な
ど
も
少
年
赤
十
字

団
員
か
ら
の
寄
贈
を
募
っ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る

14

。
二
〇
〇
一
年
六
月
、
京
都
府
乙
訓
郡
大
山
崎
町
立
大
山
崎
小
学
校

に
お
い
て
、
一
九
三
四
年
に
ア
メ
リ
カ
・
オ
ハ
イ
オ
州
の
学
校
か
ら

送
付
さ
れ
た
ア
ル
バ
ム
が
発
見
さ
れ
た
。
枡
居
も
指
摘
し
て
い
る
が
、

添
え
ら
れ
た
手
紙
の
書
き
出
し
は
、「D

ear Friends

」
か
ら
始
ま
っ
て

お
り
、
同
じ
Ｊ
Ｒ
Ｃ
の
仲
間
と
し
て
相
互
に
認
め
合
っ
て
い
る
表
わ

れ
と
も
受
け
取
れ
る

15

。

さ
ら
に
加
盟
国
同
士
の
横
の
つ
な
が
り
を
意
識
さ
せ
た
出
来
事

と
し
て
、
国
際
放
送
が
あ
げ
ら
れ
る
。
一
九
三
五
年
一
〇
月
三
一

日
、
日
本
、
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
、
カ
ナ

ダ
、
イ
ギ
リ
ス
の
代
表
者
が
、
日
頃
の
少
年
赤
十
字
活
動
に
つ
い
て

発
表
し
た
。
日
本
で
は
、東
京
支
部
愛
日
少
年
赤
十
字
団
員
が
発
表
し
、

そ
の
内
容
を
第
六
代
社
長
徳
川
家
達
が
英
訳
し
世
界
へ
と
発
信
さ
れ

た
16

。こ
の
他
に
社
長
の
平
山
、
そ
し
て
平
山
の
意
を
受
け
継
い
だ
徳
川

家
達
と
い
う
二
人
の
国
際
感
覚
の
あ
る
社
長
が
と
も
に
国
際
会
議
を

日
本
で
行
っ
た
。
こ
う
し
た
機
会
や
展
覧
会
へ
の
出
展
な
ど
を
と
お

し
て
、
こ
ど
も
た
ち
は
直
接
、
海
外
の
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。



日本のＪＲＣの礎　198199　人道研究ジャーナルvol.13　 日本のＪＲＣの礎　198赤十字と博物館特集4 ボランティアの力トップ

⑵
健
康
の
保
全
及
増
進

既
述
の
教
育
活
動
に
お
い
て
も
健
康
に
対
す
る
教
育
が
行
な
わ
れ

て
い
た
が
、
当
時
は
日
本
赤
十
字
社
の
特
色
を
生
か
し
、
少
年
赤
十

字
を
支
え
た
三
つ
の
取
り
組
み
が
あ
っ
た
。

①
児
童
養
護
講
習
会

一
九
二
二
（
大
正
一
一
）
年
六
月
一
六
日
東
京
朝
日
新
聞
朝
刊
に
、

東
京
支
部
の
少
年
赤
十
字
の
試
み
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
記
事

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

「（
中
略
）
東
京
支
部
で
は
先
づ
第
一
回
の
試
み
と
し
て
府
下

五
百
余
の
小
学
校
か
ら
百
人
乃
至
百
五
十
人
の
男
女
教
員
を
選

抜
し
こ
の
夏
休
み
を
利
用
し
て
児
童
養
護
講
習
会
を
開
く
こ
と

に
な
つ
た
。
こ
れ
は
保
健
衛
生
を
第
一
限
目
に
置
い
て
差
し
当

り
衛
生
一
般
や
栄
養
伝
染
病
な
ど
に
つ
い
て
の
常
識
か
ら
怪
我
、

火
傷
、
中
毒
、
水
溺
れ
な
ど
の
急
を
要
す
る
場
合
に
施
す
応
急

手
当
法
と
い
っ
た
よ
う
な
通
俗
的
な
こ
と
を
実
習
を
交
へ
て
行

ふ
の
だ
が
場
所
は
昨
年
東
京
府
で
虚
弱
児
童
の
林
間
学
校
を
実

施
し
た
神
代
寺
公
園
で
今
年
も
一
方
に
は
林
間
学
校
を
実
行
し
、

こ
れ
が
見
学
と
実
際
取
扱
を
兼
て
講
習
会
も
同
所
で
八
月
十
日

頃
か
ら
一
週
間
に
わ
た
つ
て
開
催
す
る
筈
で
あ
る
」

一
九
二
二
年
五
月
二
六
日
、
平
山
の
名
で
支
部
宛
に
「
児
童
養
護

に
関
す
る
講
習
会
実
施
要
領
」
を
通
知
し
た

17

。
小
学
校
教
師
や
篤

志
希
望
者
を
対
象
に
、
一
九
二
二
年
か
ら
一
九
四
一
年
ま
で
各
支
部

が
児
童
養
護
講
習
会
を
開
催
し
、
一
般
の
衛
生
講
習
会
も
合
わ
せ
約

一
、〇
〇
〇
人
以
上
が
受
講
し
た

18

。
講
習
会
の
資
料
に
よ
る
と

19

、
①

一
般
衛
生
、
②
身
体
異
常
児
の
教
養
、
③
教
授
衛
生
論
、
④
衛
生
統

計
、
⑤
学
校
衛
生
概
論
・
體
育
運
動
論
、
⑥
赤
十
字
事
業
の
要
領
、

⑦
学
校
救
急
手
当
法
な
ど
が
行
わ
れ
て
お
り
、
教
師
た
ち
は
、
学
校

衛
生
全
般
に
つ
い
て
の
知
識
、
技
術
を
深
め
た
。
⑥
⑦
に
つ
い
て
は
、

日
本
赤
十
字
社
職
員
が
担
当
し
て
い
る
も
の
の
、
②
東
京
府
の
技

師
、
③
文
部
省
学
校
衛
生
官
、
さ
ら
に
、
そ
の
ほ
か
に
つ
い
て
は
医

師
や
大
学
教
授
が
担
当
し
て
お
り
、
赤
十
字
が
率
先
し
て
こ
の
講
習

会
を
企
画
し
た
も
の
の
、
国
・
都
道
府
県
と
合
同
で
取
り
組
む
こ
と

で
、
日
本
の
こ
ど
も
た
ち
の
健
全
な
育
成
に
貢
献
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
児
童
養
護
講
習
会
自
体
は
、
現
在
の
日
本
赤
十
字
社
に

お
け
る
日
本
赤
十
字
社
救
急
法
、
幼
児
安
全
法
、
健
康
生
活
支
援
講

習
の
内
容
と
酷
似
し
て
い
る
が
、
日
本
赤
十
字
社
に
お
け
る
救
急
法

等
の
講
習
会
は
、
少
年
赤
十
字
と
と
も
に
第
一
回
赤
十
字
社
連
盟
総

会
で
の
決
議
に
よ
り
平
時
事
業
で
あ
る
一
般
衛
生
教
育
活
動
の
一
環

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
一
九
二
六
年
一
二
月
二
三
日
に
は
「
衛
生

講
習
会
実
施
要
綱
」
を
策
定
、
開
始
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
少
年

赤
十
字
に
対
す
る
赤
十
字
の
組
織
的
な
対
応
で
あ
る
こ
と
を
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る

20

。

②
学
校
看
護
婦

一
九
二
二
年
五
月
二
三
日
、
学
校
衛
生
援
助
事
業
開
始
に
あ
た
り
、

以
下
の
通
知
（
救
第
五
一
六
号
）
が
各
支
部
に
通
達
さ
れ
た

21

。

「
今
回
少
年
赤
十
字
の
施
行
に
着
手
し
学
校
と
親
密
な
関
係

を
結
ぼ
う
と
す
る
に
は
そ
の
事
業
の
一
と
し
て
在
学
児
童
の
健

康
と
保
健
を
保
護
増
進
す
る
こ
と
に
留
意
し
、
学
校
衛
生
の
援

助
を
す
る
を
適
当
で
あ
る
と
信
ず
。

学
校
衛
生
援
助
の
方
法
の
一
と
し
て
看
護
婦
を
派
出
し
て

学
校
医
を
補
助
し
、
保
健
衛
生
に
関
す
る
学
校
の
設
備
、
児
童

健
康
の
視
察
、
身
体
検
査
の
助
手
、
衣
装
の
清
潔
、
疾
患
の
予

防
に
つ
い
て
注
意
を
与
え
、
不
慮
の
傷
病
者
の
応
急
救
護
、
欠

席
、
疾
患
児
童
の
家
庭
訪
問
等
の
こ
と
に
従
わ
せ
る
こ
と
に
あ

る
。
云
々
。」

学
校
衛
生
援
助
事
業
は
、
現
在
の
学
校
保
健
衛
生
の
前
身
と
も

い
え
る
。
学
校
医
は
、
す
で
に
一
八
九
八
年
、
文
部
省
よ
り
「
公
立

学
校
ニ
学
校
医
ヲ
置
ク
ノ
件
」
な
ら
び
に
「
学
校
医
職
務
規
程
」
が
公

布
さ
れ
て
お
り
制
度
と
し
て
確
立
し
て
い
た
が
、
現
在
と
同
様
、
医

師
が
学
校
医
業
務
に
専
従
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
教
師
は
教
科

指
導
や
既
述
の
児
童
養
護
講
習
会
開
催
に
関
与
し
て
い
た
と
は
い
え
、

こ
れ
を
担
う
に
は
十
分
な
時
間
も
知
識
も
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ゆ
え
に
そ
の
役
割
を
担
っ
た
の
が
、
現
在
の
養
護
教
諭
の
前
身
で
あ

る
学
校
看
護
婦
（School N

urse

）
で
あ
っ
た
。

学
校
看
護
婦
は
、
一
八
九
三
年
、
イ
ギ
リ
ス
・
ロ
ン
ド
ン
に
お
い

て
貧
民
学
校
児
童
の
軽
症
患
者
の
看
護
を
行
っ
た
こ
と
が
そ
の
は
じ

ま
り
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
ド
イ
ツ
、
ア
メ
リ
カ
へ
と
派
生
し
、

日
本
で
は
諸
説
あ
る
も
の
の
、
一
九
〇
五
年
、
岐
阜
県
が
公
費
で
二

名
を
学
校
看
護
婦
と
し
て
雇
用
し
た
こ
と
を
は
じ
ま
り
と
さ
れ
て
い

る
。
当
時
の
日
本
は
、
日
清
戦
争
後
、
帰
還
兵
が
感
染
し
て
い
た
眼

病
の
ト
ラ
コ
ー
マ
が
瞬
く
間
に
大
流
行
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
、

学
校
看
護
婦
は
、
感
染
防
止
の
た
め
に
学
校
や
家
庭
を
ま
わ
り
、
洗

眼
を
行
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
教
育
職
員
と
し
て
、

学
校
看
護
婦
は
校
内
業
務
と
校
外
業
務
の
両
方
を
担
っ
て
い
た
。
前

者
は
、
学
校
設
備
の
衛
生
上
の
監
察
、
児
童
の
監
察
、
身
体
検
査
の

補
助
、
衛
生
教
育
の
補
助
、
学
校
給
食
の
手
伝
い
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

後
者
は
、
家
庭
訪
問
、
校
外
行
事
の
付
添
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ト

ラ
コ
ー
マ
の
大
流
行
に
よ
り
感
染
を
恐
れ
た
保
護
者
が
、
こ
ど
も
を

学
校
に
行
か
せ
な
い
な
ど
の
予
防
策
を
と
っ
た
家
庭
も
あ
っ
た
と
い

わ
れ
、
そ
う
し
た
家
庭
と
学
校
と
つ
な
ぐ
役
割
も
担
っ
て
い
た
と
も
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い
わ
れ
て
い
る
。
日
本
赤
十
字
社
は
支
部
病
院
の
看
護
婦
を
学
校
看

護
婦
と
し
て
派
遣
し
た
。当
時
は
少
年
赤
十
字
が
誕
生
し
て
い
な
か
っ

た
支
部
も
あ
っ
た
が
「
夏
季
短
期
養
護
所
開
設
に
関
す
る
件
」22 

の
通

知
に
お
い
て
、「
看
護
婦
は
学
校
看
護
を
利
用
す
る
こ
と
」
に
記
載
さ

れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
多
少
な
り
と
も
関
連
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

③
虚
弱
児
養
護

当
時
の
こ
ど
も
た
ち
の
住
宅
事
情
や
衛
生
環
境
か
ら
栄
養
不
足
や

適
切
な
医
療
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
主
に
七
歳

未
満
を
対
象
と
し
、
各
地
に
児
童
健
康
相
談
所
が
設
置
さ
れ
、
赤
十

字
病
院
も
そ
れ
を
担
っ
た
。
そ
の
相
談
所
に
は
、
虚
弱
児
童
を
持
つ

親
か
ら
の
多
く
の
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。
現
代
の
小
児
医
療
で
は
、「
虚

弱
児
」
と
い
っ
た
概
念
は
な
い
が
、
当
時
の
社
史
稿
に
は
、「
虚
弱
児

と
は
肉
体
的
の
虚
弱
児
で
あ
っ
て
、
精
神
的
の
虚
弱
児
で
あ
る
精
神

薄
弱
児
は
含
ま
な
い
」
と
記
し
て
い
る

23 

。
さ
ら
に
同
資
料
で
は
、
こ

う
し
た
こ
ど
も
た
ち
は
、
一
八
九
七
年
に
公
布
さ
れ
た
文
部
省
の
「
学

生
生
徒
身
体
検
査
規
程
」
に
よ
る
身
体
検
査
の
結
果

24

、
継
続
的
な

監
察

25

を
必
要
と
す
る
「
要
監
察
児
童
」
と
呼
ば
れ
、
医
学
的
監
督
を

要
し
た

26 

。
小
野
方
資
の
研
究
で
、
少
な
く
と
も
一
九
二
〇
年
七
月

二
七
日
、
文
部
省
令
第
一
六
号
「
学
生
生
徒
身
体
検
査
規
程
」
が
発
令

し
た
頃
ま
で
検
査
判
定
の
方
法
に
つ
い
て
は
議
論
が
続
い
て
い
た
こ

と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
現
在
ほ
ど
正
確
な
基
準
を
持
っ
た
判

断
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の

27 

、
学
校
衛
生

28

が
発
展
す
る
最
中
、
虚
弱
児
の
回
復
に
向
け
た
取
り
組
み
は
国
力
を

考
え
る
上
で
も
重
要
な
事
柄
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
虚
弱
児
へ
の
対
応
に
つ
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
、

一
八
〇
〇
年
代
後
半
か
ら
湖
畔
や
海
浜
、
山
間
地
な
ど
自
然
環
境
の

良
い
と
こ
ろ
で
、
一
定
期
間
休
養
し
な
が
ら
集
団
生
活
を
送
る
こ
と

で
体
力
の
回
復
を
も
た
ら
す
集
団
養
護
の
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
お

り
一
定
の
効
果
を
も
た
ら
し
た
。
日
本
に
お
い
て
も
諸
説
あ
る
も
の

の
、
一
九
〇
〇
年
に
東
京
馬
込
村
（
現
在
の
東
京
都
大
田
区
馬
込
周
辺
）

に
休
暇
集
落
が
設
け
ら
れ
、
以
後
、
鎌
倉
、
高
松
な
ど
に
も
設
置
さ

れ
た
。
日
本
赤
十
字
社
で
は
、
一
九
一
四
年
、
京
都
支
部
が
初
め
て
、

天
橋
立
の
海
浜
に
「
夏
季
児
童
保
養
所
」
を
設
け
、
翌
年
に
は
、
東
京

支
部
が
神
代
村
深
大
寺
（
現
在
の
調
布
市
深
大
寺
周
辺
）
に
「
夏
季
児
童
保

養
所
」
を
設
け
た
。
夏
休
み
な
ど
の
長
期
休
暇
時
に
、
各
支
部
に
よ

る
地
域
性
を
踏
ま
え
、
林
間
、
海
浜
、
田
園
、
山
地
、
高
原
、
温
泉

で
の
養
護
が
広
ま
り
、
統
計
の
あ
る
一
九
二
三
年
か
ら
一
九
四
四
年

ま
で
本
社
、
支
部
、
他
団
体
と
の
共
同
設
置
、
少
年
赤
十
字
団
の
経

営
は
の
べ
一
、五
〇
〇
カ
所
、
二
四
八
、一
九
八
人
の
児
童
を
収
容
し

た
29

。
ま
た
そ
の
方
法
も
、
宿
泊
型
の
全
養
護
と
日
帰
り
の
半
養
護
、

所
在
を
転
々
と
す
る
移
動
養
護
と
い
っ
た
集
団
養
護
の
形
態
が
と
ら

れ
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。

当
時
の
保
養
所
の
目
的
は
、
虚
弱
児
の
結
核
予
防
の
一
環
と
さ
れ

て
い
た
が
、
そ
の
後
は
健
康
児
も
対
象
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
取
り

組
み
に
よ
る
効
果
は
、
現
代
の
小
児
医
療
に
お
け
る
エ
ビ
デ
ン
ス
と

比
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
一
九
五
〇
、一
九
六
〇
年
代
の
小
児
喘

息
も
虚
弱
体
質
の
一
部
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
乾
布
摩
擦
な
ど
に
よ
り

自
律
神
経
を
鍛
え
る
こ
と
な
ど
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す

る
と
、
大
家
族
で
の
衛
生
的
と
は
言
い
難
い
家
庭
環
境
か
ら
、
二
～

三
週
間
に
わ
た
り
自
然
環
境
の
良
い
と
こ
ろ
で
日
常
生
活
習
慣
を
身

に
付
け
十
分
な
栄
養
と
睡
眠
を
と
る
こ
と
は
、
こ
ど
も
た
ち
に
と
っ

て
最
良
の
治
療
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
赤
十
字
に
限
ら
ず
、

様
々
な
団
体
が
取
り
組
ん
で
お
り
、
こ
ど
も
の
衛
生
環
境
の
改
善
に

も
一
定
の
効
果
は
み
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
集
団
養
護
、

短
期
養
護
の
日
課
に
も
注
目
し
た
い
。　
　

日
本
赤
十
字
社
の
社
史
稿
に
は
、
以
下
の
日
課
大
要
の
一
例
が
提

示
さ
れ
て
い
る

30

。

【
日
課
大
要
】

起
床　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

午
前
六
時
―
六
時
一
〇
分

洗
面　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

午
前
六
時
一
〇
分
―
七
時

朝
食　

含
嗽
（
う
が
い
） 

　

午
前
七
時
―
七
時
三
〇
分

休
憩　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

午
前
七
時
三
〇
分
―
八
時

自
由
作
業　
　
　
　
　
　
　
　

午
前
八
時
―
八
時
五
〇
分

朝
の
集
ま
り　
　
　
　
　
　
　

午
前
八
時
五
〇
分
―
九
時
二
〇
分

学
習　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

午
前
九
時
二
〇
分
―
一
〇
時
一
〇
分

遊
戯
・
唱
歌
・
体
操
・
手
洗　

午
前
一
〇
時
一
〇
分
―
一
一
時

中
食　

含
嗽　
　
　
　
　
　
　

午
前
一
一
時
―
一
二
時

休
憩　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

午
後
一
二
時
―
一
二
時
三
〇
分

午
睡　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

午
後
一
二
時
三
〇
分
―
二
時

遊
戯
・
水
泳
・
更
衣　
　
　
　

午
後
二
時
―
三
時
二
〇
分

間
食　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

午
後
三
時
二
〇
分
―
四
時

散
歩　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

午
後
四
時
―
六
時

夕
食　

含
嗽　
　
　
　
　
　
　

午
後
六
時
―
六
時
三
〇
分

自
由
作
業　
　
　
　
　
　
　
　

午
後
六
時
三
〇
分
―
七
時
三
〇
分

夕
の
集
ま
り　
　
　
　
　
　
　

午
後
七
時
三
〇
分
―
八
時
三
〇
分

就
床　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

午
後
八
時
三
〇
分

日
課
を
見
る
限
り
、
少
年
赤
十
字
の
目
的
で
あ
る
「
赤
十
字
博
愛

精
神
の
養
成
」
の
具
体
的
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
判
断

で
き
な
い
が
、
資
料
に
よ
る
と
一
九
二
三
年
か
ら
一
九
四
二
年
ま
で

は
少
年
赤
十
字
団
が
経
営
し
、
八
、一
五
六
名
の
虚
弱
児
を
収
容
し
て

い
る

31

。
途
中
か
ら
健
康
児
も
対
象
に
含
ま
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
具
体
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的
な
活
動
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、戦
後
に
実
施
さ
れ
た
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
実
施
に
つ
な
が
る
内
容
を

す
で
に
日
本
で
は
実
施
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
集
団
生
活
に
適
応
で
き
な
い
ほ
ど
重
度
の
虚
弱
児
に
対
す

る
支
援
も
行
わ
れ
て
い
た
。
児
童
に
対
す
る
養
護
と
教
育
を
合
わ
せ

も
つ
養
護
教
育
施
設
と
し
て
、
一
九
一
七
年
、
神
奈
川
県
茅
ケ
崎
市

に
白
十
字
会
林
間
学
校
（
現
在
は
、
同
名
称
の
児
童
養
護
施
設
）
が
設
立
さ

れ
た
が

32 

、
日
本
赤
十
字
社
で
は
、
一
九
二
五
年
一
月
よ
り
千
葉
支

部
が
、
富
浦
海
浜
学
校
（
現
在
は
、
児
童
養
護
施
設
と
し
て
千
葉
県
富
浦
学

園
に
名
称
変
更
さ
れ
て
い
る
）
を
開
設
し
た
。
多
く
の
児
童
が
一
期
（
三

か
月
・
延
長
も
可
）
で
退
所
し
た
が

33 

、
一
九
二
五
年
か
ら
一
九
四
五
年

ま
で
の
べ
四
、四
五
二
人
を
収
容
し
た

34

。
一
九
三
一
年
六
月
六
日
か

ら
七
月
四
日
に
本
社
を
会
場
に
文
部
省
主
催
の
虚
弱
児
養
護
施
設
講

習
会
が
開
催
さ
れ
、
全
国
か
ら
一
五
〇
人
の
学
校
職
員
が
受
講
し
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
当
時
と
し
て
は
先
駆
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る

35

。

こ
れ
ら
二
つ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
良
国
民
た
る

の
理
解
及
体
得
」
が
実
現
し
た
と
い
え
る
。
当
時
の
雑
誌
『
少
年
赤
十

字
』
の
な
か
で
は
、
平
山
を
は
じ
め
多
く
の
大
人
が
活
動
す
る
こ
と

の
意
義
な
ど
を
語
り
、
全
国
の
少
年
赤
十
字
活
動
を
紹
介
し
た
。
国

内
外
の
こ
ど
も
た
ち
が
目
的
を
同
じ
く
活
動
す
る
こ
と
は
、
当
時
の

日
本
の
学
校
教
育
の
み
で
は
実
現
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
国

際
的
な
組
織
で
あ
る
赤
十
字
だ
か
ら
こ
そ
成
し
得
た
こ
と
で
あ
り
、

少
な
か
ら
ず
今
日
の
学
校
教
育
活
動
へ
の
礎
と
な
っ
た
こ
と
は
想
像

に
難
く
な
い
。

家
達
亡
き
後
、
日
本
全
体
が
戦
時
へ
と
向
か
う
な
か
、
少
年
赤

十
字
も
例
外
と
な
る
こ
と
な
く
時
代
に
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

雑
誌
『
少
年
赤
十
字
』
の
表
紙
に
は
軍
用
機
が
描
か
れ
、
陸
軍
将
校
に

よ
る
投
稿
が
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
四
一
年

文
部
科
学
省
主
導
の
下
で
、
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
、
Ｙ
Ｗ
Ｃ
Ａ
、
少
年
団
な
ど

が
大
日
本
青
少
年
団
へ
と
一
本
化
さ
れ
た
な
か
に
は
少
年
赤
十
字
は

入
っ
て
い
な
い
。
社
史
稿
に
よ
れ
ば
、
Ｊ
Ｒ
Ｃ
の
団
数
、
団
員
数
は

絶
え
る
こ
と
な
く
推
移
し
て
お
り
、
国
際
通
信
交
換
に
つ
い
て
は
禁

止
さ
れ
た
痕
跡
は
見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
雑
誌
『
少
年
赤
十
字
』
は
、

一
九
四
二
年
発
行
ま
で
現
存
し
て
い
る
。
発
足
当
時
の
少
年
赤
十
字

が
目
指
し
た
本
来
の
目
的
が
、
活
動
と
結
び
つ
い
て
い
た
か
は
定
か

で
は
な
い
も
の
の
、
現
存
す
る
資
料
か
ら
は
こ
ど
も
た
ち
が
戦
時
の

な
か
で
も
自
ら
で
き
る
こ
と
を
考
え
、
行
動
し
て
い
た
痕
跡
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ⅳ　

お
わ
り
に

日
本
の
Ｊ
Ｒ
Ｃ
は
発
足
当
初
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
学
校
教
育

活
動
の
な
か
で
展
開
す
る
こ
と
を
忠
実
に
遂
行
し
て
き
た
。
当
時
珍

し
か
っ
た
そ
の
手
法
は
、
時
代
を
経
る
な
か
で
変
化
し
な
が
ら
も
多

く
の
指
導
者
に
牽
引
さ
れ
る
こ
と
で
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
。
学
校

教
育
の
な
か
で
定
着
し
た
こ
と
で
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え

る
。
し
か
し
一
九
一
に
わ
た
る
赤
十
字
社
・
赤
新
月
社
の
一
つ
と
し

て
の
日
本
の
Ｊ
Ｒ
Ｃ
は
、
唯
一
無
二
の
存
在
と
し
て
こ
れ
か
ら
も
台

頭
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〇
〇
余
年
に
わ
た
り
、
多
く
の
こ
ど
も
た
ち
が
「
気
づ
き
・
考

え
・
実
行
す
る
」
Ｊ
Ｒ
Ｃ
活
動
を
と
お
し
て
赤
十
字
精
神
に
触
れ
、「
自

ら
の
人
道
・
博
愛
と
は
何
か
」
を
説
き
、
社
会
に
巣
立
っ
て
い
っ
た
。

筆
者
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。
今
後
は
す
べ
て
の
こ
ど
も
た
ち
が
Ｊ
Ｒ

Ｃ
の
一
員
と
し
て
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
を
知
り
、
赤
十
字
の
機
能
と
役

割
を
享
受
す
る
こ
と
の
で
き
る
体
制
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
を
切
に

願
っ
て
い
る
。

末
筆
な
が
ら
、
本
論
の
執
筆
に
あ
た
り
多
く
の
関
係
者
の
協
力
を

い
た
だ
い
た
こ
と
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

注１　

日
本
赤
十
字
社
（
一
九
五
七
）『
大
正
一
二
年
―
昭
和
一
〇
年
日
本
赤

十
字
社
社
史
稿
第
四
巻
』
二
九
二

２　

井
上
忠
男
（
二
〇
二
二
）「
青
少
年
赤
十
字
誕
生
か
ら
一
〇
〇
年
―
平

和
世
界
の
担
い
手
を
育
む
そ
の
理
念
と
足
跡
」『
人
道
研
究
ジ
ャ
ー
ナ

ル
』（
一
一
）
七
八
―
八
五

３　

山
下
麻
衣
（
二
〇
一
七
）「
日
本
赤
十
字
社
が
お
こ
な
っ
た
平
時
救
護

の
展
開
過
程
―
蜷
川
新
が
果
た
し
た
役
割
―
」『
京
都
産
業
大
学
論
集 

社
会
科
学
系
列
』（
三
四
）
三
二
四

４　

日
本
赤
十
字
社
（
一
九
五
七
）『
大
正
一
二
年
―
昭
和
一
〇
年
日
本
赤

十
字
社
社
史
稿
第
四
巻
』
三
六
二

５　

日
本
赤
十
字
社
（
一
九
二
九
）『
日
本
赤
十
字
社
史
続
稿 

下
巻 

明
治

四
一
年
～
大
正
一
一
年
』
九
九
四
―
九
九
八

６　

日
本
赤
十
字
社
滋
賀
県
支
部
（
二
〇
一
七
）『
滋
賀
県
清
酒
年
赤
十
字

の
あ
ゆ
み
』
二
〇

７　

日
本
赤
十
字
社
（
一
九
二
六
）『
少
年
赤
十
字
』
第
一
巻
第
一
号
よ
り

既
存
す
る
資
料
か
ら
抜
粋

８　

日
本
赤
十
字
社
（
一
九
五
七
）『
大
正
一
二
年
―
昭
和
一
〇
年
日
本
赤

十
字
社
社
史
稿
第
四
巻
』
二
〇
三

９　

日
本
赤
十
字
社
（
一
九
五
七
）『
大
正
一
二
年
―
昭
和
一
〇
年
日
本
赤

十
字
社
社
史
稿
第
四
巻
』
三
七
二

10　

静
岡
県
教
育
委
員
会（
一
九
二
六
）『
静
岡
県
教
育
三
月
号
』（
三
四
七
）

七
四
―
八
一

　

古
書
に
よ
り
解
読
が
難
し
い
箇
所
は
空
欄
と
し
た
。

11　

川
尻
文
彦
（
二
〇
〇
九
）「
陶
行
知
と
デ
ュ
ー
イ
の
訪
中
―
民
国
初
期

中
国
教
育
史
の
一
側
面
」
森
時
彦
編
『
二
〇
世
紀
の
中
国
の
社
会
シ
ス
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テ
ム
』、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
四
三
一
―
四
五
七

12　

日
本
赤
十
字
社
（
一
九
五
七
）『
大
正
一
二
年
―
昭
和
一
〇
年
日
本
赤

十
字
社
社
史
稿
第
四
巻
』
三
六
二

13　

日
本
赤
十
字
社
（
一
九
五
七
）『
大
正
一
二
年
―
昭
和
一
〇
年
日
本
赤

十
字
社
社
史
稿 

第
四
巻
』
三
八
〇
、
日
本
赤
十
字
社
（
一
九
六
九
）『
昭

和
一
一
年
―
昭
和
二
〇
年
日
本
赤
十
字
社
社
史
稿 

第
五
巻
』
二
八
一

14　
「
今
度
は
米
国
と
学
芸
品
交
換
」
東
京
朝
日
新
聞
、
一
九
二
七
年
五
月

一
八
日
朝
刊

　
「
米
国
へ
の
贈
物
発
送
」
東
京
朝
日
新
聞
、
一
九
二
七
年
六
月
八
日
夕
刊

15　

枡
居
孝
（
二
〇
〇
三
）「
大
正
期
・
昭
和
初
期
の
国
際
理
解
教
育
―

一
九
二
〇
年
代
～
一
九
三
〇
年
代
の
「
少
年
赤
十
字
」
の
国
際
交
流
活

動
―
」
戦
争
と
平
和

：

大
阪
国
際
平
和
研
究
所
紀
要
（
一
二
）、
七
三
―

八
六

16　

日
本
赤
十
字
社
（
一
九
五
七
）『
大
正
一
二
年
―
昭
和
一
〇
年
日
本
赤

十
字
社
社
史
稿
第
四
巻
』
三
七
八
―
三
七
九

17　
「
児
童
養
護
に
関
す
る
講
習
会
実
施
要
領
」
大
正
一
一
年
五
月
二
六
日

救
第
五
一
八
号
社
長
に
よ
る
。

　
〔
参
照
〕
日
本
赤
十
字
社
（
一
九
五
七
）『
大
正
一
二
年
―
昭
和
一
〇
年
日

本
赤
十
字
社
社
史
稿
第
四
巻
』
三
五
〇

18　

日
本
赤
十
字
社
（
一
九
五
七
）『
大
正
一
二
年
―
昭
和
一
〇
年
日
本
赤

十
字
社
社
史
稿
第
四
巻
』
三
五
一
、
日
本
赤
十
字
社
（
一
九
六
九
）『
昭

和
一
一
年
―
昭
和
二
〇
年
日
本
赤
十
字
社
社
史
稿 

第
五
巻
』
二
六
二
に

掲
載
さ
れ
た
数
を
筆
者
が
統
合
し
た
が
、
一
般
の
衛
生
状
況
の
改
善
を

目
的
と
し
た
「
衛
生
講
習
会
」
と
同
表
で
あ
り
、
一
九
三
三
年
の
数
値

が
不
明
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
も
総
数
は
不
明
で
あ
る
。

19　

日
本
赤
十
字
社
東
京
支
部
（
一
九
二
三
）『
児
童
養
護
講
演
集
上
』、『
児

童
養
護
講
演
集
下
』
博
愛
発
行
所

20　

日
本
赤
十
字
社
（
二
〇
一
七
）『
赤
十
字
の
し
く
み
』
六
一

21　

日
本
赤
十
字
社
（
一
九
五
七
）『
大
正
一
二
年
―
昭
和
一
〇
年
日
本
赤

十
字
社
社
史
稿
第
四
巻
』
三
四
八

22　

日
本
赤
十
字
社
本
社　

昭
和
九
年
三
月
九
日
救
護
第
一
〇
八
号
社
長

に
よ
る

　
〔
参
照
〕
日
本
赤
十
字
社
（
一
九
五
七
）『
大
正
一
二
年
―
昭
和
一
〇
年
日

本
赤
十
字
社
社
史
稿
第
四
巻
』
三
四
四
―
三
四
五

23　

日
本
赤
十
字
社
（
一
九
五
七
）『
大
正
一
二
年
―
昭
和
一
〇
年
日
本
赤

十
字
社
社
史
稿
第
四
巻
』
三
四
二
―
三
四
七

24　

一
九
〇
四
年
に
規
程
の
一
部
改
定
が
行
わ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
年
二

回
（
四
、一
〇
月
）
の
身
体
検
査
か
ら
年
一
回
（
四
月
）
の
検
査
に
変
更
に

な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
一
九
二
〇
年
に
も
改
定
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
〔
参
照
〕「
学
校
保
健
の
歴
史
（
三
）」
学
校
保
健
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

https://w
w

w.gakkohoken.jp/colum
n/archives/69

（
参
照
二
〇
二
三

年
九
月
二
四
日
）

25　

本
来
で
あ
れ
ば
「
監
察
」
で
は
な
く
、「
観
察
」
で
は
な
い
か
と
考
え

る
が
、
後
文
で
は
「
医
学
的
監
督
を
要
求
し
、（
以
下
略
）」
と
あ
る
こ

と
か
ら
も
資
料
に
記
載
さ
れ
て
い
る
漢
字
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
こ
と

に
し
た
。〔
参
照
〕
日
本
赤
十
字
社
（
一
九
五
七
）『
大
正
一
二
年
―
昭
和

一
〇
年
日
本
赤
十
字
社
社
史
稿
第
四
巻
』
三
四
三

26　

日
本
赤
十
字
社
（
一
九
五
七
）『
大
正
一
二
年
―
昭
和
一
〇
年
日
本
赤

十
字
社
社
史
稿
第
四
巻
』
三
四
三

27　

小
野
方
資
（
二
〇
一
三
）「「
学
生
生
徒
身
体
検
査
規
程
」
に
お
け
る

「
体
格
」
概
念
の
変
容
」
福
山
市
立
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
二
〇
一
三
、

（
一
）
二
二
―
三
〇

28　

現
在
の
「
学
校
保
健
」
と
呼
ば
れ
る
内
容
で
あ
る
が
、「
学
校
保
健
」

は
一
九
四
五
年
以
降
に
そ
の
名
称
が
改
め
ら
れ
て
い
る
。

29　

日
本
赤
十
字
社
（
一
九
五
七
）『
大
正
一
二
年
―
昭
和
一
〇
年
日

本
赤
十
字
社
社
史
稿
第
四
巻
』
三
四
五
―
三
四
七
、
日
本
赤
十
字
社

（
一
九
六
九
）『
昭
和
一
一
年
―
昭
和
二
〇
年
日
本
赤
十
字
社
社
史
稿
第

五
巻
』
二
五
九
―
二
六
〇

　
　

本
社
単
独
設
置
は
、
一
九
二
三
か
ら
一
九
三
五
年
の
間
は
統
計
が
あ

る
も
の
の
、
以
後
は
不
明
で
あ
る
。

　
　

支
部
、
他
団
体
と
共
同
設
置
に
つ
い
て
は
、
一
九
二
五
か
ら

一
九
四
四
年
の
間
の
統
計
で
あ
る
。
少
年
赤
十
字
団
の
経
営
に
つ
い
て

は
、
一
九
二
三
か
ら
一
九
四
三
年
の
統
計
で
あ
る
。

30　

日
本
赤
十
字
社
（
一
九
五
七
）『
大
正
一
二
年
―
昭
和
一
〇
年
日
本
赤

十
字
社
社
史
稿
第
四
巻
』
三
四
四

31　

日
本
赤
十
字
社
（
一
九
五
七
）『
大
正
一
二
年
―
昭
和
一
〇
年
日
本
赤

十
字
社
社
史
稿
第
四
巻
』
三
四
七

32　

白
十
字
会
林
間
学
校
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、「
大
正
六
年
八
月
一

日
社
団
法
人
白
十
字
会
創
立
五
周
年
を
記
念
し
、
結
核
予
防
事
業
の
一

環
と
し
て
虚
弱
児
童
の
養
護
教
育
を
行
う
た
め
、
寄
宿
舎
性
の
小
学
校

と
し
て
白
十
字
会
林
間
学
校
が
開
校
す
る
」
と
あ
る
。〔
参
照
〕
白
十
字

会
林
間
学
校
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://cgi3.hakujujikai-rinkangakko.

or.jp/

施
設
概
要/　
（
参
照
二
〇
一
八
年
一
〇
月
八
日
）

33　

日
本
赤
十
字
社
（
一
九
五
七
）『
大
正
一
二
年
―
昭
和
一
〇
年
日
本
赤

十
字
社
社
史
稿
第
四
巻
』
三
四
九

34　

日
本
赤
十
字
社
（
一
九
五
七
）『
大
正
一
二
年
―
昭
和
一
〇
年
日

本
赤
十
字
社
社
史
稿
第
四
巻
』
三
四
九
―
三
五
〇
、
日
本
赤
十
字
社

（
一
九
六
九
）『
昭
和
一
一
年
―
昭
和
二
〇
年
日
本
赤
十
字
社
社
史
稿
第

五
巻
』
二
六
〇
―
二
六
一
に
掲
載
さ
れ
た
数
を
筆
者
が
統
合
し
た
。
富

浦
海
浜
学
校
は
一
九
四
五
年
三
月
末
日
に
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
。

35　

日
本
赤
十
字
社
（
一
九
五
七
）『
大
正
一
二
年
―
昭
和
一
〇
年
日
本
赤

十
字
社
社
史
稿
第
四
巻
』
三
五
二
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は
じ
め
に

女
性
の
活
躍
推
進
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
。
国
連

の
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ 

（
持
続
可
能
な
開
発
目
標
）
で
は
目
標
五
と
し
て
「
ジ
ェ

ン
ダ
ー
平
等
を
実
現
し
よ
う
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
日
本
で
も

二
〇
一
五
年
に
は
女
性
活
躍
推
進
法
（
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍

の
推
進
に
関
す
る
法
律
）
が
成
立
し
た
。

赤
十
字
の
よ
う
な
人
道
団
体
に
お
い
て
も
女
性
の
活
躍
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。本
稿
で
は
、国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
社
連
盟
（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ: Inter-

national Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

）
に
よ
る
女
性

の
活
躍
推
進
、特
に
女
性
リ
ー
ダ
ー
の
増
強
に
向
け
た
取
り
組
み
を
、多

様
性
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
紹
介
す
る
。ま
た
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
の
メ
ン
バ
ー
で

あ
る
日
本
赤
十
字
社
が
国
際
的
な
方
針
に
沿
っ
て
ど
の
よ
う
に
組
織
内
の

女
性
の
活
躍
と
女
性
リ
ー
ダ
ー
の
増
強
を
推
進
す
べ
き
か
考
察
す
る
。

Ⅰ　

国
際
赤
十
字
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー

の
方
針
と
女
性
活
躍
推
進
・
女
性

リ
ー
ダ
ー
増
強
の
必
要
性

ま
ず
は
女
性
の
活
躍
推
進
を
含
む
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
近
年
の

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
の
政
策
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

人
道
団
体
と
し
て
、
一
切
の
差
別
な
く
人
道
支
援
を
必
要
な
人
々

に
届
け
る
に
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
配
慮
が
不
可
欠
で
あ
る
、
と
い
う
強

女
性
リ
ー
ダ
ー
の
活
躍
す
る
赤
十
字
へ

五
十
嵐
玲
奈

日
本
赤
十
字
社
事
業
局
国
際
部
参
事

―
国
際
赤
十
字
に
お
け
る
女
性
リ
ー
ダ
ー
活
躍
推
進
へ
の
取
り
組
み

と
日
本
赤
十
字
社
の
こ
れ
か
ら

い
信
念
に
基
づ
き
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
は
一
九
九
九
年
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
方

針
（G

ender Policy

）」
を
そ
の
最
高
議
決
機
関
で
あ
る
総
会
に
お
い
て

採
択
し
た
。
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
の
総
会
は
世
界
一
九
一
の
全
て
の
赤
十
字
社
・

赤
新
月
社
が
参
加
す
る
も
の
で
、
総
会
の
決
議
に
は
全
社
が
従
う
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。

「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
方
針
」
で
は
、
人
道
支
援
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点

を
取
り
入
れ
る
こ
と
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
る
差
別
を
行
わ
な
い
こ
と
、

ま
た
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
及
び
各
国
の
赤
十
字
・
赤
新
月
社
の
組
織
に
お
い
て

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
と
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
へ
の
女
性
の
参
加
を
推
進

す
る
こ
と
が
、
Ａ
４
サ
イ
ズ
に
し
て
二
ペ
ー
ジ
ほ
ど
に
ご
く
シ
ン
プ

ル
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

具
体
的
な
活
動
計
画
や
数
値
目
標
は
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
か
ら
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
は
二
〇
一
三
年
の
理
事
会
（
選
挙
で
選
ば
れ
た
赤

十
字
・
赤
新
月
社
の
代
表
に
よ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
構
）
で
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と

多
様
性
に
関
す
る
戦
略
的
枠
組
み
二
〇
一
三
～
二
〇
二
〇
（Strategic 

Fram
ework on G

ender and D
iversity Issues

）」
を
策
定
し
、
具
体
的
な
指

標
を
盛
り
込
む
と
と
も
に
、
新
た
に
多
様
性
に
つ
い
て
も
付
け
加
え

た
。
な
お
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
は
多
様
性
を
「
多
種
多
様
な
社
会
的
背
景
や
個

人
の
持
つ
あ
ら
ゆ
る
属
性
で
あ
り
、
性
自
認
、
出
自
、
国
籍
又
は
市

民
権
、
年
齢
、
障
が
い
、
言
語
、
政
治
的
見
解
、
宗
教
的
信
念
、
性

的
指
向
、
外
見
、
肌
の
色
、
人
種
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
な
ど
を

含
む
も
の
で
あ
る
」
と
定
義
し
て
い
る
。

こ
の
戦
略
的
枠
組
み
を
さ
ら
に
進
め
て
、
二
〇
一
九
年
の
Ｉ
Ｆ
Ｒ

Ｃ
総
会
で
は
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
多
様
性
の
方
針
（G

ender and D
iversity 

Policy

）」
を
決
議
し
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
及
び
各
国
の
赤
十
字
・
赤
新
月
社
が

取
り
組
む
べ
き
事
柄
を
大
き
く
三
分
類
し
た
。
一
つ
目
は
、
ジ
ェ
ン

ダ
ー
と
多
様
性
を
推
進
す
る
た
め
に
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
及
び
赤
十
字
・
赤
新

月
社
の
組
織
強
化
を
行
う
こ
と
、
二
つ
目
に
は
事
業
実
施
に
あ
た
り

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
多
様
性
の
視
点
を
主
流
化
す
る
こ
と
、三
つ
目
に
ジ
ェ

ン
ダ
ー
と
多
様
性
の
実
現
に
向
け
た
積
極
的
な
広
報
活
動
を
行
う
こ

と
、
で
あ
る
。
本
方
針
で
特
筆
す
べ
き
は
「
幹
部
職
員
及
び
ガ
バ
ナ

ン
ス
の
メ
ン
バ
ー
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
一
方
の
性
が
三
分
の
二
を
超

え
な
い
こ
と
」、
言
い
換
え
れ
ば
「
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
及
び
赤
十
字
・
赤
新
月

社
の
意
思
決
定
機
関
の
う
ち
少
な
く
と
も
三
分
の
一
は
女
性
を
あ
て

る
」、
と
い
う
女
性
リ
ー
ダ
ー
増
強
に
関
す
る
具
体
的
指
標
が
掲
げ
ら

れ
た
こ
と
だ
。

こ
の
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
多
様
性
の
方
針
」
は
そ
の
後
、「
保
護
、
ジ
ェ

ン
ダ
ー
、
及
び
包
摂
に
か
か
る
方
針
（Protection, G

ender and Inclusion 

Policy

）」
と
し
て
さ
ら
に
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
さ
れ
、
二
〇
二
二
年
の
Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｃ
総
会
で
決
議
さ
れ
た
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
多
様
性
に
関
す
る
方
針

に
変
更
は
な
い
が
、
名
称
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
新
た
に
保
護
と
包

摂
の
視
点
が
付
け
加
え
ら
れ
、
安
全
、
安
心
な
職
場
環
境
を
作
る
こ
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と
や
、全
て
の
事
業
実
施
に
お
い
て
暴
力
や
差
別
な
ど
の
被
害
に
あ
っ

た
人
を
守
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
保
護
手
段
（safeguarding

）
を
と
る
こ

と
な
ど
が
追
記
さ
れ
た
。
ま
た
本
方
針
に
沿
っ
て
詳
細
な
取
り
組
み

内
容
や
目
標
、指
標
を
記
載
し
た
四
〇
ペ
ー
ジ
に
わ
た
る「
保
護
、ジ
ェ

ン
ダ
ー
及
び
包
摂
に
か
か
る
活
動
枠
組
み
二
〇
二
二
～
二
〇
二
五

（Protection, G
ender and Inclusion O

perational Fram
ework

）」
も
策
定
さ

れ
た
。

そ
も
そ
も
な
ぜ
赤
十
字
に
と
っ
て
女
性
の
活
躍
や
女
性
リ
ー
ダ
ー

が
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
。

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
と
各
赤
十
字
社
・
赤
新
月
社
の
使
命
は
、
苦
し
ん
で
い

る
人
を
救
い
人
間
の
命
と
健
康
、
尊
厳
を
守
る
こ
と
で
あ
り
、「
人
道
」

や
「
公
平
」
と
い
っ
た
七
つ
の
基
本
原
則
に
沿
っ
て
世
界
中
で
活
動
し

て
い
る
。
多
様
な
人
々
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
に
は
、
組

織
内
で
も
多
様
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
。
性
別
の
偏
り

が
あ
っ
た
り
、
意
思
決
定
に
多
様
な
意
見
が
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
り
、

特
定
の
グ
ル
ー
プ
が
差
別
・
疎
外
さ
れ
る
よ
う
な
組
織
で
は
適
切
な

支
援
は
難
し
く
、
赤
十
字
の
目
指
す
人
道
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
女
性
の
活
躍
を
推
進
し
女
性
リ
ー
ダ
ー
を
増
強
す
る
こ
と
は

多
様
性
実
現
の
た
め
の
第
一
歩
な
の
で
あ
る
。
人
口
の
半
分
は
女
性

で
あ
り
（
も
ち
ろ
ん
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
単
に
生
物
学
的
な
男
、
女
に
の
み
分
け

ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
）、
災
害
や
紛
争
で
よ
り
被
害
を
被
る
の
は
脆

弱
な
立
場
に
お
か
れ
て
い
る
女
性
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
支
援

を
行
う
側
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
は
不
可
欠
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
新
方
針
で
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平

等
を
足
が
か
り
と
し
て
安
全
で
包
摂
的
な
環
境
を
作
る
こ
と
は
様
々

な
リ
ス
ク
の
軽
減
や
不
正
の
予
防
、
そ
し
て
事
故
発
生
時
の
適
切
な

対
応
に
つ
な
が
る
。
均
質
性
の
高
い
権
力
集
団
（
例
え
ば
男
性
優
位
の

ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
組
織
）
に
よ
り
閉
鎖
的
な
意
思
決
定
が
行
わ
れ
る
こ

と
は
リ
ス
ク
が
高
い
か
ら
だ
。
多
様
性
の
浸
透
を
目
指
す
と
は
そ
の

改
善
策
で
も
あ
り
、
清
廉
性
の
高
い
組
織
と
な
る
こ
と
で
、
地
域
や

ド
ナ
ー
、
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
信
頼
も
増
し
、
質
の
高
い
人
道
支
援

の
実
施
が
可
能
に
な
る
。

Ⅱ　

G
LO

W
 Red

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
発
足

と
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
ガ
バ
ナ
ン
ス
選
挙
に
お

け
る
ク
オ
ー
タ
制
の
導
入

女
性
の
活
躍
推
進
は
、
単
に
女
性
職
員
や
女
性
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

数
を
増
や
す
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
政
策
や
方
針
を
決
定
で
き

る
立
場
に
女
性
が
い
な
け
れ
ば
組
織
の
事
業
実
施
に
影
響
を
与
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
る
結
果
を
得
る
の
に
最
低
限
必
要
な
数
を
指

す
言
葉
に
「
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
マ
ス
」（critical m

ass

）
が
あ
る
が
、
組
織

の
中
で
そ
の
比
率
は
三
割
だ
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、「
黄
金
の
三
割
」

な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
。
三
割
を
超
え
た
と
き
そ
の
数
は
無
視
で
き
な

い
も
の
と
な
り
、
そ
の
見
解
が
組
織
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
も
な

る
。
女
性
が
一
人
い
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
く
複
数
、
ひ
い
て
は
全
体

の
三
割
い
る
と
、
健
全
な
意
見
交
換
が
可
能
と
な
り
、
硬
直
し
た
組

織
の
文
化
が
変
わ
る
と
言
わ
れ
る
。

こ
の
「
黄
金
の
三
割
」
を
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
会
長
、
副
会

長
、
理
事
、
各
種
委
員
）
が
達
成
し
た
の
は
実
は
ご
く
最
近
の
こ
と

だ
。
一
九
九
九
年
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
方
針
が
作
ら
れ
、
ガ
バ
ナ
ン

ス
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮
す
る
と
さ
れ
て
か
ら

も
、長
い
間
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
男
性
が
多
か
っ
た
。
例
え
ば
、

二
〇
一
七
年
の
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
総
会
で
は
、
四
年
に
一
度
の
ガ
バ
ナ
ン
ス

の
改
選
が
行
わ
れ
た
が
、
全
赤
十
字
社
・
赤
新
月
社
に
よ
る
選
挙
に

よ
り
選
出
さ
れ
た
二
九
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
メ
ン
バ
ー
の
う
ち
、
女

性
は
わ
ず
か
五
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
状
況
に
危
機
感
を
抱
い
た
の
は

各
国
の
赤
十
字
・
赤
新
月
社
の
女
性
リ
ー
ダ
ー
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼

女
た
ち
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
男
女
の
数
の
上
で

の
平
等
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
方
針
や
決
議
で
耳
当
た
り
の
良
い

言
葉
を
紡
ぐ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
く
自
分
た
ち
で
行
動
を
起
こ
す

必
要
が
あ
る
と
実
感
し
た
。
そ
こ
で
女
性
の
連
帯
を
強
化
す
る
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
立
ち
上
げ
を
模
索
し
、ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
赤
十
字
社
の
マ
ー

ガ
レ
ッ
タ
・
ワ
ー
ル
ス
ト
ロ
ー
ム
社
長
（
当
時
）
の
リ
ー
ド
に
よ
り
、

女
性
リ
ー
ダ
ー
の
育
成
と
協
力
を
目
指
すG

LO
W

 Red
（The G

lobal 

N
etwork for W

om
en leaders in the Red Cross Red Crescent M

ovem
ent

）

を
結
成
、
二
〇
一
八
年
四
月
に
正
式
に
発
足
し
た
。

G
LO

W
 Red

は
次
の
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
選
挙
（
当
時
は
二
〇
二
一
年
に
実
施

予
定
だ
っ
た
が
世
界
的
な
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
蔓
延
に
よ
り
二
〇
二
二

年
に
延
期
）
ま
で
に
、
選
挙
で
選
出
さ
れ
る
顔
ぶ
れ
を
変
え
る
こ
と
を

活
動
目
標
の
一
つ
に
掲
げ
た
。
そ
の
具
体
的
手
段
と
し
て
着
目
し
た

の
が
理
事
会
の
メ
ン
バ
ー
の
一
定
数
を
女
性
に
割
り
当
て
る
ク
オ
ー

タ
制
の
導
入
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
も
、
各
国
の
赤
十
字
・
赤
新
月

社
の
地
理
的
多
様
性
を
考
慮
し
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
メ
ン
バ
ー
の
う
ち

副
会
長
は
四
地
域
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
一
人
ず
つ
計
四
人
、
理
事
は
五
人

ず
つ
計
二
〇
人
が
選
出
さ
れ
る
な
ど
、
地
理
的
平
等
は
確
保
さ
れ
て

い
た
と
こ
ろ
、
性
別
の
平
等
も
加
え
る
こ
と
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

G
LO

W
 Red

の
強
い
働
き
か
け
や
国
際
赤
十
字
全
体
で
の
機
運
の
高

ま
り
も
あ
り
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
は
選
挙
規
定
を
改
正
し
、
会
長
、
副
会
長
、

各
種
委
員
長
ら
を
除
く
各
地
域
か
ら
選
出
さ
れ
る
五
人
の
理
事
の
う

ち
、
二
人
は
女
性
、
二
人
は
男
性
、
残
り
一
人
は
い
ず
れ
か
の
性
別

か
ら
選
ぶ
、
と
い
う
ル
ー
ル
に
変
更
し
た
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
全
体
を
見

れ
ば
少
な
く
と
も
約
三
割
は
女
性
を
充
て
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
結

果
、
二
〇
二
二
年
に
行
わ
れ
た
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
選
挙
で
は
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女
性
一
五
人
、
男
性
一
四
人
と
な
り
、
つ
い
に
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け

る
男
女
の
数
の
上
で
の
平
等
を
達
成
し
た
の
で
あ
る
。

G
LO

W
 Red 

は
当
初
の
大
き
な
目
的
の
一
つ
を
果
た
し
た
こ
と
に

な
る
が
、
そ
の
活
動
は
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ 

ガ
バ

ナ
ン
ス
の
顔
ぶ
れ
は
確
か
に
変
わ
っ
た
が
、
世
界
中
の
赤
十
字
・
赤

新
月
を
み
る
と
、
五
六
％
の
社
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
社

長
と
事
務
方
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
事
務
総
長
の
ど
ち
ら
も
男
性
で
あ
る
。

ま
だ
ま
だ
女
性
の
リ
ー
ダ
ー
が
活
躍
し
て
い
る
状
況
と
は
言
え
な
い
。

G
LO

W
 Red

で
は
さ
ら
な
る
女
性
リ
ー
ダ
ー
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
、

ま
た
次
世
代
の
女
性
リ
ー
ダ
ー
育
成
を
目
指
し
て
活
動
を
続
け
て
い
る
。

 

Ⅲ　

赤
十
字
社
に
お
け
る
女
性
の
活
躍 

推
進
の
現
状

次
に
日
本
の
状
況
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。

世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
二
〇
二
三
年
に
発
表
し
た
ジ
ェ
ン

ダ
ー
・
ギ
ャ
ッ
プ
指
数
に
お
い
て
日
本
は
一
四
六
か
国
中
一
二
五
位

で
あ
り
、
二
〇
二
二
年
の
一
一
六
位
よ
り
大
幅
に
後
退
し
、
過
去
最

低
と
な
っ
た
。教
育
や
健
康
の
分
野
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
ギ
ャ
ッ

プ
は
少
な
い
も
の
の
、
政
治
参
画
の
分
野
で
は
一
三
八
位
と
最
下
位

ク
ラ
ス
だ
。
国
会
議
員
や
閣
僚
に
女
性
が
少
な
い
こ
と
が
影
響
し
て

い
る
が
、
国
家
の
重
要
政
策
を
決
定
す
る
政
治
の
場
に
お
い
て
女
性

2017 年の IFRC総会で急遽集まった女性リーダーたち

が
少
な
い
こ
と
は
非
常
に
憂
慮
さ
れ
る
べ
き
こ
と
だ
。
こ
の
よ
う
な

状
況
で
は
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
男
性
優
位
の
偏
っ
た
議
論
に
陥
り

や
す
く
な
る
。

日
本
赤
十
字
社
は
ど
う
か
。
職
員
数
で
は
男
性
が
一
八
、九
五
八
人
、

女
性
が
四
八
、四
四
五
人
と
女
性
の
数
が
圧
倒
的
に
多
い
（
二
〇
二
三
年

四
月
現
在
）。
こ
れ
は
職
員
数
の
多
い
看
護
師
の
大
半
が
女
性
で
あ
る

こ
と
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
。
管
理
職
員
数
を
見
る
と
女
性
の
割

合
は
三
四
・
七
％
（
二
〇
二
二
年
四
月
現
在
）
と
三
割
を
超
え
て
い
る
が
、

看
護
師
や
医
師
な
ど
医
療
職
を
除
い
た
事
務
系
管
理
職
に
占
め
る
女

性
の
割
合
は
わ
ず
か
一
四
・
五
％
（
二
〇
二
一
年
四
月
現
在
）、
ま
た
役
員

に
い
た
っ
て
は
一
三
・
五
％
（
二
〇
二
三
年
七
月
現
在
）
で
あ
る
。

私
事
に
な
り
恐
縮
だ
が
、
女
性
で
あ
り
日
本
赤
十
字
社
の
職
員
で

あ
る
筆
者
は
入
社
以
来
、
女
性
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
差
別
さ
れ
た

こ
と
は
一
度
も
な
い
。
男
性
と
同
じ
給
与
水
準
、同
じ
昇
進
ス
ピ
ー
ド
、

同
じ
研
修
や
出
張
の
機
会
が
与
え
ら
れ
て
き
た
。
育
児
休
業
制
度
や

時
短
制
度
も
整
っ
て
お
り
、
結
婚
や
妊
娠
・
出
産
に
よ
り
退
職
を
迫

ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。こ
の
職
場
は「
男
女
平
等
」で
あ
る
と
胸
を
張
っ

て
言
え
る
。
し
か
し
、
日
本
赤
十
字
社
の
事
業
の
方
針
を
決
定
す
る

立
場
に
い
る
幹
部
職
員
が
男
性
に
偏
っ
て
い
て
は
、
事
業
内
容
が
知

ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
男
性
優
位
、
男
性
を
デ
フ
ォ
ル
ト
と
し
た
も

の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

な
ぜ
日
本
赤
十
字
社
に
は
女
性
リ
ー
ダ
ー
、
つ
ま
り
女
性
の
幹

部
職
員
が
少
な
い
の
か
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
人
事
制
度
で
あ
ろ
う
。

事
務
系
正
規
雇
用
職
員
の
採
用
は
、
ほ
ぼ
全
て
が
ジ
ョ
ブ
型
雇
用
で

は
な
く
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
型
雇
用
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
年
功
序
列
制
、

終
身
雇
用
制
の
人
事
制
度
と
な
っ
て
い
る
（
ち
な
み
に
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
は
ジ
ョ

ブ
型
雇
用
が
一
般
的
）。
管
理
職
員
に
登
用
さ
れ
る
に
は
新
卒
で
入
社

し
て
か
ら
二
〇
年
ほ
ど
複
数
の
部
署
等
で
経
験
を
積
む
必
要
が
あ
る
。

優
秀
な
女
性
を
管
理
職
員
と
し
て
中
途
採
用
す
る
制
度
が
ま
だ
整
っ

て
い
な
い
の
だ
。
ま
た
過
去
の
人
事
制
度
で
は
女
性
は
結
婚
や
出
産

等
に
よ
り
退
職
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
も
事
実
だ
。
男
女
雇
用

機
会
均
等
法
が
施
行
さ
れ
た
の
は
一
九
八
六
年
で
、
年
功
序
列
制
を

考
え
れ
ば
、
管
理
職
、
特
に
部
長
以
上
の
幹
部
職
員
に
登
用
さ
れ
る

だ
け
の
勤
務
年
数
が
あ
る
女
性
の
絶
対
数
が
少
な
い
こ
と
は
仕
方
の

な
い
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
法
律
や
育
児
休
暇
な
ど
の
制
度
が
整
い
、「
男
女
平
等
」

に
な
っ
た
の
だ
か
ら
あ
と
は
年
数
が
経
て
ば
女
性
幹
部
職
員
は
「
自

然
と
」
増
え
る
、
と
い
う
楽
観
的
な
考
え
方
に
は
懐
疑
的
だ
。「
男
女

平
等
」
が
「
女
性
が
男
性
社
会
に
順
応
す
る
」
こ
と
を
指
す
限
り
、
長

時
間
労
働
や
急
な
出
張
や
休
日
出
勤
に
は
、男
性
優
位
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー

規
範
が
残
る
日
本
社
会
に
お
い
て
育
児
や
介
護
な
ど
の
ケ
ア
・
ワ
ー

ク
を
す
る
こ
と
が
多
い
女
性
に
は
ど
う
し
て
も
難
し
い
。



女性リーダーの活躍する赤十字へ　212213　人道研究ジャーナルvol.13　 女性リーダーの活躍する赤十字へ　212赤十字と博物館特集4 ボランティアの力トップ

そ
も
そ
も
「
自
然
と
」
女
性
幹
部
職
員
が
増
え
る
ま
で
あ
と
ど
れ
く

ら
い
か
か
る
の
だ
ろ
う
。
幹
部
職
員
に
女
性
が
一
人
い
れ
ば
い
い
と

い
う
も
の
で
は
な
い
。
三
割
必
要
な
の
で
あ
る
。
仮
に
あ
と
一
〇
年

で
「
自
然
と
」
増
え
る
と
す
る
。
そ
れ
は
逆
に
言
え
ば
一
〇
年
間
何
も

し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
一
〇
年
間
変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と

だ
。
国
際
赤
十
字
を
は
じ
め
世
界
が
人
権
概
念
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
を

更
新
し
続
け
る
中
で
、
変
わ
ら
な
い
こ
と
は
後
退
し
て
い
る
こ
と
だ
。

こ
う
考
え
て
み
る
と
、
日
本
赤
十
字
社
で
女
性
の
幹
部
職
員
が
少

な
い
一
番
の
問
題
は
、
女
性
の
活
躍
推
進
に
つ
い
て
の
議
論
が
「
男

女
平
等
」
と
い
う
観
点
で
の
み
捉
え
て
お
り
、
な
ぜ
女
性
の
活
躍
が

求
め
ら
れ
る
の
か
、
な
ぜ
女
性
リ
ー
ダ
ー
を
増
や
す
こ
と
が
必
要
な

の
か
と
い
っ
た
議
論
が
す
っ
ぽ
り
と
抜
け
落
ち
て
い
る
か
ら
か
も
し

れ
な
い
。

幹
部
職
員
だ
け
で
な
く
、
特
定
の
部
署
に
お
け
る
男
女
の
偏
り

も
問
題
だ
。
例
え
ば
日
本
赤
十
字
社
で
防
災
活
動
や
災
害
時
の
救
護

活
動
を
担
当
す
る
部
署
は
圧
倒
的
に
男
性
が
多
い
。
筆
者
が
独
自
に

集
計
し
た
と
こ
ろ
、
本
社
及
び
都
道
府
県
支
部
に
お
い
て
防
災
・
災

害
対
応
等
に
恒
常
的
に
携
わ
る
部
門
の
職
員
の
う
ち
、
女
性
は
約

三
〇
％
。
女
性
の
管
理
職
に
至
っ
て
は
わ
ず
か
一
〇
％
で
あ
り
、
事

務
系
職
員
の
女
性
幹
部
職
員
の
一
四
・
五
％
と
比
べ
て
も
か
な
り
低
い
。

業
務
の
性
質
上
、
ひ
と
た
び
災
害
が
発
生
す
れ
ば
週
末
や
昼
夜
の
別

な
く
対
応
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
男
性
職

員
を
多
く
配
置
し
た
い
と
い
う
事
情
も
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
災
害
は
人
々
に
等
し
く
影
響
を
与
え
な
い
。
程

度
の
差
は
あ
れ
、
災
害
時
の
困
難
や
被
災
状
況
は
男
女
で
異
な
り
、

女
性
を
含
む
社
会
的
脆
弱
性
の
高
い
人
々
が
被
る
人
為
的
被
害
は
大

き
い
。

実
際
、
こ
れ
ら
の
事
実
を
踏
ま
え
、
国
際
的
に
は
二
〇
〇
五
年
国

連
防
災
世
界
会
議
の
「
兵
庫
行
動
枠
組
」
で
、
あ
ら
ゆ
る
災
害
リ
ス
ク

管
理
の
政
策
・
計
画
の
決
定
過
程
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
の
必
要
性
が

明
記
さ
れ
た
。
内
閣
府
の
指
針
で
も
、
避
難
者
の
運
営
管
理
に
つ
い

て
「
管
理
責
任
者
へ
の
男
女
両
方
の
配
置
」
を
求
め
て
お
り
、
災
害
対

策
を
巡
る
意
思
決
定
に
お
い
て
女
性
を
含
む
多
様
な
視
点
は
欠
か
せ

な
い
。
災
害
時
に
女
性
視
点
が
生
か
さ
れ
る
た
め
に
は
、
直
接
的
な

被
害
へ
の
対
応
だ
け
で
な
く
、
平
時
に
お
け
る
対
応
や
意
思
決
定
の

場
に
お
け
る
女
性
の
参
画
が
不
可
欠
だ
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
に
よ
る

災
害
対
応
・
復
興
は
世
界
の
常
識
と
な
り
つ
つ
あ
る
な
か
、
日
本
赤

十
字
社
の
災
害
対
応
部
門
が
男
性
に
偏
り
続
け
、
そ
の
背
後
に
「
こ

れ
は
男
性
の
仕
事
」
と
い
っ
た
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
（
無
意

識
の
偏
見
）
が
隠
れ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
災
害
対
応
関
連
の
業
務

に
関
わ
ら
ず
全
社
的
に
女
性
の
活
躍
推
進
を
押
し
留
め
て
し
ま
う
要

素
に
な
り
得
る
。

Ⅳ　

日
本
赤
十
字
社
の
女
性
の
活
躍
推
進

と
多
様
性
に
向
け
た
提
言

日
本
赤
十
字
社
内
で
も
、
女
性
の
活
躍
が
推
進
さ
れ
る
こ
と
に
よ

り
多
様
な
視
点
が
取
り
入
れ
ら
れ
多
角
的
な
議
論
が
進
め
ば
、
業
務

の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
あ
が
り
、
ひ
い
て
は
被
災
者
や
利
用
者
に
よ

り
効
果
的
で
実
効
性
の
あ
る
支
援
を
提
供
で
き
る
。
ま
た
、
女
性
が

働
き
や
す
い
組
織
は
多
様
性
が
進
ん
だ
組
織
と
い
え
、
職
場
の
心
理

的
安
全
性
が
高
ま
り
、
性
別
や
個
人
的
属
性
に
関
わ
ら
ず
多
く
の
職

員
が
働
き
や
す
い
職
場
環
境
を
整
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
心
理
的
安

全
性
と
は
組
織
の
中
で
自
分
の
考
え
や
気
落
ち
を
誰
に
対
し
て
で
も

安
心
し
て
発
言
で
き
る
状
態
の
こ
と
で
、心
理
的
安
全
性
が
高
い
チ
ー

ム
は
生
産
性
も
高
い
こ
と
は
組
織
論
や
経
営
論
で
も
多
数
証
明
さ
れ

て
い
る
。

真
の
女
性
活
躍
推
進
の
た
め
に
は
、
単
純
に
女
性
の
数
を
増
や
し

た
り
勤
続
年
数
を
伸
ば
す
だ
け
で
は
な
く
、
意
思
決
定
に
関
わ
る
こ

と
の
で
き
る
女
性
幹
部
職
員
や
役
員
の
数
を
少
な
く
と
も
三
割
に
増

や
す
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。「
多
数
派
」
か

ら
の
少
な
か
ら
ぬ
反
発
や
戸
惑
い
も
あ
る
だ
ろ
う
。「
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
の
保

護
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
多
様
性
に
か
か
る
方
針
」
で
は
多
様
性
を
達
成

す
る
過
程
を
「
前
向
き
な
デ
ィ
ス
ラ
プ
シ
ョ
ン
（positive disruption

）」 

と
表
現
す
る
。
デ
ィ
ス
ラ
プ
シ
ョ
ン
と
は
破
壊
や
変
革
と
い
っ
た
意

味
で
、
前
向
き
な
デ
ィ
ス
ラ
プ
シ
ョ
ン
と
は
つ
ま
り
、
困
難
も
あ
る

が
課
題
に
対
し
新
し
い
視
点
と
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
に
な
る
た
め
、

結
果
的
に
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
や
創
造
性
、
成
長
を
も
た
ら
す
、
と
い

う
こ
と
だ
。G

LO
W

 Red

の
発
起
人
で
あ
る
ワ
ー
ル
ス
ト
ロ
ー
ム
氏

も
、
何
度
で
も
諦
め
ず
に
食
い
下
が
る
と
い
う
意
図
で
女
性
は
「
デ
ィ

ス
ラ
プ
タ
ー
（D

isruptor

）」
で
あ
る
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
。
日
本

的
に
訳
せ
ば
「
空
気
を
読
ま
ず
に
行
動
す
る
」
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ

な
い
。
こ
こ
で
は
筆
者
自
身
が
敢
え
て
デ
ィ
ス
ラ
プ
タ
ー
と
な
っ
て
、

日
本
赤
十
字
社
に
お
け
る
女
性
の
活
躍
推
進
と
多
様
性
の
促
進
に
向

け
て
五
つ
の
提
言
を
行
い
た
い
。

⑴
女
性
の
活
躍
と
女
性
リ
ー
ダ
ー
が
な
ぜ
必
要
な
の
か
を
理
解
す
る

第
一
に
、
女
性
の
活
躍
を
推
進
す
る
こ
と
と
女
性
幹
部
職
員
を
増

や
す
意
味
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
効
果
を
再
認
識
す
る
こ

と
。「
男
女
平
等
」
の
視
点
か
ら
一
歩
進
ん
で
考
え
る
こ
と
が
必
要
だ
。

「
男
女
平
等
」
の
制
度
を
整
え
る
だ
け
で
は
女
性
幹
部
職
員
の
数
は
三

割
に
達
し
な
い
こ
と
を
認
識
し
、
具
体
的
な
施
作
を
打
ち
出
す
必
要

が
あ
る
。
女
性
向
け
の
研
修
な
ど
の
実
施
に
つ
い
て
否
定
は
し
な
い

が
、
性
別
に
関
係
な
く
働
き
や
す
い
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
が
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先
決
だ
。

⑵
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
主
流
化
を
進
め
る

第
二
に
、
組
織
の
あ
ら
ゆ
る
政
策
、
事
業
、
シ
ス
テ
ム
に
ジ
ェ
ン

ダ
ー
の
視
点
を
取
り
入
れ
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
主
流
化
を
進
め
る
こ
と
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
主
流
化
は
今
や
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
だ
。
ジ
ェ

ン
ダ
ー
の
視
点
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
、
女
性
幹
部
職
員
の
数
を
増

や
す
こ
と
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
し
、
留
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
例
え

ば
、
組
織
内
に
は
所
属
部
署
で
の
業
務
以
外
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
委

員
会
や
作
業
部
会
、
検
討
部
会
な
ど
に
よ
る
部
局
を
超
え
た
横
断
的

な
取
り
組
み
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
グ
ル
ー
プ
に
は
多
角
的
な
視
点
が

反
映
さ
れ
る
よ
う
、
メ
ン
バ
ー
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
バ
ラ
ン
ス
を
確
保

す
る
こ
と
も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
主
流
化
の
一
つ
だ
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
バ
ラ

ン
ス
は
他
に
も
討
論
会
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
際
に
も
考
慮

し
、
登
壇
者
が
男
性
に
偏
る
場
合
に
は
人
選
を
再
考
す
る
な
ど
の
対

応
を
取
る
べ
き
だ
。
ま
た
印
刷
物
や
製
作
物
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
の

表
現
な
ど
、
幹
部
職
員
ら
の
発
言
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
配
慮
し
た
表
現

で
あ
る
か
を
常
に
意
識
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
コ
ン
シ
ャ

ス
で
あ
る
こ
と
も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
主
流
化
に
欠
か
せ
な
い
。

⑶
働
き
方
改
革
の
推
進

第
三
に
、
働
き
方
改
革
を
さ
ら
に
推
進
す
る
こ
と
。
従
来
の
働
き

方
は
、
旧
来
の
男
性
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
や
男
性
優
位
組
織
の
過
去
の

成
功
体
験
に
基
づ
く
男
性
中
心
主
義
的
な
働
き
方
だ
。
育
児
や
介
護

と
い
っ
た
ケ
ア
・
ワ
ー
ク
が
多
い
女
性
に
と
っ
て
、
今
後
も
こ
う
し

た
「
男
性
型
働
き
方
」
を
求
め
ら
れ
て
は
働
き
方
に
制
限
が
出
て
き
て

し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
性
別
に
か
か
ら
ず
、
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ

ン
ス
が
推
奨
さ
れ
る
新
し
い
働
き
方
を
し
た
い
人
た
ち
に
と
っ
て
も

同
じ
だ
。
長
時
間
労
働
の
是
正
や
柔
軟
な
勤
務
体
系
の
導
入
な
ど
で

働
き
方
の
多
様
化
を
進
め
、
誰
も
が
働
き
や
す
い
職
場
環
境
を
確
保

す
る
こ
と
が
必
要
だ
。 

⑷
人
事
配
置
の
適
正
な
見
直
し
と
人
事
異
動
に
お
け
る
透
明
性
の
確
保

第
四
に
、
人
事
配
置
の
際
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
バ
ラ
ン
ス
を
配
慮

す
る
こ
と
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
各
部
署
で
求
め
ら
れ
る
人
材
の
要
件

を
明
確
に
し
、
可
能
な
限
り
人
事
異
動
に
関
す
る
透
明
性
を
確
保
す

る
こ
と
。
要
件
は
業
務
内
容
書
の
よ
う
に
詳
細
で
あ
る
必
要
は
な
く
、

求
め
ら
れ
る
専
門
性
や
知
識
、
資
格
、
こ
れ
ま
で
経
験
し
て
お
く
こ

と
が
望
ま
し
い
業
務
や
部
署
を
挙
げ
る
だ
け
で
も
良
い
。
特
に
性
別

に
よ
る
要
件
が
必
要
な
の
で
あ
れ
ば
明
ら
か
に
し
て
お
く
べ
き
だ
。

こ
れ
ら
の
要
件
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
透
明
性
の
確
保
に
つ
な
が
る

と
と
も
に
、
他
部
署
に
異
動
を
希
望
す
る
職
員
ら
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
の
向
上
に
も
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。
ま
た
要
件
を
明
確
に
す
る
過
程

で
こ
れ
ま
で
気
が
付
か
な
か
っ
た
業
務
分
担
上
の
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・

バ
イ
ア
ス
の
発
見
、
是
正
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

⑸
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
多
様
性
に
関
連
す
る
推
進
チ
ー
ム
の
設
置

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
女
性
の
活
躍
は
様
々
な
分
野
で
推
進

す
べ
き
も
の
で
あ
る
た
め
、
特
定
の
部
署
の
み
で
対
応
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。組
織
横
断
的
な
取
り
組
み
が
で
き
る
権
限
を
備
え
た
チ
ー

ム
が
必
要
だ
。
こ
の
チ
ー
ム
自
体
が
多
様
で
あ
る
べ
き
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
く
、
ま
た
チ
ー
ム
外
か
ら
誰
も
が
自
由
に
意
見
を
寄
せ
ら

れ
る
仕
組
み
が
不
可
欠
で
あ
る
。
課
題
は
多
い
が
、
ゼ
ロ
か
ら
何
か

を
生
み
出
す
必
要
は
な
い
し
、
革
新
的
な
取
り
組
み
を
考
案
す
る
必

要
も
な
い
。
す
で
に
多
く
の
企
業
や
団
体
が
取
り
組
み
を
始
め
て
お

り
、
そ
の
好
事
例
を
真
似
れ
ば
良
い
だ
け
だ
。
女
性
の
活
躍
推
進
や

女
性
管
理
職
の
積
極
的
な
登
用
に
際
し
、
他
団
体
と
比
べ
抜
き
ん
出

る
必
要
も
、
競
争
に
勝
つ
必
要
も
な
い
。
ま
ず
は
「
自
然
に
任
せ
る
」

と
い
う
思
考
を
抜
け
出
し
、
行
動
に
移
す
こ
と
で
あ
る
。

日
本
赤
十
字
社
は
二
〇
二
七
年
、
創
立
一
五
〇
周
年
を
迎
え
る
。

す
で
に
そ
の
先
の
一
五
〇
年
を
見
据
え
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
人
道
的
責
務
を
こ
の
先
も
果
た
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

そ
の
鍵
と
な
る
の
は
女
性
の
活
躍
推
進
と
多
様
性
に
違
い
な
い
。
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長
引
く
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
で
ロ
シ
ア
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
双
方
の
兵

士
の
犠
牲
が
増
え
続
け
て
い
る
。
そ
の
死
傷
者
は
五
〇
万
人
に
達

す
る
と
の
報
告
も
あ
る

１

。
こ
う
し
た
中
で
救
護
に
あ
た
る
衛
生

兵
の
不
足
が
深
刻
に
な
り
、
長
期
間
、
戦
場
に
放
置
さ
れ
る
負
傷

兵
の
惨
状
が
伝
え
ら
れ
る
。
赤
十
字
創
設
の
契
機
と
な
っ
た
ソ
ル

フ
ェ
リ
ー
ノ
の
戦
場
の
阿
鼻
叫
喚
を
見
る
か
の
よ
う
だ
。
そ
ん
な

中
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
で
は
不
足
す
る
衛
生
兵
の
訓
練
を
英
国
で
実

施
し
は
じ
め
た
。
日
本
で
も
令
和
六
年
度
か
ら
戦
傷
医
療
の
充
実

を
図
る
「
外
傷
・
熱
傷
・
事
態
対
処
医
療
セ
ン
タ
ー
」（
仮
称
）
を
所

沢
市
の
防
衛
医
科
大
学
病
院
に
設
置
す
る
計
画
が
進
ん
で
い
る

２

。

一
九
世
紀
中
頃
、
イ
タ
リ
ア
統
一
戦
争
の
傷
病
兵
の
惨
状
に
触

発
さ
れ
て
生
ま
れ
た
赤
十
字
は
、
軍
の
衛
生
部
隊
を
補
完
す
る
篤

志
救
護
組
織
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
。
し
か
し
、
第
二
次
世
界
大

戦
を
最
後
に
赤
十
字
が
軍
の
傷
病
兵
救
護
に
直
接
携
わ
る
こ
と
は

ほ
ぼ
な
く
な
っ
た
。
主
な
理
由
は
、
一
）
軍
の
衛
生
組
織
の
発
展

に
よ
り
赤
十
字
の
介
入
が
不
要
と
な
っ
た
こ
と
。
二
）
武
力
紛
争

に
よ
る
民
間
人
犠
牲
者
の
増
加
に
伴
い
赤
十
字
も
主
に
民
間
人
の

保
護
救
済
に
シ
フ
ト
し
た
こ
と
。
三
）
大
戦
時
の
教
訓
か
ら
軍

と
距
離
を
置
く
赤
十
字
運
営
が
進
ん
だ
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
る
。
こ
う
し
て
戦
後
の
ほ
ぼ
八
〇
年
間
、
各
国
赤
十
字
社
は

軍
の
傷
病
兵
救
護
と
は
一
線
を
画
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
ん
な

中
で
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
で
の
負
傷
兵
の
増
加
と
衛
生
兵
不
足
は

何
を
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

一
つ
に
は
、「
軍
に
よ
る
負
傷
兵
救
護
の
自
己
完
結
」
が
揺
ら

【
コ
ラ
ム
】

負
傷
兵
増
加
と
衛
生
兵
不
足
が
投
げ
か
け
る
も
の

英国で訓練を受けるウクライナ軍の衛生兵
　（読売新聞　2023 年 9 月 4 日より）

い
で
い
る
現
実
で
あ
る
。
対
応
策
と
し
て
衛
生
兵
の
増
員
が
求
め

ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
な
い
場
合
は
ど
う
な

る
の
か
。
か
つ
て
、
国
民
保
護
法
制
定
の
過
程
で
筆
者
が
内
閣
官

房
と
交
わ
し
た
議
論
を
思
い
出
す
。「
自
衛
隊
の
負
傷
者
救
護
を
医

療
部
隊
だ
け
で
対
応
で
き
な
い
場
合
、
日
赤
に
救
護
支
援
が
求
め

ら
れ
る
場
合
が
あ
る
の
か
」
と
い
う
筆
者
の
質
問
に
「
国
民
保
護
法

は
国
民
の
保
護
が
目
的
。
自
衛
隊
員
を
救
護
す
る
こ
と
は
な
い
」。

さ
ら
に
「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
は
各
国
赤
十
字
社
は
軍
の
衛
生

部
隊
の
補
助
機
関
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
規
定
と
の
関
連
で
は

ど
う
か
」
と
質
す
と
「
そ
れ
を
法
で
強
制
す
る
こ
と
も
禁
ず
る
こ
と

も
な
い
。
や
る
か
や
ら
な
い
か
は
赤
十
字
が
決
め
る
こ
と
」
と
禅

問
答
じ
み
た
返
答
だ
っ
た
。
こ
ん
な
議
論
か
ら
半
年
ほ
ど
経
っ
て

か
ら
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
か
ら
各
国
赤
十
字
社
宛
に
こ
ん
な

質
問
が
届
い
た
。「
現
在
に
お
い
て
も
、
国
内
で
戦
時
に
お
け
る
軍

の
衛
生
部
隊
の
補
助
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
赤
十
字

社
が
あ
れ
ば
回
答
を
」
と
い
う
も
の
だ
。
当
時
の
防
衛
庁
の
有
事

法
制
担
当
官
は
言
う
。「
負
傷
し
た
自
衛
官
へ
の
医
療
は
医
官
の
仕

事
だ
が
、
自
衛
隊
だ
け
で
対
応
で
き
な
い
場
合
、
民
間
の
協
力
を

得
る
可
能
性
は
ゼ
ロ
で
は
な
い
。」

赤
十
字
基
本
原
則
の
中
の
公
平
の
原
則
の
理
念
は
、
人
の
命

や
尊
厳
は
そ
の
所
属
や
地
位
に
関
係
な
く
人
と
し
て
平
等
で
あ
る

と
い
う
こ
と
だ
。
唯
一
差
異
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
医
療
上

の
緊
急
度
の
み
に
基
づ
く
。
つ
ま
り
兵
士
も
民
間
人
も
命
の
重
さ

に
優
劣
は
な
い
。
極
言
す
れ
ば
民
間
人
よ
り
兵
士
の
医
療
ニ
ー
ズ

が
高
け
れ
ば
そ
ち
ら
を
助
け
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
こ
と
か
？ 

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
や
国
内
法
が
自
衛
隊
員
へ
の
医
療
救
護
を
禁

じ
て
い
な
い
中
、
そ
れ
を
行
う
か
否
か
は
赤
十
字
自
身
の
判
断
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
赤
十
字
の
今
日
的
使
命
は
民
間
人
の
救
護
で

あ
る
こ
と
は
国
民
保
護
法
に
よ
り
自
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
家

が
前
例
の
な
い
想
定
外
の
事
態
に
直
面
し
た
時
、
赤
十
字
に
対
し

て
ど
の
よ
う
な
期
待
や
要
請
が
寄
せ
ら
れ
る
か
は
誰
に
も
分
か
ら

な
い
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
の
負
傷
兵
の
増
加
と
衛
生
兵
不
足
は
、

赤
十
字
誕
生
以
前
の
戦
場
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

 

　
　
　
（
井
上
忠
男
記
）

注１　

The N
ew

 York Tim
es,2023 18 A

ugust; at https://w
w

w.nytim
es.

com
/2023/08/18/us/politics/ukraine-russia-war-casualties.htm

l

２　

朝
日
新
聞
デ
ジ
タ
ル,2023

・7

・15 at https://w
w

w.asahi.com
/

articles/A
SR7F51R3R7FU

TFK
002.htm

l
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【論文投稿について】

　国内外の人道問題研究者・実践者からのご投稿を歓迎いたします。掲載の可否は

当センター編集部にて判断させていただきます。投稿についての詳細は下記まで 
電子メールでお問い合わせください。

　　日本赤十字国際人道研究センター「人道研究ジャーナル」投稿論文受付係

　　メールアドレス：i.h.s@jrc.ac.jp
【バックナンバー】

　本誌バックナンバーについては Web サイト（www.jrc.ac.jp/ihs）をご覧ください。

編集後記

■最先端 AI の開発が加速度的に進む中で、AI を活用した偽情報の拡散など AI の脅威が叫ばれ

ている。その影響は多方面にわたるが人道機関にとってもその脅威は計り知れない。人道支援

は犠牲者数や犠牲の状況など客観的事実に基づいて実施されるが、その事実自体が改ざんされ

たり偽情報に基づいていれば本当に支援を必要とする人のもとに支援は届かなくなる。また赤

十字の中立性を棄損させる偽情報やフェイク画像が拡散した場合、その真偽を判断することも

困難となり、赤十字へのいわれなき批判が蔓延する可能性もある。ウクライナやガザの紛争で

はそうした兆候がないわけではない。フェイクの飛び交う中で「本当の真実」を見極める知恵

が求められる。（T）
■“No one left behind（誰も取り残さない）”　人道支援においてしばしば使われる言葉だが、今

日の紛争においては本来保護されるべき民間人までもが犠牲となり、誰も紛争と無縁でいられ

ない、戦禍もまた No one left behind の様相を呈している。紛争当事者はしばしば国際人道法

を引用しつつ自らの攻撃の正当性を主張するが、もはや国際法を条文どおり適用するだけでは

十分ではない。条約法条約第 31 条にも「条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らし

て与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする」とされ、紛争当事者は戦

闘行為に直接関与しない民間人の保護という国際人道法の趣旨や目的を誠実に解釈、実行すべ

きである。しかしながら紛争当事者の一方が条約の当事者でない非国家アクターである場合、

この非対称が国際法の適用を難しくするようだ。（K）

■今回も多くのご寄稿・ご投稿をいただき「人道研究ジャーナル」第 13 号発行の運びとなりま

した。制作にご協力いただいた皆様に心より感謝申し上げます。紛争の長期化・激化、各地を

襲う大規模災害によって人道の危機がより深刻化しています。引き続き様々な観点に立つ論考

のご投稿をお待ちしています。（事務局）

訂正加筆のお知らせ

　本誌Vol.12（2023年）号の 282―307頁掲載の「一九四五年八月の ICRC代表ビルフィンガー

博士」（大川四郎著）については、以下の訂正加筆がありましたのでお知らせいたします。

【訂正箇所】284 頁本文下段左 3 行目から 2 行目にかけて「しかし、この視察は許可され

なかった」を「このうち、第二民間人抑留所（東京）が五月三日に実施された」に訂正。

【加筆箇所】300 頁「文末注（18）」末尾に次の一節を追加。

Cf., La transcription du câble concernant la visite du camp d’internés civils No 2 à Tokyo par les 
délégués Bilfinger et Pestalozzi en date du 3 mai 1945, enregistrée le 29 juin 1945, « B G 107 07-031 », 
Archives du CICR à Genève.
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